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壱岐市告示第76号

平成22年第４回壱岐市議会定例会を、次のとおり招集する

平成22年11月26日

壱岐市長 白川 博一

１ 期 日 平成22年12月３日（金）

２ 場 所 壱岐市議会議場（壱岐西部開発総合センター２Ｆ）

──────────────────────────────

平成22年第４回壱岐市議会定例会 会期日程

日次 月 日 曜日 会議の種類 摘 要

１
12月３日

（招集日）
金 本会議

○開会 ○会議録署名議員の指名

○会期の決定 ○諸般の報告

○行政報告 ○議案の上程、説明

２ 12月４日 土

３ 12月５日 日
（閉庁日）

４ 12月６日 月
○質疑・一般質問通告書提出期限（正午まで）
○議会運営委員会（午後３時～）

５ 12月７日 火

休 会

（議案調査）

６ 12月８日 水 ○議案審議（質疑、委員会付託）

７ 12月９日 木 ○一般質問（６人）

８ 12月10日 金

本会議

○一般質問（５人）

９ 12月11日 土

１０ 12月12日 日
休 会 （閉庁日）

１１ 12月13日 月
本会議

委員会

○議案訂正（説明、質疑）

○常任委員会

１２ 12月14日 火 委員会 ○予算特別委員会

１３ 12月15日 水 休 会 （議事整理日）

１４ 12月16日 木 本会議
○議案審議（委員長報告、討論、採決）
○閉会
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平成22年第４回壱岐市議会定例会 上程案件及び議決結果一覧（１／２）

結 果
番 号 件 名

審査付託 本会議

承認第９号
損害賠償額の決定についての専決処分を報告し、承認を求

めることについて
－

承 認

（12／８）

報告第６号
平成２１年度壱岐クリーンエネルギー株式会社に係る経営

状況の報告について
－

報告済

（12／８）

議案第96号 長崎県市町村総合事務組合の規約変更について
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第97号 壱岐市行政組織条例の全部改正について
総務文教常任委員会

否 決

否 決

（12／16）

議案第98号
壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び壱岐市職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部改正について
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第99号 壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について
厚生常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第100号 壱岐市猿岩物産館条例の一部改正について
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第101号 壱岐風民の郷条例の一部改正について
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第102号 壱岐出会いの村条例の一部改正について
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第103号 壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部改正について
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第104号 壱岐市医学修学資金貸与条例の制定について
厚生常任委員会

否 決

否 決

（12／16）

議案第105号 壱岐市医療技術修学資金貸与条例の制定について
厚生常任委員会

否 決

否 決

（12／16）

議案第106号 壱岐市消防関係手数料条例の一部改正について
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第107号 壱岐市火災予防条例の一部改正について
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第108号 過疎地域自立促進計画の策定について
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第109号
八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請負契約の変更に

ついて
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第110号 平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）
予算特別委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第111号 平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）
厚生常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第112号 平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第113号 平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第３号）
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）
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平成22年第４回壱岐市議会定例会 上程案件及び議決結果一覧（２／２）

結 果
番 号 件 名

審査付託 本会議

議案第114号
平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正

予算（第２号）
厚生常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第115号 平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第２号）
総務文教常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第116号 平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第２号）
厚生常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

議案第117号 平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）
産業建設常任委員会

可 決

原案のとおり可決

（12／16）

陳情第２号
国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求め

る陳情
厚生常任委員会

採 択

採 択

（12／16）

陳情第３号 ＴＰＰに関する陳情
産業建設常任委員会

採 択

採 択

（12／16）

陳情第４号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情
総務文教常任委員会

採 択

採 択

（12／16）

陳情第５号 くらし支える行政サービスの拡充を求める陳情
総務文教常任委員会

不採択

不採択

（12／16）

発議第７号
国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求め

る陳情
省 略

原案のとおり可決

（12／16）

発議第８号
食糧自給率を高めるために、ＴＰＰに参加しないことを求

める意見書の提出について
省 略

原案のとおり可決

（12／16）

発議第９号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出につ

いて
省 略

原案のとおり可決

（12／16）

発議第10号 離島医療の医師確保対策を求める意見書の提出について 省 略
原案のとおり可決

（12／16）

発議第11号

アルミ３胴船の就航を目指す㈱市民フェリー壱岐対馬への

船舶共有建造制度に基づく融資に関する意見書の提出につ

いて

省 略
原案のとおり可決

（12／16）

平成22年第４回壱岐市議会定例会 上程及び議決件数

市長提出 上程 可決 否決 撤回 継続 議員発議 上程 可決 否決 継続

条例制定、一部

改正、廃止
１１ ８ ３

発議(条例制定)

(一部改正)

予算 ８ ８ 発議（意見書） ５ ５

その他 ４ ４ 決議・その他

報告 １ １ 計 ５ ５

決算認定

(内前回継続)

請願・陳情等

(内前回継続)
４ ３ １

計 ２４ ２１ ３ 計 ４ ３ １
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平成22年第４回壱岐市議会定例会 一般質問一覧表

月日 順序 議 員 氏 名 質 問 事 項 質問の相手 ページ

本庁舎建設について 市 長
１ 田原 輝男

教育施設について 教育長
80～87

壱岐市民病院改革の方向性について

２ 音嶋 正吾 ジェネリック薬品普及に対する市の取り組み

について

市 長 87～98

壱岐市内のし尿汲み取り業者の許可状況及び

新規許可について
３ 中村出征雄

し尿処理施設完成後の勝本、石田の自給肥料

供給センターの運営について

市 長 98～105

市民病院の現状と改革案について

国民宿舎壱岐島荘改修工事と展望浴場増築工

事について４ 市山 繁

かたばる病院の今後の方針と医師会との協議

結果について

市 長 106～119

健全な行財政について
５ 深見 義輝

堆肥センターの運営について
市 長 119～130

かたばる病院事務長の事件についての事実関

係

処分にいたるまでの過程について

懲罰委員会の構成、調査内容、処分について

今後の防止策について

12

月

９

日

木

６ 町田 正一

桜木団地建設の現状について

市 長 130～142

雇用対策について

交流人口増加の費用対効果は
市 長

７ 久保田恒憲

ボランティアへの支援はできているか 教育長

144～156

８ 鵜瀬 和博 機構改革について 市 長 157～169

ＴＰＰ協議への参加、決意表明について

雇用対策について９ 呼子 好

市民病院改革について

市 長 169～179

いのしし対策について

市民病院医師確保について10 中田 恭一

市道改良の計画について

市 長 180～187

災害弱者（高齢者、障害者、子ども）等の緊

急時の対応について

救急救命時のドクターヘリでの患者搬送の対

応について

12

月

10

日

金

11 市山 和幸

漁業者のＦＲＰ船の廃船処理問題について

市 長 187～195
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───────────────────────────────────────────

平成22年第４回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第１日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

平成22年12月３日 午前10時00分開会、開議

日程第１ 会議録署名議員の指名
14番 榊原 伸

15番 久間 進

日程第２ 会期の決定 14日間 決定

日程第３ 諸般の報告 議長 報告

日程第４ 行政報告 市長 説明

日程第５ 承認第９号
損害賠償額の決定についての専決処分を報

告し、承認を求めることについて
総務課長 説明

日程第６ 報告第６号
平成２１年度壱岐クリーンエネルギー株式

会社に係る経営状況の報告について
壱岐島振興推進本部理事 説明

日程第７ 議案第96号
長崎県市町村総合事務組合の規約変更につ

いて
総務課長 説明

日程第８ 議案第97号 壱岐市行政組織条例の全部改正について 総務課長 説明

日程第９ 議案第98号

壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び

壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正について

総務課長 説明

日程第10 議案第99号
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一

部改正について
市民生活担当理事 説明

日程第11 議案第100号 壱岐市猿岩物産館条例の一部改正について 産業経済担当理事 説明

日程第12 議案第101号 壱岐風民の郷条例の一部改正について 産業経済担当理事 説明

日程第13 議案第102号 壱岐出会いの村条例の一部改正について 産業経済担当理事 説明

日程第14 議案第103号
壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部改正に

ついて
壱岐島振興推進本部理事 説明

日程第15 議案第104号
壱岐市医学修学資金貸与条例の制定につい

て
病院事務局長 説明

日程第16 議案第105号
壱岐市医療技術修学資金貸与条例の制定に

ついて
病院事務局長 説明

日程第17 議案第106号
壱岐市消防関係手数料条例の一部改正につ

いて
消防本部消防長 説明

日程第18 議案第107号 壱岐市火災予防条例の一部改正について 消防本部消防長 説明
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日程第19 議案第108号 過疎地域自立促進計画の策定について 政策企画課長 説明

日程第20 議案第109号
八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請

負契約の変更について
産業経済担当理事 説明

日程第21 議案第110号
平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第

４号）
財政課長 説明

日程第22 議案第111号
平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）
保健環境担当理事 説明

日程第23 議案第112号
平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）
建設担当理事 説明

日程第24 議案第113号
平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第３号）
建設担当理事 説明

日程第25 議案第114号
平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第２号）
市民生活担当理事 説明

日程第26 議案第115号
平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第２号）
総務課長 説明

日程第27 議案第116号
平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第２号）
病院事務局長 説明

日程第28 議案第117号
平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第２号）
建設担当理事 説明

日程第29 陳情第２号
国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減

額）廃止を求める陳情

日程第30 陳情第３号 ＴＰＰに関する陳情

日程第31 陳情第４号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳

情

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第１号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（19名）

１番 久保田恒憲君 ２番 呼子 好君

３番 音嶋 正吾君 ４番 町田 光浩君

５番 深見 義輝君 ６番 町田 正一君

８番 市山 和幸君 ９番 田原 輝男君

10番 豊坂 敏文君 11番 中村出征雄君

12番 鵜瀬 和博君 13番 中田 恭一君

14番 榊原 伸君 15番 久間 進君

16番 大久保洪昭君 17番 瀬戸口和幸君
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18番 市山 繁君 19番 小金丸益明君

20番 牧永 護君

──────────────────────────────

欠席議員（１名）

７番 今西 菊乃君

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 松本 陽治君 事務局次長 加藤 弘安君

事務局係長 吉井 弘二君 事務局書記 村部 茂君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君

副市長兼病院事務局長 …………………………………………………… 久田 賢一君

教育長 ………………… 須藤 正人君

壱岐島振興推進本部理事 ………………………………………………… 松尾 剛君

市民生活担当理事 …… 山内 達君 保健環境担当理事 …… 山口 壽美君

産業経済担当理事 …… 牧山 清明君 建設担当理事 ………… 中原 康壽君

消防本部消防長 ……… 松本 力君 総務課長 ……………… 堤 賢治君

財政課長 ……………… 浦 哲郎君 政策企画課長 ………… 山川 修君

管財課長 ……………… 豊坂 康博君 会計管理者 …………… 宇野木眞智子君

教育次長 ……………… 前田 清信君 病院管理課主幹 ……… 左野 健治君

──────────────────────────────

午前10時00分開会

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。

今西菊乃議員から欠席の届けがあっております。

ただいまの出席議員は１９名であり、定足数に達しております。

ただいまから平成２２年第４回壱岐市議会定例会を開会します。

これから、議事日程表第１号により本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．会議録署名議員の指名
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○議長（牧永 護君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１４番、榊原伸議員、１５番、

久間進議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．会期の決定

○議長（牧永 護君） 日程第２、会期の決定を議題とします。

本定例会の会期につきましては、去る１１月２２日、議会運営委員会が開催され、協議をされ

ておりますので、議会運営委員長に対し、協議結果の報告を求めます。豊坂議会運営委員長。

〔議会運営委員長（豊坂 敏文君） 登壇〕

○議会運営委員長（豊坂 敏文君） 第４回の定例会の議会運営委員会委員長の報告を行います。

平成２２年第４回壱岐市議会定例会の議事運営について、協議のために、去る１１月２２日、

議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果について報告を行います。

会期日程案につきましては、各議員のお手元に配付をいたしておりますが、本日から１２月

１６日まで、１４日間との申し合わせを行いました。

本定例会に提案されます議案は、承認１件、報告１件、条例改正９件、条例制定２件、平成

２２年度補正予算関係８件、その他３件の合計２４件となっております。また、陳情３件、要望

１件を受理しておりますが、お手元に配付のとおりであります。

本日は、会期の決定、議長の報告、市長の行政報告の後、本日送付された議案の上程、説明を

行います。

１２月４日から７日まで休会といたしておりますが、一般質問並びに質疑についての通告をさ

れる方は、１２月６日正午までに提出をお願いいたします。

１２月８日は、議案に対する質疑を行い、質疑終了後、承認及び報告案件を除き、所管の委員

会へ審議付託を行いますが、質疑をされる場合は、できる限り事前の通告をされるようお願いを

いたします。

なお、上程議案のうち、平成２２年度一般会計補正予算につきましては、議長を除く全議員で

構成する特別委員会を設置して審議すべきということを確認いたしましたので、よろしくお願い

いたします。

１２月９日と１０日の２日間で一般質問を行います。

質問の順序は、受付順のくじにより、番号の若い順とし、質問時間については、答弁を含め

５０分の時間制限とします。また、質問回数については、制限しないことといたします。なお、

同一趣旨の質問につきましては、質問者間でぜひ調整をお願いいたします。また、通告書につい

ても、市長の適切な答弁を求める意味からも、質問の趣旨を明快に記載されるようあえてお願い
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をしておきます。

１２月１３日と１４日を委員会開催日といたしております。

１２月１６日、本会議を開催し、各委員長の報告を受けた後、議案等の審議、採決を行い、全

日程を終了したいと思います。

以上が、第４回定例会の会期日程案であります。円滑な運営に御協力を賜りますようにお願い

を申し上げ、報告といたします。

〔議会運営委員長（豊坂 敏文君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本

日から１２月１６日までの１４日間としたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から

１２月１６日までの１４日間と決定いたしました。

────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（牧永 護君） 日程第３、諸般の報告を行います。

平成２２年第４回壱岐市議会定例会に提出され、受理した議案等は２４件、陳情３件、要望

１件であります。

次に、監査委員より例月出納検査の報告書が提出されており、その写しをお手元に配付してお

りますので、御高覧お願いします。

次に、系統議長会であります。

１０月２７日、佐賀県武雄市において、九州市議会議長会の臨時総会を代行する第３回理事会

が開催され出席をいたしました。各県支部から提出された１６議案について審議がなされ、国に

対して要望を行うことが決定されました。また、全国市議会議長会への提出議案として、正議案

２件「地域医療の充実確保について」と「九州における高速交通網の整備充実について」、予備

議案として「新たな過疎対策法の制定について」の１件が決定されたところであります。

次に、１１月１日、長崎県庁において、長崎県離島振興市町村議会議長会と県町村議会議長会

共同で、知事に対して、離島の抱える課題２２項目について要望を行いました。当市からは、

「原島大橋架橋の早期実現」と「医師確保対策」の２項目について要望したところであります。

次に、１１月１６日、東京都において開催された第２９回離島振興市町村議会議長全国大会に

出席いたしました。会議では、大会宣言の後、要望事項１１項目が提案され、審議・決定の後、

決議がなされ、それぞれ実行運動を行うことが決定されました。

翌１７日は、長崎県離島振興市町村議会議長会と町村議長会による地元選出国会議員に対する



- -10

要望行動が実施され、全体で２４項目、本市からも知事への要望と同様、２項目について要望を

行ったところであります。

以上のとおり、系統議長会に関する報告を終わりますが、詳しい資料等につきましては、事務

局に保管しておりますので、必要な方は御高覧願いたいと思います。

次に、本定例会において、議案等説明のため、白川市長をはじめ、教育委員会委員長に説明員

として出席を要請しておりますので、御了承願います。

以上で、私からの説明を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告

○議長（牧永 護君） 次に、日程第４、行政報告を行います。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。行政報告を申し上げます。

本日、ここに平成２２年第４回壱岐市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましては、御健勝にて御出席賜り、厚くお礼を申し上げます。

御説明に入ります前に、去る１１月１２日、愛知県蒲郡市で開催されました第２２回全国消防

操法大会におきまして、壱岐市消防団芦辺地区第１分団がポンプ車操法の部に長崎県代表として

出場し、見事準優勝に輝かれました。

これは、本市にとりましても大変名誉なことであり、市民皆様への大きな励みになったもので

あります。また、伝統ある壱岐市消防団の新たな輝かしい歴史を刻んだものであり、出場されま

した選手皆様をはじめ、関係者、御家族の皆様に対し、心からお喜び申し上げます。

次に、去る１１月２０日、県民表彰受賞者が発表され、本市から消防防災功労として、壱岐市

消防団勝本地区筆頭副団長斉藤秀和様が、交通安全・防犯功労として、元壱岐地区交通安全協会

会長辻川更司様が、そして、優良団体の社会福祉部門として、多年にわたり、地域の独居高齢者

等を対象に配食サービスなど実施されているあゆみの会様が受賞されました。

受賞の栄に浴された皆様に対し、今日まで築かれた御功績に深甚なる敬意を表しますとともに、

このたびの栄誉を心からお喜び申し上げます。

それでは、前定例会以降、今日までの市政の重要事項等について御報告申し上げ、議員皆様の

御理解と御協力を賜りたいと存じます。

初めに、国の動向と経済対策についてでございます。

昨今の厳しい経済情勢の中、去る１１月２６日、国においては、総額５兆９００億円にのぼる

２０１０年度補正予算が成立いたしました。その主な内容は、雇用・人材育成分野に３,１９９億

円、また、地域活性化・社会資本整備・中小企業対策に３兆７０６億円などが盛り込まれており、
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その中には、地方交付税の増額に１兆３,１２６億円、地方の実情において使える３,５００億円

の地域活性化交付金の創設など、地方にも配慮したものとなっております。

現在、地域活性化交付金事業については取りまとめを行っておりますが、市民皆様の生活・福

祉の向上、産業経済の振興、雇用の確保などに、本市発展のための施策に取り組んでまいります。

次に、１１月２９日に全国離島振興協議会並びに同振興対策協議会で、政府与党、関係国会議

員に対し、離島振興関係公共事業予算の拡充に関する要望書、また、平成２３年度離島関係の税

制改正に関する要望書の提出を行い、これに出席をしたところであります。

特に、これまで本市が長崎県離島振興協議会を通じ、先駆けて要望を行ってまいりました離島

のガソリン税減免については、全国離島振興協議会で緊急決議を採択し、平成２３年度税制改正

に関する要望の中で、離島地域に係る揮発油税の減免措置についての新規要望を行ったところで

あります。

本制度が実現いたしますと、離島地域にとっては、本土との格差是正をはじめ、離島振興に極

めて大きな前進につながるものであり、国会議員皆様からも、本制度成立に向けて最大限努力を

するとのお話もいただきました。今後も、あらゆる機会をとらえ、本制度の実現に向けて要望し

てまいります。

次に、地域情報通信基盤整備推進事業について申し上げます。

壱岐市ケーブルテレビ施設等の工事の進捗状況でございますが、現在、局舎建築工事が完了し、

放送用機器等の搬入・設置を始めております。また、光ケーブルの架線工事についても、市内の

各所で高所作業車による工事を行っているところであります。

電柱につきましては、九州電力、ＮＴＴ西日本の電柱に共架するようにしておりましたが、強

度不足等の理由により共架できない電柱が多数あり、これにより、当初設計数量の１,６００本

を大きく上回る、約２倍の３,２００本余りを建柱する必要が出てまいりました。

この３,２００本のうち、約半数は民間や県の土地でございます。あとの半分は市有地という

ことになるわけでございますけれども、用地交渉について、担当課をはじめ、職員１５４名を動

員し、交渉にあたっております。現在約８０％を完了しているところでございます。

当初、外線工事終了後に宅内工事を行うよう予定しておりましたが、電柱の建柱交渉等に時間

を要し、架線工事がおくれておりますので、並行して公営住宅や勝本浦地区、瀬戸地域等から宅

内工事を開始いたしております。

また、光ケーブルへの正しい御理解をいただくため、供用開始まで隔週で「壱岐ケープ通信」

を発行しているところでございます。

１１月末現在の加入状況でございますが、告知放送１万１,９７８件、光テレビ７,１６７件、

光インターネット２,７１７件、光ＩＰ電話１,１２４件でございます。
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今後も、指定管理者と連携をとり、加入促進に努めてまいります。

次に、行財政改革について申し上げます。

まず、機構改革についてでございますが、市民ニーズへの迅速な対応やスピーディーな意思決

定、そして、最小の職員数で効率的な行政運営を行うため、これまで課の統廃合など進め、平成

２１年４月１日から、現組織体制での行政運営を行ってまいりました。その間、新たな行政課題

や多様化する市民ニーズ、そして職員のさらなる意識改革、経営意識の向上を図るためにも、組

織体制の見直しについて、その必要性を強く感じておりました。

これらの状況に対応するため、本定例会に、地域主権改革に向けた体制整備と職員の意識改革

を推進する新行政推進室の新設と、課制から部制への変更などを盛り込んだ行政組織条例の全部

改正について、平成２３年４月１日からの実施を図るべく提案をしておりますので、御審議賜り

ますようお願いいたします。

次に、交流人口・定住人口の拡大について申し上げます。

まず、観光振興についてでございますが、本市における観光客数を推計するうえで参考となる

九州郵船とＯＲＣの平成２２年８月から１０月までの乗降客数累計は、２１万７,７０１人で、

対前年度９７.１５％と、わずかでございますけど、減少傾向にあります。その原因といたしま

しては、８月と９月は好天に恵まれたものの、例年にない暑さが続き、長引く景気低迷と相まっ

て、出控え現象につながったものと考えられます。しかしながら、高速道路の一部無料化やＥＴ

Ｃ１,０００円などにより、大変な苦況を強いられている離島の観光地としては、一支国博物館

の開館等、壱岐の新たな魅力の提供により健闘しているものと認識しております。

そうした中、１０月８日には、一支国博物館の入館者数が１０万人を突破し、市と指定管理者

の共催により、１０万人達成セレモニーを同博物館にて開催をいたしました。好調さを維持して

いくには、常に魅力ある企画が求められ、今後も、指定管理者や関係者皆様とともに知恵と汗を

出し合い、入館者数ひいては来島者数が増加するよう、魅力ある壱岐島の構築に努めてまいりま

す。

また、県との連携事業である「２０１１交流拡大プロジェクト」の中で、壱岐市は「（新）な

がさきロングステイ推進事業」と「長崎食の観光推進プロジェクト」に参画し、県や大学、旅行

会社等と連携した一支国博物館を活用した２泊３日以上のロングステイの推進、食の再発見や掘

り起こしなどを通じた食の観光活用による交流人口の拡大を図ってまいります。

今後も、一支国博物館を核として、壱岐の豊富な観光資源を魅力的に結びつけた壱岐ならでは

の旅を創造・発信・提供し続け、交流人口の拡大による地域の経済浮揚を、各関係団体と連携の

もと、全力で取り組んでまいります。

次に、各種イベントについて申し上げます。
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「開運！なんでも鑑定団」の出張鑑定の公開録画が、１０月１７日壱岐文化ホールにて開催さ

れ、全国放映が、１１月１６日に行われ、１２月１１日には、テレビ長崎で放映されることとな

っております。番組の中では、原の辻遺跡や一支国博物館、壱岐焼酎など紹介され、全国に向け

て大いに壱岐のＰＲができたものと確信をいたしております。

大きなイベントでは、一支国という冠で壱岐の歴史を感じてもらおうと、１０月２３日と

２４日には一支国弥生まつりが、同２４日と２５日には一支国ウォークが開催されました。あい

にくの天候で、参加者は若干少なかったものの、どちらのイベントも多くのボランティアスタッ

フに支えられた手づくり感のあるイベントで、来場された方の満足度は高かったものと思ってお

ります。今後も、集客力のあるイベントを官民協働で創出してまいります。

１１月３日には、本市に一番近い唐津市からの観光客数の拡大を図るため、唐津最大のまつり

「唐津くんち」のメイン会場の１つである唐津ふるさと会館アルピノにおいて、壱岐市観光協会

主催で壱岐観光物産ＰＲ展を開催いたしました。当日は好天に恵まれ、壱岐ブースにも大勢の方

が来場され、ターゲットである唐津市において効果的なＰＲができたものと考えております。

また、１１月６日には、第３回壱岐市御柱祭が開催され、姉妹都市諏訪市をはじめ、多くの皆

様に御来島いただき、諏訪市の多大な御支援、御協力のもと、多くの壱岐市民皆様も御参加いた

だき、盛大にそして勇壮に執り行うことができました。これを契機として、今後さらに諏訪市と

の交流を深め、交流人口の拡大に努めてまいります。

１２月に入り、壱岐観光にとりましてはオフシーズンになったわけでございますが、壱岐の島

新春マラソン大会をはじめ、壱岐壱岐綱引大会、一支国ウォーク、各種ジュニアスポーツ大会、

冬のグルメキャンペーン等、オフシーズン対策のイベントを官民協働で成功させ、通年型の観光

地づくりを、市民皆様とともに総力で推進してまいります。

次に、国民宿舎壱岐島荘について申し上げます。

昭和４４年建築の国民宿舎壱岐島荘は、築４１年が経過し、建物の老朽が進んでおります。し

かし、おもてなしの心とサービス内容の充実により、宿泊客からも大変好評を得ております。

今後、利用される御客様に安心して御利用いただくため、また、御客様の安全を守るため、建

物の建築耐震診断を実施したところ、一部の補強工事を実施することにより、建物自体は今後お

おむね３０年から４０年は耐震に問題ないとの結果でありました。そこで、同工事に加え、リニ

ューアル工事を実施したく、同工事の設計業務委託料としての予算案を本定例会に提案をいたし

ております。

次に、離島航路・市内交通対策についてでございます。

離島航路問題につきましては、これまで、壱岐対馬航路活性化協議会、また長崎県離島基幹航

路運賃対策協議会をはじめ、あらゆる機会を利用し、国・県または国会議員に対し、運賃低廉化
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に向け、要望・協議を重ねてまいりました。この中で、長崎県離島基幹航路運賃対策協議会が、

１１月２６日開催され、九州商船の長崎・五島航路について、新型フェリーの就航に伴い、平成

２３年４月１日から約１０年間、運賃を２割値下げすることが報告されました。

また、九州郵船のフェリー建造についても補助の決定がなされ、平成２４年４月就航予定とな

っております。また、九州郵船からは、本事業に伴う運賃値下げについて、ジェットフォイル

２０％、フェリー１０％の方針が示されました。これについては、ただいま申し上げましたとお

り、九州商船が、ジェットフォイル・フェリーとも２０％という値下げ幅であるのに対し、九州

郵船が、フェリー１０％という値下げ幅でありましたので、この点について、今後、壱岐市航路

対策協議会などを通して、九州郵船とも十分協議を行ってまいりたいと考えております。いずれ

にしましても、離島航路運賃低廉化に向け、今後も全力で取り組んでまいります。

次に、壱岐交通株式会社について、現在、経営の合理化を図りながら、市民皆様の貴重な足と

して、路線バスの運行がなされてあります。しかし、マイカー利用者の増大に伴い、依然、厳し

い経営状況にあると認識をしております。こうしたことから、壱岐交通株式会社では、さらなる

経営の合理化を進めるため、借用物件である郷ノ浦町本町停留所を、本年１２月末をもって廃止

するとの方針が出されております。なお、バスの停車については、従来どおり行うとのことであ

ります。

また、一支国博物館行きの臨時バスについては、これまで、ジェットフォイル、フェリーが着

く港から一支国博物館までの各１便の臨時便を運行しておりましたが、バスの乗車実績が１日当

たり平均１.４人の乗車と極めて少なく、今後の継続は厳しいとの判断から、１１月末をもって

運休することとされました。これについては、現在の一支国博物館行きの路線バスの調整により

対処することとされております。

次に、壱岐物産品の販路拡大について申し上げます。

農水産物・特産品の販路拡大策として、物産展開催の支援を行っておりますが、１０月１６日、

１７日に、かねてより交流がある兵庫県朝来市の但馬食文化まつりへ、壱岐の物産が出展されま

した。１１月２０日には、朝来市より２２名が来島され、あしべ商工・産業まつりでの物産展参

加や踊りなどが披露され、人的・物的に交流が、今後も盛んになるものと期待しております。

また、東京都や関西での物産の出展につきましては、東京都庁におきまして、市単独により

１２月８日から１４日までの７日間、関西につきましては、大阪府枚方市「京阪百貨店くずは

モール店」におきまして、来年１月２７日から２月２日までの７日間、対馬、五島との三島によ

る物産観光展の開催に向け進めており、産品の販路拡大と観光の相乗効果を目指しております。

次に、雇用対策について申し上げます。

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業とふるさと雇用再生特別基金事業の実施状況については、
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緊急雇用創出事業で５事業、ふるさと雇用事業で３事業を実施し、９月以降１３名を新規雇用し、

これまでに６８名の新規雇用を創出しております。さらに、新規雇用の確保を図るため、今回新

たにながさき食のコンシェルジュ事業、これは共同する事業、集める事業という意味のようでご

ざいますけれども、コンシェルジュ事業を実施することとし、これらの関連予算を本定例会に提

出しております。

１１月３０日に厚生労働省長崎労働局職業安定部から、本年１０月期の職業安定業務月報が発

表され、本市の有効求人倍率は０.６０倍で、諫早市に次いで県内２番目に高い状況となってお

ります。７月期から９月期にかけては、県内で最も高い状況であり、長期にわたり高い水準を維

持しております。これは、緊急雇用創出事業をはじめ、地域情報通信基盤整備事業関連の求人な

どが主な要因ということであります。今後もこうした雇用支援事業に積極的に取り組み、新たな

雇用の創出に努めてまいります。

次に、市民・市税等の収入状況について申し上げます。

現年度分市税の収入状況は、１０月末現在で６２.３６％であり、前年同時期と比較いたしま

して０.３１ポイントの減であります。

一方、滞納繰越分につきましては、滞納処分の強化により差し押さえ等も随時行い、同じく前

年同時期と比較いたしまして２.３３ポイント上回っております。

引き続き「長崎県地方税回収機構」により、県と市の税務職員の協働による連携強化を図りな

がら、捜索・差し押さえ等の滞納処分を行い、滞納額の縮減に努めており、中間期における捜索

件数は１０件、差し押さえ件数は９件であります。１２月５日、日曜日に、地元での「第３回壱

岐市動産公売会」を実施するよう計画をしております。

また、「インターネット公売」の取り組みを６月、８月、１１月に実施いたしました。出品総

数１０３品目のうち、落札数８２品目で、２５万９,５２０円を税に充当したところであります。

さて、税務課では、今後の税務行政の円滑な運営を図るための一環といたしまして「平成

２２年度版税務概要」を作成し、各関係機関へ配布させていただきました。今後とも、公平・公

正な税政の実現に向け、より一層努力をいたす所存でありますので、御指導、御助言賜りますよ

うお願い申し上げます。

次に、第一次産業の振興について申し上げます。

まず、農業振興についてでございますが、本年度の水稲作況指数は、長崎県全体で９４％でし

たが、壱岐は１０２％とほぼ平年並みとの発表がされました。早期米のコシヒカリは、５月から

７月の日照不足が影響し、出荷成績が、１等５９.５％、２等４０％でした。普通期米のヒノヒカ

リは、１等２６.２％、２等６９.９％でしたが、本年度から作付が推進された「にこまる」は、

ヒノヒカリと比較して、収量で１０アール当たり３０キログラム上回り、品質でも１等９８.３％、
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２等１.７％の好成績で、収量・品質ともに今後に期待の持てる結果が出ております。

葉たばこにつきましては、植えつけ後の低温及び収穫期における天候不順等が影響し、目標収

量１０アール当たり２５０キログラムを６９キログラムも下回る１８１キログラムとなりました。

本年度から、熊本県合志市のＪＴ九州リーフセンターでの収納となり、１０月１８日から２２日

にかけて販売が行われ、１キログラム当たり代金１,９８４円、１０アール当たり代金３５万

８,０６７円と、質・量とも、昨年を大きく下回り、農家の不安がかくせない結果となりました。

そのための救済措置として、災害貸付資金に対する利子補給について検討を進めてまいります。

去る１０月２７日、雲仙市で開催された「ながさき牛づくり振興大会」において、壱岐牛はす

ばらしい成績を収めました。総合では惜しくも僅少差で第２位となりましたが、第１区に出品の

樫尾光様の「なつみ号」、第２区に出品の吉野政春様の「はなこ号」が優等賞第一席を獲得する

など、壱岐牛の優れた特性を発揮し、壱岐牛の名声を高めていただきました。

また、肉牛の部においても、野元勝博様の出品牛が最高賞の優等賞第一席に、壱岐市農協肥育

センターの出品牛が一等賞二席を獲得するなど、肉牛の部でも壱岐牛の資質と高い肥育技術が評

価されました。この成績により、子牛市場への波及効果が大いに期待されるところであります。

出品者皆様には深甚なる敬意を表しますとともに、長期間にわたる飼育管理に対する御労苦にお

ねぎらいを申し上げます。

いよいよ、全国和牛能力共進会・長崎県大会が２年後に迫りました。本番に向け、畜産農家、

関係機関の皆様には、日本一を目指し、さらなる御精進を賜りたいと存じます。

肉用牛経営における子牛の販売価格は、一昨年から下降気味で推移しておりますが、昨日まで

の２日間開催されました１２月市では、平均価格４２万１,８２８円と、４０万円台を回復し、

前回比１０５.５４％の成績でありました。長引く景気低迷や資材等の高騰が心配されますが、

今後もコストを重視した経営に努めていただきたいと願っております。

さて、本年８月ごろから、初山地区、志原地区、武生水地区、池田仲上地区でイノシシ被害の

情報提供がありましたが、いまだに生息場所を特定するには至っておりません。被害の多い本土

では、農林業の被害だけでなく、日常生活を脅かす社会問題にもなっております。イノシシ被害

を防止するには、生息数の少ないうちに、効果的な対策を講じることが重要であることから、本

定例会に所要の予算を計上しておりますので、御審議賜りますようお願いいたします。

次に、水産振興について申し上げます。

水産業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。本年４月から９月における

壱岐市全体での漁獲状況は、漁獲量が１,９０２トンで昨年度より１０トン、１％の減、漁獲高

が１７億１,８００万円で昨年度より７,１００万円、４％の減となっております。

このような水産業の低迷は、本市の基幹産業の一翼を担う面からも、大変憂慮する状況であり、
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今後も関係機関と連携を図りながら、水産業の振興に努めてまいります。

「壱岐栽培センター」については、初年度の生産状況が、アワビ２４万９,８５０個、アカウ

ニ２５万２,０００個、カサゴ１７万８,０００個の生産数であり、アカウニ、カサゴにつきまし

ては計画数量を確保したものの、アワビについては五、六月の海水温の異常な上昇の影響と思わ

れる斃死が多発し、計画数量を大きく下回る結果となっております。

また、かねてから懸案事項でありました事業者の高齢化等によるＦＲＰの漁船等の廃船が各港

に散在し、本来の港の機能を損なう恐れもあり、また、近い将来ＦＲＰ船の大量更新時期も訪れ

ることが予想され、これらの対策を検討するため、市内の港の調査を実施いたしました。その結

果、市内各港において、８月末現在７２隻の廃船を確認したところであります。

これらを適正な処理のもと、有効な資源として活用できないかと考えておりましたが、このた

び水産庁が壱岐市と五島市において、ＦＲＰ船を漁礁化するために、平成２３年度から３年間に

わたり実証実験を行うための検討会がスタートいたしました。

これらの結果次第では、近い将来ＦＲＰ船の漁礁としての原料化により、廃船処理費の軽減に

伴う廃船の減少化が図られるものと期待いたしております。

次に、環境保全について申し上げます。

まず、一般廃棄物処理施設整備についてでございますが、一般廃棄物処理施設整備事業の実施

状況は、汚泥再生処理センター建設工事については、建築確認申請の許可が９月２２日に下りま

したので、施設本体の工事に着手しております。現在、地下水槽設置のための床掘りを終えたと

ころであり、今後、水槽の設置にかかる予定でございます。

最終処分場建設工事につきましては、今月中に埋立貯留槽のコンクリート部分が完成する予定

であり、本年度末の完成に向け進めております。

焼却場・リサイクルセンターについては、現在、実施設計の協議を重ねており、１１月１２日

に建築確認申請等の許可が下りましたので、本体工事に着手しております。汚泥再生処理セン

ター及びごみ処理施設の２施設いずれも、平成２３年度末完成に向け、順調に進んでおります。

次に、教育関係について申し上げます。

まず、中学校規模適正化についてでございますが、壱岐市中学校規模適正化［統廃合］計画の

推進につきましては、各町ごとの準備委員会及び各専門部会を計画的に開催し、具体的な準備作

業を予定どおり進めることができており、新しい学校の仕組みがほぼ整いつつあります。１０月

末には、これまでの進捗状況や決定した内容、今後の予定等記載したリーフレットを全戸に配布

し、市民皆様にお知らせしました。また、３学期には、新中学校区における中学校説明会を予定

しております。

今後、残りの準備内容等の進捗を計画的に図り、壱岐市の中学生が平成２３年４月らから、新
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しい中学校に安心して意欲や希望を持って通うことができるよう取り組んでまいります。

次に、文化財関係についてでございます。

現在、壱岐市総合計画に掲げる「歴史的文化遺産の保護と活用」の中の主要事業のうち、「巨

石古墳群の整備」に関連した、周遊拠点施設の整備を「日本宝くじ協会助成事業」を受け実施し

ております。

整備の内容は、既存の「風土記の丘・民俗工藝文化館」を新たに「風土記の丘・古墳館」とし

て改修し、機能を充実するとともに、国史跡の指定を受けた壱岐古墳群（双六古墳・鬼の窟古

墳・対馬塚古墳・掛木古墳・笹塚古墳・兵瀬古墳）を含む周辺古墳群の情報発信基地として、市

民の皆様、また壱岐を訪れる観光客の皆様に対し「憩いの場・交流の場」として活用することを

目的としております。

なお、本施設は来年２月１２日の国史跡指定２周年にあわせリニューアルオープンとなります。

また、国特別史跡「原の辻遺跡」の復元整備事業につきましては、今年度をもって、第１次の

整備計画が終了いたします。現在、平成２３年度からの全面公開に向けた、復元公園・ガイダン

ス施設管理運営マニュアルを策定中であります。

次に、医療について申し上げます。

壱岐私立病院改革についてでございますが、壱岐市民病院については、昨年の病院改革委員会

の答申を受け、この１年間、九州大学病院へ頻繁に出向き、理事長候補者の御紹介をお願いして

まいりましたが、現在まで理事長候補者の御推薦をいただいておりません。壱岐市民病院は、現

在、九州大学医局の絶大なる御支援により運営を行っておりますが、これほどまでに厳しいもの

であるかと痛切に感じております。今後あらゆる方向を検討しながら、引き続き努力いたす所存

であります。

また、かたばる病院については、壱岐医師会に医療療養病床として残すべきか福祉施設に転換

するべきか御検討をお願いし、去る１１月８日に、壱岐医師会から御報告を受けたところであり

ます。

その内容は、「かたばる病院は医療療養病床として残すべきだが、壱岐医師会で経営を引き受

けることはできない」その理由といたしまして、「医師、看護師を含め、医療スタッフの確保が

困難である。また、療養病床の今後について、いまだ国の指針が明確に示されておらず、先が見

えにくい状況にある。しかしながら、現状のかたばる病院の経営状況を考えると、市として継続

することは困難と思われ、福祉施設への転換等については行政側で判断願いたい」との御意見を

いただいたところであります。

壱岐医師会の御意見を受けまして、医師確保と経営面を考慮しながら、医療療養病床をどのよ

うにして残すか、早急に方向性を出したいと考えております。
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次に、壱岐市民病院についてでございますが、平成２２年４月から１０月までの診療活動の実

績につきましては、１日平均の入院患者数は１３４.３人で、昨年度と比較してプラス０.４人、

わずかな増加となっております。その内訳は、一般病床分が２.２人増の９５.８人、精神病床分

が１.８人減の３８.５人となっております。

一方１日平均の外来患者数は３６１.５人で、昨年度同期と比較いたしましてプラス２.４人と

なっております。入院、外来とも１日平均では、ほぼ昨年と同じ状況で推移をいたしております。

また、現在、市民病院の診療体制は、常勤医師１３名の体制でございます。そのうち８名につ

いては、九州大学の医局人事によって派遣をいただいておりますが、１０月上旬に、来年４月以

降の医師派遣について、九州大学の精神科医局と心療内科医局から、派遣が困難であり、市民病

院独自で常勤医師を確保してもらいたいとの要請を受けております。

両医局とも、国による医療研修制度の変更（平成１６年４月）からの医療研修制度の変更でご

ざいますけれども、その影響を受けて医師が集まらず、これまで関連病院へ派遣してきた体制を

縮小せざるを得ない状況に陥っており、今回壱岐市民病院への医師派遣中止を余儀なくされてい

るところでございます。

壱岐市民病院にとりまして、これ以上の常勤医師の減少は、これまでどうにか維持してきた市

民病院の医療水準の低下を招くことは必至であり、精神科医師及び内科医師の確保に向けて、現

在努力をしているところでございます。

次に、かたばる病院について申し上げます。

平成２２年４月から１０月までの診療実績といたしまして、１日平均入院患者数は４７.４人

で、ほぼ満床状態であります。１日平均患者数は４２人、これは健診患者を含んでおりますけれ

ども、計画に対して１７.５人の増となっております。

診療体制につきましては、１名の常勤医師と非常勤医師の体制で運営しております。依然、常

勤医師の確保ができず、非常勤医師を民間派遣会社から確保しながらの厳しい運営となっており

ます。

次に、消防・救急について申し上げます。

本年１月から１１月３０日までの災害発生状況は、火災発生件数２９件、救急出場件数

１,４０２件となっておりまして、昨年同期と比較しますと、火災が７件の減、救急が１０２件

の増となっております。

次に、議案関係について御説明いたします。

本議会に提出いたしております補正予算の概要といたしましては、一般会計補正総額２億

６,２４５万５,０００円、各特別会計の補正総額２,０８１万２,０００円となり、本定例会に提

出いたしました補正額の合計は、２億８,３２６万７,０００円となります。なお、現計予算と合
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算した本年度の一般会計予算は２４１億７,００２万８,０００円、特別会計につきましては

９８億６,２４１万９,０００円となります。

また、あわせて企業会計についても、所要の補正予算を提案しております。

本日提出いたしました案件の概要は、承認１件、報告１件、条例の制定・改正に係る案件

１１件、予算案件８件、その他３件でございます。案件の詳細につきましては、担当理事、課長

から説明をさせていただきますが、何とぞ十分な御審議をいただき、適正なる御判断を賜ります

ようお願い申し上げます。

以上をもちまして、前定例会以降市政の重要事項につきまして申し述べましたが、山積する行

政課題に対応しながら、行財政改革を推進し、財政の健全化に努めますとともに、あすに希望の

持てるまちづくりに誠心誠意、全力で取り組んでまいる所存でございますので、議員各位並びに

市民皆様の御理解と御支援を賜りますようお願いを申し上げます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） これで行政報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第５．承認第９号～日程第２８．議案第１１７号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第５、承認第９号損害賠償額の決定についての専決処分を報

告し、承認を求めることについてから、日程第２８、議案第１１７号平成２２年度壱岐市水道事

業会計補正予算（第２号）についてまで２４件を議題とします。

ただいま上程いたしました議案について、提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日、上程の議案につきましては、各担当理事及び課長にさせますので

よろしくお願いします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

〔総務課長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務課長（堤 賢治君） 承認第９号について御説明を申し上げます。

損害賠償額の決定についての専決処分を報告し、承認を求めることについて、地方自治法第

１８０条第１項の規定により、議会において指定されている事項について別紙のとおり専決処分

したので、同条第２項の規定により報告し、承認をお願いするものでございます。本日の提出で

ございます。

それでは、次のページをお開きをお願いいたします。平成２２年１０月１８日付、専決処分書、

損害賠償の額を定めることについてでございます。
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本件の概要でございますけれども、本年４月５日午後８時ごろ、芦辺町諸吉大石触、壱岐市ふれ

あい広場グラウンドにおいて、市民某がソフトボール練習中にバットで打ったボールが、道路沿い

に設置をしている高さ１０メーターの防球ネットを超えまして、隣接道路を芦辺大橋方面から走行

してまいりました普通乗用車の屋根に当たったことで、当該車両の屋根の一部に損害を与えたもの

でございます。損害賠償の相手方は、芦辺町在住の方で、損害賠償額は１８万６,１７１円でござい

ます。損害部分の修繕料でございます。これは、全額、壱岐市が加入をいたしております全国市町

村会相互賠償補償保険の保険料で対処いたしました。

以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〔総務課長（堤 賢治君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 登壇〕

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 報告第６号、平成２１年度壱岐クリーンエネルギー

株式会社に係る経営状況について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、別紙のとお

り報告いたします。本日の報告でございます。

平成２２年１１月２２日に定期株主総会が開催されております。

２ページから３ページが事業報告でございます。

２ページをお開きください。主な故障のところを御報告いたしたいと思います。

平成２１年１１月１日に、２号機で回転コイルの焼損事故が発生し、ブレードの損傷もありま

した。

平成２１年１２月２８日に、１号機でブレードピッチ、ブレーキ異常等が発生。年末年始に重

なり、１月８日の再開となりました。

また、本年９月２３日に、ヨー減速機の故障が発生しております。

こういう状況の中で、２１年度の稼働率といたしましては、６６.５％となっております。

７ページをお開きいただきたいと思います。

貸借対照表でございますが、資産の部で、流動資産が３５６万５,２８１円、固定資産が

７,５５０万７,３２０円、繰延資産が１,４８３万８,７１０円、資産の部の合計が９,３９１万

１,３１１円でございます。負債の部でございますが、流動負債２,６１１万６,４７９円、固定

負債５,０５３万４,０００円、負債の部の合計が７,６６５万４７９円、純資産の部でございま

すが、株主資本といたしまして１,７２６万８３２円、純資産の部の合計が同額でございます。

負債及び純資産の部の合計が９,３９１万１,３１１円となっております。

８ページをお開きいただきたいと思います。

損益計算書でございます。純売上高が２,３２５万７,９４３円、売上原価といたしまして
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１,５９６万５,１５５円、売上総利益といたしまして７２９万２,７８８円でございます。販売費及

び一般管理費でございますが３９９万５,０７０円、営業利益といたしまして３２９万７,７１８円

となっております。営業外収益が５０万３,０１６円、営業外費用が１６５万８,８６２円、経常利

益が２１４万１,８７２円となっております。特別利益といたしまして、受取保険金として７２９万

６,０８５円、特別損失といたしまして、事故修繕費５９７万８,０００円、当期純利益といたしま

して２４３万２,８５７円となっております。

続きまして、９ページをお開きいただきたいと思います。

製造原価報告書でございます。これは、御一読いただきたいと思います。

続きまして、１０ページをお開きいただきたいと思います。

株主資本等変動計算書でございますが、前期末残高が、純資産の部で１,４８２万７,９７５円、

当期純損益金が２４３万２,８５７円ということで、当期末残高は１,７２６万８３２円となって

おります。

今後の見通しでございますが、順調に売電が進むということが前提でございますけれども、十

八銀行の借り入れが８３９万１,０００円残っており、これが平成２３年度で償還が完了する予

定でございます。また、日本政策金融公庫の借り入れが４,２１４万円ほど残っており、これが

平成２７年度で償還が完了する予定でございます。

こういう状況の中で、平成２２年度は点検整備の強化、事故等の対応のさらなる迅速化を図り、

経営に努めてまいりたいと思っております。

以上で、報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

〔総務課長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務課長（堤 賢治君） 議案第９６号長崎県市町村総合事務組合の規約の変更についてでご

ざいます。

地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、平成２３年４月１日から、長崎県市町村総合事

務組合規約の一部を次のとおり変更することについて、地方自治法第２９０条の規定により議会

の議決をお願いするものでございます。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、社団法人長崎県水道協会が、平成２２年１２月３１日をもって解散

することに伴いまして、長崎県市町村総合事務組合に対しまして、同協会の財産について有効活

用を図るため寄附の申し出がございましたので、長崎県市町村総合事務組合では、この寄附の申

し出を受けることにいたしました。ちなみに、財産目録でございますけれども、土地、建物、附

属設備などが３億６,６２１万３,５２４円と、基金１億５,０００万円の合計５億１,６２１万
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３,５２４円でございます。

そのようなことから、長崎県市町村総合事務組合において、平成２３年４月１日から、新たな

会館、すなわちこれまでの水道会館の管理に関する事務の共同処理を行うなど、組合規約の変更

手続を行うものでございます。

次のページでございますが、長崎県市町村総合事務組合規約の一部を次のとおり変更する。

資料１で、改正条例新旧対照表の１ページでございますけれども、左が現行、右が改正案でご

ざいまして、下線の箇所を改正しようとするものでございます。

第３条でございますが、今までの長崎県市町村会館に加えまして、寄附を受けました新たな施

設を馬町別館として位置づけをいたしまして、維持管理していこうとするものでございます。

次に、別表第２、組合の共同処理する事務と団体でございますが、現行はご覧のとおり、組合

市町村のうち、どことどこを除くその他の組合市町村とありますのを、わかりづらいとの指摘も

ございまして、これからは共同処理する事務ごとに、共同処理する団体名を別記するというよう

に、表記方法の変更を行うというものでございます。

附則といたしまして、この規約は平成２３年４月１日から施行しようとするものでございます。

なお、別表第２中、３条以降に関する事務というようなことなど、ずっと書いてありますが、

３条１号は退職手当、２号から８号につきましては傷病保障、９号につきましては非常勤職員、

１０号は公立学校医等の公務災害、１１号は交通災害共済、１２号は、ただいま申し上げました

市町村会館運営、１３号は研修、７業務でございます。

次に、議案第９７号壱岐市行政組織条例の全部改正についてでございます。

それでは、壱岐市行政組織条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、社会情勢の変化に伴う新たな行政課題や、多様な市民ニーズに柔軟

に対応できる効率的な組織体制を構築するため、市長事務部局の組織及び分掌事務の見直しを行

うものでございます。

説明しますと、現行の課制から部制への変更が主でございます。平成２１年４月の機構改革で、

現場重視と意思決定の迅速化を図るために部制を廃止いたしまして、必要に応じて担当理事を配

置してまいりました。これまで、理事制の運用の過程におきまして、責任の所在が明確でない、

あるいは職務上の権限が分散して、組織の指揮命令が円滑に機能しないというような御指摘もあ

ったわけでございます。

そのようなことから、統括課長級といたしておりました理事職の位置づけのわかりにくさを解

消し、権限を部長に持たして、組織の透明性、すなわちわかりやすさの確保と責任の所在を明確

にしようというものでございます。

次のページをお開き願います。
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壱岐市行政組織条例の全部を改正しようとするものでございます。第１条は内部組織の設置で

ございます。ご覧のように、部制を採用しようというものでございまして、新行政推進室、総務

部、企画振興部、市民部、保健環境部、産業経済部、建設部、病院部、このように１室と７部の

内部組織を置こうとするものでございます。

現在の壱岐市行政組織規則第２条で、内部組織を７つの部門などということで分けておりまし

て、この枠を不とするとともに、一番目に申し上げました新行政推進室を新たに設置しようとす

るものでございます。

第２条は、事務分掌でございます。新行政推進室でございますが、国による地域分権改革に向

けた行政体制の整備を図ること。それから地域主権に向けた職員力をみがく、あるいは意識改革

のための職員教育などを分掌させようとするものでございます。地域のことは地域に住む住民が

責任を持って決めることができるように、また、活力に満ちた地域社会をつくっていくための体

制整備を、今のうちから行っていこうというものでございます。以下、今まで部門で区分してお

りましたのを、部単位に分掌しようとするものでございます。

第３条では、組織に関し必要な事項は規則に委任するというものでございます。

附則といたしまして、この条例は平成２３年４月１日から施行しようとするものでございます。

次に、議案第９８号でございます。議案第９８号壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び壱

岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について。壱岐市職員の育児休業等に関す

る条例及び壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行

に伴い、関係条例について所要の改正を行うものでございます。

第１条では、壱岐市職員の育児休業等に関する条例の一部改正、第２条では、壱岐市職員の勤

務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。

資料といたしまして、議案関係資料をつけておりまして、４ページから１５ページでございま

す。

改正の概要といたしまして、育児休業をすることができる職員の改正、それから２番目に、配

偶者の育児休業の新設、３番目に、再度の育児休業等をすることができる特別な事情などの改正

でございます。

以上で、議案第９８号の説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願いをいたし

ます。

〔総務課長（堤 賢治君） 降壇〕
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○議長（牧永 護君） ここで、暫時休憩をいたします。再開を１１時５分とします。

午前10時56分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時05分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。山内市民生活担当理事。

〔市民生活担当理事（山内 達君） 登壇〕

○市民生活担当理事（山内 達君） 議案第９９号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部

改正について御説明いたします。

壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり定める。本日の

提出でございます。

提案理由でございますが、子育て支援策として、現物給付化を実施することに伴い所要の改正

を行うものでございます。

次のページをお開きください。

改正の内容でございますが、上から５行目に乳幼児とありますが、６歳未満で、小学校入学前

の乳幼児が対象となります。

同じく５行目から６行目の、市長が定める保険医療機関等々は、市内の病院や薬局のことでご

ざいます。具体的な内容でございますけれども、医療機関等で受診される場合、今までは３歳未

満については、乳幼児の医療費個人負担として２割の一時立てかえがありましたが、今回新たに

作成します現物給付用の受給者証を出していただきますと、今後は自己負担医療費の支払いは必

要はなくなります。なお、診療時間以外の外来分は従前と一緒で対象外となりますので、１日

８００円、１カ月上限１,６００円の負担が必要となります。

３歳以上、小学校入学前の乳幼児については、１日８００円、１カ月上限１,６００円の支払

いはこれまでと変わりませんけれども、２割の一時立てかえの医療費の支払いの必要はなくなり

ます。

今後のシステムですけれども、各医療機関から国保連合会等を経由いたしまして、市のほうに

医療費の請求がくるということになります。県内の未実施の市町村についても、来年７月に現物

給付化でスタートという準備を進めていますので、足並みがそろうことになります。

新旧対照表については、新旧対照表１６ページに記載のとおりでございますので、ご覧いただ

きたいと思います。

それから、附則といたしまして、条例の施行は平成２３年４月１日でございます。

以上で、御説明を終わります。
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〔市民生活担当理事（山内 達君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

〔産業経済担当理事（牧山 清明君） 登壇〕

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 議案第１００号並びに１０１号、１０２号について御説明

を申し上げます。

１００号では壱岐市猿岩物産館の条例改正、１０１号では壱岐風民の郷条例の一部改正、並び

に１０２号では出会いの村条例の一部改正について御説明を申し上げます。

これは、提案理由でございますが、指定管理者に施設の管理を行わせることができるよう所要

の改正を行うものでございまして、条例といたしましては、２条を追加するものでございます。

管理の代行並びに利用料金の収受等でございます。

附則といたしまして、この条例は平成２３年４月１日から施行するといたしております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

〔産業経済担当理事（牧山 清明君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 登壇〕

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 議案第１０３号壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部

改正について御説明いたします。

壱岐市営印通寺共同店舗条例を、別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、指定管理者に施設の管理を行わせることができるよう所要の改正を

行うものでございます。

次のページと議案関係資料の２３ページから２４ページのお開きをお願いしたいと思います。

改正の内容でございますけれども、指定管理者に施設の管理を行わせることができるよう、第

２条の管理運営の項を「管理運営及び管理代行等の項」とし、市長は、必要と認められるときは

共同店舗を指定管理者に管理を行わせることができることや、指定管理者の行う業務を定めるこ

と、その他必要な条項の変更を行うものです。

附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するといたしております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久田病院事務局長。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 登壇〕

○病院事務局長（久田 賢一君） 議案第１０４号壱岐市医学修学資金貸与条例の制定について御

説明いたします。
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壱岐市医学修学資金貸与条例を別紙のとおり定める。

提案理由は、医師の確保及び良質な医療の提供を図るため、大学において医学を修学する者で、

将来において市長が指定する医療機関等に医師として勤務しようとする者に対し、修学資金を貸

与するに当たり、必要な事項を定めるものでございます。

現在、医師の確保を図るため、医学生で壱岐市立病院に勤務しようとする者に対し、奨学資金

を貸与する事項について、壱岐市医学生奨学資金貸与条例及び施行規則において定めております

が、奨学金の貸与限度額、医師の資格取得後の市職員として勤務する日及び勤務義務年数等に不

都合があり、今回既存の条例を廃止して、新たに壱岐市医学修学資金貸与条例を制定しようとす

るものでございます。

次のページをお開き願います。

第１条は目的、第２条は定義、第３条は修学資金の貸与について定めております。

第４条で、修学資金の貸与額等で、修学資金の貸与額は月額２０万円とし、修学資金は無利子

としております。

第５条は連帯保証人で、２人の連帯保証人を立てなければならないと定めております。

第６条は、貸与の取り消し及び停止で、医学修学生が次の第１号から第７号に該当するときは、

修学資金の貸与を取り消すこととしております。第２項は、医学修学生が休学し、または停学の

処分を受けたときは、その期間貸与を行わないとしております。

次のページをお開き願います。

第７条で、返還債務の当然免除でございます。医学修学生が、次の各号に該当するときは、修

学資金の返還を免除するとしております。第１号で、医師の免許を取得し、医師法に基づく臨床

研修を終了した後、直ちに市長が指定する医療機関等の医師となり、引き続き修学資金の貸与を

受けた期間の２倍に相当する期間在職したとき。それから、括弧で、修学資金の貸与を受けた期

間が、医学の専門教育課程、これは医師の場合６年でございますので、３年次以降が専門の教育

科目過程になっておりますので、この期間にあっては１.５倍というふうにしております。

第２号で、前号に規定する勤務期間中に公務により死亡、または公務に起因することによりま

して、医師の業務を継続することができなくなったときは免除するとしております。

それから、第８条は返還及び遅延利息でございます。医学修学生が、次の第１号から第３号に

該当するときは、３カ月以内に修学資金を一括返還しなければならないと定めております。第

２項でございますが、これは遅延利息について定めております。

第９条は、返還債務の裁量免除で、これは公務該当の死亡による裁量免除について定めており

ます。

次のページをお開き願います。
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第１０条は返還の猶予、第１１条は委任について定めております。

附則といたしまして、施行期日、この条例は平成２３年４月１日から施行します。

第２項で、次に掲げる条例、壱岐市医学生奨学資金貸付基金条例、壱岐市医学生奨学資金貸与

条例は廃止をいたします。

第３項は、経過措置でございます。

次のページをお開き願います。

議案第１０５号でございます。壱岐市医療技術修学資金貸与条例の制定について。壱岐市医療

技術修学資金貸与条例を別紙のとおり定める。

提案理由は、医療技術者の確保を図るため、養成施設において医療技術を修学する者で、将来

において市長が指定する医療機関等に、医療技術者として勤務しようとする者に対し、修学資金

を貸与するに当たり必要な事項を定めるものでございます。

現在、助産師、理学療法士等の確保を図るため、将来壱岐市立病院に勤務しようとする者に対

し、奨学資金を貸与する事項について、壱岐市助産師養成修学資金貸与条例及び施行規則、壱岐

市理学療法士養成修学資金貸与条例及び施行規則において定めておりますが、現在不足している

看護師の確保、また今後必要とする医療技術者の確保を図るため、今回既存の条例を廃止し、新

たに壱岐市医療技術修学資金貸与条例を制定しようとするものでございます。

次のページをお開き願います。

この条例につきましても、前議案の１０４号と同内容でございます。異なる部分だけについて

説明をさせていただきます。

第４条の、修学資金の貸与額等でございますが、月額１０万円としております。

それから、次のページの第７条、返還債務の当然免除でございますが、これについては、貸与

を受けた期間の２倍に相当する期間ということにしております。

次のページをお開き願います。

附則でございますが、施行期日、この条例は平成２３年４月１日から施行します。また、次に

掲げる条例は廃止をいたします。壱岐市助産師養成修学資金貸与条例、壱岐市理学療法士養成修

学資金貸与条例は廃止をいたします。

第３項は、経過について定めております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 松本消防長。

〔消防本部消防長（松本 力君） 登壇〕

○消防本部消防長（松本 力君） 議案第１０６号壱岐市消防関係手数料条例の一部改正につい
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て。壱岐市消防関係手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でござ

います。

提案理由は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、特定屋外タンク貯

蔵所等の設置許可等に係る手数料が変更となるため、所要の改正を行うものでございます。

資料１の新旧対照表２５ページに記載してあります。

なお、壱岐において、特定屋外タンク貯蔵所の対象施設は、壱岐にはございません。

次に、議案第１０７号壱岐市火災予防条例の一部改正について。壱岐市火災予防条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の

改正に伴う規定の整備を行うため、所要の改正を行うものでございます。

次ページをお開きください。

壱岐市火災予防条例の一部を改正する条例。壱岐市火災予防条例の一部を次のように改正する

ということで、２９条の５につきましては、住宅用火災警報器の設置の免除規定でございます。

１号から５号までは現在まであったんですけれども、それに第６号が追加されております。この

６号といいますのは、複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供

する設備等に関する省令第３条第２項に定める技術上の基準に従い、また、当該技術上の基準の

令により設置したときということで、そういうのが設置されている場合の複合用途については、

住宅用火災警報器を設置しないことができるという条文の追加でございます。

以上です。

〔消防本部消防長（松本 力君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

〔政策企画課長（山川 修君） 登壇〕

○政策企画課長（山川 修君） 議案第１０８号を御説明申し上げます。

過疎地域自立促進計画の策定について。過疎地域自立促進計画を別紙のとおり定める。本日の

提出でございます。

提案理由でございます。平成２２年度から平成２７年度の過疎対策事業債の借入を行うため、

過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、過疎地域自立促進特別措置法

第６条第１項の規定に基づき、議会の議決を求めようとするものでございます。

今回、過疎自立促進特別措置法、通常、過疎法と申しますけれども、一部改正により、平成

２１年度までとされていた期限が６年間延長され、平成２８年３月３１日までとなっております。

平成２１年度まで定めておりました壱岐市の過疎計画につきましても、今回延長されました期間

分を新たに定めるため、今回提案するものでございます。
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過疎法では、過疎計画の定めは任意となっておりますが、過疎法で定めます過疎債の借入をす

るためには、過疎計画の策定が必至でありますので、有利な地方債であります過疎債を活用する

ためにも、過疎計画を策定するものでございます。

また、この過疎債は合併特例債と同じく、償還額の７割が交付税に算入されることとなります。

過疎計画の中に事業名を記載しておりますが、この事業の一部に過疎債を充当することとなりま

す。また、後年度計画書に記載していない新規事業に過疎債を活用するということになれば、計

画書の変更議決を要することになります。

それでは、過疎自立促進計画の内容について御説明を申し上げます。

１２ページをお開きください。

１２ページの上段に、地域の自立促進の基本方針ということをうたっております。中段から、

過疎地域自立促進計画は、壱岐市総合計画の下位計画として位置づけ、壱岐市総合計画に示され

た壱岐市の目指すべき指針に沿った各種施策を推進するものとするということになっております。

下段部分につきましては、総合計画の抜粋でございますので、割愛をさせていただきます。

１６ページをお開きください。

過疎振興の根本であります産業の振興でございます。現状と問題点が、農業、水産業、次ペー

ジの商工業、企業誘致、また次のページの観光レクリエーションというふうに、問題点が計上さ

れております。

（２）のその対策でございます、１８ページでございますが、農業から水産業、商工業、観光

レクリエーションとして、その対策がうたわれております。

２１ページをお開きください。

２１ページから各種個別の事業を計上しております。

２２ページの中段から（９）過疎地域自立促進特別事業というのがございます。今回から新た

にソフト事業が、この過疎計画の中に入ってきております。それが２３ページまで続きます。

２４ページでございます。交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進でございます。

現状と問題点が、道路、公共交通、それから次のページの情報通信ネットワーク、地域間交流に

ついてうたわれております。その対策としましては、２５ページから２６ページへ具体的にうた

っております。

個別事業としましては、２７ページから計上しております。

２８ページの中段（１０）からソフト事業を掲示をしております。２９ページまで、それが続

きます。

３０ページでございます。生活環境の整備、現況と問題点が、水道、下水道、廃棄物処理、そ

れから次のページの消防、それから次のページの住宅、その他というふうにうたっております。
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その対策としまして、３２ページの中段から３３ページまでうたっております。

個別事業につきましては、３４ページ、３５ページに計上しております。

３６ページの高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進でございますが、まず問題点でございま

す。次のページに、その対策として具体的にうたい込んでおります。

４０ページでございます。各種個別の事業計画をうたっております。この事業では、ソフト事

業が非常に多うございます。

４２ページでございます。医療の確保でございます。問題点をそのようにうたっております。

（２）でその対策として、４３ページにうたっております。

４４ページから個別の事業でございます。ソフト事業が、今２箇所、医師の確保事業というこ

とでうたっております。

４５ページでございます。教育の振興でございます。教育の振興の問題点を４５ページに。

４６ページには、その対策をうたい込んでおります。学校教育、社会教育、それから次のページ

の社会体育でございます。

４８ページには、その個別事業がうたい込まれております。主に、耐震等々に関するものでご

ざいます。それから、４８ページの下段のほうに、ソフト事業でございます事業がうたい込まれ

ております。

それから、４９ページでございます。地域文化の振興等でございます。４９ページに、その対

策等がうたい込まれております。

５１ページに、その個別の事業が計上されております。

５２ページでございますけれども、集落の整備でございます。現況と問題点、その対策として、

次のページに個別の事業が計上されております。

以上でございます。御審議を賜りますように、よろしくお願いを申し上げます。

〔政策企画課長（山川 修君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

〔産業経済担当理事（牧山 清明君） 登壇〕

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 議案第１０９号八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請

負契約の変更について。八幡浦地区特定漁港整備工事請負契約を、下記のとおり変更するため、

地方自治法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求めるものでございます。本日の提

出でございます。

契約の目的、八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）、契約の方法、随意契約、変更後契約金

額４億３,０６０万２,９００円、現契約から１,６２７万２,９００円の増額となります。契約の

相手方、壱岐市芦辺町諸吉本村触２１７８の１０、松石建設株式会社壱岐支店支店長石井伸明。
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提案理由、八幡浦地区特定漁港整備工事に係る外防波堤の基礎工サンドコンパクションパイル

１５本と、堤体工方塊１０個を追加施行するためのものでございます。なお、図面を次ページに

つけております。あともってご覧をいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。

〔産業経済担当理事（牧山 清明君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

〔財政課長（浦 哲郎君） 登壇〕

○財政課長（浦 哲郎君） 議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）に

ついて御説明いたします。

平成２２年度壱岐市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億６,２４５万

５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４１億７,００２万８,０００円

とします。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。

地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正」によります。本日の提出でご

ざいます。

次のページをお開き願います。「第１表歳入歳出予算補正」、歳入及び歳出の款項の区分の補

正額等については、「第１表歳入歳出予算補正」に記載の２ページから４ページのとおりでござ

います。

歳入歳出予算補正の内容については、事項別明細書で後ほど説明をさしていただきます。

５ページをお開き願います。

「第２表地方債補正」。１、変更で、辺地対策事業債、補正前限度額２億５,９６０万円を補

正後の限度額２億３,７７０万円に、２,１９０万円を減額し、過疎対策事業債、合併特例事業債

でそれぞれ限度額を変更補正をいたしております。なお、起債の方法、利率償還の方法は、第

２表地方債の補正の記載のとおり変更はございません。

歳入歳出予算事項別明細書、１０ページ、１１ページをお開き願います。

２、歳入について御説明いたします。

１０款地方交付税、１項地方交付税、本補正予算の一般財源不足額を普通交付税で、補正予算

の財源として追加補正をいたしております。

１３款使用料及び手数料、１項使用料、行政財産使用料は、原の辻ガイダンス施設地域振興部

分で、月額５万円の１２カ月、６０万円の補正であります。当初予算等に未計上でありました。

１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、社会福祉費負担金、自立支援給
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付費負担金１７５万円は、障害者自立支援事業、障害者福祉サービスの国費の追加補正で、補助

率は事業費の２分の１であります。また、県負担金も同事業で、事業費の４分の１を追加補正を

いたしております。

２節児童福祉費負担金、児童扶養手当給付費負担金１６６万８,０００円は、父子家庭への児

童扶養手当拡充により増額補正をし、補助率は３分の１であります。子ども手当負担金減額は、

当初予算で全対象者分を予算計上いたしておりましたので、公務員に係る分について減額補正を

いたしております。同様に、県負担金も減額補正をいたしております。

２項国庫補助金、１目民生費国庫補助金、次世代育成支援対策交付金は、補助メニューの変更

により県費補助金を減額し、国費補助金を増額補正をいたしております。

次に、地域介護、福祉空間整備等交付金３,１８１万８,０００円は、在宅サービスの充実、特

に安心して暮らせる社会を築くため、次期介護保険事業計画に盛り込まれるであろう２４時間地

域巡回サービスに向けて、その基盤となる夜間対応型訪問介護提供予定事業者を公募し、応募が

あり、壱岐市整備計画書を国に提出、内示があり、補正をいたしております。事業内容は、事業

所開設費用並びに人件費等で、国の交付金が３,０００万円であります。また、市内に１カ所あ

るグループホームのスプリンクラー設置整備費に１８１万８,０００円も同様に国の交付金事業

で内示を受けておりますので、補正をいたしております。

６目教育費、国庫補助金は、学校給食センター整備事業に係る交付金で、債務負担による２カ

年の事業で、本年度の交付額を補正をいたしております。

次に、１２、１３ページをお開き願います。

１５款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金は、一時保育促進事業費補助金及び地域

子育て支援事業費補助金減額は、先ほどの１４款の国庫支出金、次世代育成支援対策交付金との

補助事業メニュー変更により、組み替えで減額補正であります。

４目農林水産業費県補助金、中山間地域等直接支払制度事業費補助金は、第３期５カ年事業実

施地区確定により追加補正をいたしております。

６目教育費県補助金、まちづくり支援総合支援補助金は、文化財補修等に係る事業の補助金で

あります。３項県委託金は、それぞれの統計調査費委託金の交付決定により減額補正をいたして

おります。

１７款寄附金、１項寄附金一般寄附金１００万円は、九州郵船株式会社様より、創立９０周年

を迎え、無事周年記念日を迎えられたとのことで、壱岐市における社会福祉向上に活用いただき

たいとのことで、寄附採納願いが出されましたので、御芳志をありがたくちょうだいいたしまし

たので、予算計上をいたしております。

１８款繰入金、２項基金繰入金、教育振興基金繰入金は渡良中学校分で、教育振興基金の全額
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を取り崩し、印刷製本費等の財源に充てております。

次に、１４、１５ページ。２０款諸収入、４項雑入、国際交流支援事業補助金は、中国上海万

博に、梅屋庄吉・トク友好交流事業並びに韓国機張郡への交流事業に対する長崎県市町村振興協

議会からの補助金であります。市有建物補償金は、県道湯本勝本線道路改良工事に伴う、勝本本

宮の旧消防格納庫の補償金、市有建物災害共済金は、落雷被害等による災害共済金で、各種団体

等精算返納金は、壱岐出会いの村振興会２１年度精算による返納金であります。電気使用料は、

壱岐市ケーブルテレビ施設の設置工事に対する工事業者から電気使用料負担金であり、補正をい

たしております。

２１款市債、１項市債、１目辺地対策事業債は、市道鮒川若松線、市道上町元居線事業費の減

額、市道小林２号線への辺地債充当並びに事業費調整によるものであります。２目過疎対策事業

債は、まちづくり交付金事業の市道大谷公園線等の事業費増により増額補正であります。

６目合併特例事業債は、新郷ノ浦港線県営事業負担金の増額並びに給食センター事業で、国庫

補助金の予算計上により合併特例事業債の減額補正を行っております。

１６、１７ページをお開き願います。

３、歳出について説明いたします。

まず、歳出補正予算全般について御説明いたします。

人件費関係で、さきの臨時議会で議決をいただきました職員等の給与等改正により、給料、職

員手当と共済費の減額補正をいたしております。

それでは、事項別明細書により、使用分について御説明いたします。

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、３節の時間外勤務手当の増額は、光ケーブル

敷設にあたり、九州電力、ＮＴＴの電柱を利用して共架を申請をいたしておりましたが、予想を

大きく超える電柱の強度不足が判明し、結果、約３,２００本の電柱を新たに建てかえる必要と

なり、私有地について、地域に精通した職員に、私有地への建柱の承諾業務時間外勤務手当を増

額補正をいたしております。

１８、１９ページをお開き願います。

５項統計調査費、２目基幹統計調査費は、国勢調査委託金並びに農林業センサス費委託金の交

付決定により歳出を減額し、それぞれの事業費調整の補正をいたしております。

次に、２０ページ、２１ページをお開き願います。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、１９節高齢者・障害者住宅改造事業で、

申請件数の増加により予算不足で追加補正をいたしております。本事業は、介護保険事業特別会

計補正予算とも関係をいたしております。

２０節扶助費、障害者自立支援給付事業費で、移動支援費、身体障害者補装具給付費ほか事業
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で、見込みより給付が増加し、追加補正をいたしております。

２３節は、平成１８年度分障害者自立支援給付費等国庫支出金並びに県支出金の精算返納金を

補正をいたしております。

次に、２２、２３ページをお開き願います。

１５節工事請負費、施設・設備等改修工事は、勝本ふれあいセンターかざはやの機械室動力変

圧器の交換工事であります。

５目介護保険事業、１９節地域介護・福祉空間整備等交付金事業は、歳入で説明をいたしました

夜間対応型訪問介護事業は、提供事業者、医療法人玄州会に対し、開所費用等として３,０００万円

の補助金を。そして、開所予定は、２３年３月ごろであります。また、市内１カ所にあるグループ

ホームみのりのスプリンクラー設置整備費に１８１万８,０００円も同様に、国の交付金事業の内示

を受けて補正をいたしております。本２事業とも、国費のみを補助金交付いたす補正をいたしてお

ります。

次に、２４、２５ページ、２項児童福祉費、２目児童措置費、２０節扶助費、児童扶養手当は

法改正により父子家庭への拡充により補正をし、子ども手当減額補正は、公務員に係る分を減額

補正をいたしております。

２６、２７ページをお開き願います。

４款衛生費、１項保健衛生費、２目予防費、１１節医薬材料費１５３万６,０００円は、日本

脳炎の乳幼児の接種について、勧奨接種により接種者増加により追加補正をいたしております。

２３節の県支出金精算金返納金は、２１年度新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助

金の精算返還金であります。

次に、２８、２９ページをお開き願います。

５款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、有害鳥獣被害防止対策事業でイノシシ捕獲

の委託料を補正し、壱岐地域鳥獣被害防止対策協議会に委託することとしております。

５目農地費、３０、３１ページをお開き願います。

土地改良区経常経費は、郷ノ浦東部土地改良区運営費補助金で、漏水修理費増加により運営費

の増額補正であります。中山間地域等直接支払交付金の増額補正は、事業実施地区の確定により

増額補正で、１１２集落が取り組みをされます。

３項水産業費、２目水産振興費、１９節水産振興対策事業費は、箱崎漁協の箱崎漁業経営団資

産買受等に対する補助金を補正をいたしております。

３２、３３ページをお開き願います。

６款商工費、１項商工費、４目観光費、１３節委託料、ながさき食のコンシェルジュ事業委託

料は、長崎２０１１交流拡大プロジェクトの中で、食の長崎を観光資源として、県内８エリアに
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おいてそれぞれ進められております。壱岐エリアにおいても、壱岐観光協会に、食のコンシェル

ジュを設置し、食に関する情報発信、食に関係イベントに係る調整業務等を行い、来年度開催さ

れる「仮称食フェスタ」に係る観光客の受け入れ態勢の充実を図ります。本事業は、県の緊急雇

用創出事業臨時特例基金事業を受けて、来年２３年度までの継続事業であります。設計業務委託

料は、国民宿舎壱岐島荘改修設計業務で、耐震補強設計及びリニューアル設計業務委託費を補正

をいたしております。

７款土木費、２項道路橋梁費、２目道路橋梁維持費で、修繕料等を追加いたしております。

３目道路橋梁新設改良費で、片原若松線及び宮ノ原久喜線の舗装補修工事に、国費の地域活性

基盤創造交付金事業で事業費２,０００万円で、財源として補助率７０％の１,４００万円の交付

金で事業費を追加し、及び市道鮒川若松線の用地費等で事業費の減額をいたしております。

次に、３４、３５ページ。

３項河川費、１目河川総務費、１５節の工事請負費、準用河川町谷川整備事業で、国庫補助金

の追加により、事業費で２,１００万円を追加し、国庫補助金７００万円を財源として追加補正

をいたしております。

２目の急傾斜地崩壊対策費で、工事費を減額し、測量設計業務費を追加しております。また、

県営事業で、立石川砂防工事負担金を補正をいたしております。

次に、３６、３７ページをお開き願います。

５項都市計画費、３目土地区画整備費で、まちづくり交付金事業は今年度で最終事業年度で、

市道大谷公園線の工事費を追加し、他の路線について事業費をそれぞれ増減を行い、国庫補助金

について増額補正をいたしております。

３８、３９ページをお開き願います。

８款消防費、１項消防費、３目消防施設費、１５節は県道湯ノ本勝本線道路改良工事に伴う勝

本地区本宮旧格納庫解体工事費であります。

４０、４１ページをお開き願います。

９款教育費、２項小学校費、２目教育振興費、１４節のＯＡ機器借上料５８０万円の減額並び

に３項中学校費、２目学校教育費、１４節のＯＡ機器借上料３８０万円の減額は、本年度機器

リース期限が切れるので、新規機器の導入計画をいたしておりましたが、教科書改訂等により導

入時期を次年度以降にすることとし、現機器の再リースをいたし、減額補正をいたしております。

３項中学校費、１目学校管理費で、中学校規模適正化事業で、新中学校の校歌作詞作曲の謝礼

金、校旗、校章、校名プレート、そして各種大会ユニホームの作成費用と、新中学校開校に向け

て諸費用を２,０５３万８,０００円を補正をいたしております。

４２、４３ページ。５項社会教育費、６目文化財保護費で、まちづくり支援総合事業補助金を
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受けて、老朽化が進み、早急に修理を行う必要がある指定文化財の石田町福祉センターの花雲亭

並びに勝本土肥家のお茶屋敷阿房塀の修理復旧工事請負費を補正しております。補助率は２分の

１であります。また、漁家として指定されてある瀬戸前田家住宅の補修費補助金は、１９節で

７２万６,０００円を補正し、補助率は県と市がそれぞれ３分の１となっております。同じく、

１９節の指定文化財保護管理費２３万８,０００円は、安国寺仏殿修理費事業費の４分の１、

２３万８,０００円を補正をいたしております。なお、県補助金は事業費の２分の１、直接事業

主体の所有者に交付されます。

次に、４４、４５ページをお開き願います。

７項学校給食費、１目学校給食費、１３節システム改修業務委託料は、給食費収納システム改

修開発委託業務で、納付書の発行をバーコード方式による収納システムの開発費で、１８節の公

用車購入費は、勝本給食配送車故障により買いかえの必要となり、購入費を補正をいたしており

ます。

２目学校給食施設整備費で、給食費整備事業国庫補助金がつきましたので補正し、地方債の合

併特例債を減額し、財源調整を行っております。

１１節公債費、１項公債費で、地方債の繰上償還を追加補正をいたしております。本年度の普

通交付税で、財政力の弱い団体に手厚く配分が行われ、段階補正、人口急減補正について見直し

されて、段階補正について、過去２,０００億円程度の縮減がされていましたが、今回７００円程

度が復元され、壱岐市の影響額は、段階補正で２億５,５００万円、人口急減補正で８,６００万

円ほどが増となり、普通交付税が増加をいたしており、将来の財政負担の軽減を図るために、縁

故債の繰上償還を追加補正をいたしております。

１２款諸支出金、１項公営企業費は、三島航路事業特別会計の職員給の減額に伴う繰出金の減

額補正をいたしております。給与費明細書は、４７から４９ページに。

４８ページをお開き願います。

２、一般職で、給与費及び共済費合計で３,６３７万１,０００円を減額の補正をいたしており

ます。

次に、５０ページに地方債の見込みに関する調書をそれぞれ記載をしております。なお、資料

で補正予算の主要事業及び基金の状況等の記載をいたしております。

以上で、平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）の説明を終わらしていただきます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔財政課長（浦 哲郎君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山口保健環境担当理事。

〔保健環境担当理事（山口 壽美君） 登壇〕
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○保健環境担当理事（山口 壽美君） 議案第１１１号平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）の御説明を申し上げます。

平成２２年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,２２１万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億２,３９６万

２,０００円とする。

２項につきましては、記載のとおりでございます。本日提出でございます。

２ページ、３ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算補正の２ページにつきましては歳入でございます。３ページにつきまし

ては歳出を記載いたしております。

８ページ、９ページをお開きください。

歳入でございますが、この補正につきましては、一般会計補正予算のときにも説明がございま

したが、要介護認定者の住宅改修の申請件数が例年より多く、予算不足が生じ、見込まれるため、

１,２００万円の増額を予定をいたしております。各款の負担割合に応じて計上をいたしており

ます。国庫負担、支払い基金、県支出金、一般会計繰入金。一般会計繰入金につきましては、成

年後見人報酬が２件分といたしまして、６７万２,０００円を計上いたしております。なお、不

足額につきましては、前年度の繰越金で充当させていただいております。

続きまして、１０ページ、１１ページをお願いします。

歳出でございますが、先ほどの歳入の件で御説明いたしましたが、介護サービス給付費で、住

宅改修につきまして１,２００万円、それから３款の地域支援事業費の２項包括的支援事業任意

事業費の後見人報酬２件の６７万２,０００円を計上いたしております。人件費につきましては、

給与改定に伴うものでございます。

以上で、平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）の説明を終わらせてい

ただきます。よろしくお願いします。

〔保健環境担当理事（山口 壽美君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事（中原 康壽君） 議案第１１２号について御説明を申し上げます。

平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）。平成２２年度壱岐市の簡易水

道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出それぞれ１４６万５,０００円を追加し、予算の総額

を歳入歳出それぞれ９億３,０６４万円とする。
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２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算補

正」による。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお開きをいただきたいと思います。歳入歳出予算補正の歳入の部を

２ページ、歳出を３ページに記載をいたしております。

それでは、事項別明細書で内容を御説明をいたします。

８ページ、９ページをお開きをいただきたいと思います。

歳入。４款繰入金で、一般会計繰入金から４８１万５,０００円、６款諸収入で、２項雑入で

は、工事補償金の３３５万円の減額。これは、市道改良の完成に伴い補償費の精算による減額で

ございます。

続きまして、１０ページ、１１ページをお願いをいたします。

歳出。１款総務費、１項総務管理費では、人件費改定に伴う減額を計上をさせていただいてお

ります。

それから、２７節公課費では、決算見込みの精査を行いまして、不足を生じるようになりまし

たので追加補正のお願いをいたしております。

それから、２目施設管理費で１５２万４,０００円の減額は、簡易水道施設改修工事費では、

君ケ浦西地区の配管工事を、それから水道管布設がえ補償工事では、市道本村神里線ほか５路線

の水道補償費の改良に伴いまして減額を生じまして、合計で１５２万４,０００円の減額となっ

ております。

２款施設整備費で、１項簡易水道施設整備費では、予算の組み替えをいたしておりまして、委

託料の減になったものを工事請負費に増額にいたしております。

１２ページ、１３ページに給与費明細書を記載をいたしております。

以上で、議案第１１２号の説明を終わらせていただきます。

○議長（牧永 護君） 理事、ちょっと待ってください。まもなく正午になりますが、続けたい

と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○建設担当理事（中原 康壽君） それでは、議案第１１３号について御説明を申し上げます。

平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第３号）。平成２２年度壱岐市の下水道事

業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出それぞれ７７万円を追加し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ３億４,３６４万５,０００円とする。

２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算補

正」による。本日の提出でございます。

次のページ、２ページ、３ページをお開きをいただきたいと思います。歳入歳出予算補正を記
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載をいたしております。

それでは、事項別明細書で内容を御説明を申し上げます。

８ページ、９ページをお願いをいたします。

歳入。５款繰入金で、１項一般会計繰入金から６２万６,０００円の増額をお願いをいたして

おります。内容といたしましては、公共下水道の分で７４万６,０００円の増、漁業集落で

１２万円の減。

それから、６款繰越金で、前年度繰越金、これは公共下水道分でございますが、１４万

４,０００円の増額。

それから、歳出の部を申し上げます。１０ページ、１１ページをお開きをいただきたいと思い

ます。

１款下水道事業費、１項管理費では、事務費の組み替えをいたしております。

続きまして、１款下水道事業費、２項施設整備費では、人件費改定に伴う減額を行っておりま

す。

なお、２２節の補償補填及び賠償金で１００万円の増額は、亀川雨水池の改修工事に伴いまし

て、電気通信線の線がどうしても工事に支障を来すということで、移転補償費を計上させていた

だいております。

２款漁業集落排水整備事業費、２項施設整備費では、人件費の改定に伴う減額を行っておりま

す。

次のページ、１２ページ、１３ページに給与費明細書を記載をいたしております。

以上で、議案第１１３号の説明を終わらしていただきます。よろしく御審議賜りますよう、お

願いをいたします。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

〔市民生活担当理事（山内 達君） 登壇〕

○市民生活担当理事（山内 達君） 議案第１１４号平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第２号）について御説明いたします。

平成２２年度壱岐市の特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７００万５,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億１,５２１万円とする。

第２項は記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

次のページをお願いいたします。
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２ページから３ページは歳入歳出予算補正でございます。

次に、５ページから７ページでございますが、事項別明細書でございます。

次に、８ページをお願いをいたします。

歳入の繰越金については、歳出予算の財源にするため７００万５,０００円を計上いたしてお

ります。

次に、１０ページをお開きください。

歳出について御説明をいたします。

１款１項１目の事務費及び、下になります１款３項の給料等でございますけれども、給与改正

に伴う減額分でございます。

戻りまして、次に１款１項１目９節の旅費でございますが、特養建設に伴う事業計画等の協議

のための長崎までの分の９万５,０００円を追加いたしております。

次に、２款１項の積立金でございますが、施設整備基金積立金といたしまして１,０００万円

を計上いたしております。

以上で説明を終わります。

〔市民生活担当理事（山内 達君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

〔総務課長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務課長（堤 賢治君） 議案第１１５号平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算

（第２号）について御説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いいたします。

平成２２年度壱岐市の三島航路事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６３万

９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,１５５万９,０００円と

する。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、第１表「歳入歳出予算補正」による。本日の提出でございます。

２ページ、３ページにつきましては、歳入歳出予算補正でございます。

５ページ、７ページにつきましては、事項別明細書でございます。

８ページ、９ページをお開きを願います。

歳入予算補正について御説明をいたします。歳入財源といたしておりました一般会計からの繰

入金を６３万９,０００円を減額をいたしております。

１０ページ、１１ページをお開きを願います。
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歳出予算補正について御説明をいたします。

１款運航費、１項運航管理費、１目一般管理費でございますけれども、給与改定並びに制度改

正に伴いまして人件費６３万９,０００円を減額いたしたく存じます。給与費明細書につきまし

ては、１２ページに添えております。

以上で、議案第１１５号につきましての説明を終わります。よろしく御審議くださいますよう

お願いします。

〔総務課長（堤 賢治君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久田病院事務局長。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 登壇〕

○病院事務局長（久田 賢一君） 議案第１１６号平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第

２号）について御説明いたします。

第２条で、平成２２年度壱岐市民病院事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を、次

のとおり補正をいたします。

第１款の壱岐市民病院事業費用を３,８８５万７,０００円減額いたします。

第２款のかたばる病院事業費用につきましては、金額の補正はございませんが、組み替えをさ

せていただいております。

第３条、予算第８条に定めた経費の金額を、次のように改める。

１、壱岐市民病院事業職員給与費を５,３５２万７,０００円、２のかたばる病院事業職員給与

費を２９１万２,０００円、それぞれ減額いたします。

次に、４ページをお開き願います。

市民病院事業の収益的収入及び支出でございます。

１款の壱岐市民病院事業費用、１目の職員給与費を５,３５２万７,０００円減額いたします。

減額の理由は、企業会計による減額、それから医師、看護師の未採用分による減額でございます。

賃金の増は、看護師不足によります臨時雇い賃金の追加でございます。

３目経費を１,４６７万円追加をいたしております。増額理由は、猛暑による冷房時間の延長

による燃料費の増、それから燃料単価のアップによるものでございます。委託料は、看護師の産

休者補充のため、斡旋会社により委託したことなどに伴います増でございます。

次に、１０ページをお開き願います。

かたばる病院事業会計の収益的収入及び支出の支出でございます。企業費を２９１万２,０００円

減額をいたしております。減額理由は、給与改定による減額、また職員の会計間異動による減額で

ございます。

３、経費を２９１万２,０００円増額をいたしております。増額理由は、修繕料として企業会
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計システムバージョンアップの費用、かたばる宿舎の修繕料を追加をいたしております。また、

委託料として、非常勤ドクターの斡旋料を追加をいたしております。

以上でございます。よろしくお願いします。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 登壇〕

○建設担当理事（中原 康壽君） 議案第１１７号平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第

２号）について説明を申し上げます。

第２条、平成２２年度壱岐市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の予定額を、次のと

おり補正する。

収益的支出。第１款、水道事業費用で１６万２,０００円の減額。これは、人件費改定に伴う

減額でございます。

第３条、予算第６条に定めた経費の金額を、次のとおり改める。

職員給与費１６万２,０００円の減額。本日の提出でございます。

続きまして、４ページ、５ページをお開きをいただきたいと思いますが、４ページに会計予算

実施計画書補正第２号について記載をいたしております。

５ページに、予算の資金計画を記載をいたしております。

６ページ、７ページに給与費明細書でございます。

続きまして、１０ページ、１１ページに収益的支出ということで、支出の部で人件費の改定に

伴う減額を記載をさせていただきます。

以上で、議案第１１７号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。

〔建設担当理事（中原 康壽君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） これで、市長提出議案に対する説明が終わりました。

────────────・────・────────────

日程第２９．陳情第２号～日程第３１．陳情第４号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第２９、陳情第２号国民健康保険療養費国庫負担金の調整

（減額）廃止を求める陳情から、日程第３１、陳情第４号義務教育費国庫負担制度の堅持に関す

る陳情３件を議題とします。

ただいま上程いたしました陳情第２号から陳情第４号の３件については、お手元に資料を配付

しておりますので、説明にかえさせていただきます。

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上で、本日の日程を終了いたしました。
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これで散会します。お疲れさまでした。

午後０時12分散会

──────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────

平成22年第４回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第２日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第２号）

平成22年12月８日 午前10時00分開議

日程第１ 承認第９号
損害賠償額の決定についての専決処分を報

告し、承認を求めることについて

質疑、委員会付託省略

本会議 承認

日程第２ 報告第６号
平成２１年度壱岐クリーンエネルギー株式

会社に係る経営状況の報告について
質疑なし、報告済み

日程第３ 議案第96号
長崎県市町村総合事務組合の規約変更につ

いて

質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第４ 議案第97号 壱岐市行政組織条例の全部改正について
質疑、

総務文教常任委員会付託

日程第５ 議案第98号

壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び

壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正について

質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第６ 議案第99号
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一

部改正について

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第７ 議案第100号 壱岐市猿岩物産館条例の一部改正について
質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第８ 議案第101号 壱岐風民の郷条例の一部改正について
質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第９ 議案第102号 壱岐出会いの村条例の一部改正について
質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第10 議案第103号
壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部改正に

ついて

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第11 議案第104号
壱岐市医学修学資金貸与条例の制定につい

て

質疑、

厚生常任委員会付託

日程第12 議案第105号
壱岐市医療技術修学資金貸与条例の制定に

ついて

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第13 議案第106号
壱岐市消防関係手数料条例の一部改正につ

いて

質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第14 議案第107号 壱岐市火災予防条例の一部改正について
質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第15 議案第108号 過疎地域自立促進計画の策定について
質疑、

総務文教常任委員会付託

日程第16 議案第109号
八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請

負契約の変更について

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第17 議案第110号
平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第

４号）

質疑、

予算特別委員会付託

日程第18 議案第111号
平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）

質疑なし、

厚生常任委員会付託
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日程第19 議案第112号
平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第20 議案第113号
平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第３号）

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第21 議案第114号
平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第２号）

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第22 議案第115号
平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第２号）

質疑なし、

総務文教常任委員会付託

日程第23 議案第116号
平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第２号）

質疑なし、

厚生常任委員会付託

日程第24 議案第117号
平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第２号）

質疑なし、

産業建設常任委員会付託

日程第25 陳情第２号
国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減

額）廃止を求める陳情
厚生常任委員会付託

日程第26 陳情第３号 ＴＰＰに関する陳情 産業建設常任委員会付託

日程第27 陳情第４号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳

情
総務文教常任委員会付託

日程第28 陳情第５号
くらし支える行政サービスの拡充を求める

陳情
総務文教常任委員会付託

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第２号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（19名）

１番 久保田恒憲君 ２番 呼子 好君

３番 音嶋 正吾君 ４番 町田 光浩君

６番 町田 正一君 ７番 今西 菊乃君

８番 市山 和幸君 ９番 田原 輝男君

10番 豊坂 敏文君 11番 中村出征雄君

12番 鵜瀬 和博君 13番 中田 恭一君

14番 榊原 伸君 15番 久間 進君

16番 大久保洪昭君 17番 瀬戸口和幸君

18番 市山 繁君 19番 小金丸益明君

20番 牧永 護君

──────────────────────────────

欠席議員（１名）

５番 深見 義輝君



- -47

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 松本 陽治君 事務局次長 加藤 弘安君

事務局係長 吉井 弘二君 事務局書記 村部 茂君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君

副市長兼病院事務局長 …………………………………………………… 久田 賢一君

教育長 ………………… 須藤 正人君

壱岐島振興推進本部理事 ………………………………………………… 松尾 剛君

市民生活担当理事 …… 山内 達君 保健環境担当理事 …… 山口 壽美君

産業経済担当理事 …… 牧山 清明君 建設担当理事 ………… 中原 康壽君

消防本部消防長 ……… 松本 力君 総務課長 ……………… 堤 賢治君

財政課長 ……………… 浦 哲郎君 政策企画課長 ………… 山川 修君

管財課長 ……………… 豊坂 康博君 会計管理者 …………… 宇野木眞智子君

教育次長 ……………… 前田 清信君 病院管理課主幹 ……… 左野 健治君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。

深見義輝議員から欠席の届けがあっております。

ただいまの出席議員は１９名であり、定足数に達しております。

これより、議事日程表第２号により本日の会議を開きます。

報告します。

１１月２２日以降、陳情１件を受理し、その写しをお手元に配付しております。ここで、白川

市長より行政報告における発言の訂正の申し出があっておりますので、発言を許します。白川市

長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。１２月３日に行いました行政報告の中で、一部修

正がございますので、御了承賜りたくお願いするものでございます。

その内容についてでございますけれども、先般お配りいたしました行政報告資料１８ページの



- -48

１０行目でございますが、壱岐市民病院に関する項目でございまして、現在市民病院の診療体制

は、常勤医師１３名の体制です。そのうち８名については、「九州大学の医局人事によって派遣

をいただいており」と申し上げましたが、この「九州大学」を「九州の大学」と修正するもので

ございます。おわびして修正させていただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

なお、この８名の内訳でございますけれども、九州大学が３名、久留米大学３名、福岡大学

２名でございます。大変申しわけございませんでした。よろしくお願いします。

────────────・────・────────────

日程第１．承認第９号

○議長（牧永 護君） 日程第１、承認第９号損害賠償額の決定についての専決処分を報告し、

承認を求めることについてを議題とします。

これから質疑を行います。質疑の通告があっておりますので、これを許します。１２番、鵜瀬

和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回、損害賠償の額が５０万円以下であれば、市長の専決によ

って処分ができるということを昨年認められてきておりますけども、定例会ごとにいつも損害賠

償の専決が額はそう高くはございませんが、されてるように思われますけども、この専決処分が

できるようになった前と後での件数と、その賠償金額はどのように推移しているのか、お尋ねを

いたします。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） １２番議員の御質問にお答えをいたします。

市長の専決処分する軽易な事項の指定につきましては、平成２１年９月１８日に可決をいただ

いておりますが、この前後の状況を申し上げますと、可決されました後、すなわち専決し、承認

をお願いした案件につきましては、平成２１年の第４回定例会で１件、１万９,１６３円、平成

２２年第１回定例会で２件、１万１,４４５円、そして本定例会に提出をいたしております１件、

１８万６,１７１円でございまして、これまで合計４件、２１万６,７７９円でございます。

指定前の案件でございますけれども、すなわち平成２１年の９月以前からの分を御報告申し上

げますと、平成２１年度が３件で４万６,９２０円、平成２０年度が２件で１７万７,５２０円、

平成１９年度が２件で合計１万円でございます。以下、１８年度以降につきましては省略させて

いただきます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） いいですか。鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回も保険の適用ということですけども、ほとんど全部保険の

適用なのか、お尋ねをいたします。
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○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） 今、御質問、御指摘のように、すべて保険対応でございます。

○議長（牧永 護君） 以上で、通告による質疑を終わります。ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで質疑を終わります。

お諮りします。承認第９号については、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を

省略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、承認第９号については委員会付託を省

略することに決定しました。

これから討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、討論を終わり、採決します。

この採決は起立によって行います。本件を承認することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、承認第９号損害賠償額の決定についての専決処

分を報告し、承認を求めることについては承認することに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第２．報告第６号

○議長（牧永 護君） 日程第２、報告第６号平成２１年度壱岐クリーンエネルギー株式会社に

係る経営状況の報告についてを議題とします。

これから質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、報告第６号に対する質疑を終わります。

これで報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第３．議案第９６号～日程第２４．議案第１１７号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３、議案第９６号長崎県市町村総合事務組合の規約変更に

ついてから日程第２４、議案第１１７号平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）に

ついてまで、２２件を議題とし、これから各議案に対し質疑を行います。

初めに、議案第９６号長崎県市町村総合事務組合の規約変更についての質疑を行います。質疑

ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第９６号の質疑を終わります。

次に、議案第９７号壱岐市行政組織条例の全部改正についての質疑を行います。質疑の通告が

ありますので、これを許します。１２番、鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回、行政組織条例の全部改正ということで、課制から部制に

したいということですけども、その中で特に第１条の部分の内部組織の設置の名称についてお尋

ねをいたします。

産業経済部の分掌事務を見ますと、大まかに農林水産業に関する部のようですけども、名称を

考えるときに、より市民にわかりやすくするために農林水産業部としてはどうだろうかというよ

うな、その内部的な意見は出なかったのかということと、あと課制から部制になるわけですけど

も、今回の改正によりまして管理職の人数は現行から何人増加するのか。そして、先日の全協の

中で、新しい課としてはこども家庭課の設置をされるわけですが、その目的と役割をお尋ねをい

たします。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） １２番議員の御質問にお答えをいたします。

産業経済部といたしておりますが、名称についてのお尋ねでございます。産業経済の名称につ

きましては、議員御承知のように、市の発足時から使用している組織名でございまして、市民に

なれ親しんでいただいておるということで考えております。

それから、市民が市役所に電話をいたしましても、その目的で農林につないでくれ、あるいは

水産につないでくれというようなことで対応をされるということで理解をしておるわけでござい

ます。

それから、今回の機構改革につきましてでございますけれども、農林水産業部というような名

称につきましての案は、職員からは出てなかったということでございます。

それから、この今回の機構改革によります管理職員のポストの増ということでのお尋ねでござ

いますけれども、２つのポスト増ということに考えております。

次に、こども家庭課の設置目的と役割というようなことでございますけれども、こども家庭課

の内部組織につきましては、児童家庭班と幼保連携推進室ということを考えておりまして、今回

のこども家庭課の新設のポイントは、幼保一元化の推進でございます。

政府は、現在の幼稚園と保育所の制度は１０年程度の経過措置の後に廃止をいたしまして、新

たに創設するこども園に一本化する制度原案を明らかにしたと報道されておるわけでございます。

幼稚園と保育所は国の縦割りによります二重の行政の象徴であるということも理解いたしてお

りまして、本市といたしましては、国の制度改正の期限を待たずに幼稚園と保育所の適正規模、
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それからサービスの一元化及び一体化を積極的に進めていきたいと考えておりまして、そのため

にもこれが準備のための内部組織を設置いたしまして、計画の策定、調整及び準備に取り組んで

まいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） まず、１点目の名称については、要は市発足当時からの産業経

済部として市民の皆さんがなれ親しんでるのでということで、そういう意見も出なかったという

ことですけども、たしか発足当時は農林と水産と、そして観光商工課が一緒であったということ

から、産業経済部というふうになっとったと思うんですが、前回の２１年の４月のときにも、観

光商工課が壱岐島振興推進本部に移管されて、本来ならば、そこで農林水産業部としてしたほう

が市民にわかりやすかったんだろうと思いますけども、その前からの経過があったので、こうい

う形で指摘はしませんでしたが、今回もうそろそろ、市の基幹産業でありますし、農林水産業部

にしたほうがよりわかりやすいと思うんですけども、今後そういった形で機構改革される場合は、

その辺も含めて御検討いただければと思います。

そして、今回の改正によりまして、現行から２人ポストが、２つ増ということですけども、そ

れはどこなのか、再度お尋ねをいたします。

そして、２番目のこども家庭課の分掌事務として、幼保一元化に向けた幼保連携班っていうの

を設置して、国の施策であるこども園の設立に向けて内部で検討されるということですけども、

幼保連携といえば幼稚園のほうは教育委員会になりますけども、この中に教育委員会の部分が入

るのか、それについて教育委員会としては相談があったのか、再度お尋ねをいたします。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） １２番議員の御質問にお答えをいたします。

２つのポスト増はどこかというお尋ねでございます。１つは新行政推進室の長でございます。

２つ目は、こども家庭課の長、課長でございます。その２つでございます。

それから、こども家庭課の件でございますけれども、これにつきましては国の動向といたしま

しては、幼保両施設を併存させながらこども園をふやす方針ということでございます。来年の

１月にもこども園の設置基準など制度設計を取りまとめて通常国会に出されるというようなこと

も聞いておりまして、それらに備えてこども家庭課を設置しようとするものでございます。

また、こども家庭課の新設によりまして、幼稚園と保育所の保育スタッフの確保につきまして

も柔軟に対応できるということで考えております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 教育委員会。須藤教育長。
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○教育長（須藤 正人君） この新しい課の新設に伴いまして、教育委員会に相談があったかとい

うことでございますが、こども家庭課の幼保連携室が幼保一元化の大筋をまず立てるという性格

であるということを伺っております。そういうことで具体的な相談ということはあっておりませ

んが、まずこの新設の課でアウトラインを立てていくということで理解をいたしておるところで

ございます。

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） まず最初の管理職は、新行政推進室とこども家庭課の課長です

ね。ということですけども、病院部についてはたしか病院部長、今は副市長が兼任と思うんです

けども、この分についてはふえないということは、今までどおり副市長が兼任するということで

理解していいのか、お尋ねをいたします。

また、こども家庭課については教育委員会に相談はあっとらんということですけども、それで

大丈夫ですか。今、スタッフについては幼保連携班のほうで流動的に幼稚園と保育所のスタッフ

については、ここで人事関係をされるというふうに理解していいんですか。

それから、こども園に向けて設置される分はもう確かに先取りでいいと思いますけども、本当

に内部的にそれが推進されるかどうかが非常に心配をしております。幼稚園については今、教育

部局になりますし、保育所については市長部局になるわけですから、やっぱ今まで以上に連携を

密にしてやっていただかないといけないと思いますけども、再度その件についてどのようにお考

えか、お尋ねをいたします。

○議長（牧永 護君） 堤総務課長。

○総務課長（堤 賢治君） １２番議員の御質問にお答えをいたします。

２つのポスト増ということで考えておりまして、先ほど病院のこともお尋ねでございますけれ

ども、その人事につきましては別途人事で対応いたしてまいりたいと考えております。

それから、こども家庭課の件についてでございますけれども、こども家庭課につきましては新

しい制度改革を待たなくてそれに先んじて壱岐市が取り組んでまいりたいということで、準備の

ための組織でございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今、総務課長のお話では、私、総務部も新たにできるわけです

から、今までは総務部がなくて副市長がそこの直轄になるということが、総務部と病院部につい

ては人事によって対応していくということは、兼務として考えていいわけですね。このポストが

ふえるわけですから、今の課長制からしたら。部長になるわけでしょ、どなたか。今、総務課長

の答弁では、「人事によって対応していきます」ちゅうことでしたから、兼任として考えていい
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わけですね。

そして、幼保の分については、今後さらに密に教育委員会と十分連携をとってやっていただけ

ればと思いますので、このあたりについても今後こども園の対応についても注視しときますので、

その辺はよろしくお願いします。

市長、今、課長が答弁されたことで理解していいですね。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） ポストは今申し上げたような機構図にあるようなポストでございます。

人事につきましては、それは兼務をするのか、新しい人材をそこに持っていくのか、それは現

段階では申し上げられません。人事は私の専権事項だと思っておるとこでございます。

それから、御質問の中に、ですから何人増加するかということですから、正直申し上げまして

壱岐島振興推進本部はなくなるわけでございます。そういったこともございまして、そのときど

きの実情に応じて、先ほど申されました病院部長にいたしましても兼任するのか、新しく持って

いくのか、それについては来年の４月に向けて考えていきたいと思っておるとこでございます。

○議長（牧永 護君） 以上で、通告による質疑を終わります。ほかに質疑ありませんか。６番、

町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 私もちょっと２点ほど質問したいとですけど、まず、この１番の

新行政推進室の役割について、私は今でもよくわからないんです。この地域主権改革の先取りっ

て言われましたけど、実はこれ国の方針もはっきりと決まっておりません、どういう形でするか。

それから、職員の意識改革に関することちゅうのありますけど、総務部でも同じように職員に

関することっていうのあるんで、僕はこの新行政推進室ちゅうのは例えば市長室とか名前をかえ

て、市長の例えば特命事項とか、そういうのを集中して例えばＰＴでやるとか、そういった形の

部署だと思ってたんですが、これに見たら、もう地域主権改革と職員の意識改革だったら、地域

主権改革もこれ国の方針がまだ全く正直言ってどうなるかわからないという状況です。それで、

この新行政推進室のそもそも発足の経過と、この役割を市長にもう一度御答弁いただきたいと思

います。

それから、２番目。実は今全く鵜瀬君と同じ質問なんですが、こども家庭課ちゅうのはさっき

から聞いてたら、堤課長は「幼保一元化の準備のための」って言われましたけども、御存じのよ

うに国の方針は幼保一元化に関しては３パターンの指針を出して、これ本当に認定こども園とか

幼保一元化の方針が正しいのかどうかというの、今から議論していく状況です。今のまま、幼稚

園のまま、保育園のままでいいじゃないかという議論もあるんです、政権の中には。だから、

３方針を出してますんでですね。僕はこども家庭課っていうのは別に幼保一元化の認定こども園

の設置の準備じゃなくて、要するに子育ての支援のためのこども家庭課であれば、それを総括し
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てこども家庭課をつくるっていうんだったら、私はそれも話はわからんこともないわけですが、

その幼保一元化の推進というは、これもまだ国の方針がまだ決定しておりません。来年に１月ぐ

らいに法律が出すとか出されないとか言ってますけども、これもどうなるかわからんですよ。僕

は、だから、こども家庭課、子育てに関することを全部統括してそこで責任を持ってそこでやる

と、子供のことについて、子育てについてのあれがあるんだったら、何か質問が、市民の要望が

あるんだったら、全部一元化してそこで聞くということで私は構わないと思うんですが、その幼

保みたいな形で特化してこれをやるちゅうのは、基本的にまだ国の方針もまだどうなるかわから

んような状況の中で、さっきのような幼保一元化の準備のための組織だというんだったら、これ

はこども家庭課の新設というのは基本的に間違ってると思います。市長、済みません、その２点。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） まず、１番目の新行政推進室、これは今町田議員がおっしゃるように、

私は特命部長だと思っとるわけです。しかし、今国の方針がいわゆる「地域主権」だと、「１丁

目１番地」だということをうたってあるわけでございまして、それに対するやはり先取りはせな

いかんということが１つ。

それから、きょうの新聞でも御存じのように、人事院を発展撤回させて、公務員庁をつくると

いうようなことでございます。したがいまして、そういった今から人事院の勧告はしないで、労

使でもって国は賃金を決めていくと、待遇を決めていくというような方向に進んでおります。そ

ういったものを総括して、やはり指示をして対応してもらう。ですから、その新行政推進室とい

うのが、例えば私も正直申し上げて特命室とかいろいろ考えましたけれども、今の新しい行政が

進んでいく、そういった中で新行政推進室というのが一番いいのかなと思って名前をつけたとこ

でございます。内容につきましては、町田議員おっしゃる、そういった気持ちでございます。

２番目のこども家庭課でございますけれども、これについては先ほど総務課長が言いますよう

に、国の縦割り行政の最たるものでございまして、弊害の最たるものでございまして、今私もマ

ニフェストの中で幼保一体化ということを申してきましたけれども、いったいどこがそのリー

ダーシップをとればいいのか、いわゆる縦割りの中で、そういった中でリーダーシップをとって

やるのをこども家庭課にしたいと思っておりますし、そのこともありますし、また町田議員おっ

しゃるように、子育てに関しまして言いますと、例えばこれは島でございますけど、保育園児の

数と保育士の数がもう同じだというようなところもございまして、そういった、あるいは僻地保

育所をどうするのか、認可保育所をどうするのか、そういったことも含めて、やはり零歳児から

の保育とか、そういったものを総合的に考える、いわゆる子育て、そういったもの全般について

も、このこども家庭課で対応させたいと思っているとこでございます。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。
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○議員（６番 町田 正一君） 多分市長の思いは新行政推進室は多分市長の特命事項をやるため

のプロジェクトちゅうか、ＰＴを立ち上げるためにこういう組織があったがいいんじゃないかと

僕も思ってたんですが。

１つは、よく大体どのぐらいの規模、多分室長はこれ部長待遇になると思うんですが、どのく

らいの規模でこれを立ち上げようとされてるのかが、まず一つわからないんですよね。これ所管

事項を見たら、総務部と重なっとるとこもあろうし、企画振興部と重なっとるところも非常に多

いんですよ。だから、そこの調整はどういうふうに市長は考えられてるのか。僕は、はっきりと

市長室とか、それだったら割とわかりやすいんですよね、普通の人が聞いてもですね。市長の例

えば、僕は市長の出されるの見てから賛成しようと思ってますけど、賛成するか反対しようか決

めようと思ってます。例えば行政区構想とか市長が新しく出されてるのもありますから、そうい

うのを所管するのが新行政推進室だと思ってたんですが、そこの調整は企画振興部と総務部との

ここの仕事の役割は、今ちょっと私もちょっとよくわからないところがあるんですよ。だから、

新行政推進室の特にこの職員の意識改革とか、こういうのは大体どういう規模でこの新行政推進

室を考えられておるのかがもうちょっとわかりにくいんで、そこをもう少し。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 室長ほか少ない人数でと思っています。１名あるいは２名、そんな人数

だと思っております。先ほど言われますように、いろんな自治体を見てみますと、市長公室とか

そういった感じで置いてあるわけですけど、今回新行政推進室としたわけでございますけど、そ

の役割は当然特命でございますから、すべての部署において、その室長がいわゆる職員の意識改

革であるとか、いろんな何といいますか、その室長はすべての部署について横断的にいろんなこ

とができるというふうに考えております。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 市長、これは私の提案なんですけど、今度ケーブルもできます。

恐らく市の一番非常に鵜瀬議員がよく言ってるように、市の広報体制の整備というのが、今から

本当言うたら非常に重要になってくるんですよ。僕は、この新行政推進室の所管の中には、この

市の広報体制をぜひ、この新行政推進室で担ってもらいたいと思ってます。そしたら例えば、室

長ほか一、二名とかいう規模じゃなくて五、六名の規模で広報全体を考えるというか、それを実

施する、市民に説明していく、その部署としては非常に重要になってきますんで、ぜひ市長には

これ所管と中身書いてますけれども、市の広報部門、ケーブルそれからインターネット、それか

ら市政便りと文書配布等文書等もありますけども、それ全体として広報はぜひ充実さしていただ

いて、この部分に、この市の広報に関する部分はこの行政推進室のほうに任せると、そしてそれ

なりに優秀な若い人をここで配置するという考え方をぜひ検討していただきたいと思いますけれ
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ども、その点だけ、最後にお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） それは非常に迷ったところでございまして、正直申し上げて。今の御意

見を真摯にお受けしたいと思っております。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第９７号の質疑を終わります。

次に、議案第９８号壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び壱岐市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部改正についての質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第９８号の質疑を終わります。

次に、議案第９９号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正についての質疑を行いま

す。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第９９号の質疑を終わります。

次に、議案第１００号壱岐市猿岩物産館条例の一部改正についての質疑を行います。質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１００号の質疑を終わります。

次に、議案第１０１号壱岐市風民の郷条例の一部改正についての質疑を行います。質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１０１号の質疑を終わります。

次に、議案第１０２号壱岐出会いの村条例の一部改正についての質疑を行います。質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１０２号の質疑を終わります。

次に、議案第１０３号壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部改正について質疑を行います。質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１０３号の質疑を終わります。

次に、議案第１０４号壱岐市医学修学資金貸与条例の制定について質疑を行います。質疑あり
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ませんか。１２番、鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回、医師確保のために創設されるわけですけども、現在の壱

岐市医学生奨学資金貸与条例で奨学金を借りられる方は現在何人いらっしゃるのか、お尋ねをい

たします。

○議長（牧永 護君） 久田病院事務局長。

○病院事務局長（久田 賢一君） 現在の条例で借りられておられる方はゼロでございます。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１０４号の質疑を終わります。

次に、議案第１０５号壱岐市医療技術修学資金貸与条例の制定について質疑を行います。質疑

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１０５号の質疑を終わります。

次に、議案第１０６号壱岐市消防関係手数料条例の一部改正について質疑を行います。質疑あ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１０６号の質疑を終わります。

次に、議案第１０７号壱岐市火災予防条例の一部改正について質疑を行います。質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１０７号の質疑を終わります。

次に、議案第１０８号過疎地域自立促進計画の策定について質疑を行います。質疑の通告があ

りますので、これを許します。１２番、鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 過疎地域自立促進計画は、壱岐市総合計画の下位計画として位

置づけられており、総合計画の趣旨に沿った各種施策を推進するものですが、今回２２年度から

２７年度までのソフト事業も含めた計画でありますけども、今回計画に上がってる事業は、

２７年度までに完了すると理解していいのか、そしてまたソフト事業でもあります過疎地域自立

促進特別事業は、２７年度まで毎年実施すると理解していいのか、お尋ねをいたします。

そして、ページ５３ページの地域づくり事業交付金の事業内容の説明をお願いします。

○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

○政策企画課長（山川 修君） お答えをいたします。

過疎債の充当につきましては、ハード事業及び今回新たに設けられましたソフト事業ともに国
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及び県の枠があります。過疎対象事業すべてに過疎債を充当するというわけにはまいりませんけ

れども、今後過疎対象事業として考えられる事業を計上しているところでございます。よって、

計画に計上しております事業は、現時点で実施が決定しているということではなく、この中の一

部に過疎債を充当することが可能ということでございます。

また、計画期間中は毎年、ハード事業、ソフト事業ともに過疎債の活用が可能となっておりま

す。

地域づくり事業交付金の内容でございますけれども、ただいま行政区または地域づくり協議会

というものをつくりたく検討しているところでございます。この地域自主活動の活性化を図る事

業として検討しておるところでございますけれども、計画に計上しております今後実施が実現で

きましたら、過疎債の対象となり得る事業であろうというふうに思います。

この内容につきましては、現在補助金でばらばら出しておりますけれども、これを一括交付金

にするのかどうかというのを現在検討しているとこでございます。また、検討が煮詰まりました

ら議員皆様にも協議をしてまいりたいというふうに考えております。

○議長（牧永 護君） 次に、１番、久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 同じく今の議案１０８号に関して、２点ほど質問させていただき

ます。

まず、２０ページの（オ）観光レクリエーション対策としてというページの下から３行目、

「福岡都市圏をメインターゲットとした効果的な情報発信により本市の知名度アップと誘客を図

る」という大きな枠がありまして、それがどのように実際はされるのか、これが２３ページのほ

うにほかの項目では細かく書いてあるんですが、そこにないような気がしますので、この件と、

もう１点は、２３ページ、一支国弥生まつり補助金についてです。これは今、２２から２７年度

の中の事業計画の中の補助金ですけど、その以前に今までに支払われた補助金総額とその総額の

中で、市と県の内訳、そしてそのことによって３年間だったと思うんですけど、年ごとの島外か

らの該当祭りへの来島人数を教えていただきたいと。で、その検証をどなたかがされて、どのよ

うな結果が生まれて、どのように活かされて、そして今後の具体的計画が多分２２年度から

２７年度にかけてなされると思いますので、その具体的計画、今の関連をちょっとわかりやすく

説明をしていただきたいと思います。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 久保田議員の御質問にお答えいたします。

まず、福岡都市圏をメインターゲットとした事業が、２３ページの事業計画のどの項目に該当

するのかというお尋ねでございますが、まず島外イベントＰＲ事業、情報発信強化推進事業、し

まごとプロジェクト推進事業、一支国弥生まつり補助金の４事業の中において、壱岐の知名度ア
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ップを図る各種事業を展開してまいる所存でございます。

具体的な実施内容につきましては、島外イベントＰＲ事業におきましては、博多どんたく港ま

つりでの壱岐市宣伝隊派遣等行っております。

情報発信強化推進事業におきましては、マスメディアの積極的な活用による情報発信、モニ

ターツアーの開催、博多駅などでの観光物産展の開催等をしております。

しまごとプロジェクト推進事業におきましては、情報発信と九州国立博物館や長崎歴博との包

括的な連携、一支国弥生まつり補助金におきましては、マスメディアの活用による情報発信、福

岡・佐賀県内の博物館等の広域連携による事業の展開等を実施予定としております。これらの事

業を観光協会や県観光連盟と連携を図りながら積極的に展開し、観光交流人口の拡大による地域

活性化と経済浮揚を図ってまいりたいと考えておるところでございます。

次に、一支国弥生まつり補助金に対する質問でございます。一支国弥生まつりにつきましては、

原の辻遺跡を初めとする壱岐ならではの歴史遺産を活用し、一支国博物館の開館を全国にＰＲす

るイベントとして位置づけ、市民の皆様が中心となって実行委員会を組んでいただき、官民協働

により平成２０年度から実施しております。

財源につきましては、長崎県２１世紀まちづくり推進総合補助金の支援をこれまで受けてまい

りまして、県、市、実行委員会の３者で財源負担を行っております。

これまでの補助金総額でございますが、長崎県が１,８７９万７,０００円、壱岐市が９４０万

２,０００円、ちなみに民間の実行委員会は９９８万７,０００円負担をしております。

各年度の島外からの集客数につきましては、平成２０年度は２,１６１人、平成２１年度が

４５０人でございます。平成２２年度については、まだイベント期間中でございますので、集客

数が確定しておりません。

また、検証につきましては、毎年度イベント終了後、実行委員会で総括会議を開催し、各イベ

ントの結果、課題、改善等を議論し、次年度への計画を反映させております。

今後の具体的な計画につきましては本日も実行委員会の総括会議が予定されており、今年度で

県からの補助事業が終了となりますが、この３年間で島内外において定着したイベントとして集

客力を増しており、さらには壱岐ならではの歴史遺産を活用したイベントを展開し、観光地とし

ての付加価値を高めるためにも、これまでのイベントの要素を残しながら、市と実行機関による

官民協働での実施を検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） まず、１項目に対する答えは、２３ページの上からずうっと、島

外イベントＰＲ事業をほとんどやるっていうことだったんですが、何か２０ページの福岡都市圏
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をメインターゲットとした効果的な情報発信によりといったら、今までやってたのと同じような

ことですもんね。何かこの表現だけ見ると、新たに観光レクリエーションの中で都市圏をメイン

ターゲットとした新たなやつをやるんだよっていうような感じにとれたので、私は新たな施策が

プラスされたのかなというふうに考えて質問をしたわけです。じゃ、とにかく今までと同じよう

なことをやるっていうことで理解していいのかなというふうに思っております。

それから、２点の一支国弥生まつりの来島者、２０年度は２,１６１人ですか、次の２１年度

は９５０名（発言する者あり）えっ、４５０名、済みません。ということは、２０年度、

２,１６１名、２０年度はかなり長い期間やりましたもんね。次の２１年度はその検証を受けて

非常に短くなりましたね。ということは、２０年度の２,０００人は１０日間か２週間かわかり

ませんけど掛けて、それだけ何かひょっとしたら関係者が多かったのかよくわかりませんけど、

次の年が何日間か私覚えてないんですけど、４５０名。そうすると、この検証は次の年、３年目、

ことしは当然活かされてると思うわけですね。

それと、もちろん地元実行委員会さんが検証されるのはもちろんいいんですけど、多額の補助

金を出した行政とか、官民一体で頑張ってるっていう行政も相当なバックアップをされてますか

ら、その行政の方が入られた検証であって私はしかるべきだと思うんですけど、その点をお聞き

したいと思います。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） まず、第１番目の質問でございます。福岡都市圏を

メインターゲットとした効果的な事業について、もうこれだけの事業しかしないのかというお尋

ねでございますが、先ほど政策企画課長からもお話があったとおり、この事業、現在のところ過

疎債を充てるためにこの計画にのせなければいけないんですけども、だからといって今後のすべ

てこの期間の計画がのせてるっていうわけではございません。これ今後も福岡の都市圏の集客に

つきましては、いろいろ考えてまいりたいとは思っておりますが、現時点でおのせできる部分を

のせていると。また、例えば今後の例えば平成２３年度の今度、次の議会でも当初予算等の御審

議をいただきますが、その中でもまた新たな施策等も考えてまいりたいと思っております。先ほ

ど申し上げたとおり、とりあえずこの過疎計画というのは現時点でともかく過疎債をいただくっ

て言ったらおかしいですけど、これにのせてないといけないもんですから、まず皆様の御了解も

得た上でのせられるものをのせていると。特に今後についてこれに限られるわけじゃないという

ことはまず理解をしていただきたいと思います。

それから、先ほど弥生まつりの実行委員会の反省は、官民協働でやってるのに、民間がやって

るのはどうかという話でございましたけど、この事業効果の反省もしくはその内容については当

然市の職員も出ておりまして、それを踏まえて当然市の職員としての意見も伝えながらやってお
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りまして、その検証につきましても官民一体でやっておると、決して民間にお任せだけしてるわ

けじゃないということをお答えしたいと思います。これでお答えになってるでしょうか。

以上です。

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） まず、第１項目の過疎債の対象としないといけないっていうこと

はよく理解をしております。ただ、ここにのってるのがすべてではないっていうことも当然理解

をしております。ですから、ここにのってるのは今までと同じことなので、次回にはそれこそ本

当に効果的な提案が出てくるっていうことを期待しておきたいと思います。

それから、弥生まつりについては今答弁にありましたように、その検証が一番最初の２週間か

１０日間、そのこと自体がだれが考えても無理があるような計画に、当然市も一緒に補助金出す

側ものっていたのかなっていう心配が、心配っていうか思いが一番あるわけですよね。大都会で

も難しいようなイベントをこの壱岐でやって効果があるのか、だれでもわかるようなことが実行

に移されたというところに、私は非常に今後に対しての危機感を感じるわけですよ。やはり費用

対効果というものを出していかないと、当然地域の巻き込みとかそういうのも難しいかと思いま

すので、官民が一緒になって検証されてるっていうことで、今後のこの弥生まつりの実施に関し

てもぜひ効果の上がるイベントにしていっていただきたいと思います。

以上で、私、終わります。

○議長（牧永 護君） 以上で、通告による質疑を終わります。ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１０８号の質疑を終わります。

次に、議案第１０９号八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請負契約の変更について質疑を

行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１０９号の質疑を終わります。

ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時とします。

午前10時49分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時00分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案質疑を続けます。

次に、議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）について質疑を行いま

す。質疑の通告がありますので、これを許します。１１番、中村出征雄議員。
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○議員（１１番 中村出征雄君） ５点ほどお尋ねをいたします。

まず、２３ページ、３款の民生費５目の介護保険事業費１９節の負担金補助及び交付金

３,１８１万８,０００円について、議案説明ではグループホームのスプリンクラーの設置補助と

いうことでありましたが、これに対しては市の補助はないようですが、事業費に対する補助率、

多分これは光風さんとのことでありましたが、補助率は幾らなのか、その点についてまず１点目

お尋ねします。

それから、２５ページの３款の民生費、２目の児童措置費、２０節の扶助費、児童扶養手当

５００万７,０００円について、これについては児童扶養手当法の改正によって、父子家庭への

拡充・増額とのことでありましたが、父子家庭の対象世帯数及び対象児童数についてお尋ねをい

たします。

次が２９ページ、５款の農林水産業費、３目の農業振興費、１３節委託料、これについてはイ

ノシシ捕獲対策委託料５００万円について、これの積算の根拠についてお尋ねをいたします。

次が３１ページ、５款の農林水産業費、１３節の委託料松くい虫特別伐倒駆除委託料９０万円

についてでありますが、これは対象地区はどこなのか、そして委託する先はどこに委託されるの

か、これについては市単独の予算のようですが、国県の補助はないのか、あわせてお尋ねをいた

します。

次が３５ページ、７款の土木費２目の急傾斜対策費１９節の負担金補助及び交付金、県営工事

の急傾斜についての負担金でありますが、補正予算の説明の中では５％、そして１０％の負担、

２通りあったようですが、この負担割合の違いについてお尋ねをいたします。

以上、５点についてお尋ねいたします。

○議長（牧永 護君） 山口保健環境担当理事。

○保健環境担当理事（山口 壽美君） １１番、中村議員の御質問にお答えいたします。

地域介護・福祉空間整備等交付金事業３,１８１万８,０００円の内容及び事業費に対する補助

率についての御質問でございますが、この中には２つの事業がございます。

１といたしまして、医療法人玄州会から要望があっております、高齢者の方々が在宅で安心し

て暮らせる地域ケア体制確立のため、２４時間体制で地域の高齢者宅を巡回する新たな訪問介護

サービス事業の導入でございます。事業費３,０００万円を上限として開設事業費助成がござい

ます。

内容といたしましては、システム導入費用が６割で、その他車輌備品購入費、広告宣伝費等が

ございます。

事務所の設置につきましては、事業所のほうが単独で建設されるようになっております。

２つは、市内に１カ所ある認知症対応型グループホームみのりについて、本年３月の札幌市の



- -63

グループホームの火災を受け、今までスプリンクラーの設置義務が課せられていない２７５平米

未満の施設についても補助対象となりましたので、スプリンクラー整備が対象施設ごと１平米当

たり９,０００円の助成となっております。

みのりにつきましては、２０２平米で１８１万８,０００円の補助金になります。設置事業費

は７５０万円の計画でございますので、補助率についてはおおむね２４％になります。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 山内市民生活担当理事。

○市民生活担当理事（山内 達君） 父子家庭の対象世帯数及び対象児童数ということでござい

ます。平成２２年１２月７日現在でございますけれども、父子家庭での受給者世帯数は４６世帯、

それから対象児童数は９０名でございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） ２９ページ、１３節委託料イノシシ捕獲対策委託料の

５００万円の算出の根拠ということでございます。

まず、この算出根拠でございますが、まず委託先から申し上げます。これは壱岐市農協を中心

とした壱岐市猟友会及び農林関係機関で構成をいたしております壱岐地域有害鳥獣被害防止対策

協議会に委託をいたします。そして、なお、この５００万円の積算根拠でございますが、箱わな

購入、えさ代、啓蒙用のチラシ、看板ほか箱わなを設置するためには免許を必要といたしますの

で、わな免許を取得するための講習・受験の旅費等を計上をいたしております。

また、壱岐市の猟友会は、イノシシ駆除などの水平撃ちの経験がないために、被害先進地であ

る対馬市、長崎市の猟友会の方に現地調査、また捕獲・駆除を依頼するための旅費、日当等を計

上いたしております。

詳細について申し上げます。材料費といたしまして５０万６,０００円、これは箱わな及びえ

さ代の購入でございます。旅費が９１万２,０００円、現地調査、指導に長崎あるいは対馬から

講師を招いております。この旅費並びに捕獲の委託といたしまして３３７万円、それと保険料が

２１万２,０００円で計５００万円でございます。

次に、３１ページの委託料松くい虫特別伐倒駆除委託料９０万円についての対象地区はどこか

と、また委託先はどこなのかということでございます。これにつきましては、国県の補助がない

のかという質問とあわせてお答えいたしますが、まず国の補助というのは、空散並びに地上散布

を行う地域でございまして、それ以外の地区はすべて補助対象外となります。今回の９０万円の

予算は補助対象地区、この空散、地上散布以外の地域の伐倒駆除を行うものでございます。伐倒

後に焼却処分を行っております。
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委託先は、本事業に精通をしております壱岐市森林組合に委託を予定をいたしております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 中原建設担当理事。

○建設担当理事（中原 康壽君） 予算書の３５ページ、急傾斜の５％と１０％の負担割合の件に

ついてお答えをいたします。

急傾斜地崩壊対策事業における受益負担金は、公共関連、その他と小さくは８つの区分がなさ

れておりまして、高さが３０メーター以上が大規模の斜面工事ということで５％、その他が

１０％になっております。ですから、今回の予算では、事業費の変更がありましたので、おのお

の増額・減額をいたして１２０万円になっております。

なお、１２月補正予算の主要事業で３地区計上をいたしておりますが、今井崎が２０万円の増、

築出迎地区が１８０万円の増、八幡浦地区が８０万円の減ということで、１２０万円の追加のお

願いをいたしております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 次に、９番、田原輝男議員。

○議員（９番 田原 輝男君） おはようございます。１点ほど質問をいたします。

３０ページの農林水産業費、５款ですね、２目の１９節負担金補助及び交付金１,０００万円、

これについての根拠的なものを教えていただきたいですけども、今朝になってこういう資料が来

ておりますけども、本来ならこの資料は早く出さねばならんものではないかと思いますが、まず

この根拠についてお尋ねをいたします。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） ただいまの質問にお答えをいたします。

箱崎漁業経営団の定置を漁協が譲り受けをいたしまして、その支援につきまして昨年１１月に

壱岐市への要望書、また市議会への請願が提出をなされております。

さきの３月２３日に、産業建設常任委員会の委員長からこの報告が出されております。特に、

「地域漁業の振興、地域活性化、雇用の確保の趣旨に大いに賛同するものである」と、また、

「この助成につきましては今回限りの緊急対応が必要と判断をした」と、また「後段では、市が

助成する際には経営内容等十分に精査された上で、助成の根拠を説明できるよう適正に執行され

たい」という報告がなされております。

市といたしましても、非常に厳しい財政状況の中でありますが、約１億５,０００万円の水揚

げと経営団定置に就労されている方々の雇用の維持の観点から支援を考えておるところでござい

ます。

そこで、この算定根拠といたしましては、お手元に本日お配りをいたしておりますとおりでご
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ざいまして、当初経営団から漁具をはじめ、漁船、備品、建物、漁網の償却資産７４０万

２,０００円につきまして漁協へ、他の事業の補助と同様の５０％、２分の１助成、３７０万

１,０００円、それから昨年秋に発生いたしました風浪被害による漁網等の修復に関しましても、

当初年末、盛漁期を控えておった関係もあり、操業空白期間の短縮を念頭に置いた装備での操業

をいたしておりました。このような関係から、これらの操業設備の充実が必要でありまして、漁

網を初めロープ及びチェーン等の設備費２,０４８万４,９５０円に関しましては、その３分の

１を助成するようにいたしたところでございます。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 田原輝男議員。

○議員（９番 田原 輝男君） わかりましたけども、私も１次産業の農業・漁業、この１次産業

的な振興については何らもう反対もしません。けども、当初ちょっと私お聞きをいたしましたが、

１１月２２日に議会運営委員会等がありまして、その節には２４７万円を提示されて、議会運営

委員会のほうもそれを承諾をされたと話をお聞きをしております。何でそのときにこの数字、こ

の資料を出されなかったのか、それも議会運営委員会のほうから再度要請があって、慌てて出さ

れたのではないでしょうか。本来であれば第１回目のときに、こういう金額になりますと、具体

的な説明をどうしてなされなかったのか。

それと、各組合から組合長を通して捺印が押されております。けども、この事業に対しまして

私は何といいますか、この件が各漁協の今後いろんな影響を与えはしないか、それを危惧してお

ります。そこで、市長、あとはもうくどくど言いませんが、わかる範囲で教えていただきたい。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 議会運営委員会の後で予算額を変更したことについては、率直におわび

を申し上げます。と申しますのも、実はやはり厳しい財政の中で、いかに補助金等を抑えようか

という気持ちが内心ございました。その中で請願に出されました明細が最終ページにつけており

ますけど、一番上の漁網というこの２,０００万円ということを実は見落とすと言うたらおかし

いわけですけど、契約書があったのが、次の５０万円、８０万円、６０万円、５０万円、第

１８水尻丸、倉庫までの１,０００万円、これが減価償却によりまして１年おくれとるもんです

から、７４０万２,０００円で契約をされておるわけですね。これ契約書つけておりますけど。

その契約書だけを正直申し上げて算出根拠にしておったわけです。後から実はこの２,０００万

円についてどういうことなんだということがわかりまして、正直申し上げて先ほど説明いたしま

したように、主たる船等々の契約書につきましては、水尻から請け負ったものについては２分の

１、そしてあとの機材につきましては、新たに購入した機材については３分の１という判断をい

たしまして、それで議員御指摘のように、いろんな波及があるかもしれんということも私も思っ



- -66

ておりました。

そこで、やはり今後一つの基準をやっぱ決めないかんと思っておりますし、１,０００万円と

いう上限も指示をいたしましたし、いろんな経営のいわゆる経営赤字の補てんはしないと、いわ

ゆる資材の補助はしましょうと。ですからイニシャルコストについては、こういった場合が起き

た場合はイニシャルコストについては補助しようと、しかしランニングについては、それは補助

の対象にしないという一つの線を決めておるところでございます。

○議長（牧永 護君） 田原輝男議員。

○議員（９番 田原 輝男君） 最後にもう１点だけ。これは私、所管の委員会でありまして、箱

崎漁業さんのほうにもお伺いをして、委員会で行っております。その都度、組合長の金額的なも

のがころころ変わるわけなんです。当初３,０００万円で出て、それから正確な数字は忘れまし

たけども、その都度に金額が一定の金額じゃない。それで、この要するに根拠的なものに対して、

当初の３,０００万円の３分の１であろうか、単純にそう考えたんですけども、今になってこの

資料が出て、議会運営委員会のほうも２回目やられたときにはこれが出されたと、私たちに初め

て来たわけなんです。それで、本当に後の組合に尾を引かないようにひとつしていただきたい。

私はこれで、あとは予算委員会で。

○議長（牧永 護君） 次に、８番、市山和幸議員。

○議員（８番 市山 和幸君） ３３ページの観光費の委託料についてお尋ねをします。

長崎食のコンシェルジュ事業、事業内容についてもお尋ねしておりましたけど、これ議案資料

の中に詳しく説明が載っておりましたので、答弁は求めません。

市長は、行政報告の中で、「この新しい事業によって新たな雇用の創出が見込める」という報

告がありましたが、この事業をすることによって何名の雇用ができるのか。そして、この事業は

市の観光協会が委託をされるわけですが、その受け入れの恐らく２３年度の仮称でありますが、

食のフェスタの観光客の誘致に向けての事業と思いますが、観光客の受け入れの人数の予測が大

体どれくらいであるのか。それとそれに伴った経済効果が幾らぐらいあるのか、その点、それと

この２３年度の食のフェスタ、これ仮称なんでしょうが、それに向けて単年度事業で２３年度だ

けで終わるんですかね、それのちょっと説明をお願いします。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 市山和幸議員さんの御質問にお答えいたします。

長崎食のコンシェルジュ事業の雇用でございますけども、これは緊急雇用創出事業を活用して

おりますけども、緊急雇用による雇用人数につきましては１名ということになっております。そ

れで、これは今回の予算の分は平成２２年度分の予算でございまして、１名でございます。それ

で、これがそのまま２３年度も引き続き１名雇うということになります。それで、これがどうい
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うことをするかというと、今後２０１１交流拡大プロジェクトというのが県でございまして、そ

の中で長崎食の観光推進プロジェクトというのがございまして、その中の一環として、特に各地

域における特に壱岐においては、壱岐市観光協会にお願いをしてるわけですが、食に関する情報

発信、食関係のイベントの実施に係る調整業務を行うということで、食のコンシェルジュを置く

ということにしております。まことに申しわけありませんけども、そこで今のところ具体的に何

人人数を集めてどういう経済効果があるかというところまではまだいっておりませんで、今後そ

ういう打ち合わせ等がありますので、その中で詰めていく格好になろうかと思います。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 市山和幸議員。

○議員（８番 市山 和幸君） 県費で恐らく市は出さなくていいんでしょうからいいんですが、

県費で出るからちゅうて全然経済効果がないようなことをしてもろうても困るわけですが、市長

の話、報告の中では何か新たに雇用ができるちゅう言われたけん、私も何名か、二、三名かでき

るとなと思いよったもんですから、１名だけちゅうことであれば、これ１名は嘱託職員か何かで

入れられるんですね。今おられる人をするわけじゃないでしょうから。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） これはまさしく緊急雇用創出事業の基金事業でござ

いまして、おっしゃるとおり県費でございます。

それで、この事業につきましては、一応緊急雇用というのが、今お仕事がない方を対象にする

事業でございますので、そういう意味でハローワークを通して雇うことになりますので、そうい

う形の雇用になります。新たにということでございます。本当おっしゃるとおり、決して県の

１００％出すから経済効果を考えてないわけではございませんで、今からどういう形で実際やっ

ていくかということを詰めていく中で、具体的な内容を詰めてまいりたいと思っております。決

して県費だから手を抜いているわけではございませんので、その点は御理解を願いたいと思いま

す。今後も県とこれは協力してやっていく事業でございますので、県観光協会とも協力しながら

効果が出るようにしてまいりたいと存じます。よろしくお願いいたします。

○議長（牧永 護君） 市山和幸君。

○議員（８番 市山 和幸君） ぜひ経済効果が出るような施策でやっていただきたいと思います。

また、雇用については１名ですけど、なかなか今仕事がないですから非常にいいかと思います

けど、単年度だけで何か終わるのは何かもったいないちゅう気はしますけども、ほかに２４年度、

２５年度にかけてはそういう事業は継続してはないわけですか、それだけ。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 今緊急雇用関係ではふるさと緊急雇用と緊急対策雇
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用と主に２点ございます。一応基本的には２３年度までということになってます。例外的に

２３年度に採用しているものを２４年度まで許すというような中にはございますけども、現時点

では一応２３年度までの事業で終了、３カ年の事業で終了ということになっております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 次に、１番、久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） １点だけ。４２ページ、９款の教育費２目１９節青少年育成とい

うことで、１００万円負担金補助及び交付金、各種青少年大会、この各種青少年大会への

１００万円の交付先、団体名あるいは大会名がわかればお尋ねしたいと思います。

それと、質疑の通告の中には書いてなかったんですけど、２１年、２０年度、この種の大会へ

の予算がどのように、総額でいいんですけど、どのくらいの額を使われたかというのがわかれば

お答えをいただきたいと思います。

○議長（牧永 護君） 前田教育次長。

○教育次長（前田 清信君） 久保田議員の御質問にお答えいたします。

この補助金は、バレーボール、ソフトボール、野球など、各競技ごとに市の予選において壱岐

市の代表となったクラブ、団体などが県大会に出場する際に、競技ごとに人数が違いますが、

１人当たり９,０００円を限度に補助をするものでありまして、昨年及び一昨年の実績に基づき、

今後年度内に開催予定の県大会に出場するための補助金の不足見込み額を計上いたしております。

今後、年度内開催の県大会といたしましては、バレーボール、バスケットボール、卓球などの

中学生新人大会及びソフトテニスの中学生春季大会等が予想されております。

それと、実績ですけど、平成２０年度に約５００万円ほど支出をしております。２１年度はち

ょっと資料を持ち合わしておりません。１９年度も５００万円ほどの支出をしておりまして、平

成２２年度は盈科小学校の野球が全国大会に出場をいたしておりましたために、６００万円ほど

の支出をいたしております。

以上です。

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 今お答えをいただいたように、大体５００万円程度、この種の補

助金ていうのは毎年支出がされております。そうであれば５００万円を最初から組んどきゃいい

わけですよね。補正１００万円は、例えばこの１００万円は新たに今までになかった盈科小学校

が全国大会に行くから、プラス例えば５０万円である、６０万円であるというような形でお答え

をいただければ非常にわかりやすいわけですが、先ほどの答えで言われますと、１００万円の中

にバレーボールもソフトボールもいろいろ入ってるんで、それじゃ十把一絡げみたいで何が何か

ちょっとわかりにくいと。前年度言いましたように大体５００万円程度ずっと使われてるってい
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うことで、もう少しそういう意味ではちゃんと最初の５００万円という例年と同じようであれば、

そのくらいの金額っていうのをしっかり出していただいて、やむを得ない場合に補正っていうの

が本当ではないかと思います。

それともう１つ、ここでお伝えしたいのは、５００万円ずつで推移してると。その補助金が中

学生の中体連とかそういうのは置いといて、小学生、一般の社会体育スポーツの競技にかなり使

われております。それがいろんなところ団体にこういう制度がありますよっていうことを、体育

協会なり、あるいはいろんなグループに周知されているならともかく、実は私が四、五年前に呼

ばれまして、青少年スポーツ指導者何とか会というのにいきなり呼ばれまして、実はこういうふ

うに県に行くと補助があるんだよというような話をいただきました。そのときには既にいろんな

競技の団体は、その補助金を今言われた額ぐらい毎年使ってたわけですよね。町時代だったか、

市になってからか、ちょっと定かではありませんけど、本来はいろんなスポーツ団体にこういう

ものが、こういう補助金がありますよと、県に行くときには市の予選を経て補助金が出ますよっ

ていうことを広く伝えるべきだと思うんですよね。それがなされてないっていうのは、私が今お

話をしました、いきなりスポーツ団体の指導者であることで呼ばれたっていう、この１点だけで

明確なわけです。やはり特定の人たちは毎年補助金をもらって行くと。最近聞くところによると、

行かないと補助金が出ないからなあというようなことで、もう既に補助金がありきでスポーツ大

会に行ってる。そういう状態が長年続くということは、私はアマチュアスポーツの精神から見て

も、青少年健全育成って言われる崇高な理念から見ても、ちょっとおかしいんではないかと思っ

ているわけです。ですから、そのような補助金をいただいて、ここに書いてありますように、壱

岐を出て多くの人と交流する、そのことによって島外からの野球チームであったり、いろんな

チームであったり、そういう誘致に成功してるっていう、こういう例ももちろんあります。それ

が壱岐の活性化に役立ってることは非常に喜ばしいことですけど、そういう機会をほかのスポー

ツ団体もつくれるかもしれません。ほかの競技に励んでいる人たちもつくれるかもしれませんの

で、ぜひ補助金等の目的とかそういうものをしっかりと押さえていただいて、みんながその情報

を知るように、そういうふうに今後進めていただきたいと思うわけです。そうすれば平成２２年

度から２７年度の事業計画の中も、大体４００万円程度の予算が組まれております。足りないは

ずです。最初からもうちょっとそういうことを考慮された事業計画なりを進めていただきたいと、

このように思うわけですが、この考えに対しての答弁をちょっといただきたいと思います。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

○教育長（須藤 正人君） ただいまの久保田議員の御指摘、確実に今後は各スポーツ団体への報

告等々を行ってまいります。今後とも御指導をよろしくお願いをしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。
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○議員（１番 久保田恒憲君） ぜひ速やかにそのような形をとっていただきたいと思います。と

申しますのは、先ほど言いましたように、私は五、六年前だったか、そういう場で補助金が足り

ない、足りないという競技団体の方がいらっしゃったんですよ。私はそのときに、いや、補助金

が足りないんじゃなくて、やはりこういう補助金に該当するような団体にはぜひ知らせてくださ

いと、もっと一部の競技が補助金をふやしていくんじゃなくて、いろんな団体の人たちが補助金

を受けれるように、そのような周知をしてくださいっていうことを、小さい会議の場ですけど、

市の職員が入った会議の場でお話をしました。やはり私の立場が弱かったのか、呼んでもらった

だけでもありがたいと思えっていうような意識が働いていたのかどうかわかりませんけど、今回

教育長の力強い言葉をいただきましたので、ぜひ速やかにそのような手段をとっていただきたい

と思います。

以上で終わります。

○議長（牧永 護君） 以上で、通告による質疑を終わります。ほかに質疑はありませんか。

１６番、大久保洪昭議員。

○議員（１６番 大久保洪昭君） 先ほどの水産振興予算、箱崎漁協の定置網の件で、田原議員が

質問をされましたが、その関連で質問をいたします。お尋ねをいたします。

私もこの漁業者として、水産予算を増額されることは歓迎をする、そういう気持ちがございま

す。この件については、先ほど牧山理事からも説明がありましたが、昨年箱崎漁協から請願が

１１月にこれは出されております。我々委員会では１２月議会でこの件についてはいろいろと賛

成議員、紹介議員ですか、それでまた組合長等からいろいろ内容的なことを聞きたいということ

で、継続審査といたしました。御承知のとおりですね。

それで、２２年の明け年の１月２２日に、このときに私たち委員会で、箱崎漁協の直接関係の

ある経営団、この網を経営しておる経営団、この責任者に内容的なことをいろいろお聞きしたい

ということで通知をしておりました。そのときに経営団の団長のほうから「１月２２日にお会い

します、そこで内容的なことを説明をしたい」ということで、我々委員は、わざわざ箱崎漁協会

議室まで出わっていきました。ところが、屁かませられたというか、この経営団の団長さんはお

いでにならない。向こうから２２日という日にちを指定しておきながら、本人は出席されなかっ

た。かわりに漁協組合長と参事が出席をされて、我々委員といろいろ話をするということで出席

されましたが、もうこの人たちに組合長、参事に聞く必要はないわけです。もう前回の委員会で

聞いてるわけですから。

ところが、そういうことでその日に組合長が、ならば経営団の事務方、この人を呼ぶからとい

うことで、その人が上がってこられました。でも、この人は漁協の職員であり、経営団の一部事

務をやっておられる方、わきには組合長と参事がおいでになる。なかなか思い切ったことは話し
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ていただけなかった、私はそういうふうに感じております。

そして、それ以後、もうこのことについては委員会としては触れておりませんが、そして第

３回９月の議会ですね。この９月の議会に、担当課はこういった経営団から資材一切を買い受け

て、組合が買い受けて事業を始めるということで、その補助金を請願の中で要請されていたので、

その７４０万円の買い取り価格ですね、７４０万円の買い取り価格の３分の１の２４７万円を

９月の議会で一応執行側に要求をされておる。そうですね、牧山理事。そのときはゼロ回答で予

算化されてはおりません。

そして、今回、前回と同額の買収価格の７４０万２,０００円の３分の１である２４７万円を

議会運営委員会に提示をされた。しかし、この２４７万円が、これ議会運営委員会もこれを一応

承認をしておいでになる。この２４７万円が、わずか２日、３日の間に１,０００万円に化けて

出てきておる。我々議員にもこの予算書が届けられた。もちろん議運の議員さんたちもこれには

びっくりされたと思いますよ。唖然とされたと思いますよ。この予算について非常に理解がしが

たい。なぜ前回も３分の１、今回も当初が３分の１の補助２４７万円、これは担当課も妥当な数

字として出されたと思います。なぜ１,０００万円になったのか。議運後、何らかの要求があっ

たのか、どこからか。お尋ねをします。

○議長（牧永 護君） 答弁をお願いします。白川市長。

○市長（白川 博一君） 先ほどの委員会からの採択を受けまして、その条件として執行する場合

は精査しなさいという……。済みません、市が助成する際は、「経営内容と十分精査された上で

助成の根拠を説明できるよう明確にして適正に執行されたい」という、このとおりでございまし

て、精査をするよう指示をいたしておりましたけれども、先ほど申しますように、漁具等のこと

について領収書等の提出をさせていなかったわけでございます。

そこで、契約書にある７４０万２,０００円の部分についてのみ考えとったわけでございます

けれども、その後そういったコストがある、そして箱崎漁協からは赤字もこれだけ出る、あるい

は当初の申請の中で、雇用確保だということも強く言われておったわけでございます。しかし、

そういうもろもろのものは一応先ほど申しますように、最初の投資額についての補助はするけれ

ども、ランニングについてはしないという方針で臨みまして、このような判断をしたところでご

ざいます。

○議長（牧永 護君） 大久保洪昭議員。

○議員（１６番 大久保洪昭君） 経営団がこの事業をやめられるのは、これまで大体この経営団、

この事業を始められたのは配当目的ですね、漁があれば配当がある。そういう配当もほとんどな

い、団員も減少をしてしまってきている、そういうことで、また２０年度には９００万円の赤字

も出している。そういうことでこのまま続けても先の見通しがつかない。足もとの明るいうちに、
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これはもう事業をやめたほうがいいんじゃないかということでやめるようになっているわけです。

それを漁協が買い取ってやるということです。漁協が新たに始めるということです。ですから、

この漁協が買い取り、始めるには、定置操業の漁具、船舶、備品、建物、漁網、こういうの一切

を買い取って漁協が今度経営を始めるということです。これが試算をして７４０万２,０００円

でしょうが、これは。７４０万２,０００円、そうでしょうが。それに対しての３分の１ぐらい

の補助、これ私は適当と思いますよ。こういうことに対して県のほうにもこれはお願いに行って

あると思いますけど、こういうことに対してのメニューはないと、県は。だから市が単独でやる

わけです。一応ここまでは、まあ、仕方ないかなというような感じも受けますが、その下に資材

代、シャックル、シャックル何かわかってますか、市長。シャックルは綱と綱、こういうふうに

抱き合わせる金具なんです。それにロープ、それにまたここに漁網というのが出ております。上

の漁網も一応７４０万２,０００円で買って。これは予備的な品ですよ。予備的な品。もしもま

だ災害があって、網がどうかなった場合に、この予備的なこの品でやる。私はそう理解しており

ます。

それで、私が調べたところでは、この資材代が２,０４８万４,９５０円、これは以前経営団が

経営しているときも、毎年これだけの予算はつけていた。この内訳は、５００万円ぐらいがシャ

ックル、ロープ、そういうとに必要であると。それに網がもしも破れたときに修理するためには

５００万円ぐらいかかる。それで、あとこの漁網代、これは魚が入るときには山の下まで一応道

網が入っております。この道網に当たった魚が袋網に入っていくわけです。この網代に予備網に

対して１,５００万円あればこの網が買われると。１,５００万円、これの計上を毎年していた、

経営団は。合わせて２,０４８万４,９５０円、これは間違いありません。こういう予備に対して

も補助をされるわけですか。一応最初はこういう網を引き継いでやるから、その資材代を買い受

けるから補助をお願いします、でしょう。ですから、７４０万２,０００円、これに対しての補

助でしょう。その後に、こういう資材代とかこんなのが出てくるわけです。これはどういうわけ

で１,０００万円になったか、そこのいきさつは詳しくはまだこれからちょっと調べさしてもら

いますけど、この１,０００万円に化けてきた、これに対してこれはつじつま合わせ、こじつけ

でしょう、後から出てきた資料は。私はそういうふうに理解します。

別の質問ですが、一般質問のようになって大変申しわけございませんけど、経営団の解散時期

には団員は何名おりましたか。おわかりでしたらお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 後段の分から申し上げますけれども、団員はわかりませんけど、従業員

は１６名と臨時が４０名ということを書いてございます。団員というのは組合員だと思いますの

で、その数は承知をいたしておりません。
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それから、私は正直申し上げまして、今、この漁網等々が予備のだということを今初めて聞い

ておるわけですけれども、私は、この最初買った網が先ほど言いますように、台風で非常に劣化

をしておって、新たにこの領収書があるものを投入をしたものと思っていたところでございます。

○議長（牧永 護君） 大久保洪昭議員。

○議員（１６番 大久保洪昭君） この前の、昨年の風で、この網がだめになった。それでもう現

在入っているわけですね、網は。これは多分、私は、予備網を入れてあると思いますよ。予備網

を入れて操業してあると思います。

それで、経営団の解散時、この団員の人数が１６７名、それでやっぱし赤字でないわけですか

ら。とんとんでやっていたわけですから。赤字、前回が９００万円で出てても、これは漁獲共済

で穴埋めできるわけです。共済金が入るわけです、不漁になった場合は。それで、赤字でない以

上は経営団員が出資している金額、１人当たり１４万円を出資してあります。そしてその経営団

を経営してあるわけです。赤字でないから、この出資金を当然返さなければいけない、解散する

ときは。それで、今度解散するときに、この漁獲共済とか網の売り渡し金７４０万円とか、多分

網がやられるときに災害保険等も入ってるんじゃないかという感じは受けますが、これはっきり

したことはわかりません。こういう漁獲共済、出資金、こういうのを含めて経営団員に１人

２３万円が支払われております。解散に当たって２３万円、これは出資金も含めて。また漁獲共

済等も入ってると思います。その中から漁協側が２３万円の中から、１人４万円の出資をさして

いる、また新たに。組合に対して４万円を出資しなさい。それは私の調べた範囲で、団員が

１６７名の４万円の出資といったら、６６８万円出てくるわけです、約７００万円の金が。補助

を受けんでも、手を汚さずとも７４０万円のこういった資材を引き受けることができるわけでし

ょうが。そうならんですか。私、そうなると思いますよ。別に砂の金も持ってるわけです。私は

いつもこういうときは砂事言いますけど、こういった金で買い取りゃいいんですよ。どうですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 先ほどの私の答弁をちょっと訂正いたします。経営団定置網の引き受け

施設の概算の中に、「予備網含む」と書いてありますから、予備網があったということでござい

ます。

そこで、予備網そのものが災害等々に対するための最小限度の予備網であれば、それはやはり

認めざるを得ないのかなという気はいたしておりますし、今配当等々、それから還付金、返還金

と申しますか、そういったものについては情報として私知らなかったというのが事実でございま

すけれども、いずれにしましても当初の投資がなされたということは、間違いなくそれだけの領

収書がついておりますので、こういう判断をしたということで御理解いただきたいと思っており

ます。
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○議長（牧永 護君） 大久保洪昭議員。

○議員（１６番 大久保洪昭君） ただ、根本は、２４７万円が１,０００万円になるという、こ

れが一番私はおかしく感じるわけです。それに対してのこういういろいろな資材代や何や後から

出てきて、これはもう確かにこじつけなんです。これが今後やはり郷ノ浦漁協も大敷持っていま

す。また新たに入れようかという組合も耳にしております。そうした場合に、こういった補助要

請が出てくるんではないですか。私はそこも危惧しております。それで、あとはまた、これは予

算委員会でも、まだ我々は所管の委員会でも再度審議をしてみたいと、そういうふうに思ってい

ます。

それで、これはちなみに我々委員会は今度小豆島に視察に行ってきました。香川県の水産試験

場、それに小豆島町議会、そこで私は農林水産予算について、これは余計なことですけどお尋ね

をしました。もちろん規模も違います。また、漁業予算にしても形態も違います。びっくりした

のが、農林水産予算が年間で２億６,６００万円なんです。その中に漁業予算は１年間、

７５０万円しかついてないんです。これは主に利子補給、稚魚の放流、それくらいなんです。こ

れでやめときますけど、あとはまた予算委員会でもやります。

終わります。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。６番、町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 予算委員会も恐らく聞こうと思ったんですが、予算委員会はちょ

っともめそうなんで、今のうちに聞いておきます。

１５ページの各種団体精算返納金のところ、説明で、９１万６,０００円は出会いの村振興会

からの返納金だというふうに説明されたと思うんですが、これは間違いないですか。

それから、もう１点。先ほど久保田議員の質問に対して教育長は、「おっしゃるようにやりた

いと思います」って言われましたけども、各種青少年大会の補助金みたいなやつは、全国大会に

行ったり、県大会に行ったりするから、これ特別に補正を組まれてるんで、初めから行くかどう

かわからんようなやつを、最初から教育長、組むことができるんですか、そんなことを。余りに

も無責任過ぎると思いますけども。その２点。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） ただいまの質問でございます。各種団体からの精算返還金

ということで、出会いの村から２１年度の補助金の精算をさせてその分を返還させております。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

○教育長（須藤 正人君） お答えを申し上げます。

私が申し上げました趣旨は、壱岐市代表で県大会に行く場合、１人当たり９,０００円の補助
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があるということを徹底をさせるという意味での今後の報告をやるということでございました。

おっしゃいますように、どこのチームが壱岐代表になるかっていうのは、これはわからないこと

でございますので、そこら辺の問題がございます。そして、久保田議員が当初例年どおりの

５００万円程度を出しておるから、まず５００万円を出しなさいというお言葉もございました。

私どもも当初、予算では例年の金額を出しておるんですけれども、いろいろの事情がございまし

て、足りなくなった場合の補正ということでやっておりました。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 牧山理事、予算書ではこの出会い村の返納金は、返ってくるとこ

ろは出会いの村振興会となって説明されましたけども、それで間違いないんですか。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 出会いの村振興会でございます。間違いございません。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 私はたしか前回の予算委員会のときに、出会いの村のこの資料見

ましたけども、たしか出会いの村振興会というのは事業費もないし、事業費もゼロで資産もゼロ

で、一体これ何をしとるのかというのもさっぱりわからんような団体だったんですが、これそし

たら出会いの村振興会名で精算返納金されたちゅうことは、今現在出会いの村は、この出会いの

村振興会が管理運営をされとるちゅうことですか。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 出会いの村振興会に補助金を出しております。ですから、

振興会から返納をさせたということでございます。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 出会いの村振興会に、例えば当初、何千万円の４,０００万円な

り５,０００万円なり出して、出会いの村の管理運営を委託して、その残金を今回返納されたと

いうことですか。それで間違いないですか。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 間違いございません。

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 前回、僕、予算委員会でこの出会いの村振興会についての経理の

表がたしか添付されてあったと思うんですが、ここには資産ゼロ、事業費ゼロ、何のためにこれ

ついとるかわからんようなやつだったんですが、それちょっと違うんですかね。まだ出会いの村

振興会以外に、あれ添付書類みたいなんが、出会いの村振興協議会とか何とか別な団体があるん
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ですか。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） その資料、何を議員さん見られたか、私わかりませんけれ

ども、出会いの村振興会は財産等は持ちません。現在、振興会に５名職員がおります。また、猿

岩の物産館のほうに臨時で３名、出会いの村振興会で、今出会いの村を運営をしてるということ

で、補助金をそちらのほうに出しております。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑ありませんので、これで議案１１０号の質疑を終わります。

皆さんにお諮りします。１２時になりましたけど、このまま進行しますか、休憩とりますか。

（「続行」と呼ぶ者あり）続行という意見が出ましたけど、それでようございますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 続けます。

次に、議案第１１１号平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について

質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案１１１号の質疑を終わります。

次に、議案第１１２号壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について質疑を行いま

す。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案１１２号の質疑を終わります。

次に、議案第１１３号平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第３号）について質

疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案１１３号の質疑を終わります。

次に、議案第１１４号平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第

２号）について質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで１１４号の質疑を終わります。

次に、議案第１１５号平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第２号）について

質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案１１５号の質疑を終わります。

次に、議案１１６号平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第２号）について質疑を行い

ます。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで１１６号の質疑を終わります。

次に、議案第１１７号平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）について質疑を行

います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで議案第１１７号の質疑を終わります。

以上で、議案に対する質疑を終わります。

これより、委員会付託を行います。議案第９６号長崎県市町村総合事務組合の規約変更について

から議案第１０９号八幡浦地区特定漁港整備事業請負契約の変更についてまで、議案第１１１号平

成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計予算（第２号）から議案第１１７号平成２２年度壱岐市水

道事業会計補正予算（第２号）についてまで、２１件をお手元に配付の議案付託表のとおり、それ

ぞれ所管の委員会に付託します。

お諮りします。議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）については、

議長を除く１９名で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと

思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１１０号については、議長を除

く１９人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。

お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長を除く１９名を指名したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、議長を除く１９名を予算特別委員に選

任することに決定しました。

次に、予算特別委員会の正副委員長を決定する必要がありますので、委員会条例第１０条第

１項の規定により、直ちに予算特別委員会を招集します。

委員会において委員長及び副委員長の互選をし、議長まで報告を願います。

なお、委員長及び副委員長の互選に関する職務は、委員会条例第１０条第２項の規定により、

年長の委員が行うことになっておりますので、よろしくお願いします。

なお、委員会の場所は第１会議室と定めます。
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それでは、しばらく休憩します。

午後０時06分休憩

………………………………………………………………………………

〔予算特別委員会 開催〕

………………………………………………………………………………

午後０時13分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

予算特別委員会の正副委員長が決定いたしましたので、御報告いたします。

予算特別委員長に、７番、今西菊乃議員、副委員長に、６番、町田正一議員に決定いたしまし

たので、御報告します。

────────────・────・────────────

日程第２５．陳情第２号～日程第２８．陳情第５号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第２５、陳情第２号国民健康保険療養費国庫負担金の調整

（減額）廃止を求める陳情から日程第２８、陳情第５号くらし支える行政サービスの拡充を求め

る陳情についてまで、４件を議題とします。

ただいま上程しました４件については、お手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、それぞれ

所管の委員会に付託します。

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上で、本日の日程は終了しました。これで散会します。お疲れさまで

した。

午後０時14分散会

──────────────────────────────



- -79

───────────────────────────────────────────

平成22年第４回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第３日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第３号）

平成22年12月９日 午前10時00分開議

日程第１ 一般質問

９番 田原 輝男 議員

３番 音嶋 正吾 議員

１１番 中村出征雄 議員

１８番 市山 繁 議員

５番 深見 義輝 議員

６番 町田 正一 議員

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第３号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（20名）

１番 久保田恒憲君 ２番 呼子 好君

３番 音嶋 正吾君 ４番 町田 光浩君

５番 深見 義輝君 ６番 町田 正一君

７番 今西 菊乃君 ８番 市山 和幸君

９番 田原 輝男君 10番 豊坂 敏文君

11番 中村出征雄君 12番 鵜瀬 和博君

13番 中田 恭一君 14番 榊原 伸君

15番 久間 進君 16番 大久保洪昭君

17番 瀬戸口和幸君 18番 市山 繁君

19番 小金丸益明君 20番 牧永 護君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────
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事務局出席職員職氏名

事務局長 松本 陽治君 事務局次長 加藤 弘安君

事務局係長 吉井 弘二君 事務局書記 村部 茂君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君

副市長兼病院事務局長 …………………………………………………… 久田 賢一君

教育長 ………………… 須藤 正人君

壱岐島振興推進本部理事 ………………………………………………… 松尾 剛君

市民生活担当理事 …… 山内 達君 保健環境担当理事 …… 山口 壽美君

産業経済担当理事 …… 牧山 清明君 建設担当理事 ………… 中原 康壽君

消防本部消防長 ……… 松本 力君 総務課長 ……………… 堤 賢治君

財政課長 ……………… 浦 哲郎君 政策企画課長 ………… 山川 修君

管財課長 ……………… 豊坂 康博君 会計管理者 …………… 宇野木眞智子君

教育次長 ……………… 前田 清信君 病院管理課主幹 ……… 左野 健治君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は２０名であり、定

足数に達しております。

これより、議事日程表第３号により本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．一般質問

○議長（牧永 護君） 日程第１、一般質問を行います。

改めて申し上げます。一般質問の時間は、質問、答弁を含めて５０分以内となっておりますの

で、よろしくお願いします。

質問通告者一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いします。

それでは、質問順位に従い、９番、田原輝男議員の登壇をお願いします。

〔田原 輝男議員 一般質問席 登壇〕

○議員（９番 田原 輝男君） 皆さん、おはようございます。私、これで２回目の一番バッター

ということで、市長も最初ということで、まだ元気がおありだと思って私は一般質問を行います。

それでは、通告に従いまして、９番、田原が一般質問を行います。

まず、１項目の本庁舎建設について。これにつきましては、この庁舎建設については、今まで
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に幾度かの質問がありました。場所は、皆様御承知のとおり、亀石ラインということで、そのよ

うに認識をしております。それも、今やその場所は御存じのとおり、給食センターが建設をされ

ております。また、そのために庁舎建設は私の思うところでは、何か振り出しに返ったような気

がいたします。しかしながら、いつかはこの本庁舎建設には携わらなければならないと私は思い

ます。

９月議会において、１４番議員さんより質問がなされました。そして、市長の答弁を聞いてお

りましたけども、私の思うところによりますと何か消極的だなというような気がしましたので、

今回また初めて庁舎問題に私触れさせていただきます。

１４番議員さんと一緒で特例債の活用について、これが御承知のとおり、平成２５年までとい

う期限つきでございます。しかしながら、どうかして特例債を組み込まないと、単独事業ではな

かなか厳しいのではないかと思っております。そうした観点から、市長の見解を求めます。

そして、２項目につきまして、これ一番市長として頭を痛める問題ではなかろうかと思ってお

ります。この場所の問題です。そして、今、市長がもし建設をするとしたら、場所の設定はどの

ようにお考えなのかお尋ねをいたします。

以上、２点お願いします。

○議長（牧永 護君） 田原議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ９番、田原議員の庁舎に関する一般質問にお答えをいたします。

合併特例債の状況につきましては、さきの第３回市議会定例会でも御説明いたしましたけれど

も、本年度既に原の辻復元工事、一般廃棄物その他とかなりの金を使っておるわけでございます

けれども、さらに、平成２４年、２５年度事業といたしまして、廃棄物処理施設、焼却施設、し

尿処理施設の解体工事を含めた跡地整備事業及び消防救急無線デジタル化の事業を計画いたして

おります。現在、建設事業分の起債総額は現在１１２億７,０００万円の見込みであります。壱

岐市における建設事業分の借り入れ上限額は１５９億４,０００万円でございますので、その差

は約４７億円ほどでございますが、今後の財政状況を考慮いたしますと、合併特例事業債の借り

入れについては、交付税措置があるとはいえ、限度額近くを借り入れることは非常に厳しいもの

がございます。しかし、真に必要なものはやっていかなければならないと思っているところでご

ざいます。

ところで、議員お尋ねの庁舎建設事業につきましては、合併特例事業の計画で項目は上げてお

りますけれども、その建設費の金額を入れていないという状況にございます。そして、最大の問

題は、合併特例債の借り入れ期限である平成２５年度ということ、議員御指摘のとおりでござい

ます。もうすぐそこに迫っているわけでありまして、庁舎建設につきましては、やはり私は相当
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の議論が必要だと思っているところでございまして、合併特例債の借り入れ期限の平成２５年度

に建設をするというのは、時間的に間に合わないと思っている次第でございます。

そういったことで、現在、本庁機能を各庁舎へ分散して業務を行う、本庁分散方式については、

平成１９年１月１日から行っているところでございまして、分庁方式であるがゆえ、非効率な点

が多々ございまして、業務の効率化、また施設の老朽化等、現在の庁舎の状況等を考慮いたしま

すと、庁舎建設が一番の合理化であるという認識は変わっていないところでございます。言いか

えれば、集約をしないと行財政改革はおぼつかないと考えているところでございます。

こうしたことからも、新庁舎の建設については議論をしなければならない時期が来ているとい

うことは、さきの第３回市議会定例会でも申し上げたところでございまして、これからの財政状

況等十分熟慮しながら、庁舎のあり方について研究してまいりたいと考えております。

ところで、建設場所についてのお尋ねでございます。これにつきましては、議員御承知のよう

に、合併協定書の件がございます。ただいま申し上げました庁舎のあり方や効率的な行財政運営

をするためにはいかがか、あるいは市民皆様の利便性などなどを研究討議して議論を進めていく

中で決まっていくものと考えておる次第でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 田原輝男議員。

○議員（９番 田原 輝男君） まず、その答弁が返ってくると思っておりました。けども、今市

長も申されましたとおり、本庁舎建設が一番の合理化と、私もそう思っております。けども、冒

頭に言いましたように、なかなか特例債、これを充てこまないと、本当に単独事業では難しいと、

私もそう思っております。けども、残された２３、４、５、この３年間のうちに本当に市長がや

る気であれば、私はある程度進むんじゃなかろうかと思っております。そして、市長、無駄遣い

ストップ本部も立ち上げられて、いろんなことに当たられてまいっておられますけれども、私も

これやっぱり本庁舎一本というのが一番無駄遣いを省く点じゃなかろうかと思っております。

それとまた、いろんな職員の問題が今まで度重なっております。そして、これ家族でいいます

と、みんな家族で一日終えて会話するのが一つの円満ないろんな会話の方策であって、市長以下

が一つの屋根の下で職員と一緒に毎日おはようございますと言う姿、本当に市長早急に対応して

いただきたい。これが、本当職員教育、いろんな面、そして、市民のサービスの面、これが最高

のあれじゃなかろうかと思っております。私はそのように考えております。

そこで、今、特例債には間に合わない、なかなか厳しいという回答でございましたけども、万

が一あわなかったとした場合に、市長はどのように庁舎建設を考えられているのか。そして、私

２項目に言いました、この場所の問題につきましては、私から申し上げます。これは参考のため

に私の思っていることを申し上げますので。私は、この場所をいいますと、郷ノ浦の人間だから
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郷ノ浦というような考えは持っておりません。といいますのは、今現在駐車場になっております、

宝の持ち腐れ、旧公立病院の跡地、そのように私は考えております。その理由として、なぜそう

思うのかといいますと、いろんな所管庁、全部が集約をします。これいいますと、最終的には、

市民皆さん方のサービスの面、そして、今後壱岐市が抱える高齢化が進む中、一番苦労するのは

市民の方でなかろうかと思っております。そういう観点から、私個人的に旧公立病院の跡地を考

えたわけです。

以上、もう一回市長の答弁をお願いします。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） 本気でやる気になれば、２５年でも大丈夫だということでございますけ

れども、もし平成２５年度に建築をするとなれば、もう恐らく来年ぐらいには設計に入らないと

間に合わないという状況でございます。現在、そうなりますと単独事業ということになります。

おっしゃるように、非常に厳しいことが考えられます。そこで、やはり現在、御存じのように、

壱岐市では、現在の起債しております分を繰り上げ償還等々いたしまして体力をつけておるとこ

でございまして、基金の積み立てなど、やはりそういったことで体力をつける、あるいは庁舎建

設に準備をするということも一つの方法かと思っているところでございます。

それから、場所について特定されたわけでございますけれども、先ほど申し上げましたように、

庁舎のあり方、行財政運営をするためにはどうあるべきか、あるいは市民皆様の利便性等々を議

論していく中で、場所というのは決まっていくものじゃなかろうかと思っている次第でございま

す。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 田原輝男議員。

○議員（９番 田原 輝男君） わかりました。くどくどは言いませんけども、この点につきまし

て、市長のトップとしての政治的決断を期待をいたしまして、この質問は終わります。

続きまして、２点目、教育施設について教育長にお尋ねをいたします。お尋ねする前に、教育

長として、また、博物館の館長として、一人で二役本当にお疲れさまでございます。そういう意

味を踏まえまして、私が今から一般質問を行います。

通告書に書いておりますとおり、本当もう簡単にわかりやすい３点でございます。まず、盈科

小学校の要望の件、これ学校からの要望の対応でございます。教育長としての対応のあり方につ

いて。

この２点目、これは私の地元でございますけども、もうこれは何年か前に、私が総務委員会に

おりますときに、教育長みずから学校にお越しをいただきまして、委員会のほうで視察に行った
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件はお忘れでなかろうかと思っております。

そして、３点目が、統廃合後のグラウンドについて、要するに武生水中学校でございます。

この盈科小学校からの要望書の対応の件につきましては、本当私が教育長も、私が教育委員会

に数日前に行くまでは御存じじゃなかったと思っております。これは、本当に大変な大事故を招

くようなことでございました。要するに、３階からサッシが１階に落ちて、そういうことでござ

いました。

たまたま私偶然にも盈科小学校に行きまして、その話を先生方からお伺いをいたしました。と

いいますのは、サッシにかぎがかかって、要するに開閉禁止やったですか、使用禁止でしたかね、

その張り紙がありました。そして、窓際のひじ掛けのところに雑巾がばっと並べてありました。

これ先生どうしたんですかと言うたら、水が入って雨が落ちてどうしょうもないという御説明で

ございました。それで、要望はなされましたかといいますと、要望はもう早うから出しておりま

すと。わかりました。それ教育委員会か教育長、どうにか対応策がありましたかちゅうたら、こ

う頭をひねられたから、今回この壇上に立たせていただきました。それの対応策、そして、この

小学校のもう一校の、私の地元の志原小学校につきましては、もう本当数年が経っております。

いまだかつて何ら対応策がない、見られない。本当にもう正直いいまして、教育長に私あきれて

ますよ。どうか本当の、行かれるときでも行ってでも、先生方と交わされて対応策を考えてほし

かったんです。教育長は大丈夫だろうという考え、そして、また今は耐震調査中でありまして、

志原の場合は終わっておりますけど、盈科の場合もここに出ておりますけども、その結果を待っ

ておられたのかなという感じを私はしております。

けども、やっぱり子供たちの通う学校、一番大事な施設なんです。ちょっとしたことが大事故

を招くんです。それで、志原の小学校の対応策。

そして、武中のグラウンドにつきましては、統廃合につけていろいろと学校側とＰＴＡ側と話

をされて今日までに至っているかと思っております。けども、ＰＴＡ会長を通して、父兄の人か

らもお話を耳にします。武中のグラウンド、約統合後には野球部だけでも五、六十人かと思って

おります。そして、女子のソフトが、ことしは本当にすばらしい結果を残されて九州大会まで行

った経緯がございます。そうした中で、先生に話をちょっと前ですか、まだ四、五日前でした。

ちょうど壱岐高と武中との練習試合があっている最中でございましたので、私もその練習試合を

見にいきました。そして、先生方のお話を伺いますと、何回も野球部と交錯してぶつかった例が

ありますと。そういう話を先生方から聞きました。数日前です、これは。

そうした中で、今後、新しい郷ノ浦中学校として生まれ変わるわけなんですけども、見た目で

かなり大変な状況だなと思っております。これに対する教育長としての見解を、この３点につい

て伺います。
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○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） ９番、田原輝男議員にお答えをいたします。

まず、第１番目の盈科小学校のアルミサッシの窓の件でございます。早速議員さんのお言葉を

伺いまして、私、その時点でわかっておりませんでしたので、早速調査をいたしました。以前に

学校長より事務局のほうに連絡があっておりました。私の確認不足でございました。まことに申

しわけないと深く反省をいたしております。

御指摘のアルミサッシの窓につきましては、学校の修理費からガラスの入れかえをしておりま

す。現在は、開閉等問題なく使用をいたしております。落下の原因が、窓を強い力で閉めまして

ばたんと窓がとまって、それで落下したということが考えられます。アルミサッシの下のほうの

アルミサッシ部分がすり減っておりまして、上のほうにはかたいセルロイドのようなものがつい

ておるんですけれども、これも、時間経過ということで、一部破損がございました。そういうこ

とが重なりましての事故でございました。

その後、学校といたしましては、毎月１回安全点検を行っておりまして、２カ所アルミサッシ

の窓の開閉が子供の力ではできないというところがございます。そこら辺で今のところ盈科小学

校のアルミの窓ということについての再確認をしたところでございます。

また、志原小学校につきましては、当時の議会の総務文教常任委員会の視察の折に、体育館の

雨漏りの指摘を受けておりました。この前に某議員さんから、２１年の６月２日に体育館の天井

を教育長お前は知っておるかという御指摘がございましたんで、２日後の６月４日に現地を確認

いたしました。その議員さんが申されますには、体育館のすぐそばには赤道が表と裏は通ってい

るということもございまして、この志原小学校の体育館の天井の現状をまず第一に解決しないと

いけないという気持ちに立っておりました。それで、２１年の１１月に補助金の有利なものがご

ざいまして、それを適用させてもらって、２２年の３月には、体育館につきましては、天井、外

壁の落下を完成をさせていただきました。それで、小学校の老朽化といいますのは、市内の小中

学校、もう議員の御存じのように、かなりの数がございまして、その優先順位を決めまして、そ

れに従っての修繕等々をやらせてもらっております。ですから、志原小学校の修繕部分がまだ残

っておるという御指摘は、私も感じておるところでございます。

それと、新しい中学校統廃合後のグラウンドの件でございますが、今の武生水中学校が郷ノ浦

中学校となりましても、これまでの統廃合準備委員会の協議によりまして、部活動の種目は、現

在の武生水中学校と変わらない予定でございます。しかし、生徒の総数が１００人程度ふえます。

また、新入生やほかの中学校から来た生徒は、グラウンドの状況等になれておりません。そのよ

うな中でグラウンドでは、ソフトボール部と野球部が同時に練習をするようになると思われます。
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現在も、この２つの部がグラウンドの対角線上に位置するバックネットを利用いたしまして、安

全策を講じながら練習をいたしております。統廃合後は、この２つの部とも部員数がふえること

が予想できることから、今以上のグラウンドの使用するときの工夫や安全策を講じることがまず

必要だと考えております。

そのために、練習内容や練習方法、指導方法の観点から指導を進めていきます。まず、練習中

の相互の接触事故等を避けるために、グラウンドの広い範囲を使用する練習を２つの部が同じ時

間に行わないように練習内容や順序につきまして、担当顧問間で連絡調整を徹底するようにいた

します。また、教師が常に複数体制で練習を見守りまして、その他の事故やけがの未然防止に努

めるようにいたします。さらに部活動の安全対策につきましては、年度当初、学校側で十分に話

し合いを行いまして、各職員と生徒が、学校が定めた安全対策上の約束事項等を共通理解した上

でしっかり取り組むようにしてまいります。もちろんこれらにつきましては、グラウンド以外の

体育館での部活動やほかの統合中学校でも同様のことが求められております。

一方、このような安全対策とともに、多くの部が部員数の増加となると思われますので、これ

までの練習内容を見直しまして、効率よくグラウンド等の使用をする内容面の工夫がまず第一だ

と思っております。また、部員数がふえることによりまして、大人数を生かした練習実施や生徒

同士の競い合いの機会がふえることは、今回の中学校の規模適正化のねらいの一つでもあります。

お互いに高め合う効果が生かされるような練習を目指します。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 田原輝男議員。

○議員（９番 田原 輝男君） 教育長の答弁が長過ぎて、私は何をお聞きしたらいいかもう頭が

パニックになりました。本当は短く簡潔にやっていただきたかったんですが、盈科小学校の件、

本当に教育長、私が行くまで教育長は御存じじゃなかったです。教育長としての、教育現場の長

としての対応を本当に今後とも肝に銘じられまして、よろしくお願いをいたします。二度とこう

いうことが起こらないように。

そして、盈科小学校につきましては、耐震の結果いろいろとここにありますけども、耐震の結

果につきましては、芦辺町のほうがかなり悪うございます。その中でやっぱり悪いとこから優先

順位をつけられて改修するか、新築するかいろいろと検討なされることと思っております。

盈科小学校につきましても、もう本当に老朽化が進んでおります。耐震調査後の金額の云々に

よっては、私はもう本当順位をつけられて、壱岐全体、悪いところからじゃ、いろんな計画組ま

れて、もう改修よりも新築という格好のほうが、今後のことを考えますとそれのほうがいいんじ

ゃなかろうかと私個人的には思っております。

それと、小学校の件は、体育館からずっとさかのぼっていろいろとお話をされましたが、そう
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いうことは私は聞いていなかったんです。要するに、学校の校舎のベランダ側の、要するに教育

長御存じと思います、この下は。あれは、鉄筋が腐食して膨張して落ちるから、小さなコンク

リートの破片が下に落ちた場合、子供に当たった場合には本当命のかかわる問題なんです。あれ

は、もう金は余計かからんでしょうもん。何で早急な対応ができなかったかと。体育館の改修と

一緒にでもできたはずです、やろうと思えば。やれるんです、私はこの建築関係はわかりますか

ら。

そして、武中のグラウンドにつきましては、いろいろと教育長また長々と話されました。それ

で、正直いいまして、私も練習も何回も見ております。それで、練習試合も壱岐高とか、勝本中

学校とかあっているのも、いろいろと学校であっているのを見てきております。それで、自分の

目で確かめたからこの壇上に立っておるわけでございます。どうか、今後、事故の起こらないよ

うに中学校の場合は対応策を考えていただきたい。そして、確実にその現場を押さえて、確実に

ことを進めていただきたい。もう一回だけ教育長、教育長としての今後の学校施設、教育施設し

ての対応について、心を込めての答弁をお願いします。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 児童生徒の安全のための安全な教育環境を現出するように努力をいた

します。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 田原輝男議員。

○議員（９番 田原 輝男君） 私もこの学校施設につきましては、これで２回目の質問かと思っ

ております。本当に前回も言いましたように、子供たちがいきいきすくすく学べる学校施設であ

ってほしい、そういう願いを込めまして、今後いろんな要望等について、教育長みずから対応に

当たっていただきたい。冒頭に言いましたように、私個人的には、教育長、博物館の館長に一人

二役というのはなかなかと思います。けども、将来を担う子供、これだけは忘れてもらいたくな

い、そう思い、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

〔田原 輝男議員 一般質問席 降壇〕

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） 次に、３番、音嶋正吾議員の登壇をお願いします。

〔音嶋 正吾議員 一般質問席 登壇〕

○議員（３番 音嶋 正吾君） 皆さん、おはようございます。一番しょっぱなに登壇されました

田原議員の話を聞いておりますと、まず、何に置いても、答えは現場にしかないんだなという思

いがいたしたところであります。ところで、歳月人を待たずと申しますが、本当にもう師走も
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１０日近くになりました。本当に時の経つのが早いなと思えてなりません。皆さんにとっては、

今年１年がどんな年であったでしょうか。市長は、広報「いき」のコラムに、今年１年を振り返

って象徴する言葉として「変化」を選択してありました。そこで、市長に対し、大きくは２項目

に関して一般質問をいたします。

まず、市長のマニフェストであります壱岐市活性化政策宣言、変える白川博一の３つの改革、

改革その１、みずから市民病院の改革の先頭に立ちますと宣言されております。リーフレットの

一面、私、このリーフレットには愛着を持っております。市長の人徳漂う穏やかな顔、そして、

最終ページには、白川博一がやる、今こそ壱岐が結集を、改革断行としてこぶしに力を込め、み

なぎる情熱、得意満面の表情が印象的であります。市長、市民の多くの皆さんが、壱岐市を改革

を断行するとしたあなたの熱意に賛同と期待をして、市政のかじ取り役を託されたと考えており

ます。私も市民の一人としてそうであります。

今回の行政報告の中で、来年度以降は、九州大学の精神科医局と診療内科医局から派遣が困難

であるとの通告があったと報告をされました。医師の確保、増員こそが市民病院改革の根源をな

すと常日ごろから述べておられますので、改革の後退を余儀なくされるのではないかと危惧をい

たし、今回の一般質問に至ったわけでございます。

市長の率直なお考えをただし、前いただきましたよね、ダイヤモンド誌の消える恐れのある病

院ではなく、頼れる病院としての改革の方向性をお示しをいただき、率直なる見解を賜りたいと

考えております。

それで、通告の第１点目に、市長御就任当時は、市民病院改革は加速的に進行するであろうと

希望的観測をいたしておりました。ところが今となっては、頭でっかちの尻つぼみ状態に陥って

いるのではないかと危惧をいたしております。

一連の発言の中で、病院改革の議論は平成１８年から始まっている。市民病院の役割、あり方

に関する報告書は非常によくできていると長先生もおっしゃっていると。ただ、その報告書はす

ばらしいけど、じゃあどうしたらこれが実現できるのかということが触れられてないという見解

を示されております。どんなにすばらしくても、一歩を踏み出すことがなければ決して前進はし

ないと。私は、１０年、２０年先の壱岐市の医療を見たとき、どうしても今回壱岐市民病院改革

を推進したいと力強く宣言されております。しかも、病院改革委員会の方針について私は尊重を

いたします。つまり答申書に沿った病院改革を進めるということです。ただし、答申書を丸呑み

することはいたしませんという認識を示されております。

また、そうした中、私の今の心境は、壱岐が生んだ偉人松永安佐エ門先生の言葉に例えるなら

ば、今やらずにいつできる、わしがやらずにだれがやるという心境であると表明をされておりま

す。
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ところで、市長、在任期間は平成２４年３月までですよね、今任期は。改革は可能であります。

やりますと言えますか。不退転の決意で答弁を求めます。

（２）に移ります。市長は、病院改革を行うには、先ほども申しましたが、医師の確保、これ

が最大のポイントであると、常日ごろから表明をされております。これまでにも、九大、福大、

久留米大学の医局と当時の議事録には５回と載っておりますが、それ以上訪問されたと考えてお

ります。

そうした中、やっとの思いで、２人の医師の招聘にこぎつけることができた。しかし、そのう

ち１人は斡旋会社の紹介であることを表明をされております。

市長、今現在の市民病院の常勤医療体制は１３名ですよね。市長の気持ちとしては２０人体制

にする必要を強調されておりました。間違いないですね。しかし、現実は、常勤医師が１３名か

ら、ややもすれば来年度は１０名体制に後退するようになりますよね。言うは易し行うは難し、

そのことを痛感されておると考えます。何か市長の人脈を駆使して有効なカードがおありですか。

改革委員会の委員さん、もしくは壱岐医師会の医師団等に協力を要請され、何らかの方策をとら

れてはいかがでしょうか。

さらにお尋ねでございますが、現在、市民病院に席を置いてある医師の皆さん方に医師招聘の

提供、協力体制は期待できないものでしょうか。同じ医師が同じ職場の環境を変えるために率先

的に取り組む、それくらいの医師であってほしいと私は考えております。批判するだけが能じゃ

ない、私はそのように考えております。よい医療の提供は、人材の確保から始まると考えており

ます。市長の考えと同系であります。人材は、私はコストではない、そのように考えております。

病院の最大の財産であると考えておるのであります。市長、私の発言に、「この」というような

否定的な考えがあれば大いに反論をしていただきたい。結構でございます。

今、２項目にわたって市長に御提案、提言をいたしましたが、市長の明瞭なる答弁を求めます。

よろしく。

○議長（牧永 護君） 音嶋議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ３番、音嶋正吾議員の御質問にお答えいたします。まさに、歳月人を待

たずでございまして、私の残された任期も１年４カ月余りになったわけでございます。そしてま

た、変化ということをコラムで申し上げました。そのとおりでございまして、今や政治情勢を見

るにつけ、一体どういうふうに対応したらいいのかと、もう変化ばかりでございます。柔軟な考

えを持って対処しなければやっていけないと、そういう時代であると思っている次第でございま

す。

私は、市長就任に当たりまして大きく３つの改革を掲げてまいりました。一つ目に市民病院改



- -90

革、２つ目に税金の無駄遣いの徹底した見直し、そして、３つ目に、ごみ、し尿処理計画の見直

しでございます。これらにつきましては、さきに開催いたしました市政懇談会におきましても、

市民皆様に御説明してまいりました。まず、税金の無駄遣いの徹底した見直しでは、無駄遣いス

トップの実施により、平成２０年度で人件費の抑制を含めた削減効果といたしまして３億

１,５００万円、平成２１年度で５億２,９００万円の効果を上げております。また、総人件費

１割圧縮につきましても、私の給与をはじめ、職員の協力をいただきまして、職員給与のカット

など、着実に成果を上げているところであります。

また、ごみ、し尿処理計画につきましても、当初８０億円余りの計画でございましたが、現時

点では約４６億円にその工事費を抑制することができております。

そして、３つ目には、市民病院改革でございます。私は、多額の繰出金を支出しております市

民病院、そして、かたばる病院を併せて見直しを図る必要があることから、市立病院改革として、

平成２１年８月に壱岐市立病院改革委員会を立ち上げ、あらゆる努力を行って、これまで取り組

んでまいりました。具体的に申し上げますと、私自身が先頭に立ち精力的に取り組んできたとこ

ろでございます。特に、医師確保につきまして、九州大学第二外科医局との関係修復は必須の課

題として認識いたしまして、壱岐医師会の御助言、指導を受けながら、壱岐市の医療環境を繰り

返し説明して御理解をいただけるように、大学医局に頻繁に出向きましてお願いをしてきたとこ

ろでございますけれども、壱岐市に対する大学医局の見解は依然厳しく、残念ながら現在まで九

州大学第二外科医局から壱岐市立病院の信頼回復をいただけるになっておりません。したがいま

して、医師派遣までに至っていないというのが現状でございます。今後も引き続き、御理解をい

ただけるまで努力いたす所存でございます。

今後どのように改革を進めるのか、また、市長在任期間には改革は可能か否かとの見解をとの

御質問でございます。病院改革を進めるためには、医師確保が最重要課題と考えております。今

後は大学医局からの医師招聘とあわせ、あらゆる人脈や伝手を頼り、市独自での医師確保を図ら

なければならないと考えております。また、市民病院の経営体制のあり方及びかたばる病院のあ

り方について、病院改革委員会の答申を踏まえ、独立行政法人化に向けて九州大学に理事長候補

者の推薦をお願いしてまいりましたけれども、現在まで推薦いただくに至っていないところでご

ざいます。

改革に向けての足踏み状態が長期間に及ぶことは好ましい状況ではございません。このような

状況は今後も続くことになれば、改革に対する基本方針の見直しの必要性をも感じているところ

でございます。在任期間中に少なくとも改革に着手できるよう努力する所存でございます。

先ほど、一歩を踏み出さなければということでございまして、私は一歩も二歩も踏み出してお

るつもりでございます。ただ結果がついてきてない、これはもう認めるところでございます。
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病院経営は、安定した医師確保が最大のポイントでございまして、安定した医師確保を図るた

め今回医師の招聘ができる理事長候補をお願いして、関連大学から派遣してまいりましたけれど

も、それがなっておりません。

関連大学からの派遣による医師確保につきましては、昨年まで九州大学につきましては、医局

からの派遣は続けていただけるという御返事をいただいておりました。ところが、今回精神科医

局及び心療内科医局の医師派遣中止について通告をされたところでございます。それを受けまし

て、直ちに教授に直接お会いして再考をお願いいたしましたけれども、現段階では困難であると

いうお返事しかいただけないところでございます。

現在、精神科医師の確保につきまして、福岡大学、久留米大学、長崎大学はもとより病院企業

団、長崎医療センター、民間医療機関、医師斡旋会社等に紹介をお願いしてる状況でございます。

今後も、大学医局からの医師招聘と併せて、島外で勤務されておられる壱岐出身の医師、また

各地の壱岐人会の皆様に壱岐市の医療環境を説明し、あらゆる人脈を通じて市独自で医師確保を

図らなければならないと考えております。

また、定例会におきまして、失礼しました。先ほど、音嶋議員がおっしゃいました批判だけで

はないということでございます。批判することが役目じゃないということでございます。本当に

ありがたいと思ってます。一丸となって、私は医師招聘に御協力賜りたいと思っております。

また、医師はコストではなくて財産だと、同感でございます。私も、医師を多く持つことは、

それこそ新病院の財産、壱岐市の財産だと思っておるところでございます。特に人脈を通じて、

私は今度改めて医師招聘に、今まで例えば内科がいれば内科医が必要だというときに、その内科

医をどうしたら見つけようかというそういう方向で進んでおりましたけれども、今音嶋議員御指

摘のようにそれではなかなかうまくいかん。

例えば、精神科の先生にこういうことで内科医の先生は御存じないですか、そういうふうなや

っぱり尋ね方をして、医師の方の人脈を通じて目的とする専門医の先生を探すと。この方法をや

らないかんと思っておりますし、実は医師の方々は大変お忙しい環境でございます。

壱岐出身の医師の方とぜひお話をしたい。壱岐出身の先生方に帰っていただけませんかという

お話をしたい。そういうことで、この年末年始数人の壱岐出身の先生方とお会いをするようにい

たしてるとこでございます。いずれにしましても、医師をどうして確保するか、それに懸命に努

力をいたす所存でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 私には、市長が懸命にやろうとする熱意は伝わってくるわけです

ね。しかし、実際効果、効力を上げることとは別と思うわけですね。
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例えば、市長は私にこうした言葉を投げられたことがあります。音嶋さん、どんなに一生懸命

にやろうと思っても友だちがいない、ブレーンがいないとだめなんですよと。そういう、やはり

協力体制をまず構築することであろうと思います。

一家の企業において、社長がいて専務がいて常務がいるわけですね。社長がどんなに頑張って

も、下部の組織、専務が一人で一生懸命にやっても、やっぱりそこに分割して協力体制をとるよ

うなそうしたシステムをとらないと、私は組織は動かないと。

特に、医師の確保というのは、私も経験したことはございません。しかし、いろんな自治体病

院の事例、そして本を読んでみますと、やはりそこに働く職場の環境、そして人的なものがもの

すごくよくなければ集まらないと。私はかねではないと思う。やはり、そこの職場の雰囲気であ

ろうというふうに思います。

ある人から購読を勧められまして、日本に残したい会社という本がございました。その中で、

千葉県の亀田総合病院というとこがございます。もう一度入院してみたい病院ということであり

ます。それはすばらしいですね。ノーと言わないんですね。患者さんの立場に立って、クレーム

をすべて自分の身に受けとめて、自分だったらどうするんだ、そうした経営を理念とする病院で

す。市民病院もこんなふうになればなあと思いながら読んだ次第であります。なかなかハードル

は厳しいと思いますわね。

しかし、市長が申されますように、改革委員会の答申を尊重すると。その尊重するという市民

病院改革の目的というのは、きちっとできているわけですね。市及び、例えば例ですね、市及び

病院が一体となり、市民の方に安全安心の地域医療を提供すると。

そして、医師や看護師など医療従事者の雇用を守ること、壱岐医療圏内外の医療施設との連携

強化を確立すること。そしてまた、病院の経営形態においては平成２１年度中に定款評価委員会

設置条例など、議会の承認を得て平成２２年４月から地方独立行政法人化に向け準備作業を進め

る、これは到底無理ということは市長も見解で示されております。

しかし、方針としてはこうしたものが出ておるわけです。これに向けてどういうふうに進むか

ということであります。進むということは、議論をすべき、その後どういう形で議論が進められ

ておるのかなというふうにも思います。

私は、公設公営企業会計というものを原則を知る意味で、公営とはどういうことかなあと広辞

苑を引いてみました。公共団体が直接経営することと。おおそれが公営か。企業とは、だったら

どうなのかと。営利を目的として持続的に生産、販売、サービスなどの経営活動を営む組織体と

あります。

ですから、公営企業会計においては公的な機関で運営し、金を使い企業活動を行うことというこ

とであります。ですから、今現在仮に、仮にですよ、経営体質を問うならば、例年１億５,０００万
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円相当の赤字を計上しておるわけです。それが果たしていいことかどうかということは、私は一つ

は市民に問うべきであろうと思うんですね。

極端な言い方、悪いですよ、阿久根市の竹原市長あれくらいに、いい悪いは別としてですよ、

市民に問う。どうしますか今から。壱岐市民病院の今後をどういう形態でやりますか。住民投票

をする、今のまま、公設公営の一部適用で進むのか、それとも地方独立行政法人化を目指すのか、

ひとつ市民の皆さんに問うことも経営上は一つの考え方ではないかと思います。

まずその前に、病院をいかに存続させるのかということに視点を置くべきであろうとは思いま

す。市長、再度答弁を願います。と申しますのは、やる気はわかりますが、まず医師の招聘のた

めに、壱岐の医師会の皆さん方の協力を要請するとか、今席を置いてある医師団に、だれか市民

病院を救ってくれる、だれか患者をサポートしてくれる医師はいないかと、そうしたまず医師確

保の取り組みを進めていただきたいなと思いますが、まず経営形態は問いません。あとはもう市

長の腹ですから。医師確保に対する市民の不安を払拭する、こういうふうにしてみたいというこ

とがあれば見解を賜りたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 先ほど、千葉県の片田舎にある亀田総合病院、お話がありました。すば

らしい病院でございます。医師が、その病院にこらしてくれと言うても、いや今医師はいっぱい

でこれませんていうて断るぐらいの病院でございます。そのことを聞いただけでも、どんなにす

ばらしい病院かということがわかると思っております。

そういう病院を目指すということが、究極の考え方であることは間違いないわけでございます。

今、医師確保に向けての、正直申し上げて特効薬といいますか切り札といいますか、それござい

ません。

しかし、そのことを市民の皆さんは非常に御心配なさってる、そのことも事実であります。そ

してまた、首長といたしまして、幾ら頑張っても結果が出てこなければ何もならんと。これは、

私はいつも言っておるわけです。１００メートル一生懸命走っても、一番一生懸命走るのは、び

りの人が一生懸命走るわけでありまして、トップの人は簡単にこう走るわけです。

しかし、評価されるのはトップの人しか評価されんわけですね。私は、政治というのはそのよ

うなもんだと思ってるんです。とにかく、結果を出さなければ、途中幾ら努力したって何もなら

ないんだという気持ちでおります。

しかし、今のところ市民の皆さん方に医師は来ますよという切り札を持ちません。しかし、市

民の皆さんが安心する、今私が申し上げたことと相反するわけでございますけれども、市民の皆

さんがそういう御心配にならないように医師確保に全力を尽くすと、そのことを申させていただ
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きます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 改めて申し上げます。市長、このリーフレットを見てください。

これを忘れないでいただきたい、この気持ちを市民の皆さんは期待をしておるわけです。どんな

にきれいな言葉であろうと、やっていただきたいんです。

私は、市民の今置かれてる立場というのは、ここで申し上げるのは失礼かと思いますが、阿久

根市のリコールの結果、もっと開こうと思ったけど結果的には３００票ぐらいになったと。いか

に市民の皆さんと行政とのギャップがあるのかということを指摘をいたして、次の質問に移りま

す。

質問の冒頭ですが、ジェネリック薬品というのがジュネリック薬品となっておりますことに、

通告者としておわびを申し上げます。

ところで、ジェネリック薬品とは何なのかと、聞いたことがないなと、耳なれない言葉だなと

お思いでしょうが、医薬品業界では日進月歩の新薬開発競争が激化をいたしております。そうし

て、開発された新薬を先発医薬品と言っております。こうした新薬の開発には、聞くところによ

りますと２０年から３０年の歳月と２００億円から３００億円の莫大な費用を要するそうであり

ます。

そこで、お薬もほかの発明品同様に、特許申請がされ受理されれば、２０年２５年の特許が保

証されるようになっております。その特許期間が切れると、他のメーカーも同じ成分、同じ効果

の薬をつくることが可能になります。こうして製造された医薬品をジェネリック医薬品というそ

うであります。日本語に訳しますと、後発医薬品というそうであります。

ジェネリック医薬品は、既に使われておる、有効性、安全性も確かめられた成分ですので、承

認までの手続は短期間で可能であり、開発や研究費、時間等コストが少ないため、薬価いわゆる

薬の価格です。これは国のほうで決定をいたしますが、先発医薬品より安い価格を設定できるそ

うであります。

私も、２年ほど前から関心を寄せておりましたので、去る１１月２０日１０時半から、壱岐保

健所において当医薬品の講習会が行われることを壱岐市の防災無線で知りました。たしか２日間

にわたり、丁寧な放送があっておったと記憶をいたしております。

当講習会に、私も興味津々として参加をさせていただきました。当講習会の参加者は、県本庁

の福祉保健薬務行政室長、そして担当職員、そしてジェネリック医薬品協会長崎県支部の役員の

方、そして壱岐保健所の職員の方と思われる二人が主催者、受講生は何と私を含めて、私のいと

こで薬剤師をしております二人でございました。私は、正直唖然といたしました。
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壱岐市役所の担当部局の職員すら姿がない、当日は土曜日であり、市役所は休日ですね。率先

する職員みずから、豊富な知識を習得して議論を経て普及に努めていこうという気持ちがないの

かなあと思った次第であります。情けないなと思いました正直。

主催者の皆さんに問いかけてみました。寂しいですよねえ、申し上げました。すると、皆さん

が参加しやすいようにとのことで土曜日に設定をしたのですがねというお答えが返ってまいりま

した。

そうした中、説明を聞いておりますと、国、県においては、ジェネリック医薬品のシェアを

２０１２年までに３０％に引き上げたいという指針を示されておるということを知りました。

末端組織である市町村に周知徹底がなされない中で、目標値を設定しても到底達成不可能では

ないでしょうかね。そう申し上げましたら、いかんともしがたい表情で私のほうを向かれました。

実現への日々というのは、日々の積み重ねがなくてできっこありませんよ。いわば、きれいな言

葉、きれいな文句を並べただけで、それが美辞麗句に過ぎませんよね。

私は、今後保険医療費の増大、少子高齢化社会が怒涛のごとく差し迫っている中で、被保険者

に医療費縮減を願う有効な手だてをなし得ると考えております。もっと、啓蒙啓発を積極的に推

進をする、そうした保険者の住民の皆さんを土俵に上げる、そういう土俵づくりをすべきと考え

ておりますが市長の見解をお願いいたします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ジェネリック医薬品普及に関する市の取り組みについての御質問でござ

います。

私仕事でございますけれども、私も慢性疾患を２つもっておりまして、ジェネリック医薬品を

使っておるところでございます。ジェネリック医薬品とは、低価格なのに安全性や効き目は新薬

と同等と認められている後発医薬品のことでございます。

国において、患者負担の軽減、医療保険財政の改善に資することから、普及促進に向けた方策

が打ち出されているところでございます。長崎県におきましては、関係団体からなるジェネリッ

ク医薬品使用促進協議会が設置され、実態調査、アンケート調査の実施、研修会等が開催される

などの対策が講じられております。

壱岐市におきましては、国民健康保険加入者におけるジェネリック医薬品の取り組みについて、

毎年５月の保険証更新時にパンフレット及びジェネリック医薬品希望カードを同封しております。

これでございます。

これには、ジェネリック医薬品希望カードはどう使うの、そういうふうにしておりますので、

まず国保の方は毎年５月にこれをもらっていらっしゃる。そして、そこにいろいろジェネリック
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医薬品を活用してみましょうという呼びかけもされております。

ですから、まずこのことを申し上げておきたいと思いますし、その中にジェネリック医薬品は

いかんよという方もいらっしゃいます。それは、医師が不可という印鑑を押すということになっ

ておるわけでございます。そこで、希望者カードを提出して相談してみましょうということも書

いておるところでございます。

それから市報、これは市報の４月号でございますけれども、５ページにジェネリック医薬品

カードのことについて言及をさせていただいております。そういったことで、市は足りないと言

われればそれまででございますけれども、それなりの広報をしているというところでございまし

て、今後は医師会に御相談をいたしまして、ジェネリック医薬品を使用した場合と現在のいわゆ

る新しい薬品を使った場合の差額などですね、それを御本人にお知らせするような状況が、体制

が整えられたなと思っておるところでございます。

本市の国民健康保険財政は、昨今の経済状況等の影響によりまして所得の減少等によりまして

税収も伸び悩み、基金の取り崩しを行っておりまして、本年はやむなく税率のアップもお願いし

運営している状況でございます。

今後、増加する医療費の適正化を図るためにも、ジェネリック医薬品の普及について医師会、

薬剤師会など、関係機関と協議を行っていくとともに、市民に対しましても引き続きジェネリッ

ク医薬品の周知、啓発を図ってまいります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 言われたとおりですが、啓蒙啓発が私は現段階では不十分ではな

いのかと。ですから、今後取り組みを積極的にしていただきたい。そうしますという返事がいた

だければ、すぐよかったわけですね。

仮に例を申し上げますからね、例えば高血圧の薬を１日１回１錠、例えば先発医薬品で８３円

７０銭、ジェネリックの場合は２３円４０銭ですよ今。１日当たり６０円３０銭浮くわけですね。

そして、仮にこれが１年間ずっと、慢性病ですから１年間続けた場合は、３割負担の場合で

８,３７０円、ジェネリックを使った場合では２,１９０円、６,５７０円自己負担にしても軽減

されるわけです。

さらに、今度は健康保険、いわゆる７割出しますね、７割出すわけですから、そうした場合は

仮に、もう時間がございませんので、１年間あれすれば１万３,５４０円浮きます。

ですから、こうした事例も踏まえて財源には限りがあります。入るをはかりて出るを制すとい

います。入ってくるとを考えんと、出ていくとはもう限りがあるわけですから、入ってくる金が

ないわけですから、いつまでも国債市債だけを限りなく出しますか、増発しますか。それではで
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きないから、こうしたことも皆さん方に啓蒙していただきたいなというのが私自身の気持ちであ

るし、そうすることが今後のあり方ではないかなと。

それは当然、先発医薬品を保険料、いわゆる被保険者は権利があります。何を使っても権利が

あります。しかし、それだけでいいのかと。自分でできるとこはやはり自分も協力していくと、

そうした体制づくりが必要ではないかと思います。

私も、ここにジェネリック医薬品希望カードというのがあるわけですね。初めて見ました。私

が認識不足と思います。ここに、皆さん方これ知ってあった方手を挙げてください。

皆さん、アンケート結果にも載っておりました。皆さん御存じでない方もいらっしゃるわけで、

ここはわざとあえて手を挙げないと。厚生委員会の方は皆さん知ってあるはずです。あえて手を

挙げないという方もいらっしゃいます。そうしたことをもっと啓発していきましょう。市長どう

でしょうか、啓発していきましょう。まあうんうんと言ってありますから、多分していただける

ものと確信をいたしたいと思います。

最後に、市長に覚悟を持っていただきたいなということで、エールを送りたいと考えておりま

す。それは、幕末の偉人であります西郷隆盛の遺訓３０条にこうしたくだりがございます。ちょ

っと読んでみます。命も要らず、名も要らず、官位も金も要らぬ人は始末に困るものなり。この

始末に困る人ならでは、甘苦をともにして国家の大業は成し得られぬなりというくだりがござい

ます。

命も要らん、名も要らん、地位、名誉も要らない、金も要らんというような人は処理に困るも

のであると。このような手に負えない大人物でなければ、困難を一緒に分かち合い、国家の大き

な仕事を大成することはできないというふうに要約できるのかなと思っております。

今、世相は艱難辛苦の思想であろうと思います。市長のマニフェストの、１面の穏やかな顔、

そして３面の闘志みなぎる姿で改革断行の揺るぎない推進を願って私は一般質問を終わりたいと

考えております。何かコメントがございましたら、市長よろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 音嶋議員には、いつもすばらしい言葉をいただきましてありがとうござ

います。勝海舟に対する言葉だったのかなと思っておりますけれども、本当に（発言する者あ

り）のことを言うた言葉だと思っておりますけれども、いずれにいたしましてもそのマニフェス

トの冊子、そのときの顔と今と目つきも顔つきも変わったというような批判も受けておりますけ

ども、そのマニフェストに掲げたことについては、今日まで揺るぎない信念を持っておるところ

でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕
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〔音嶋 正吾議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、音嶋正吾議員の一般質問終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩いたします。再会を１１時３０分とします。

午前11時18分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時30分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、１１番、中村出征雄議員の登壇をお願いします。

〔中村出征雄議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１１番 中村出征雄君） 通告に従い、大きくは２点、７項目について市長にお尋ねをい

たします。

では、早速本題に入らせていただきます。質問の１点目、壱岐市内のし尿くみ取り業者の許可

状況及び新規許可についてであります。質問の２点目と関係がありますので、あえてお尋ねをい

たします。

（１）壱岐市内のし尿くみ取り業者の許可状況について。旧町別の許可業者の数と収集区域の

指定等はどのようになっているのかであります。

ちなみに、石田町では、石田町内の１業者と郷ノ浦町内の１業者、２業者に、地域を指定して

許可されていると私は理解をしておりますがどうなのか。そして、他町の許可状況はどのように

なっているのか、まずお尋ねをいたします。

次に、（２）浄化槽清掃業者の許可について。同様に、許可状況等はどのようになっているの

かについてであります。多分、し尿くみ取り業者の方は、すべての業者の方が浄化槽清掃業の資

格を持っておられると思います。

浄化槽清掃業許可業者の数は、し尿くみ取り業者の許可数と同じだと思いますがどうなのか。

また、地域指定はあるのか。それとも、浄化槽設置者が業者を選定できるのかどうかについても

お尋ねをいたします。

次に（３）、これから新規にし尿くみ取り業あるいは浄化槽清掃業の許可申請があった場合、

新規の許可は可能かどうかについてもお尋ねをいたします。

以上、３点について市長の答弁を求めます。

○議長（牧永 護君） 中村議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕
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○市長（白川 博一君） １１番、中村出征雄議員の御質問にお答えいたします。

まず、１番目の市内業者の許可状況でございますけれども、郷ノ浦町内２業者、勝本町内２業

者、芦辺町内２業者、そして石田町内には１業者でございますけれども、議員御指摘のように収

集能力の関係から、石田町につきましては郷ノ浦町内の１業者が一部の区域を兼務しておりまし

て、市内の総許可業者数といたしましては７業者でございます。

次に、収集区域の指定につきましては、郷ノ浦町と石田町の２町につきましては、合併前の旧

町時代から区域の指定がございます。現在も、旧町時代の指定区域に基づいて収集業務がなされ

ております。なお、勝本町と芦辺町の２町につきましては、旧町時代からそれぞれ町内全域を許

可区域といたしておるところでございます。

次に、浄化槽の清掃についての許可は地域指定があるのかというお尋ねでございますが、浄化

槽の清掃につきましては、先ほど申しましたし尿収集運搬許可と同様でございまして、旧町時か

らの許可区域に従って今日に至っておるところでございます。

次に、新しい、いわゆる新規参入が可能かということでございますけれども、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律の第６条におきまして、市町村は毎年一般廃棄物処理計画を定めなければな

らないこととされております。計画を策定しておりますけれども、その計画の中では処理は許可

業者により行うものとされております。

さらに、新規許可につきましては、次の３つの要件がございます。まず第１番目に、現在の許

可業者で収集運搬が困難であるとき、２番目に、処理計画に適合するものであること、３点目に、

その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確かつ継続して行うに足るものとし

て、環境省令で定める基準に適合するものなどでなければ許可してはならないこととされており

ます。

したがいまして、将来的人口予測に伴う発生量の予測と、下水道、浄化槽の整備による処理量

の減少等の見込も考えますと、現在の７業者で十分に対応できているものと考えておりまして、

新規許可は困難ではないかと考えておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） わかりました。通告はしておりませんでしたが、し尿くみ取り

業の浄化槽清掃業の許可年限、複数年の許可か、それとも毎年毎年の単年度許可かについてもお

尋ねをいたします。

また、し尿くみ取り料金は許可条件の中に明記されているのかについてもあわせてお尋ねをい

たします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。
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〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 許可の収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可のいずれにつきましても、

２年毎の更新となっております。それから料金の問題でございますが、市では料金について決め

ておるわけではございません。ただし、業者から料金改定の要望等がなされた場合に、準公共料

金でもございますので、市民負担軽減のために市が意見を述べさせていただいておるところでご

ざいます。

参考でございますけれども、直近の改定状況を申し上げますと、平成２０年２月２１日に壱岐

市環境衛生協同組合より料金改定の要望書が提出されまして、２０年７月１日より市民への周知

期間を経て料金の改定をいたしております。

理由といたしましては、燃料費の高騰、その前の改定が平成１０年４月１日でございましたか

ら、１０年間の据置であったということでございます。以前は２３０円、これは３６リットル

２３０円、１０円値上がりになりまして３６リットル当たり２４０円というのが現行でございま

す。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） し尿くみ取り料金については、多分旧町の時代は町の条例で定

めていたのではないかと思います。そしてまた、合併浄化槽の清掃料については県の環境衛生協

同組合ですかね、多分２つの業者があるのではないかと思いますが、浄化槽の清掃料については

その団体で決められていたと思います。

それからもう１つは、平成２４年の４月に新しいし尿処理場が稼動となります。そうなると、

勝本、芦辺、石田地区のし尿については、先ほども２０年の７月から改定をされたということで

すが、当然業者の方の運搬距離が遠くなり、くみ取り料金の値上げの話がまた出てくるのではな

かろうかと考えますが、その点についても市長のお考えを再度お尋ねしたいと思います。

それから、先ほどから、それぞれ町によって清掃業者あるいはし尿くみ取り業者を選定できる

ところとできないところとありますが、若干こう設置浄化槽の場合、し尿浄化槽の設置業者が選

定できるようにしてもいいのじゃないかという考えも私は持っておりますが、その点についても

再度市長のお考えをお聞きしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 今度１カ所に集約されるということで、初山地区になるわけでございま

すけれども、運搬距離が長くなるんじゃないかっていうことでございます。

それにつきましては、いろんな理由があって業者の方から料金改定の要望がなされた場合には、
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先ほど申し上げますように意見を述べさせていただくということでございまして、市から見直し

の協議を持ちかけるということはないと思っております。

それから、先ほども準公共料金でもございますからそういう対応をしておりますと申し上げま

した。以前は条例があったやに聞いておりますけど、現在では条例はございません。

それから、３点目の合併浄化槽を設置した業者が（発言する者あり）その辺については具体的

な例になりますので、言及を避けさせていただきたいと思います。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） １点目については十分理解をいたしました。

次に、質問の２点目、新しいし尿処理場の完成後の勝本、そして石田の自給肥料供給センター

の運営についてお尋ねをいたします。

この点については、平成１８年９月定例議会で前長田市長、そして平成２１年、昨年の３月定

例議会で白川市長に同じ質問をいたしました。今回が私は同じ質問で３回目となります。来年度

末には、新しいし尿処理場が初山に完成をいたしますので、この辺の２つの自給肥料供給セン

ターについては、ある程度明確な答弁をいただきたくお尋ねをいたします。

平成１７年の１月に壱岐市廃棄物処理施設整備検討委員会が設置をされ、壱岐市の将来の廃棄

物行政の基本方針については、同年４月１５日に答申がなされました。基本方針によりますと、

国、県の指針に基づき、し尿処理施設については、現在の各町ごとの処理施設を１カ所に統合し

て、水処理方式で１日当たり処理能力９６キロリットル、２４時間運転とする。勝本町の自給肥

料供給センターについては、家畜専用に転用する。芦辺、石田の自給肥料供給センターについて

は、耐用年数も来ているので廃止するとの方針でありました。旧石田町では、今から２０年ぐら

い前に、その当時、町の基幹作物でもある畜産経営に環境汚染と公害防止対策が緊急の課題であ

り、また、長年の懸案事項でもありましたし尿処理を畜尿と同時に処理する施設として、平成元

年度広域畜産環境対策事業により、し尿処理施設としては、全国で初めての農林省の国の補助事

業として採択がされ、整備をされました。

当時、壱岐での農業も、土壌管理の粗放化や化学肥料への過度の依存が起因して、地力は年々

低下しておりました。本施設から生産される液肥は家畜とし尿の混合することにより、肥料の三

要素である、すなわち窒素、リン酸、カリの肥料成分が安定をしており、これを耕地に還元し、

資源の有効活用により、これまで地力の増進と有機農業そして、農家経営に大きく貢献をしてき

たところであります。

そうした観点から、次の４項目について市長にお尋ねをいたします。（１）勝本、石田の自給

肥料供給センターの処理能力及び現在一日当たりのし尿、畜尿それぞれどのようになっているの
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か、まずお尋ねをいたします。

次に、（２）勝本の自給肥料供給センターの運営についてでありますが、現在は、し尿と畜尿

を処理してありますが、昨年の３月定例議会の市長の答弁では、将来は壱岐市全体の畜尿のみを

処理する計画であるとの答弁でありましたが、畜尿のみで稼動するだけの畜尿が集まるのか、ど

の程度の量を見込んでおられるのかお尋ねをいたします。

また、先ほども申し上げましたとおり、肥料成分を考えたときに果たして畜尿だけでいいのか。

新しいし尿処理場完成後、どのように運営されようとしているのかお尋ねをいたします。

次に、（３）石田町の自給肥料供給センターの運営についても、昨年の定例議会で私は質問い

たしました。そのときの市長の答弁では、今後稼動の方向で進める。畜尿とし尿を混合するかど

うかについては、今後検討するとのことでありましたが、新しいし尿処理場完成後は、どのよう

に考えておられるのかお尋ねをいたします。

また、石田地区の農家の方の要望は、ぜひとも先ほどから述べたとおり、今の処理方式で、し

尿と畜尿の合併処理を望んでおられ、私もそうすべきだと考えますが、市長はどのようにお考え

かあわせてお尋ねをいたします。

次に、（４）今回過疎地域自立促進計画が提出されましたが、その自立促進計画との整合性に

ついてお尋ねをします。過疎法の延長で今回の定例議会に自立促進計画が提案されました。その

計画書の中身を見ますと、石田町の自給肥料供給センターについては、解体して緑化するとなっ

ておりますが、それについて、その整合性についてどういうことかお尋ねをいたします。

以上、４点について市長の答弁を求めます。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 中村議員のし尿処理施設完成後のいろんな質問でございますけれども、

まず最初に処理能力についてのお尋ねでございます。現在の処理能力についてのお尋ねでござい

ますけども、勝本町の自給肥料供給センターの処理能力は、１年間で８,０００トンでございま

す。現在の一日当たりの処理量は、し尿が２０トン、畜尿１トンでございます。石田町の自給肥

料供給センターの処理能力は、年４,３８０トンで、現在の一日当たりの処理量は、し尿１１ト

ン、畜尿３トンでございます。

次に、完成後どのように運営しようとしているのかという御質問でございますけれども、勝本

町自給肥料供給センターは、年８,０００トンの処理能力でありますけれども、計画では、壱岐

市汚泥再生処理センター完成後の平成２４年４月以降の勝本町自給肥料供給センターにつきまし

ては、市内全域の畜尿のみを処理する計画でありました。現在、市内全域から畜尿がどれだけの

量を集めることはできるのか等について、さらに検討しているところでございます。施設の運営
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についても、２３年度中に方針を決定したいと考えているところでございます。

また、畜尿だけ原料として液肥の成分でありますが、特に問題はないと考えておるところでご

ざいます。

先ほど申しますように、畜尿が現在では石田が１日３トン、勝本が１トンというようなことで

ございまして、とてもこれだけでは及ばないわけでございますけれども、他の量等についても調

査をしなければいけないということでこのようなお答えをせざるを得ないというところでござい

ます。

次に、石田の農家については、現在の方法を続けてほしいという御要望でございます。昨年

３月の定例市議会一般質問では、中村議員の御質問に対しまして、石田町の自給肥料供給セン

ターにつきましては、畜尿専用にするか、糞尿と混合するかということについては、今後検討さ

せていただきたいと申し上げました。その後、今年３月の定例市議会での議員の一般質問の答弁

の中では、勝本町自給肥料供給センターの処理能力は年８,０００トンで、現在の畜尿の自給肥

料での処理状況は、勝本、石田施設のみで、その処理量も減少している。処理量減少の要因とし

ては、養豚農家の減少、近年の新築牛舎は、尿だめを必要としないつくりになっていることが考

えられます。現在、郷ノ浦町内と芦辺町内の畜尿の収集は行われておりませんが、石田町の施設

の存続は今後どれだけの畜尿を集めることができるかにかかっております。畜産農家の畜尿の現

状を見ますときに、なかなか集まらないのではと懸念していることを御説明し、既存の施設利用

等については、平成２２年度中に調査研究すると申し上げたところでございます。

既存の施設利用につきましては、現在も調査研究を重ねているところでございます。新し尿処

理施設完成後の石田町自給肥料供給センターでの畜尿とし尿の混合処理についてでございますけ

れども、壱岐市循環型社会推進地域計画によりまして、壱岐市のし尿処理は、いわゆる初山の施

設に集約し、処理することで国の承認をいただいておりまして、壱岐市汚泥再生処理センターの

処理能力は一日当たりおっしゃるように９６トンとなっております。市内全域のし尿、下水道汚

泥、浄化槽汚泥を処理することとされておりますので、自給肥料供給センターで、し尿と畜尿あ

わせて処理することになりますと、壱岐市汚泥再生処理センターの処理能力にも影響してくるこ

とになりますので、現在の計画どおり、壱岐市汚泥再生処理センターで処理をしなければならな

いということを申し上げます。

議員がおっしゃるような明確な答えになってないということは十分承知の上でお答えをしてお

るところでございます。

ところで、石田町の整備計画では、現在の計画では緑地化するということになっておって、整

合性がないじゃないかと。片や存続したい、片や解体するということで整合性がないじゃないか

という御指摘でございますけれども、これにつきましては、過疎地域自立促進計画の中で、この
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計画をすべて実行するということではなくて、毎度そうするときには、その補助に該当するよう

にということで上げさせていただいているということで御理解いただきたいと思います。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） 先ほどから述べたとおり、現在の石田町の自給肥料供給セン

ター方式は、し尿、畜尿を一緒に処理して、環境を全く汚染することなく、自然環境にやさしく、

公害も出ず、そしてまた、有機農業に大きく貢献をして、この方法は本当に私は一石三鳥と思っ

ております。耐用年数が来たので廃止するというのは、余りにも私は公費の無駄遣いで、民間で

あれば、耐用年数が来てからいかにその施設を長く使用するかが最も私は有効な利用方法で、そ

れが、会社の利益につながっていると思います。そしてまた、耐用年数といっても、石田町の自

給肥料供給センターの場合は、し尿、畜尿を投入して調整する調整槽、液肥を成熟させる成熟槽

の設置場所は非常に地盤もかたく、岩盤で、鉄筋コンクリートで永久的とは申しませんが、かな

りの期間は私は大丈夫であると。機械器具等、特にポンプ等を定期的に更新すれば、これからも

十分活用可能であると考えております。

それから、壱岐市で発生したし尿は先ほど市長の答弁では、初山のほうですべて処理するとい

うようなお話でありました。私は、国の縦割り行政の弊害の一つであると思います。私は、導入

については、柔軟にやはり対応すべきと思います。石田町の自給肥料供給センターはし尿処理場

ではなくて、自給肥料を生産する施設であり、資源を有効活用して自給肥料供給センターにし尿

を投入するというのは、私は何ら問題なく、これから国のほうとも十分私は協議していただいて、

地元の方がぜひともし尿と畜尿と合併して処理してくれという強い要望でありますので、畜尿だ

けであれば、先ほど石田の場合は１日３トンということですから、もう継続する価値はないと思

います。そして、また、勝本町自給肥料供給センターに１カ所となりますと、現在石田の自給肥

料供給センターには３名の従業員がおられて、１人が畜尿の収集、２人で液肥の散布をして、

１日平均たしか私が聞いた記憶では、散布は８件から１０件と聞いております。これは、もし勝

本、１カ所となりますと、勝本町の施設より、それぞれ壱岐全体の畜尿を収集するのに遠くなり、

そしてまた、散布するのにもかなりの時間を要します。むしろ維持管理費は燃料費、焼却費、そ

の他人件費を加えると、恐らく石田の場合を比較すれば、私は３倍以上の維持管理費がかかると

思います。そうしたことで、農業経営が厳しい中、石田町自給肥料供給センターには、ぜひとも、

郷ノ浦にし尿処理場ができたからというて全部持っていくのじゃなくて、私は国と県とも十分協

議、今からでもされて、ぜひ現行方式でまだ十分対応できると思いますので、今後、国、県に働

きかけて、現行方式を継続されることを特に市長に申し上げて、ちょうど１２時になりましたの

で、この辺で私の質問を終わりますが、最後の市長の考え方、国、県にそういったことを相談す
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る気持ちがあるのかないのか、その点について再度答弁をお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 平成１７年に現計画を立てられる、１７年から計画のあった、その今の

建築中の施設が壱岐のすべてのし尿を持っていくよということで希望の決定をなさっている。そ

して、環境省の許可もいただいている、それが完成する前に、いや、壱岐のし尿は例えば半分し

かもっちいかんよと。それは、やっぱり過大投資になるでしょうし、中村議員がおっしゃる、液

肥が必要なんだということはわかります。わかりますけれども、計画はこういうふうにするよ。

できる前に、いや、変更しますよと。私はその話は、国が幾ら縦割り、横割り、縦割りといいま

すけれども、少なくとも最初は計画どおりにそれを実行しなければ、国から壱岐市は何しよるか

と、それこそ信頼関係がなくなるんじゃなかろうかと思います。ただ、中村議員がおっしゃるそ

の方法、方策について、いや、だめだよと、私が言い切るわけではございません。いかに液肥を

ふやしていくかということについては、今からお互いに御相談していきたいと思ってます。ただ、

今この時点で、し尿を石田に持っていきますということは、私の口からは申し上げられないとい

うことは、行政は継続でございます。一度決めたことは、だれが市長になっても、それ貫かにゃ

いかんことでありますから、御理解いただきたいと思ってます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） 市長の気持ちは十分わかります。当然、廃棄物処理計画で基本

方針が出て、しかしながら、そうなると、恐らく石田町の自給肥料供給センターはもう廃止せざ

るを得んと思います。当然勝本町一本でなる。本当に私はし尿をどうしてもできないというのが

ちょっと理解に苦しむわけですが、少なくとも今後、十分再度検討してもらうことを、昨年私が

３月に市長に一般質問したときには、し尿と畜尿を一緒に処理するかどうかについては、今後検

討するということを言われて、ちょうどそれから１年過ぎたら、もう方針どおりだからできない

というのには、若干私は理解するのに苦しんでおりますが、ぜひとも私は石田町のこれまでの方

式を存続できるように最大限の努力をされることを要望して、私の質問を終ります。

〔中村出征雄議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって中村出征雄議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩いたします。再開を１３時とします。

午後０時04分休憩

………………………………………………………………………………
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午後１時00分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。次に、１８番、市山繁議員の登壇をお願いします。

〔市山 繁議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１８番 市山 繁君） 午前中お疲れさんでした。午後は私が１番ですから、よろしく

お願いします。

１８番、市山繁は、市長に対しまして一般質問を行います。

質問事項は３点ですが、小さく項目で要旨として上げておりますので、順次質問をいたします。

先ほど午前中に同僚議員から市民病院については質問がございました。そしてまた、あとも何

名かの方々が市民病院について質問がございます。市長もその中で一生懸命努力しているんだが

非常に困難であるというような御答弁もございましたが、まず、私はその１項で申し上げたいと

思いますが、以下関連がございますので、これから先に上げたいと思いますが、通告の要旨は非

常に長いようですけれども、市長とお話をしておるような気分で書いておりますので、よろしく

お願いいたします。

１項目は、市は任命しておる齋藤顧問様と九大病院に壱岐市民のだれかはわかりませんけども

投書があったことを９月議会の同僚議員の質問の中で知ったわけでございますが、内容について

はわかりませんけれども、市長の非常に憤慨されておった様子から見て、壱岐市の資質が問われ

るような、また、壱岐の信頼を損なうような内容と推測されておりますが、これに対してその後、

齋藤顧問さんや九大病院とお会いになったと思いますけれども、その対談される中で、表情とか

対応に変化はなかったかどうかお尋ねをいたしたいと思っております。

また、齋藤顧問には、大変多忙の中に来島も厳しいので、必要なときには田川市民病院のほう

に出向いているということでございましたが、向こうに行かれてもゆっくり対談ができているの

かどうか、そしてまた、報告の中で市民病院の経営状況は、当然のことでございますけれども、

壱岐市民病院の今後の方針計画等についても資料をもって検討されておられるのかどうか。そし

て、いられるなら、どのような計画案を持って行かれておるのか、まずお尋ねをいたしたいと思

います。

次に、２項目は、精神病院関係でございますけども、これについても、また同僚議員が質問さ

れると思いますが、私なりに質問いたしたいと思っております。

壱岐市の医師の確保も厳しく医師の招聘と医師の存続も危ぶまれるときに、重大なことが起こ

っています。九州大学病院より派遣といいますか、招聘の精神科の指定医師が九大病院でも不足

している。そしてまた、内科も不足しているということで、来年４月以降の派遣は困難との通達

があっております。これは、市民病院にとっては大変なことでございますが、そしてまた、市民
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病院としての医療の役割が果たせなくなるというようなことになります。指定医師が継続できな

ければ当然あと１人の医師も引き上げとなるとだろうと思っておりますが、精神科医は、そうな

ると無医師になるわけでございます。精神科の入院患者が現在３８名ぐらいいらっしゃるわけで

すが、入院されておられますが、外来患者さんも３５名ぐらいおられるようでございます。精神

科医が無医師になると入院患者は結局難民となるわけですが、壱岐島民で受けられる病院は、た

しか１つの病院ぐらいしかないと私も思っておりますが、確実ではございませんけれども、医師

の引き上げに伴って九大病院がこれを受け入れていただけるのか、そして、たとえ受け入れたと

しても、島外となると、家族も非常に大変であると思っております。そして、外来患者さんも診

察もできなくなる。新年度はもうすぐ目の前ですが、市長も医師確保に一生懸命努力はされてお

りますけれども、これは非常に急務でございます。そしてまた、指定医師の招聘ができない場合

の患者の対策はどのようにされておるのかお尋ねをいたしたいと思っております。

次に、病院改革についてでございますが、病院改革については、市長も、市行政の諸問題の山

積する中で、市長として、そして、市長自身のマニフェストの実現を目指して努力されておりま

すけれども、これは、実現できて当たり前です。そして、できなければ批判を受ける、これはも

う市長の宿命でありますが、前も申しましたが、マニフェストの実現には、相手と状況の変化が

ついてくるのです。実現できないからといって、すべてが私は市長の責任だとばかりは思ってお

りません。病院改革も同じですが、市長もマニフェストでは、医師確保に当時自信を持ってやっ

てこられました。今としては、そうしたことは、私はもう問題にしておらんわけです。一生懸命

やっておられます。しかし、そのマニフェストが実現できないからというて、そうした問題ばか

りを取り上げていってはいけないと私は思っておりますが、この厳しい時代は行政、そして、市

長、議会、市民、そしてまた、いろんな関係者が英知を結集して協力されて初めて実現するもの

でありますから、私もこれには一生懸命取り組んでいかなければと思っております。

改革はだれかが思い切って提案せにゃできないわけでございますので、私も次のことを申し上

げたいと思っております。

そこで、病院改革は今日まで全適、そして、独法と検討されておりますが、医師体制も不十分

なときに申しましたように、管理者や理事長の選任も非常に厳しく、このような状態では市民病

院としての医療の責務が危惧されます。全適では、病院の職員の意識改革もなかなか難しく、現

在では難しいようでございますし、独法となると、職員が自分の身分の保護のために、非常に組

合の対立がございます。独法では、その作業も非常に簡単ではなくて、時間と予算も必要となっ

てくるわけでございます。現在、長崎県知事も離島医療には非常に力を入れております。各離島

も指導を受けながら改革に進んでおるようでございます。この際、私は、以前のことは別といた

しまして、元の離島医療圏組合、現在の地域再生病院企業団に加入されて、そして、九州大学や
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他の大学の協力をいただきながら、県の指導のもとに協力をいただきながら、病院事業の確立の

ために私は確立を図るべきと思っておりますが、その点、お尋ねをいたしたいと思っております。

以上、一応そこまでです。

○議長（牧永 護君） 市山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） １８番、市山繁議員の御質問にお答えいたしたいと思います。市民病院

についての現状と改革案等々の御質問でございます。９月議会で申し上げましたように、九州大

学病院長、そして、第二外科教授及び齋藤先生に壱岐の市民の方ではなかろうかと思われる方か

ら怪文書が送られておりました。大変残念に思ったわけでございますけれども、その直後３人の

先生方には謝罪と釈明をいたしまして、これまで構築してまいりました良好な関係が悪化しない

ようお願いをしてきたところでございます。

さらには、１０月に九州大学第二外科を訪問した折に、またしても、私が９月議会において発

言した内容の一部を取り消した報道、その新聞が第二外科の先生の手元に届いておりました。私

は、どうしてこのようなことをなさるのか非常に残念で仕方がない思いでございます。

ところで、齋藤先生につきましては、現在、田川市立病院事業管理者として御勤務をされてお

りますけれども、顧問受諾の条件といたしまして、独立行政法人化などの医療経営に関しては可

能な範囲で相談に応じるけれども、医師の招聘については、それは難しいということが条件でご

ざいました。齋藤先生の御公務など考慮いたしますと、顧問受諾の条件も当然のことと判断いた

しまして、可能な範囲で市民病院の経営に関して御相談させていただくという内容で御就任して

いただいたところでございます。

以前申し上げましたけれども、報酬はなしということで、旅費のみということで、それも条件

でございます。

御質問のように、理事長や医師の御紹介をいただいておりませんけれども、８月中旬には、齋

藤顧問から経営分析による具体的な問題点などを含めた御助言をいただきまして、指摘事項につ

いて、病院関係職員で経営改善策を検討して、９月中旬に齋藤先生へ、その御質問の内容の御返

事を申し上げましたところでございます。

また、今月の市議会終了後、齋藤顧問と改めて面談をいたしまして、検討した経営改善策など

について、御相談する予定をいたしておるところでございます。

次に、精神科のことでございますけれども、議員御指摘のように、精神科の指定医という方が

いらっしゃらないと、入院患者様にとって大変なことになるわけでございます。３番、音嶋議員

の御質問にも答弁いたしましたように、精神科医師の確保については、関連大学の福岡大学、久

留米大学はもとより、長崎大学、長崎医療センター、長崎県医療政策課、病院企業団、民間医療
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機関、医師就職斡旋会社、また市民病院に以前勤務されたことのある精神科医師など、あらゆる

関係機関と人脈を通じて確保に努めているところでございます。一日も早く精神科指定医を確保

いたしまして、市民病院で療養されている患者さんと御家族の御心配を払拭しなければならない

と考えているところでございます。この入院患者さんに対しまして支障が出るということは何と

しても避けなければならないと思っているところでございます。

次に、マニフェストに掲げた改革の中で、経営体系の地方独立行政法人化に向けて、それに固

執するなということでございますけれども、これまで独立行政法人化に向けて理事長を求めてま

いりましたけれども、九州大学に御支援をお願いしてきたわけでございますが、今まで実現をい

たしておりません。このたびの九州大学からの常勤医師の派遣中止と、今後常勤医師確保が困難

な状況の中で、これからの方針を考えますと、壱岐に医療を残すことが第一義であると、改めて

認識をしておるところでございます。

議員御指摘の昨年の国の地域医療再生交付金につきましても、県単位に県が策定した地域医療

再生計画に基づいて、病院企業団で構成される対馬・五島地区、県北地区の２つの医療圏に医療

再生基金としてそれぞれ２５億円の交付がなされております。また、来年度の国の予算要求も医

師不足対策と医師の地域偏在の解消に向けて、地域医療再生支援センターを県単位に設置する計

画が予定されております。県においては、今年度福祉保健部に医療人材対策室が新設されまして、

医師確保を含めた医療政策が今後ますます県を中心にして進められていく状況でございます。

今後は、壱岐医療圏も長崎県の傘下で医療政策を図る必要があると考えております。議員の御

提案も含めて改革に対する基本方針の見直しの必要性を感じております。これらはすべて先ほど

おっしゃるように、相手があることでございます。環境の変化にすばやく適用して対処しなけれ

ばならないと考えておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） この第１項については、私も以前徳島病院の院長の塩谷先生と

お会いしたときに、こうした投書とかいろいろについてはよくあるそうでございますけれども、

その中にも激励とか批判とかあると。もうこれは考えたらきりがないわけですけども、激励はあ

りたがく、そして、批判はその要望とかということに私は取り直して、自分の方針、方向性を確

実に実行していくと、熱意を持っていくと、それだったら人に関係はないと。そういう人はもう

そういうことに限っておるわけですから、そういう気持ちでやっていただきたいと思っておりま

すし、そしてまた、齋藤顧問さんを任命するときには、そうした医師の確保といいますか、推薦

ができることを期待して任命されたというふうに思っておりますが、全国的にこうした医師不足

でありまして、九州大学病院もそれは例外ではなく、非常に厳しいと私は思っていますが、管理
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者や理事長の選任の紹介も厳しい中で、理事長は医師に精通された方が医師を紹介していただく

というような話がなっておりますので、そうしたことで、理事長の紹介もということになります

と、そうした責任と負担が非常に多くなってくるわけでございます。そうした難しい中に、なか

なか医師の精通した方はおらんと私は思っておりますから、それを除いてのそうした理事長だけ

でもというような適任者がおられるのかどうか、それをひとつお尋ねをいたしたいと思っており

ます。

それから、精神科医になりますと、この精神科の医師の指定医師というのは、ちょっと調べて

みましたら、処置入院、そしてまた、医療保護入院ということが、これ指定医でなけりゃできん

わけです。そうしたことの中で、指定医がおらない場合は、別な精神科の人でも派遣かなんかし

てもろうて、そして、どの程度のその治療ができるのか、指定医が全然おらなければ、もう全く

その精神病院患者の入院とか外来の診療ができないのかどうかお尋ねをいたしたいと思っていま

すが、そして、そうした指定医が招聘ができれば何の心配することはないわけでございますけれ

ども、外来をそうした対応が家族でできるのかどうか。そして、できないということになると、

やはり近隣で治安が非常に厳しくなってくるときもあるわけです。そうした例もございました。

そうしたことで、壱岐の市民病院の中で、どこがそうした精神患者を受け入れてくれるのかどう

か、お尋ねをいたしたいと思います。

それから、今、地域再生病院企業団に加入されることですが、それは、ただ加入されるかどう

かわからないし、加入してもすぐ医師ができるかどうかも私もわからないわけですけれども、壱

岐市は加入しておるわけでしょうが、それで、病院が加入してないのは壱岐だけですから、私は

加入はできるとじゃないかと思っておりますけれども、そうした企業団の設立のときに、加入の

呼びかけはなかったのか、そして、また加入申し込みはされなかったのかどうか、その点をお尋

ねをしたいと思っております。

そして、企業団は、独法とは職員の取り扱いも違うわけです。県の職員並みといいますか、そ

うしたことで保障されておりまして、職員はそのまま移行できるというようなことも聞いており

ます。そして、退職金の準備も要らないということでございますから、職員にとっては市の職員

ではなくなるわけですけれども、独法とはちょっと違うということです。

そして、先ほど市長もおっしゃっておりましたけども、対馬では、そうした企業団の指導をい

ただきながら、対馬地域病院運営協議会と協議で、対馬いづはら病院と中対馬病院を統合して厳

原病院は介護保健施設として再利用をしております。そして、透析器も８台から１４台に増設を

しております。そして、上対馬病院の療養病床の２４床は１３年度で廃止すると。そして、中対

馬病院は解体するということになっております。そしてまた、五島についても、上五島、これは

青方にあるわけですが、研修医が２名派遣されるようになっておるようでございます。
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そうしたことで、私は加入してもメリットばかりはないと思っておりますけれども、加入の手

続とか加入金の必要はあるのかどうか、そして、加入されているのかどうかということでちょっ

とお尋ねをしたいと思っております。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） まず、齋藤顧問の件でございますけれども、齋藤顧問につきましては、

第二外科出身でございましたために、そことの関係修復のためにということも一つございました。

もちろん指導もそうでございますけど、そういった点だったところでございます。

それから、理事長候補が医師以外でもいいのかという御質問でございますけれども、私は、や

はり医療の世界というのは、やはりプロフェッショナルの場所でございまして、理事長はぜひ医

師の免許をお持ちの方という気持ちをいたしておるところでございます。

次に、企業団の御質問でございましたけれども、現在、壱岐市は企業団には加入をしておりま

せん。そこで、先ほど申し上げますように、企業団に入るべく、やはりそれも一つの方法だと思

っておるところであります。特に、先ほど申し上げますように、今県を中心に各県が医師を確保

するという動きになっておりますから、今のところ、壱岐は正直申し上げて、福岡の方向を向い

ておるもんですから、やっぱり長崎のほうを向いて医師の確保はせにゃいかんのじゃなかろうと

いう気がいたしておるところでございます。

そして、精神科医のことをちょっと申し遅れました。病院に精神科の指定医がいなければどう

なるのかと。普通の精神科の医師の方がいらっしゃれば、現在入院をしている患者さんには大丈

夫なんです。ところで、指定医がいない場合の問題といたしまして、入院措置といいまして、こ

の方は精神科に入院をしていただかにゃいかんという方、それを措置といいますと、ある意味強

制的な入院になりますけども、それは、指定医が２名で協議の結果措置入院ということになりま

す。壱岐には、もう一方指定医がいらっしゃるもんですから、あとお一人指定医がいらっしゃら

ないと、それができないということでございます。

それから、患者が入院を拒否して、医師が入院治療を必要と判断し、保護者の同意を得て入院

させる、これは保護者の同意を得て入院させるというのが保護入院となるわけでございますけど、

この医師は精神指定医でなければならないと。それから、任意入院、患者が任意に入院する場合

のときに、患者は患者の意思で退院ができるんですけど、患者が退院するといっても、継続入院

が必要であるというふうな場合に、７２時間退院制限をできるのは指定医だけであると。それで

も、３日間しかできんわけですけど、あと入院患者の重症化したときに、拘束や１２時間以上の

隔離の指示を与えるのは指定医のみであると、こういった指定医じゃなければできない項目が

４項目ほどございます。
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〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 齋藤顧問さんについては、結局理事長が医師に精通した人、そ

れは、私はもう前から言うように、それが一番いいわけですけれども、もうどうしてもおらん場

合は、そうした関係のない、医師の推薦はできなくても、そうした例えば理事長がおりますよと

いう適任者がおるかどうか聞いたわけですから、それはもう精通した人に一番越したことはない

と私も思っております。

それから、今の精神科医については、私もちょっと調べたとおり、先ほど言うように、措置入

院、それから、医療保護入院、それから、任意入院というふうになって、指定医がおらなければ

強制的に、暴れる人間たちは強制的に入院はできないということになっておるわけですけども、

その指定医がおらない場合は、その市民病院の中には、そうした患者さんはおられないわけです

か。そしてまた、資格を持っていない方でも、今の市民病院の精神病院の患者が対応できるのか、

外来ができるのか、もう一回ひとつお願いしたいと思っております。

それから、企業団、私は、壱岐市は、離島医療圏に加入しておったから、そのまま加入、移行

しとると思ったが、加入しておらんわけですね。そうしたら、その加入手続としてはどういうふ

うに考えておられるかどうか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 現在、３８名入院患者がおります。措置入院が１名、保護入院が７名と

いうふうに把握しております。

それから、企業団への問題でございますけれども、企業団につきましては、壱岐市民病院が

４町入っておりましたけど、当時の町村組合が入ってなかったと、いわゆる壱岐公立病院が入っ

ていなかったという経過から、入れていただいていないという状況でございます。

それを、その加入につきましては、現在、矢野企業団長という方がいらっしゃいます。その方、

あるいは医療政策課等々とお話をしておりますけれども、当時加入をする加入をしないというこ

とは、ちょうど病院の建築時期に当たっておりましていろんな問題があったようでございますけ

れども、現在では支障はないという、１００％ないではございませんけれども、こちらがそうい

うふうに申し出をすれば受け付けていただけるものと理解しておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） この企業団でも、県が非常に、中村知事も力を入れております。

そして、いろいろの補助金でも企業団に流れておるわけですね。そうしたことで、対馬でも今度
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は７６億４,９００万円ですか、あれを活用して病院の研究ができております。

そしてまた、今離島の医師が１０万人に１６８人ですかね、そうしたことをあと３年間、

１５年には１８２名にしたいという、県知事もそうしたことに力を入れておりますから、ぜひ私

は企業団に加入してそうした、加入というか研究されて、そして御指導いただきながら医師の壱

岐の増員の確率を図っていただきたいというふうに考えております。

それでは、市長どうですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 実は、齋藤顧問も、先ほど申します矢野企業団長と非常に懇意にされて

おりまして、提言として壱岐市民病院は企業団に入るべきじゃないかという御提言も受けており

ます。今、市山議員の御提案もございます。前向きに考えていきたいと思ってます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 次に移ります。かたばる病院の件でございますが、これにつき

ましても、後で同僚議員からも質問があるようでございますが、まず先般のかたばる病院事務長

の事件については、本人は事務長としての自分の地位、そして立場、責任も見失って住居侵入罪

に問われたことは非常に残念なことでございます。

特に、病院事業その方向性の厳しいときに、恥ずかしいことであると私も思っております。そ

してまた、処分については公務員の罰則規定、また他市の事例等検討された結果の処分との説明

でございましたが、これは一般市民には公務員という恵まれた職にあるだけに、皆さんやっぱ納

得がいかん処分と私は考えておりますし、これは民間ならばもう即クビということになるわけで

す。そうしたことがございます。

そしてまた、今犯罪の処分を見てみますと、犯罪の中でも加害者保護はあっても被害者保護は

非常に少なく、泣き寝入りの方が非常に多いように私は見受けておりますが、当事件の被害者の

女性は障害はあっていないと聞いておりますが、精神的ショックも大きいと私は聞いております

が、被害者がそのための治療が必要になった場合の補償等は生じないのか。また、現在は被害者

はどのような容態であるのか、お尋ねをいたしたいと思っております。

そして、２項については方向性でございますけれども、かたばる病院の方向性については、

１０月に医師会の協議が開催されて１１月８日に報告があったと聞いておりますが、医師会では

医師、看護師の確保、後継者の問題、国の方針等が不透明なために結果として受け入れは無理で、

責任は持てないということでございました。

そして、意見としては、市では非常に無理であろうと。行政の力を得なければというような意
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見もございますが、市長はどのようにこれを受けとめられておるかお尋ねいたしたいと思ってい

ます。

そしてまた、３項４項については、以下関連でございますがわかりやすく上げております。か

たばる病院長が、今年度で退職されるとお聞きいたしておりましたが、非常勤医師の派遣により

まして１年から１年半くらい院長の退職が延期されておると聞いております。

また、１年過ぎれば同じようなことになるわけですが、一時しのぎのようであります。今後、

どのような考えをされておるのかお尋ねをいたしたいと思っております。

そしてまた、４項目、私が以前も質問いたしましたが、２つの病院の経営は無理と。そしてま

た、現在は不採算部分の補助金で経営ができておるわけでございますが、これが来年皆無になり

ます。医師会も協力できないということになると、独立した１つの病院として医師、看護師のす

べての体制は現状どおりでやらなければいけない。４８床の患者数では、経営は当然私は無理で

あるというふうに思っています。

そこで、私は先般かたばる病院は市民病院に移転、新築して経費節減を提案いたしましたけれ

ども、諸条件の規定があって実現できませんでしたが、国の補助金も皆無となり、自立の方向性

を私は今回とるべきだというふうに思っています。

現在、市民病院の精神科の利用されていない、いつも話題に上がっておる２０床の空席があり

ます。この際、これを医療療養病床として活用して受け入れはできないものか。そしてまた残り

の、４８床あるわけですから２８人の患者は民間病院、あるいは老健施設に転院できる方法はで

きないものかと考えておりますが、市長の御所見を伺いたいと思っております。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 今回のかたばる病院の事件についての被害者の保護についての御質問に

お答えをいたします。

先般の事件におきましては、被害者の方に対しまして市の施設で、そして市の幹部職員が住居

不法侵入を犯したことについて、大変申しわけなく思っております。被害者の方の精神的な衝撃

及び苦痛はいかばかりかと心配申し上げましたところでございます。

市としては、事件の発生しました住居から別の宿舎へ移っていただいて、心の不安などを解消

すべく対応を事件の早期段階からさせていただいたところでございます。現在は、被害者の方の

心の動揺も安定しておりまして、以前同様元気に仕事に励んでいただいているとの報告を受けて

おりまして、安心しているところでございます。

被害者に対する補償等の御質問でございますけども、補償請求がありました場合はしかるべく

対処してまいりたいと思っております。
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次に、市の医師会とかたばる病院の今後の方針についての協議結果についてということでござ

いますけれども、壱岐の医師会からかたばる病院につきましては、市民病院並びに民間病院の後

方支援病院としての役割を担っていただいておりまして、失礼しました。担っており、医療療養

病床としての必要性はわかるが療養病床の今後の不透明さ、また現状のかたばる病院の経営状況

を考えると市として継続することは困難と思われ、福祉施設への転換等については行政側で判断

願いたいという回答がございました。

つまり、医療療養病床として残してほしいけれども、市としては無理じゃないか、そして、し

かし医師会としてもそれを受け取るわけにはいかんという、こういう内容でございます。

かたばる病院の方向性につきましては、現在急性期病院の後方支援病院としての役割を十分果

たしている一方、医師確保の困難性や経営状況に加えて国の方針の不透明さを加味すると、方向

性を判断する上で大変苦慮しているわけでございます。

いずれにしましても、市独自で医師確保ができない状況というのがございます。壱岐医師会の

御意見を踏まえまして、早急に結論を出したいと考えておるところでございます。

また、かたばる病院について、現在常に４８床が満床状態でございまして、市民病院並びに民

間病院の後方支援病院としての役割を果たしております。そのような中にありまして、医療体制

としましては常勤医師が院長一人の状態であり、常勤医師確保については大変厳しく、民間医師

斡旋会社から非常勤医師を招聘して運営している状況でございます。

現在の院長先生が勤務していただける間は非常勤医師で運営できるものの、長期間常勤医師確

保が困難な場合には病院運営が難しいものになると考えております。先ほども申し上げましたよ

うに、医師会の御意見を踏まえかたばる病院４８床をどのようにするのか、早急に結論を出さな

ければならないと考えているところでございます。

また、かたばる病院の今後の方針と、医師会の壱岐には２つの病院は無理であるという御指摘

でございます。以前は、急性期の病院と慢性期の病院というのは一緒には成り立たないというか、

望ましくないぞという意見がございまして、私もそうかなと思っておりましたけれども、今議員

御指摘のように２つの病院を経営する困難さ、そしてまた現在の実情を考えましたときに、かた

ばる病院の方向性につきましては壱岐医師会の御意見を踏まえまして、議員の御提案の意見も含

めて結論を出したいと考えておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 先ほどの公務員の事故については、私公務員はいわゆる厳しい

関門の中から合格された優秀な職員でございます。人間は、結局間違いはあるわけでございます

が、公務員であるべきということを忘れて起こした罪、自分でまいた種は自分で責任をとるとい
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うことが私は大事と思っておりますし、何も市長の処分とか懲罰委員会の処分を待たんで責任を

とって即自分が辞すべきであると、私はやめるべきであるというふうにも考えております。もう

民間ならそういうふうになります。

そして、部下の事件のために上司が一々責任をとっておったら、そらもうきりがないわけです

から、職員に自己の職をよく再確認させて、そして自分は市民の代役であると、そして市長が言

うようにトップという気持ちを持って徹底教育すべきである、そして市民に信頼される市職員で

あってほしいと思っております。

公務員は、懲戒免職にならないと退職金は支給されるわけですから、それだけでも民間より恵

まれておるわけですから、公務員は自分に厳しくあってほしいと私も思っております。

そして、先般も話があっておりましたが懲罰委員会も、きのう新聞見よりましたら長崎のほう

でも民間から２名は構成委員に入れるということでなっております。まだ１３市のうちに２市ぐ

らいしかそういうふうになっておらんようでございますが、ぜひこれは実行していただきます。

長崎の場合、弁護士が２人はいっておりますね。そういうことでございます。

そうしたことで、かたばる病院の方向性については私述べたとおりでございますから、一つ検

討をされて、この２０床の空き室も十分活用できるような方法をとって、医師が一緒になれば幾

らか手助けもできるし、そういうことでありますから、一つの病院で無理ですから、そうしたふ

うに考えていただきたいと思っております。

次に、時間の都合で進みますが、第３項は国民宿舎壱岐島荘の改修工事と展望台浴場の増設工

事についてでございます。

先般、国民宿舎壱岐島荘の耐震補強工事及び建築基準法不適格部分の改修とリニューアルにつ

いての見込みの説明がございましたが、耐震診断の結果、意外といいますか幸いといいますか、

完璧に近い強度でございました。耐震改修と建築基準法の不適格部分、その改修工事を行えば建

築自体は３０年から４０年は大丈夫という設計士も言われておるそうでございます。

そこで、建物自体は老朽化しておるのでリニューアルの計画がなされておるわけでございます

が、耐震工事費が１,１００万円、そして基準法不適格部分の改修費が１,０００万円です。合計

２,１００万円であるわけでございますが、この見込金額はリニューアル、耐震、そして不適格

工事で１億２,０００万円から１億５,０００万円と、余裕を見て１億５,０００万円というふう

になっておるようでございますが、１億５,０００万円から耐震工事の２,１００万円を引きます

と１億円から１億３,０００万円となるわけですけども、この中に設計費の４５０万円はもちろ

ん含んでおるんだろうと思っておりますが、含んでおるのかどうか。そしてまた、１億円以上の

改修工事の内訳を概略知りたいと思っております。

そしてまた、次に、展望台の浴場増築についてでございますが、私が展望台増築、浴場の増築



- -117

を提案するのは、今の観光客はすべてぜいたくな気分を味わいたいということです。

また、競争時代でもございます。温泉地は、浴場がメインでございますが、以前は湯本温泉は

湯治の感覚であったわけですけれども、現在は観光目的でお湯とおいしい料理が楽しみで壱岐に

訪れておられると私は思っております。

そういうことで、壱岐は癒しの島壱岐、そしてまた海と緑のロマンの島ということでＰＲされ

ておりますが、癒しとは大体私たちもそうですが、よそに行って、癒しというのは満足感を与え

るということでございます。

そうした壱岐島荘のような景勝地で、ホテルにはふさわしいところ壱岐でも少なく、島外でも

余りこうした景勝地はないと思いますが、そうした立地の恵まれたところを活かさねば私はいけ

ないと思っておりますし、満足感があれば口コミで集客、また来るし、リピーターもつながって

くると私は思っております。

現在の浴場は、地下におりて３階のお客や宴会の老人会、そしてまた湯ノ本来られた方々は障

害者の方が階段の乗降が非常に大変と言われております。今、どこでもバリアフリーが要求され

ておりますが、幸い耐震工事も合計２,０００万円ぐらいでございますので、今回ぜひやってい

ただきたいわけですけれども、今回無理であれば年次でも結構ですが、この増築計画をぜひやっ

ていただきたいというふうに考えておりますので、市長。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 国民宿舎壱岐島荘についての御質問でございます。議員おっしゃったよ

うに、壱岐島荘は昭和４４年に建築をされております。当時の建物でございますから、４０年以

上たっておりますから大変心配をいたしておりましたけれども、非常に丁寧な建築をしていただ

いていたんだなと思います。申されるように、３０年から４０年は２,０００万円程度の補強工

事で大丈夫だということで安堵したところでございます。

ところで、この改修工事についての御質問の中で、設計費は含まれているのかということでござ

いますが、設計費４５０万円につきましてはこのリニューアル改修見込額、一応１億２,０００万円

から６,０００万円と幅を持たせておりますけれども、この中に入っておるところでございます。

また、１億円以上の改修内容につきましては、申し上げますと工事監理料、地上デジタルテレ

ビ導入、屋上防水改修、手すり改修、外壁・内壁改修、源泉庫改修、源泉庫ですね、温泉の泉源

です。合併浄化槽導入、上下汚水配管がえ、高架水槽の改修、窓網戸設置、厨房配膳板設置、食

堂テーブル交換、食堂照明器具交換、トイレウォシュレット、センサーライト設置、廊下階段セ

ンサーライト設置、放送設備改修等の合計でございます。

次に、展望浴場を増設したらどうかという御意見でございます。集客の向上を図る意味では、



- -118

非常にすばらしい提案であると思っておるところでございます。確かに魅力的な御提案でござい

ますので、構造上の問題やお湯の量、あるいは設置経費等の問題もございますので、議会の所管

の委員会とも御相談させていただきたいと思っておるとこでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） それで、もう内容は大体わかりましたが、大体の予算額を知り

たかったわけですが時間がございませんから、個室のニーズも多いわけですね。

それで、私は３階はベットにされないよりしたほうがよいと思いますし、３階の１０畳は、結

局洗面所ぐらいは、今洗面所もトイレも共同でふろも共同でしょう。それでやっぱ、洗面所とト

イレぐらいの部屋は。３階は２つあるんですかね１０畳が、そのくらいはして。２階はあれでい

いですけれども、していただきたいなというふうに思っておりますし、またできるところは通し

てでも可能なところはやっていただきたいというように考えております。

そして、展望台については、これは国民宿舎がよくなると民間の人が困るというようないろん

な話も聞いておりましたが、それは私はもう逆な考えだろうと思っております。宿泊施設が一体

となって温泉のまちづくりをしなければ、これから発展していかないと私思っておりますし、そ

のためにはやはり行政がそうした手助けをして、そして理解を得て集客力の向上に私は努めない

といけないと思っております。

そして、次なんですが、地下の浴場も当時の浴場で、行って見ると、そら鉄分の関係もござい

ますがもう真っ赤なレンガのようなことで、非常に清潔感がございません。この間もＪＴＢの方

が来られたそうですが、頭をひねりよったよというような話も聞いておりますが、そういうこと

で、やはりその当時の浴室と今の浴場との感覚は皆さん違いますから、あそこ改修できたら改修

して、この予算の中に入ってるかどうかわかりませんが改修をして、家族風呂も石を２つ３つで

も置いて、やっぱ岩風呂ぐらい、一つは小さいですがこっちは大きいですから、そうしたらやっ

ぱセンスを持った感覚をみんなに示さんと、やっぱお客ができんと思っております。そういうこ

とで、ひとつ市長もう１回御意見を。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 個室といいますか、ツインとかあるいはシングルとかいったいわゆるビ

ジネスホテルみたいな感じの部屋も正直考えました。ところで、今おっしゃる３階だけが家族が

泊れる部屋だそうでございまして、その需用非常に大きいということも聞いております。また、

もろもろの個別の問題については一生懸命研究をさせていただきたいと思っております。

それから、壱岐島荘がよくなることで湯ノ本のまちのお客が奪われるというような、私はまさ
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にそれは議員と同じ考えでございまして、飲み屋がぽつんとあってもそこに行かれんわけですね。

やっぱり３つも４つも並んでいる、だからそこにお客が集まるという私は考えを持っております

から、壱岐島荘がよくなれば湯ノ本がよくなるんだという考えでおります。そういう啓蒙ていう

か、そういう考えもぜひ皆さん方に述べていきたいなと思ってるとこであります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山繁議員。

○議員（１８番 市山 繁君） 私は３階をと申しましたのは、やっぱ個室になると若い人が泊

るわけですね。そうしたことで、風呂の階段におりるとかそうしたことが楽であるということで

すから、３階が家族が多かったら２階でもリニューアルしていいと私も考えております。

それで、今言われた湯ノ本開発については私はまだいろいろ構想を持ってるわけですが、その

とおりなかなかいきませんが、壱岐島荘から言いますと、壱岐島荘がお客さんがふえると次の旅

館にも回しもされるわけですから、やはり足を引っぱるとかじゃなくてどこでも行かれるような

状態をつくっていかんと、観光は幾ら宣伝しても受け皿が主ですから、ひとつよろしゅうお願い

いたします。

これで質問終わります。

〔市山 繁議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって市山繁議員の一般質問終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩をいたします。再会を１４時とします。

午後１時47分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時00分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、５番、深見義輝議員の登壇をお願いします。

〔深見 義輝議員 一般質問席 登壇〕

○議員（５番 深見 義輝君） 通告に従い、５番、深見が市長に対して大きく２点、１点は将来

的な展望、そしてもう１点はたちまち、緊急の課題ということで、この２点について質問いたし

ますので、御答弁のほどよろしくお願いいたします。

まず１点目は、健全な行財政についてです。

壱岐市が合併して、早くも６年になります。市長も、合併後のさまざまな諸問題に苦慮された

と思いますし、合併してもう合併前に戻ることもできず、未来を担う子どもたちのためにも壱岐
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市が合併してよかったと言えるような将来に向けた市政を遂行するに当たっては、まず健全な財

政運営を図らなければならないのではないでしょうか。

先日、広報「いき」の１２月号が家のほうに配付されておりましたので見ていたところ、中の

記事の中に壱岐市のやりくり事情として平成２１年度の決算が記載されていました。その中に、

壱岐家の家計簿としてわかりやすく解説されていて、やりくりは大変だなあと感じた次第です。

これを詳しく読みますと、壱岐市の収入は自主財源である給料は乏しく、いかに国からの地方

交付税、そして国や県からの支出金、つまり上からの親の仕送りによって成り立っていることが

わかります。

さて、このことをどれだけ多くの市民の皆さんが関心を持って読んでいただけたのだろうかと

感じました。その中に、興味深い記事として普通交付税と公債費の推移の見込みの中で、普通交

付税は合併後１０年間、合併前の４町分の特例措置がなされており、１１年目の２６年度から

５カ年で段階的に縮減されていき、３１年度からは本来の壱岐市の普通交付税となります。現算

定で約２０億円の減額だそうです。そういった記事が書かれていました。

今後のことですので、国政の状況においてはどのようになるかなあという思いがありますが、

今日の国の財政状況を考えると約２０億円の減額は余儀なく、そのことにより壱岐市は非常に厳

しい財政運営となるのではないでしょうか。

そのような中に、今後壱岐市の将来を見きわめた財政計画はどのように進められているのか、

そしてそのスケジュールはどのように考えられているのか、また経過措置後の新たな交付税を考

えるとさらなる行財政改革が必要かと思います。

そのためには、市民の御理解と職員の協力が欠かせないと感じますが、今後どのような形で理

解を求められていかれるか、又財政のコスト削減を図るには、まず行政のスリム化が必要であり、

特に多くの公共施設と分庁方式はその障害を来たしていくのではと考えられますがいかがでしょ

うか。

今回、機構改革で新行政推進室の設置が提案されましたが、今後推進室において調査研究され

ていかれるのか。

以上、市長として現時点でどのように考えておられるのかお伺いいたします。

○議長（牧永 護君） 深見議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ５番、深見義輝議員の御質問にお答えします。

健全な行財政についてという御質問でございますけれども、議員御質問のとおり普通交付税は

合併後１０年間、合併前の４町分の特例措置がなされております。合併１１年目の平成２６年度

から５年間で、１割、３割、５割、７割、９割と段階的に縮減されていきまして、平成３１年度
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からは本来の壱岐市の普通交付税の算定となり、現算定で約２０億円が減額となる見込みであり

ます。

今後、将来を見きわめた財政計画スケジュールの考え方についての御質問でございますが、長

期的な姿勢に立った義務的経費及び経常的経費の抑制をはじめ、全般的な事務事業の見直しなど

を通じて健全な財政運営を行うために、具体的には中期的、いわゆる５年でございますけど５年

間の財政運営指数を策定して、財政構造の改革に取り組むことで壱岐市行財政改革実施計画、集

中改革プランの中で本年度の策定期間に向けて掲げておりまして、その方向で進めておるところ

でございます。

また、中期計画以後の合併１６年目の平成３１年度までの間につきましては、見通しとして掲

げる方針でございます。策定後は、国の動向並びに経済情勢等によりまして策定計画見直しを行

い、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の早期健全化基準団体に陥らないよう、健全な財

政計画の策定を行う所存でございます。

地方交付税の動向といたしましては、本年度の地方交付税は円高・デフレ対応のために緊急総合

経済対策に基づきまして、平成２２年度の国の補正予算増額で普通交付税における雇用対策、地域

資源活用臨時特例費の単位費用の改定等によりまして、本年度の普通交付税が１億６,３３７万円余

りが昨日追加交付がございました。したがいまして、本年度の普通交付税の交付額は今まで最高の

１００億２,２６６万６,０００円でございます。

また、平成２０年度から普通交付税に算入されている別枠分がございますけれども、これが国

の財政難という理由によりまして、平成２３年度から廃止の方向で検討されております。もし、

これが別枠分が廃止されますと、６億４,０００万円程度の減額になる見込みでございます。こ

のように、地方交付税制度も国の財政状況で変動いたしておりますので、策定後も折々に見直し

ていかなければならないと思っておるところでございます。

市民や職員に対して、新たな交付税措置に向けたことに対してどのように理解を求めていくの

かという御質問でございます。

行財政改革につきましては、無駄遣いストップをはじめ、本市行政経費削減のために懸命に取

り組んでまいりました。政策評価の実施による事務事業の見直し、学校統廃合の推進、そして総

人件費の１割圧縮に向け、私を含めた職員給与のカットなど、精力的に取り組んできたところで

ございます。

しかし、議員のご指摘のとおり、地方交付税の合併算定替えにつきましては平成２６年度から

段階的に縮小され、平成３１年度からは期限が終了し、現在の算定で約２０億円の減額となるこ

とが予想されます。こうしたことから、今後さらなる行政経費の圧縮を強い決意と意思で実行し

ていかなければならないと思っております。



- -122

これにつきましては、職員にもこの状況を十分理解し、人件費の削減を含め相当の努力と我慢

を重ね、そして市民皆様にも補助金の減額などをはじめ御理解をいただかなければならないと考

えておるものでございます。

こうした合併算定替えが終了すること、約２０億円が減額になることなどは、市政懇談会でも

市民皆様に切々と訴えてきたところでございまして、また先ほど議員おっしゃいました市報

１２月号においても、わかりやすく周知を図ったところでございます。職員につきましても、現

在、そして将来の財政状況などについて、職員との意見交換会、予算編成説明会など説明を行っ

ておるところでございます。

今後も、折を見て壱岐市ケーブルテレビ、４月から開局いたします。活用いたしまして、市民

皆様に十分御説明をしていきたいと考えておるところでございます。（「スリム化もう言ったか

な、スリム化」と呼ぶ者あり）

失礼しました。行政のスリム化につきましては、これまで最小の職員数で効率的な行政運営を

行うため、課の統廃合などを進め平成２１年４月１日から現組織体制での行政運営を行ってまい

りました。

しかしながら、様々な市民ニーズの多様化、そして地方分権、権限委譲、さらに国における新

たな政策の実施などによりまして、業務量が多くなっていることも事実でございます。さらなる

行政のスリム化については、こうした行政の需要を十分考慮し進めていかなければならないもの

でございます。こうしたことからも、今回の組織機構の改正などを行いまして、状況を分析し研

究していかなければなりません。

また、現在採用しております本庁分散方式は、現在の庁舎の状況、また各町地元への配慮など

いたし方ない面もあるかと考えておりますけれども、やはり現在の方式では行政のスリム化とい

うのは限度があると考えております。

このことから、田原議員に午前中申し上げますしたけれども、お話いたしましたとおり新庁舎

の建設について、将来の財政負担等を含め研究する時期に来ていると考えておるところでござい

ます。

新行政推進室の分掌事務は、地域主権改革に向けた行政体制の整備に関すること及び職員の意

識改革に関することとしております。地域主権改革は、住民に身近な行政は地方公共団体が自主

的にかつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民がみずからの判断と責任において地域

の諸課題に取り組むことができるようにするための改革でございます。

具体的には、自治事務のうち法令により縛られている事項、例えば施設公物設置管理の基準、

協議、同意、許可、認可、承認、計画の策定等につきまして各自治体の条例で定めたり、国の関

与を受けずに独自に許認可できるなど、地方の独自性が発揮できるようになります。
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そのためには、地域主権時代の市役所の担い手といたしまして、高度な専門的知識、技術、政

策形成、法務能力及び地域の中に飛び込んで様々な人々と円滑なコミュニケーションを図ったり、

情報を収集する能力などを持った人材の育成、いわゆる職員力を持った人材の育成が急務でござ

います。

したがいまして、新行政推進室では職員力アップ及び職員意識改革を重点的に取り組んでまい

ります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 深見義輝議員。

○議員（５番 深見 義輝君） 先ほど市長の答弁の中でありました義務的経費ですね、これ市報

の中の２１年度決算の中でも載っているとおり、人件費の抑制それは一般職の特例減額、その他

職員のカット等でかなりの削減をされております。

ただ、その中に義務的経費にあるのは人件費、扶助費、公債費、この中で、やはり扶助費と公

債費は今後増加の気味があるわけですね。ですから、人件費カットした分はこちらのほうに算出

に向くということで、これはかなり、事務的経費ですので必要経費ですのでかなり厳しい状況に

あるのではないかと私も思っております。

ちなみに、性質別の算出決算書というのが、市報にもありますように公債費で２１年度で

３２億円ですね。これが、市の試算で合併特例債の返済が加わりますと、一番大きいときで平成

２７年度に３６億円、かなり膨大にしてきますし、そして平成３０年度から２０億円の減という

ことで、やはりかなりこう厳しい運営情勢になると思います。

特に、２１年度の補助金といったらおかしいですけども、各諸団体こういった団体に出してる

金でも２０億円、極端に言えばこの２０億円がぽっとなくなるわけですよね。そのときに、市民

に本当に理解してもらえるものだろうか。やはりこれは、５年また５年の見直しの中期計画では

なく、やっぱ将来的な長期計画をもって、そしてその中で２年３年の中期計画で少しずつ理解を

求めていくほうがよくなかろうかと私は思うとですけども、そういう中で、本年度は歳出が

２６２億円ということで非常に莫大な歳出ですね。

先般、市長から新聞の切り抜きをもらいましたように、それは投資的経費、特に大型事業、そ

して昨年行われました緊急雇用事業、先ほども市長が言われますように、そういった臨時的交付

金がやはりあったということで、かなり収入のほうもあったということで投資もできております。

ただ、通常は大体２２０から２４０億円の壱岐市の歳入歳出が、大体そのくらいの今までが行

われてきておりますけども、それでもやはり２０億円というのは１割減ですよね。やはり、簡単

に考えることには少しふぐあいというか、難しい面があるのではなかろうかと思っております。

先ほども言いますように、地方交付税の２０億円の減額はやはり壱岐市の財政にとっては非常に
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厳しい。

それで本年度は、さっきも言いますように投資的経費、つまり普通建設事業経費が新聞の記事

によりますと、壱岐市の住民１人当たりの公共事業費は約２６万円、全国で１位ということで非

常にうれしい反面、それも飛び抜けのトップだったですね。

ただ、もう大型事業がここ２年３年でなくなりますと、これがぐっと下がってくるとは思いま

すけども、そういう状況で全国的に不況の中にあるとですけども、壱岐市においては公共事業が

件数が若干減ってはいますけども、どうしても先ほどから言います大型事業があるということで

景気の成り行き、低迷というのが鈍いような状況にあるのではなかろうかと思っております。

そういうことで、やはり市民に対し、どれだけ市民の人たちが不況に対する危機感を抱いてる

のだろうかと私自身思っております。もしですよ、地方交付税の２０億円も減額になったときで

すよ、壱岐市のやりくりのために減額予算を組まなければならない、組まなければならない、組

まざるを得んとですよね。

そのときにですよ、ある程度５年越しの中期計画があるとですけども、国の状況によってはや

はりこう急激に削減ということもありますし、やはり長期的にやっぱり平成３０年に向けた長期

的な財政計画を作成し、作成するだけではなく、先ほどから言いますように市長は５年ごとの計

画ということですけども、もう短期で効果と改善を図り、それが将来的に現実味があるようにや

はりシミュレーションしていく必要があるのではなかろうかと私自身思っております。

そして、その情報は広報でもいいし、来年から光ケーブルでテレビジョンもできますから常に

市民に情報を発信して、やはり市民協働型の市政運営をさらなる実行すべきと思いますが、また

先ほども言いますように、今後は国の動向においてはさらなる減額が予想されるのではないかと

思っておりますし、本来ならば財政力に乏しい自治体、特に離島においては国がしっかりした形

で財政を支援するのが当然だと思っております。

市長、ぜひとも国益として国境を守る離島の大切さと厳しさを国や県につないでいただき、ま

たあわせてさらなるやはり財源を求めていかなければならないと思いますので、そういった交付

税措置があるなら今後検討して、考えていただければと思いますので、市長何かありましたらよ

ろしくお願いいたします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 議員御指摘のように、私は足腰の強い市を堅持していって、次世代にそ

れを確実につながないかんという強い気持ちを持っております。

したがいまして、先ほどおっしゃった経常収支比率の少しでも下がるような、そして投資的経

費が少しでも使えるようなそういった強い財政をつくらなければならないと思ってるところでご
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ざいます。

先ほど申されましたように、平成２１年度において住民１人当たり日本一の公共事業を壱岐市

はやったわけでございますけれども、恐らく前回申し上げましたけれども、今年度も４６億円の

光ファイバー網をやっておりますので、恐らく私は２年連続日本一になるんじゃなかろうかと思

っておるとこでございます。

ところで、その２０億円という金額、わかりやすく言いませば、１２月号でおわかりのように

２０億円というのは壱岐のすべての税金の合算額が２０億円でございます。それほど大きな金額

が将来減ることが予想されるわけでございまして、そういったことを踏まえまして国に対しまし

て今一生懸命要求をいたしておりますのは、離島、特に外洋離島、国境離島について、経済水域

をこれだけ持っておるんだと、防衛の関係もあるんだと、ぜひ離島に対する交付税をふやしてく

ださいというお願いをいたしております。

今可能性として強くなっておりますのが、海岸線の長さを交付税の算定に入れるよというそう

いう具体的な項目も上がってまいっております。それから、離島は産業について、本土と同じ土

俵に立てないということから、ガソリン税の減免を離島はしてくれというお願いもしておりまし

て、これは、近いうちに、何らかの情報が来るのではなかろうかと思っているところでございま

す。

また、御存じのように、離島航路の運賃の低廉化の問題、このことについても強力に取り組ん

でいるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 深見義輝議員。

○議員（５番 深見 義輝君） 市長も先ほどおっしゃるように、市税、昨年度で２２億円、やは

り、この分だけが減額になるわけですかね、そうすれば、非常に、壱岐市の経済というのは、財

政というのは、かなり厳しくなりますし、２年間、来年まで投資的経費を保つでしょうし、これ

を下げれば下げるほど壱岐の経済というのは、かなり落ち込んでくる状況になります。だから、

ある一定の投資計画はしていかなければならないですので、やはり、これを大きく削減すること

もできませんし、その分は、やはりいろんな中で改革、特に、最初言いましたように、公共施設

が非常に多い、その経費というのは、かなりの額にもなるし、また、いろんな団体の補助金等も

あります。そういったもろもろもあわせて、やはり、市民に理解を求めていかなければ、非常に

厳しい状況になるのではなかろうかと思いますので、その辺、今後の中期、長期計画の中で折り

込んでいただければと思います。

ずっと言いますけれども、市長は、常に、壱岐市の財政状況は将来的に厳しさを増していくと

言われています。しかし、今の段階では、その状況を判断しにくいわけですよね、私たちも。将
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来的に、１０年後に国の状況がよくなれば、ひょっとしたら２０億円減額はならないかもしれな

いし、今のところ、それは無理だろうとは思っていますけれども、そういった中で、やはり、今

後は、市民にやはり無理なお願いじゃないですけど、理解を深めていかなければならないと思い

ます。行財政改革を実行するに当たっては、非常に大きなエネルギーが要ります。そのエネル

ギーの原動力は、どうしても市民の皆さんの御理解です。特に、やはり、先ほどから言いますよ

うに、家の収入が１割減少すれば、その家庭の家計簿は大きく変わりますし、転ばぬ先のつえと

いうことで、８年後壱岐市が路頭に迷うことがないように、健全な行財政運営をよろしくお願い

いたしまして、２番目の質問に移ります。

次に、２点目の質問ですけれども、堆肥センターの運営についてです。

壱岐市の経済を支える基幹産業の中で、畜産業は全国から注目を浴びるまでに成長しました。

本年は、宮崎の口蹄疫問題で心配はしましたが、大事に至らず安心しております。

さて、旧芦辺町のとき、公設民営で、ＪＡ壱岐市が管理する堆肥センターが、箱崎本村触にあ

ります。７月だったと思いますが、隣接の地域住民と農協と、たしか市の担当課もこれには出席

されていたのかなとは思いますが、恒例に実施されている公害対策協議会があります。その中で、

家畜ふんの収集業務が、市の運営する施設と民間の施設の収集業務において、地域間格差が生じ

ているという問題が出されたと聞いています。その会議の中で、今後は両者で協議・調整してい

くという方向で終了したと聞いていますが、その後、どのように調整、検討されたか、話しによ

ると、いまだまだ結論が出ていないようですが、市長は、状況をお聞きになっておられると思い

ますので、御答弁のほどよろしくお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 堆肥センターの運営についてでございますけれども、家畜のふん尿の運

搬経費等々のことであるかと思っていますが、堆肥センターは、現在、壱岐市が運営しておりま

す堆肥センターとして、平成１１年から１２年度に整備をいたしました石田町堆肥センター、そ

して、平成２０年度から２１年度に整備をいたしました郷ノ浦町堆肥センター２カ所がございま

す。また、それとは別に、農協運営として、芦辺町箱崎地区の堆肥センターがございます。収集

料金につきましては、市運営の堆肥センターが１トン当たり３００円でございます。農協が経営

しております堆肥センターは１トン８００円でございます。収集範囲につきましては、市運営の

石田町堆肥センターが石田町一円、郷ノ浦町堆肥センターが郷ノ浦町と勝本町一円となっており

まして、農協運営の堆肥センターは、芦辺町一円となっております。建設時に、それぞれの計画

において、収集範囲が決定されておりまして、収集料金についても旧町時に決定されております

けれども、運営主体が市とＪＡということでございまして、収集料金に格差が生じております。
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経営者によって収集料金が変わっておりますけれども、結果として、地域間格差が出ていると

いう状況にございます。

市は、原料収集料金を運搬経費という位置付けをしておりまして、原料をいかに多く集めるこ

とができるかが重要であると考えております。料金設定につきましては、堆肥センター運営協議

会の意見調整の結果を踏まえて、条例で料金設定をしているところでございます。

一方、農協施設の収集料金につきましては、ＪＡ壱岐市、これは経済団体でございます、にお

いて設定されたものでございます。議員御質問の民間との利用料金の格差調整ということでござ

いますけれども、この件には、条件に多少の相違があることから、多少の相違といいますか、経

済団体がやっていることと、行政がやっていることということで、非常に、その調整には難しい

ものがあると思っています。時間も要するかと思っています。しかし、同じ畜ふんの収集に、こ

れだけの差があるということは、私はやっぱり問題だと思っているところでございまして、前向

きに検討してまいりたいと思いますけれども、経済団体が、それによって赤字をもし出るからと

いうことで、その料金の引下げに応じられなければ、調整は市を上げるということにしかならん

なと、そういうことも、やっぱり視野に入れにゃいかんなという気もしておりますし、そういう

面も含めまして、非常に難しい問題があると。ただ、しかし、この問題を、今まで放置をされて

きておりますので、俎上に上げるということはお約束したいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 深見義輝議員。

○議員（５番 深見 義輝君） この問題の相違は市長も認識されてあるということで、私も理解

しますけれども、同じ畜産を経営する農家が、芦辺は、民間の業者さんしかとってもらえない、

ほかの地域は、合併前になかった地域もありますから、それは、合併後の協議のことですけれど

も、そちらは、市のほうしかとられない、同じ壱岐市の畜産農家が、そういう格差があるという

ことが、非常に、農家の経営面にも反映してくるわけですよね。ですから、できるだけ、早期に

調整してもらいたいということで、市長もそのほうは認識されていますので、もしも、調整が、

それは、お互いの経済団体と市の収集業務の試算表ですので、どちらが正か負か、私もわかりま

せんし、経営的な問題もありますから言えないところがありますけれども、やはり、調整するま

では、何らかのやはり優遇措置というか、市のほうは考えていかなければならなかろうかと思っ

ております。

ただ、正直言うて、芦辺の家畜のふんを壱岐市の堆肥センターで収集されるならば、別に問題

はないです。もしも、壱岐市のほうで、収集は、業務がいっぱいでやれないから、農協さんでと

ってくださいというなら、それは、高くても恐らく農家は理解すると思いますけれども、現状の

ままでは、ある程度合併前の線引きということがひっかかっていて、それで、どうしても壱岐市
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の、芦辺町の畜産農家の堆肥が、壱岐市の堆肥センターに入れないと、もう民間しか絶対入れて

はならないというならば、その弊害というのは、ある程度調整するまでは、特例措置の中で、何

か検討していかなければならないのではないかと思いますが、その辺、市長、どうお考えでしょ

うか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 先ほども言いますように、経済団体が８００円とっているわけです。市

が３００円とっているわけですね。今の深見議員の論理でいけば、市が高くとっておるならば、

今おっしゃったことが出ると思いますけれども、民間、いわゆる経済団体がとっていることにつ

いて、例えば、その差額をうんぬんということにはならんと思いますし、その前段でおっしゃい

ました芦辺町の畜ふんも市でとってくれと、とるようにすればということでございますけれども、

それは、午前中の件でも申し上げましたけれども、計画段階で、芦辺町の畜ふんを、旧芦辺町の

堆肥センターでとるという計画で、その施設をつくっておれば、そういうことは、なかなか厳し

いだろうという気がいたします。

しかし、いずれにしても、現に８００円と３００円という差があるわけですから、先ほど申し

ますように、やはり、一遍、それを議題と、まな板の上に乗せて、やっぱり議論する必要がある。

今までそういうのがありながら、そしてまた、そういうのをいろいろ指摘されながら、話し合い

をしていなかったということに問題があると思っていますから、私が今お約束できるのは、その

ことを取り上げましょうということを約束したいと思っています。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 深見義輝議員。

○議員（５番 深見 義輝君） 市長の言うことは、重々私もわかります。ただ、そう言う状況で、

今まで市長も言われるように、取り上げなかったということが、非であるということですので、

やはり、今までそれできた期間、やはり、ある程度、行政としても、やはり農家負担をさせてい

たというのはおかしい言い方ですよね。それは、農家にとっては、本当に、これも新しい堆肥セ

ンターができた状況の中で、こういう不具合が出てきたということで、今後調整するまでは、あ

る程度やはり行政としても同じ農家である以上、ある一定の考えを持って控除していくべきでな

かろうかとは思うとですけれども、何回も言いますように。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ルールを決めて、それで納得をして工事をした、納得をして参加をした、

で、そのルールを、やはり調整がつくまでは、やっぱりそのルールでいくべきだと思いますし、
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じゃあ、その間にということになりますと、それは、やっぱり補助などする根拠がないと、私は

思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 深見義輝議員。

○議員（５番 深見 義輝君） 行政のスリム化をせろというて、補助を出せというと二重に話が

非常に混乱しちょるち思いますけど、それは、行政が少し今まで携わっていなかった原因が、こ

こに来ていると思いますので、それは、市長も認めておられます。でしょ、認めておらんですか。

机上で出なかったっていうことは、ただ、これは、先ほどから言いますように、合併前の協議の

中で進められたことで、最終的には、合併してから再度検討されるというような話しで終わって

いたことも聞いておりますし、できるだけ早期に、ある程度行政の指導の中で、堆肥、家畜ふん

収集業務の統一化を図ってもらいたいし、先ほど、中村先輩も言われていたように、線引きのこ

う、本当に、その線引きがどれまでのもんだろうかということもあわせて協議していただければ

と思っておりますので、それに関して、市長のほう何かございましたら。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 壱岐市の今度、今できました堆肥センターは、さっき言いましたように、

２０年、２１年にできているんですよ。その話の中で、既に８００円と３００円の差があってお

るわけです。そして、３００円の決定をしているわけです。ですから、もちろんその新しいもの

ができるときに、やはり、その話をしなかったっていうのは、行政もそうでしょうけど、農協に

も非があると思っておりますし、いろいろな関係者に、やはり、反省する面があったかと思って

います。ですから、私は、今からいろいろなことをする中で、やはり最初の議論というのは、相

当深くやっていかんと、こういう問題が後々残るという気がいたしております。

しかしながら、深見議員おっしゃいますように、この問題については、解決をせないけません。

言おうか言うまいかというときには、言わんがいいそうですけれども、合併をして７年もなって

おります。しかし、まだまだいろいろな抵抗があって統一なされていないものもございます。そ

ういったことも含めて、お互い議論をいたしましょう。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 深見義輝議員。

○議員（５番 深見 義輝君） 今、市長が、言おうか言わんめいかしたところを私が言いましょ

うかね。市長、何回も言いますが、壱岐市が合併して、早いもので７年がたとうとしています。

合併協議会が、方針、または事務レベルの調整で、４町間の調整がなされましたですね。合併後

やっぱり改めて運用し始めてから、支障というか不具合なところも出てきておるはずと思うとで
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すね。その辺は、速やかに改善すべきだと思いますし、後伸ばしにすればするほど、市民は市政

に対して不信感をもつわけですね。どちらが本当だろうかということ、それ自体、不信感までな

ってくると思います。市長に対しての信頼も損ねて、損ねるとは言い方がおかしいですけども、

損ねることになりますので、まず市政を停滞させることはできませんので、ぜひとも、その辺も

含めて、いろんな面で調整もまたしていただければと思います。

市長は、いつも、やれることはやる、やれないことはできないと、決断と行動の白川市長です

ので、市民は期待をして見守っています。冒頭に言いましたように、市民が合併してよかったと

言えるよう、今以上、市政にまい進していただきますことをお願いし、私の質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。

〔深見 義輝議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって深見義輝議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩します。再開を１４時５０分とします。

午後２時40分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時50分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、６番、町田正一議員の登壇をお願いします。

〔町田 正一議員 一般質問席 登壇〕

○議員（６番 町田 正一君） それでは、通告に従いまして、一般質問を行います。

質問は、５点ですが、１、２、３、４は、例によってかたばる病院の前事務長の不祥事の事件

であります。

毎回、職員の不祥事が起こるたびに、一般質問を私していますけれども、市長も、答えるほう

の市長も大変だと思うのですが、質問するほうも正直言って嫌になるんですよね。今回、僕は

ケーブルテレビの経営状況とか、そういうのも聞きたかったんですが、今までやって今回だけや

らんというのは、また手心を加えておると言われたら困りますから、あえてやらせていただきま

すけれども、１年前にも、私は同じような、全く同じような質問をしました。そのときは、懲罰

委員会のあり方について、市長に再検討を求めたわけです。が、また今回同じような不祥事が起

こったと、しかも、今度は幹部職員であります。それで、事実関係を言う前に、この前実は、福

岡市で御存じの方もあると思いますが１万６,０００円、目的外使用というか、それまで選挙の

開票立会人に、お茶代とか言うてから１万６,０００円補助金が出ておったんが打ち切られて、
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その職員は、来ていただいたからということでお茶菓子代として１万６,０００円を人件費の中

から目的外使用をして処分が行われました。この責任者を停職６カ月です。非常に厳しい処分な

んですが、今回、壱岐市の職員は、停職３カ月という、さっき市山議員が言われたように、本来、

普通の市民よりも高い倫理規範が求められる公務員が、こういうことをやって、免職にもならな

いということで、非常に私も不愉快きわまりないんで、今回は、懲罰委員会の委員長は副市長の

久田副市長なんで、市長さえよかったら、久田副市長の答弁も、私は求めたいと思うのですが、

まず一番最初、今回のかたばる病院事務長の事件についての事実関係を、まず一番最初に質問さ

せていただきます。

まず、一番最初、本人は、この犯罪を認めているのかどうか。

それから、２番目、常習性についてですね。その日、たまたま昼に帰って、たまたまその女性

が家に帰ってきて、そして見つけたというのも、非常に説得力がないんですが、その常習性につ

いては、過去にもそのようなことがあったんではないかと、普通の人だったら当然考えるのです

が、それについて、委員会では、どのような調査をしたのか。

それから、３番目、本人は、水漏れの調査だと言っているそうですが、新聞報道等の写真でも

見たらわかるように、だれがどう考えても、水漏れの調査のために家宅侵入したとは思われない、

本人は、何のために家に入ったとかということを、本当に調査されたのかどうか、この３点につ

いて、まずお答えいただきたいと思います。

市長答えられなかったら、委員長が久田副市長なんで、久田副市長から答弁していただいて構

いません。簡潔にお願いします。

○議長（牧永 護君） 町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 私がお答えいたしまして、不足する分は、副市長にお願いいたします。

今回の事件につきまして、心からおわびを申し上げます。当該職員の事情聴取においての供述

は、私はかたばる病院公舎の漏水の原因を調査する目的で、平成２２年９月６日、日曜日、

１２時０５分ごろ、壱岐市郷ノ浦町片原２２７番地３、かたばる病院公舎１０３０号Ａ方玄関を、

同人の承諾なく施錠を外して同家屋内に侵入しましたというのが供述でございます。

当該職員の市の事情聴取におきましては、今までも１０３０号室のＡ方に侵入したことがありま

すかの質問に対して、今回初めてですの回答でございます。今までも、他の部屋に不法に侵入した

ことがありますかの質問に対して、ないです、ただ、空き室の１０２０号室には入り、１０２０号

室に少し荷物を置いておりますと回答いたしております。これが常習性の問題でございます。３番

目、本人の申し立ての水漏れの調査は信じられないということでございますけれども、そのことに

対しての供述は、今年の夏ごろから階段とかに晴れの日に水がたまったものですから、水道の漏水
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か、排水が漏れていないかと思っていました。階段室の正面に水道管が配管されているので、漏水

ではないかと思っていました。平成２０年に１階の階段室が壁伝いに濡れていたことがありました。

２０年１月に検査をしてもらいましたが、Ｂ業者に漏水の調査をお願いしましたけれども、原因が

わからず、そこで終了いたしました。今年の夏ごろから、また水たまりを確認いたしました。９月

６日も、帰宅したとき水漏れ跡を確認したため、空き室の１０２０号室へ調査に入り、異常がなか

ったので、１階と２階の鍵を持っていたので入って確認しましたが、何の痕跡もありませんでした。

これが供述内容でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 後で久田副市長の答弁を求めたいと思いますが、本人は、住居侵

入を認めているわけですね。それでは、常習性はなかったと、今回が初めてであると、空き室に

入るのは、別に、犯罪と言えば犯罪ですけれども、そう別に極端な違法性はないと思うんですけ

れども、それから、この本人の申し立てを、例えば、周りの人に聞き取り調査をしたとか、そう

いうことは、副市長、それは当然行われたと思うのですが、それについての、周りの人の、例え

ば、同じような住民の人が、その部屋に立ち入っておる本人の姿を見たとか、以前に、そういう

調査をされたんですか。

○議長（牧永 護君） 久田病院事務局長。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 登壇〕

○病院事務局長（久田 賢一君） 同居されております３階の住人の方に、そのようなことをお聞

きをいたしました。

以上でございます。

結果につきましては、そういう事実はない、不法に侵入されたようなことは聞いておりません。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 確認ですが、本人は、施錠してある部屋に、自分の合いかぎを使

って、無断で侵入して、常習性については、周りに住人の聞き取り調査をしたけれども、それ以

上の過去については、今のところ確証は得られないということでありますね。

水漏れの調査と本人は言っているわけですが、副市長、それ水漏れの調査というのは、その信

憑性については、調査されたわけですか。

○議長（牧永 護君） 久田病院事務局長。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 登壇〕

○病院事務局長（久田 賢一君） 水漏れということでございますので、一応、水漏れの現場調査
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いたしました。

たしか、そのときは、水漏れはなかったかと思っております。

以上でございます。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 普通、考えて、しかもこれ本人は、私も厚生委員会で、非常に知

っているので、まさかという気はしておるんですけれども、本人は、水漏れの調査のためと言う

て、過去の水漏れの状況なんかを供述しておるみたいなんですけれども、普通の人は考えたら、

そんなもん言い訳にしかすぎんですよ、それは。これは後で、最後にもう１回聞きますので。

次、処分に至るまでの過程についてちょっとお聞きします。

今回、停職３カ月、そして、事務長から係員への降格という処分になっているわけですが、壱

岐市の訓令第４号、懲戒処分に関する方針、これのどの項が適用されて、今回の処分が決定され

たのかお聞きしたいと思います。

それから、２番目に、この項の中には、標準例、要するに、殺人を犯したものは懲戒免職にす

るとか、放火を犯したものは懲戒免職にするとか、こういう事例を犯したものは、この程度の処

分にするというふうに書いてあるわけですが、その中で、ただし、悪質な場合は、要するに量定

ですね、処分の加算化してもいいというふうになっていますが、今回は、役職者でもありますか

ら、当然、量定の加算が当然検討されておるはずなんですが、それについての、この停職３カ月、

本来ならば停職１カ月ぐらいだけれども、ちょっと悪質だというので停職３カ月にされたのかど

うか、そこのところを、ちょっとお尋ねします、この２点について。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 処分の根拠条例ですけれども、懲戒処分が地方公務員法第２９条第１項

第３号、分限処分が地方公務員法第２８条第１項第３号に定めてあります。懲戒処分の指針につ

きましては、人事院が定めております国家公務員に対する懲戒処分の指針にて、本市の訓令で定

めております。今回の事案につきましては、住居不法侵入の行為について処分を行ったところで

ございますが、本市の指針では、代表的な事例に、その標準的な住居不法侵入というのはござい

ません。したがいまして、その住居不法侵入、そのものの事例についての処分量定は示しており

ません。そこで、他の自治体の処分事例を参考にして、量定を決定したものでございます。

次に、標準例に掲げる処分の種類より重いものと考えられる場合としましては、指針第２条の

中段以降に記載しております。今回の場合におきましては、管理職員としての職責は重く見てお

りまして、懲戒処分に併せて分限処分も同時に行っているところでございます。
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御参考でございますけれども、他の例にしたものといたしまして、平成１９年７月、長野県男

性職員５７歳、これが停職３カ月にしておりますけれども、その内容は、金品搾取の目的で、住

居侵入の容疑で緊急逮捕、住居侵入罪で略式起訴、罰金１０万円の略式命令、これが停職３カ月

でございます。もう１つは、平成２２年１月、城東消防署、大阪府でございます。消防士２８歳、

停職３カ月、女性のわき腹付近を触り、暴行及び住居侵入容疑で現行犯逮捕、不起訴処分、もう

一つも参考にいたしております。処分日、平成１４年４月、最高裁判でございますけれども、男

性事務官３３歳、酔って面識のない女性宅に住居侵入疑いで現行犯逮捕、起訴猶予処分、これが

停職３カ月です。

以上の例を参考にして、停職３カ月といたしたところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 指針は、私も見ましたけども、これのどれを根拠にして、今回の

処分が決定されたのかよくわからなかったんですけど、根拠条例は基本的にないということです。

それから、標準例に挙げる量定の加算化は、要するに、管理職相当ということで、普通の処分

よりも重くしたということですね、市長、今の答弁であれば。分限処分ということは、要するに、

役職から下のほうに降格したということですね。

それでは、次、３番目、ちょっと事実関係だけ最初に聞いておかなきゃいかんと思って、まず、

一番最初に、いつもこういうふうなことが起こるたびに、基本的に、その懲罰委員会がその処分

の決定をなされるわけですが、現在、副市長が懲罰委員会の委員長で、ほかに理事、５人の理事、

合計６名、それから、民間人が１名、事件によって民間人１名を懲罰委員会の中に入れても構わ

ないというふうに規定ではなっていますが、今回の事件については、当然、民間人の１名の方も

参加されたと思うのですが、民間人１名は、当然、市長、氏名は公表すべきだと私は思いますが、

これについて、市長の考え方を求めます。

２番目に、参考にしたというほかの自治体の処分状況は、今市長が述べられたので、これはい

いです。

ついでに、これで本人の給与の減俸はあったのかどうか。それから、僕は、基本的に、今回の

事件は、本人の申し立てが、別に裁判所じゃないんで、刑事罰がどうのこうのじゃなくて、行政

罰として、本人の申し立てが、非常に納得しがたい、水漏れの調査とかいう理由で、若い女性の

かぎがかかっとる部屋に入って、その後、隠ぺい工作とまでは言いませんけども、本人は逃亡し

ておるわけでしょ、その場所から。水漏れの調査だとはっきりわかっているんであれば、そのと

きに逃亡する必要もないわけですよ。今回は、本人の申し立て自体が、僕はもう全く信用できな

いと思っているんですが、免職規定を適用しなかった理由が、私は今でもわからないんです。先
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ほど市長は地方公務員法について言いましたけど、地方公務員法は、大まかなこういう地方公務

員としてふさわしくない行状があった場合は、懲戒処分の対象にしていいですよということを書

いてあるだけで、その後の内規については、これは地方自治体で決めていいとです。それで、懲

戒免職にしなかった理由が、私もよくわからないし、多分市民の人もわからないと思います。

以上のこの点について、市長の答弁を求めます。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 当該事案について審議した懲戒審査委員会の委員は、先ほど議員申され

たとおりで６名でございます。従来の委員会の組織では、委員は職員の中から市長が任命すると

しておりましたけれども、平成２１年４月１日の改正で、必要がある場合は、職員以外の学識経

験者を委員に任命することができるといたしまして、事案ごとに任命をしているところでござい

ます。

委員の氏名等については、分限懲戒審査委員会規程第１１条の秘密の保持に関連いたしますし、

今後の委員会運営に支障がありますので、公表は差し控えたいと思っております。

次に、どうして懲戒免職にしなかったかということでございますけれども、停職期間中の３カ

月は、もちろん給与は支給いたしません。１２月のボーナスももちろんございません。来年度の

給与の昇給判定も、停職職員は、昇給はございません。

免職にしなかった理由ですけれども、当該職員の義務違反に対しまして、任命権者として、そ

の職員の責任を追及し、公務員における規律と秩序を維持することを目的として、停職３カ月の

量定が妥当であると判断して、懲戒処分の裁定をしたところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 市長、ちょっと市長にはきつい言い方をしますけど、私は、この

前の議会でも民間の公表すべきだと、公表できないような人を懲罰委員会の中に入れるのもおか

しいと、まさか、職員ＯＢを入れておるわけじゃないでしょうねって聞いたら、市長は、職員Ｏ

Ｂであっても、今民間人で見識としてふさわしいと言いましたけども、そういう態度は、本当に

李下に冠をたださずじゃないですけども、市民からあらぬ誤解を受けるもとです。

だから、もしかしたら、民間人１名というのも、多分、職員ＯＢの方を市長が選ばれたんじゃ

ないかと思われていますが、市長、僕はちょっと質問します。これは、壱岐市が出しておる懲罰

委員会、審査委員会規定、この中で、第１０条、委員長、副委員長及び委員は、自己または自己

との関係のある職員に関する事案については、その審議に参与することができないとなっていま

す。市長、役場の職員が、こういった本来ならば刑事事件です。刑事事件に当たるようなときに、
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同じ役場の職員が委員長とか、副委員長とか、委員になんかなるということ自体が、これ、委員

会規定に違反するとやないですか。例えば、多分これは、直轄の部下とかいうときは、担当は、

その上の部長は参加できないという形でしょうけども、恐らく今聞いたら、担当の理事は、懲罰

委員会に出席したんじゃないんですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長、出席したかしていないか、答弁願います。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 関係理事に相当する者が出席をいたしております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 市長、第１０条の、僕は今回の事件は、非常に、僕はけしからん

ことだと正直言って思っています。ただし、できたら、この間、続いておる不祥事を、もう今後

一切なくしてもらいたいと、こういう一般質問をさせるなというのがメインですが、市長もう

１回聞きます。民間人と言われる人の氏名は公表すべきだと思っていますが、それについて、も

う１回答弁をお願いします。

それで、本人の給料、先ほど支給しないと言われましたけどもが、処分３カ月間の停職後は、

本人の給料は現状のまま推移するわけですか、これが２番目。

それから、今の第１０条の規定から照らせば、職員の不祥事に、僕は懲罰委員、この第１０条

の委員長、副委員長は、自己または自己との関係のある職員の事案については、その審議に参入

することができないんだから、本来、懲罰委員会の中に、同じ公務員仲間である人たちがおるこ

と自体が、僕は、おかしいと思っているんです。懲罰委員会は、こんな市の職員の不祥事が続く

んであれば、全部民間人にしろと、私はそのくらいまで思っていますけれども、第１０条の規定

に違反しているのであれば、この処分自体が無効じゃないんですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） まず、氏名の公表についてでございますけれども、裁判で言えば、裁判

員みたいなものでございますから、これについては、今後お願いするというようなこと等も含め

まして、氏名の公表はしないと思っております。

２番目の４カ月目から給料は元に戻るのかと、そのとおりでございます。３カ月の無給の後は、

普通の給料に返ります。

次に、第１０条関係でございます。第１０条関係につきましては、私も本当に勉強不足で申し

わけないと思っております。議員御指摘のとおりだと思っております。しかし、その有効、無効

につきましては、私が量定を既に決定をいたしておりますので、経過に、確かに瑕疵があったよ
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うでございますけれども、この処分そのものは有効であると思っているところでございます。

そしてまた、その１０条の件について、今後やはり、私は、あの１０条を見ますと、議員御指

摘のように、職員であるならば、市の職員は関与するべきではないと、あれは、やはり理解すべ

きではなかろうかと思っているところでございます。

ちょっと蛇足になりますけど、先ほどの有効、無効につきましては、裁判所が１票の格差で違

法だと、しかし、行われたことは有効だと、これに照らしてそういうふうに申し上げております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 大いに反論があるところなので、市長、この前僕が聞いたときに、

だれかが聞いたときに、厚労省の村木局長の例を挙げて、そう簡単には処分できないんだと、最

終的には無罪になったじゃないかと言われましたけれども、あの人は、逮捕されたときから、終

始一貫、自分の無罪を１年半、ずっと主張してこられたんです。本人は、もう罪状を認めている

わけでしょう、全然違います。

それから、１票の格差の問題と、こういう言うちゃ悪いけど、ハレンチ罪です、僕に言わせれ

ば。何の目的で侵入したかっていうのも、非常に疑わしい。今回は、弁護士が入って、結局、起

訴猶予という形になりましたけれども、これこそ刑事罰と行政罰は、全く区別すべきものであり

ますから、市長に対しては、別に、僕は今回のできたらこういうことが、絶対起こってもらいた

くないんですよ、それこそ、市民が、この人１人のために、壱岐市の職員は何をしよるとかとい

う形になるとです。だから、僕は、後で、次に聞きますけども、今後の防止策について、あとで

ちょっと市長聞きます。

今市長が言われたように、第１０条のこれに参与すべきじゃないんだと、懲罰委員会の本来の

精神からすればですね。市の職員の処分について、市の職員が、身内がやるっていったら、自浄

作用も全く何も働かないんだと、それは、だれが聞いたってそうですよ。特に、身分保障がされ

ている公務員の人だから、それは、民間よりも高い倫理規定が、倫理規範が求められとるとです。

そうですよ、それは、生涯賃金を比べたら、皆さんたちは恐らく公務員共済で、１カ月２０万か

ら３０万円ぐらいの間の年金を、今からずっともらっていかれるとです。それこそ、考えれば、

それは、民間よりも、僕は１００倍ぐらい厳しい処分があってしかるべきだと正直言って思って

いるんです。

市長、もう１回お尋ねしますけれども、懲罰委員会の構成について、市長は、民間人１名は公

表すべきじゃないと言われましたけれども、僕は公表すべきだと思うんですよ。今裁判員裁判で

も、民間の裁判員だって、顔はもちろんテレビで出ませんけれども、堂々とテレビの前に出てし

ゃべっとるじゃないですか。僕は公表すべきだと思いますよ、絶対氏名は。氏名も公表できんよ
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うな人は、基本的には懲罰委員会に入れるべきじゃないです。それはもう絶対そうですよ、もう

何なら私が懲罰委員に入ってもいいですよ、本当に。議員の中の別に議員が懲罰委員の中に入っ

ちゃいけないというあれはないんで、懲罰委員の半数は議員から選らぶと、議会から選らぶと推

薦してくれということであれば、私は喜んで入りますので、ぜひ、この公表について、市長もう

１回、今回の分は、今はもう多分公表しないということで、最初任命されていると思うんで、今

回については言いません。

今後、僕はもう、懲罰委員会は、する場合は、そんなこまいやつはいいですよ。例えば、今回

のような刑罰相当については、懲罰委員会を開くんだと、そして、懲罰委員会のメンバーは、民

間人で構成して、その中身については、人選については、こういう人たちが、市の懲罰委員会の

メンバーだと、だから、この人たちが決めたこと、決定したことだからということであれば、市

民は、何も文句は言わんと思います。今後についての公表はどうですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 今でも非常に消極的に思っておりますけれども、懲罰委員の皆様を選考

と申しますか、お願いするときに、そのことに御承諾をいただいて、選任をしたいと思っており

ます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） それから、市長聞き忘れました。本人の給与の減俸は、もう多分、

市長は、これ１回そういうふうに決定されているんで、恐らく、一次負債じゃないですけれども、

さらにあわせて処分するというわけにはいかんというのも私がよく知っています。

ただし、できたら、本人に納得させた上で、本人の給料を半額にするとか、本人の給料を半額

にしてするとか、そういうような方策はとれないんですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 適当かどうかわかりませんけれども、議会でそういう意見があったとい

うことを本人に伝えたいと思っています。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 私の名前は出しても構いませんので、そういうふうにしてもらい

たいと思います。

次、これが一番本当は大事なんですけども、今後の防止策について、全く、１年前に、僕が言
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ったのは、これは何やったんやろうかと思って、正直言って情けない思いが、正直言ってしとる

とですよ。それで、市長には、そのとき、懲罰委員会には、僕は、半分ぐらいは民間人を入れろ

と、そのときに市長に言ったはずです。

結局、どうなったかというと、市長が必要と認めた場合は、民間人を１人入れて協議してもよ

いというふうになっています。先ほど、市山議員の質問にも、民間人が懲罰委員会に入っている

自治体は２つぐらいしかないと言われましたけれども、私は、こんなもんまでほかの自治体の右

へ倣えする必要はない、まず、今後の防止策について、まず１番、僕は、何でもかんでも重罰化

すればいいと思わんとです。私自身が、そのように品行方正な人間じゃないから、だから、公務

員にならんかって、本当によかったと私は思うとるとですけど、まず、この内規の大幅な見直し

をまずしてくれんですか。私、これ読んだら、市長もこれを読まれて一般を含む規定とか、それ

から、公務外非行、今回は恐らく公務内に当たりますよね、公務時間内に当たると思うんですが、

これ公務外について、放火、殺人、傷害は停職または減給です。まず、僕は見直せっていうのは、

基本的に、この放火とか殺人とか、こえんとは別に要らんとです。そんなもん殺人を犯した公務

員が免職にもならんでおるとかいうことも基本的にないわけで、放火を犯した職員が、その前に

座ってるなんかいうことも基本的にないわけなんで、もう少し、細かくということもないですが、

あまり細かくすると、これもまた職員が委縮してしまったらだめですけども、ある程度、もう少

しやっぱり、今回のような、これ載っていないんですよね、標準規定に、内規に載ってないんだ

から、多分ほかの自治体のやつを参考にして、今回のように処分されたと思うのですが、もう少

し細かく、これやってもらえませんか。これが内規の見直しを、まず第１。

第２番目に、これもぜひ公表してもらいたいと思います。２番目、基本的に、役職者について

は、量定加算を明文化してください。僕は、基本的に、役職者で刑事罰に相当するんであれば、

免職だと、これ見たら、すべて職員一律です。量定加算の項はありますけども、その地位によっ

て、ただし、免職があるのは、殺人、放火、飲酒運転、横領、この４つです。ほかは、基本的に

ありません。だから、一般の職員と役職者は違うはずなんで、牧山理事、あくびしよっとやない

ですか。（「ちがいます」と呼ぶ者あり）役職者については、量定加算を大幅に加えるべきだと、

それだけの地位にあるんだから、不祥事を起こした場合は、責任をとれと、基本的に刑事罰に相

当する場合は免職だというのが原則にしてもらいたいと思いますが、市長の答弁を求めます。

３番目、今回の懲罰委員会の内部の議論が対外的にも非常にわからん、なんでこういう基準に

なったのかもわからない。僕たちに来たのは、前、鵜瀬議員が言うたこと、一遍の通知だけで、

今後また市民の信頼を損ねたと、今後はこういうことがないようにしますというだけのことです。

少なくても、処分に、決定に至る議論は、もう少し細かく公表すべきだと、私は考えますが、市

長の答弁を求めます。
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○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 内規の大幅な見直し、及び役職者の量定加算については、議員御指摘の

ようにいたしたいと思っております。処分決定に至る議論は公表すべきということでございます。

これにつきまして、少しだけ申し上げたいと思いますけれども、懲戒処分については、平成

２１年４月から戒告、減給、停職、免職のすべての懲戒処分を公表するように、公表基準を改正

しております。公表内容につきましては、被処分職員の所属部局名、職位、年齢、性別、処分内

容、処分理由、処分年月日でございます。氏名につきましては、警察等で名前が出たときとか、

免職をされたとき、あるいは、社会的な影響が大なときに、氏名は公表しておるところでござい

ます。

ただ、処分決定に至る議論について公表するということにつきましては、その辺の内容が発言

そのものについて、いろいろと誤解を招いたり、もろもろ問題があると思いますので、審査員の

公平、公正な審査の点から、処分決定に至る議論についての公表は考えていないところでござい

ます。しかし、職員の不祥事の発生に関しましては、再発防止の観点から、事案の検証を必要と

する場合も考えられますけれども、現段階では、考えていないところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 私は、別に懲罰委員会の議事録を公開せよとか、そういうことを

言っているんじゃないんですよ。もう少し処分の決定に至る経過については、もう少し委員会内

で、こういうふうな話し合いが行われて、先ほど、僕が質問してから、ほかの自治体の事例はこ

うだというふうな形で言われましたけれども、そうじゃなくて、僕が言っているのは、だれだれ

議員がこんな発言をしたとか、もちろん被害者が公表しないでくれという場合も当然ありますか

ら、一律にすべて公表っていうわけにはいかないんですが、被害者の同意が得られるんであれば、

処分決定に至る議論の過程については、少なくとも、もう少し報告すべきだと、基本的には思い

ます。

市長、ちょっと確認しておきたいんですが、懲罰委員会の委員の大幅な見直し、これは内規の

大幅な見直し、３番目、役職者の量定加算についてはもう一度検討、もちろん、大幅にこれも加

算の必要性を、基本的にするという確認でよろしいですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） そのような御理解で結構でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕
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○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 多分、こういった私の一般質問も、職員の処分に関する一般質問

は、多分、もう今回限りに、私もしたいと思います。

次、最後、瀬戸に桜木団地、今建設計画があって、既にもう本来ならば、来年の３月に完成予

定でしたが、前回の予算委員会で、僕が追及したときにも、種々の事情でおくれて、６月完成の

予定だというふうに理事も発言されました。瀬戸箱崎のほうでは、実は、若い人が、公営住宅、

結婚したら親元を離れるとか、次男夫婦は、もちろん結婚したら、どこかの住宅に行くというの

で、本来は地元の住宅が希望できる、地元の住宅が一番いいんですけれども、桜木団地が今度で

きるから、そのために、どうしても政策的に、空けとかないかんということで、もうここ５年ぐ

らい新瀬戸以外は、新規入居を全く募集しておりません。それで、私はこれ６月に完成するから

というので、実は、若い夫婦の人たちも、もうちょっと我慢しとったほうがいいんじゃないかと

言うて待ってもらっているんですが、市長、私もこの前行って、現地見ましたけども、これ６月

に完成できるんですか。何の工事もしておりませんけども。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 桜木団地の建設の現状についてでございます。この件につきましては、

おわびだけで通らんというぐらい思っておりますが、大変おくれておりまして、おわび申し上げ

ます。

今からの工程を申し上げます。現在まで進めてまいったわけでございますけれども、造成工事

の測量設計と地質調査業務につきまして、成果品ができ上がりまして、１２月６日に造成工事の

県ヒアリングを終えたところでございます。新築工事設計につきましては、設計事務所と１１月

末までに２回の工程会議を実施をいたしておりまして、年明けの１月２０日過ぎに県への確認申

請ができるという工程でございまして、この建築確認の認可が３月に下りる見込みでございます。

したがいまして、着工が来年の５月上旬、完成が、再来年の１月ということでございます。

予算につきまして、３月補正で減額補正をさせていただく予定といたしております。県との打

ち合わせをいたしまして、その補助金については、来年に繰り越すということで御承認をいただ

いているところでございます。

町田議員に、このようなことを申し上げることは、非常に苦しゅうございますけれども、それ

がそういうことでございます。

以上です。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。
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○議員（６番 町田 正一君） 市長、市長も御存じように、職員の処罰規定の中には、もちろん

仕事をしなかったというのも地方公務員の処罰規定の中には、ちゃんとあるんですよ。余り時間

がないので、残りはまた予算委員会でも、正直言って私やりますけれども、こういうこれで、ま

た繰越明許して、本来、来年の３月に完成せないかんのを、６月になるって、僕は予算委員会で

あれほど言うとって、二、三カ月やったらやむを得んかなと思ったけども、今市長の答弁では、

完成が再来年の１月、もう私は開いた口がふさがりません。理由等も含めて、もうこれは、ここ

で恐らくやると、私もちょっと血圧が高いんで、もうちょっと遠慮しておきますけど、あとはも

う予算委員会で、この件については、もう徹底してやりますから、市長と理事は、ぜひ文書をき

ちんとそろえとってください。

こんなもん、僕じゃなくて住民に説明ができないんですよ。これはもう説明ができんとです。

僕は今こういう事情だから、来年の６月に完成するから、もうちょっと我慢しとけとか、あるい

はもう、瀬戸には完成できんから、石田のほうに申し込めとか、郷ノ浦のほうに申し込めとか、

そういうことで、僕は、この人間ば団地に入れてくれとか、そんなことを言いよるわけじゃない

とです。だから、その人たちは待ってたり、あるいは石田の住居に入ったりとか、郷ノ浦の住宅

に入ったりされとるとです。しかも、過去５年間ずっとそんな状態で、ずっとやってきたとです。

何か正当な、僕を納得できるような理由があるとやったらいいですけども、納得せんというこ

とであれば、僕はもうこの件に関しては、僕も引くわけにはいかんから、それは予算委員会で厳

しく追及していきたいと思います。

最後なんで、あと３分だけ残して一般質問を終わります。

〔町田 正一議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、町田正一議員の一般質問を終わります。

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上で本日の日程は終了いたしました。

これで散会します。

午後３時38分散会

──────────────────────────────



- -143

───────────────────────────────────────────

平成22年第４回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第４日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第４号）

平成22年12月10日 午前10時00分開議

日程第１ 一般質問

１番 久保田恒憲 議員

１２番 鵜瀬 和博 議員

２番 呼子 好 議員

１３番 中田 恭一 議員

８番 市山 和幸 議員

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第４号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（20名）

１番 久保田恒憲君 ２番 呼子 好君

３番 音嶋 正吾君 ４番 町田 光浩君

５番 深見 義輝君 ６番 町田 正一君

７番 今西 菊乃君 ８番 市山 和幸君

９番 田原 輝男君 10番 豊坂 敏文君

11番 中村出征雄君 12番 鵜瀬 和博君

13番 中田 恭一君 14番 榊原 伸君

15番 久間 進君 16番 大久保洪昭君

17番 瀬戸口和幸君 18番 市山 繁君

19番 小金丸益明君 20番 牧永 護君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名



- -144

事務局長 松本 陽治君 事務局次長 加藤 弘安君

事務局係長 吉井 弘二君 事務局書記 村部 茂君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君

副市長兼病院事務局長 …………………………………………………… 久田 賢一君

教育長 ………………… 須藤 正人君

壱岐島振興推進本部理事 ………………………………………………… 松尾 剛君

市民生活担当理事 …… 山内 達君 保健環境担当理事 …… 山口 壽美君

産業経済担当理事 …… 牧山 清明君 建設担当理事 ………… 中原 康壽君

消防本部消防長 ……… 松本 力君 総務課長 ……………… 堤 賢治君

財政課長 ……………… 浦 哲郎君 政策企画課長 ………… 山川 修君

管財課長 ……………… 豊坂 康博君 会計管理者 …………… 宇野木眞智子君

教育次長 ……………… 前田 清信君 病院管理課主幹 ……… 左野 健治君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。

会議に入る前に御報告いたします。

鯨伏小学校の皆さん、本日はようこそ傍聴においでくださいました。ありがとうございます。

本日は一般質問を行いますが、一般質問は、市議会議員が市長に対し市政全般についての質問

や政策を提案する場です。壱岐市が少しでもよくなるように市長や議員が議論をし、努力してい

る姿をご覧になり、将来、壱岐市を担う市長や市議会議員候補として参考にしてください。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

これより議事日程表第４号により本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．一般質問

○議長（牧永 護君） 日程第１、一般質問を行います。

あらかじめ申し上げます。一般質問の時間は、質問、答弁を含め５０分以内となっております

ので、よろしくお願いします。

質問通告者の一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いします。

それでは、質問順位に従い、１番、久保田恒憲議員の登壇をお願いします。

〔久保田恒憲議員 一般質問席 登壇〕
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○議員（１番 久保田恒憲君） おはようございます。先ほど議長からお話がありましたように、

今日は小学校の生徒の皆さんたちが、多分、社会勉強の１つだと思いますけど、議会の傍聴にお

見えになっております。

そこで、小学生の皆さんにもわかりやすいように、質問の言葉を考えて発言をするつもりでは

いますけど、それでも聞きなれない言葉が出てくると思います。そのときはしっかりメモをして、

後で先生から教えてもらっていただければと思っております。

毎日の生活、毎日暮らしていくためには、まずお金が必要です。そのためにお父さん、お母さ

んとか大人の方は働いて生活を支えています。そのお金をもらうために働くところ、会社などを

雇用の場といいます。

日本では、大学を出ても働く場所がなかなか見つからない時代を迎えているのです。まして、

壱岐のような田舎は、特に働く場所がなかなかふえないばかりか、反対に景気が悪く、働く場所

が減り、島の外に働きに行く人も出てきています。

それでは、一般質問通告書に基づいて質問を始めたいと思います。

質問事項その１、雇用対策について。

新しいごみ焼却施設の運用開始に伴い、雇用の場を失う人たちが出てくると聞いております。

この厳しい就職難の中で失業、仕事をなくすことは、その人にとっては死活問題であり、生活が

できなくなるということであり、雇用を生み出すべき立場の市の行政が失業者をつくる結果とな

り、由々しき事態と考えます。大変なことだと考えております。

このようなことが本当に生じるのか、雇用確保をどのように考えられて、どのような対策を実

行されようとしているのかをまずお尋ねをしたいと思っております。

○議長（牧永 護君） 久保田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。１番議員、久保田恒憲議員の御質問にお答えいた

します。

新しいごみ焼却施設の運用開始に伴って、雇用の場を失う人がいる。その対策をどうするのか

という御質問でございます。現在、壱岐市一般廃棄物処理施設整備計画によりまして、各町ごと

に稼働しております施設の老朽化により、新しい施設の建設計画をしておるところでございまし

て、現在、事業が進捗いたしております。

新しい処理施設、し尿処理場、ごみ焼却場でございますけれども、壱岐市のごみ処理施設及び

し尿処理施設を１カ所に集約するということで国の承認をいただきまして、建設をいたしており

ます。

議員も御承知のとおり、新施設の完成時期は、焼却場、リサイクルセンター及び汚泥再生処理
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センターのすべての施設が平成２３年度末、いわゆる平成２４年３月３１日までには完成すると

いうことで進めておるところでございます。

しかしながら、集約をするということと、新しい施設の新しい人は不足する人員につきまして

は、地元雇用というのが誘致の条件でございます。したがいまして、現在、石田町、芦辺町では、

環境管理組合という団体が管理運営、あるいはごみの収集を行っているところでございますけれ

ども、勝本町と郷ノ浦町につきましては、委託をしておるところでございます。

したがいまして、この新しい施設が完成をいたしますと、郷ノ浦町、勝本町で委託をしている

ところで働いていらっしゃる方は、その会社の対応によってお願いいたしますということをそれ

ぞれの会社で申し上げておるところでございます。

これは原則論でございます。ちなみに、民間委託をいたしております郷ノ浦町、焼却場で５名、

ごみの収集で８名、し尿処理場で４名、計１７名、郷ノ浦町でいらっしゃいます。勝本町につき

ましては、焼却場に５名いらっしゃいます。合計で２２名の方が職を失われる可能性が強いとい

うことでございます。

会社におきましては、転勤という形で対応するとは申しておりますけれども、壱岐で生計をさ

れている方が、そのまんま都会に転勤をするということはほとんど考えられないと考えておると

ころでございます。

しかも、その２２名の中には、５５歳以上の方が７名、うち６０歳以上は４名いらっしゃいま

す。しかしながら、２０歳代もいらっしゃいまして、５５歳以上の方を除いたとしても１５名、

６０歳以上の方だけ除けば１８名、この方々が現役の方々でございまして、非常に苦慮をいたし

ておるところでございます。

議員も御存じのように、壱岐にとってはなかなか仕事場がございません。しかし、御質問のよ

うに、市の仕事によって失業者がふえる、これはもう本当に不本意でございまして、市といたし

ましては、高年齢の方につきましては国等の短期間の緊急雇用対策等で、あるいは解消できるか

もしれませんけれども、若い方、生計の中心になっている方につきましては、やはりその対策を

講じなければならないと考えておるところでございます。

しかしながら、今から１年半後に、その状況が生まれるわけでございまして、失業保険等もご

ざいますけれども、対策が非常に喫緊の課題となっております。

しかしながら、その期間に途中でお一人お一人を何人かずつを雇用するというわけにいかんわ

けですね。いきなり２４年の４月に、いきなりさっき言います２２人の方が職を失われる可能性

があります。

ですから、これにつきましては、やはり相当な雇用対策をしなきゃいかんと思いますが、どの

ようになるのか今から考えていきたいと思っております。
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いずれにいたしましても、市としましても、公共職業安定所、県あるいは市内関係機関等の連

携等を図りながら、雇用対策に懸命に取り組んでまいりたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） おっしゃることはよくわかります。ただ、新しいものをつくる計

画、ごみ焼却場の場合は、逆に言えば、ちょっと計画よりもおくれているわけですよね。という

ことは、計画をした時点で、当然、そういうことは見えているはずですね。

新しいものを生み出す、もちろん、新しいものを生み出すということは、経費削減とかそうい

うことで合理化っていうことがあり得るわけですけど、先ほど市長もお話をされたように、民間

であれば、それは１つの合理化で構わないわけですけど、ここにやはり行政の１つの施策によっ

て、そういう人たちが生まれるということは、当然、その時点で対応策は考えていくべきではな

いかと私は思っているわけです。

ましてや、雇用対策の場をつくらなくちゃいけない行政、以前、１つの例えばごみ焼却場がで

きることによって、分別とかそういうようなやり方で雇用がふえていくんだよっていうような話

も聞いたような記憶があります。

ですから、私がこの時点で、こういう一般質問をすること自体が、どちらかというと何か遅い

ような気がするんですけど、それを今さら言っても始まりませんが、要するに、行政っていうも

のは、当然、先を見越してやるべきなので、そういう１つの施設をつくりながら、そのことが与

えるメリット、デメリットを押さえながらやっていくのが当たり前ではないかと思っております。

ですから言われたように、もう日にちもありません。しかし、今まで緊急雇用対策とかいろん

な手を行政の方は打たれて、雇用をふやす場も設けられておりますので、ぜひもう早急にいろん

な制度、いろんな補助、それこそこういうときにこそ、何か補助制度があれば補助を使われて、

失業者を救うということは、もう行政しかできないわけですよね。

そりゃ、民間の人たちにどうかしてくれと言われても、御存じのように、民間はそういうゆと

りもないわけですよね。こういう状況になっているよと言われた人たちにとっては、それこそど

うしていいかわからないと。

ぜひ、年齢のことも言われましたけど、やはり壱岐の今までのどちらかっていうと危機感のな

さの一つに、やはり半農半漁であったり、ごはんだけは食べれるとか、野菜なんかは畑にあると

か、現金がなくても、そこそこ生活をしていけるっていう状況の人たちが多いんですけど、やは

りそうじゃない方もいらっしゃるわけですよね。

もうたちまち仕事がなくなれば、家には田んぼもない、野菜の畑もつくってない、漁業もして

ない、その１つの現在ある仕事だけが、そのお金だけで生活している方っていうのはいらっしゃ
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るわけですから、私もその２２名ですか、その人たちの一人一人を調査したわけではありません。

ただ、もうこういうものは調査しなくても、やはりそういう方たちが出てくるっていうことは、

行政としては絶対に避けなくちゃいけないし、最大限の努力はもう、先ほど言いましたように、

新しい建物の計画ができた時点で、そういうことは考えるべきだと私は思っております。この点

について市長の見解をお尋ねします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 久保田議員がおっしゃるように、当然、その計画を立てた段階でわかる

わけでございます。しかしながら、この一般廃棄物処理施設というのは、非常に受け入れ先等々

について非常な時間を要したということは、議員も御存じのとおりでございます。そういう中で、

いろいろな条件が出ております。

正直申し上げて、この施設を新しくするために、新規雇用も発生するわけでございます。本当

を言えば、現在、それに携わっていらっしゃる方をそのまま横滑りさせれば、この雇用対策は頭

を痛めなくていいわけです。

しかしながら、新しく雇う方は別な人を雇いなさいよということでございますから、そこに非

常なつらい思いがございます。ですから、そういう意味からしますと、これは冷たいような言い

方になりますが、民間にお勤めだということです。ですから、民間はそれはさっき申しますよう

に、転勤などをするなら対応するよというご返事なんです。

しかし、それは壱岐の人口を減らすことにもなりますし、それには忍びないし、御本人たちも

壱岐にいたいとおっしゃっておるわけでございますから、壱岐でどのようにして雇用の場をつく

るか、その辺が難しいところでございまして、壱岐市ももちろんでございますけれども、壱岐市

のいろんな場所、あるいは先ほど申しますように、職業ハローワーク、あるいは県、そういった

もの、そういったあらゆる機関の知恵をお借りして、何とかそういう方々の職場を確保したいと

思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） ぜひ最大限の努力をされることを期待しております。

１つ私思うんですけど、もちろん条件があってその建物を建てる、あるいは何かつくるときに、

その地域の人たちの了解を得ないとできないと。ですから、その地域の人たちの条件をのむ、こ

れもある意味、仕方がないんではないかと思うんですけど、しょせん壱岐の島の中ですよね。

だから、もう４町時代じゃなくて市一本になっています。もうできれば、やはり今後、市のい

ろんな行政の運用をしていく中で、そういうちっちゃいところの地元優先とかそういうことは避
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けていったがいいんじゃないかと、私は個人的には思っております。

そうしないと、あちらが立てばこちらが沈むなんていうところの中心に行政がいるっていうこ

とを私はどうかなと思っております。

これしかし、皆さん方、多くの方々が議論をして進められることだと思いますので、これは私

の個人的な見解ということにとどめさせていただきたいと思います。

とにかく先ほど言いましたように、市長のその決意といいますか、雇用をどうかしなくちゃい

けないということに期待をして、この雇用対策についての項は終わりたいと思います。

それでは、第２項、交流人口の増加に対する費用対効果は、お金をどれだけかけて、それにど

れだけの効果があったかということです。

その①、多くの帰省客でにぎわった還暦式は２日間で大きな経済効果をもたらしたと思います

が、これに要した市の経費は幾らでしょうか。

②、ことしの弥生まつりに投じた補助金の額は幾らでしょうか。島外から、壱岐の島の外から

来た来客数とその経済効果についてお尋ねしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ことしの還暦式での経済効果、市の経費は幾ら要したのかっていう御質

問でございますけれども、還暦式に関する市経費といたしましては、還暦証書の印刷代、筆耕料、

記念品代、栞印刷代、饅頭代、その他の案内、準備にかかった経費の合計が１２５万９,４４６円

でございます。

ことしの壱岐市内の対象者は５０８名でございましたけれども、市外在住者の出席予定が

２９４名、合計８０２名の方に御案内を申し上げました。そのうち市内の参加者が３４０名、市

外からお見えになった方が２３２名で、合計５７２名の式典参加者がございました。そのほかに

同窓会のみ参加をなさった方も、５０、６０名いらっしゃったようであります。

先ほど申しました１２５万９,０００円のうちの一番大きいのは記念品代でございまして、

６３万１,０００円でございます。これは御存じのように、授産施設が作りましたフクロウの置

物とこれを記念品に、これはもう約半分だということでございます。

それから、弥生まつりに投じた補助金の金額は幾らかということでございます。弥生まつりに

つきましては、平成２０年度から原の辻遺跡を初めとする壱岐ならではの歴史遺産を活用いたし

まして、一支国博物館の開館を全国にＰＲするイベントとして位置づけまして、市民の皆様が中

心となって実行委員会を設立され、官民協働により実施をしておるところでございます。

財源につきましては、長崎県２１世紀まちづくり推進総合補助金の支援を受けまして、壱岐市

と実行委員会、県、三者で財源負担を行っております。全体事業費は１,１００万円でございま
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す。長崎県が５５０万円、民間、いわゆる実行委員会と壱岐市で２７５万円ずつで５５０万円で

ございますけれども、合計１,１００万円で実行経費を使っております。

島外からの集客数は、平成２２年度については、現在、イベントの期間中でありますから、ま

だ集客数は確定しておりません。そこで、昨年の数字を申し上げますけれども、島外からの来客

は４５０人でございます。経済効果、昨年は９６０万円が事業費でございました。それは内訳は

先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、県が２分の１、壱岐市と民間で４分の１ず

つということでございます。

経済効果につきましては、金額の積算はいたしておりませんけれども、２１年度宿泊者１人当

たりの観光消費額というのは、１人１万８,４２１円ということが統計上、出ております。それ

を掛け算をいたしますと約８３０万円、島外からのお見えになった方については８３０万円とい

うことになりますけれども、島内の参加者が昨年１,８５０人いらっしゃいました。弥生の火ま

つりはもう大好評でございまして、一支国博物館開館に向けて島内の御理解等々が広がりました

し、また、朝日新聞の１面にも、遺跡を灯す大松の写真が取り上げられることなど、いろいろマ

スコミも大変取り上げていただきまして、広報効果、いわゆる広報面での経済効果はかなりあっ

たんじゃないかと思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 今、ここで交流人口増加の費用対効果っていう質問をして１と

２に区切ったのは、１の還暦式、私もことし初めて還暦式出たんですけど、すごい経済効果を生

んでいるんですよね。

先ほど市長のお答えがありましたように、島内外５７２名、私なりに算式して、島内が

３４０名、これが同窓会とか何か出て１万円使ったとしても３４０万円です。島外からの人が

２３２名、この人たちは大概２日間、１泊２日います。同窓会の会費が非常に高かったんですよ、

１万円とかですね。だから、少なくとも４万円ぐらいは使っただろうと、２次会とか流れていっ

ている人もいましたからね。２３２人掛け４万円、９２８万円。先ほどの３４０万円と足すと約

１,３００万円なんですよ。かかった費用１２６万円。これが何十年も続いています。

私は、こういうことこそ、市が率先してやるべきじゃないかと思っているわけです。そのここ

から生まれるのは、単なるホテルとか飲み屋さんがもうかったんじゃなくて、やはり何十年かぶ

りに、このために帰ってくる同級生がいました。その人たちも、まあこういうのにお金を使って

きて、そこで英気を養っていくんですよね。６０になれば、それなりの地位の方もいらっしゃい

ますし、あるいはリタイアされた方もいらっしゃいますけど、やはり元気をもらって帰られたわ

けです。
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壱岐の人たちも、やはり昔懐かしい人、それから残念ながら、もう亡くなられた方もいらっし

ゃって、そういうことを感じながら、やはりこれは頑張らないかんなという１つの起爆剤という

か、奮起する材料になるわけです。

そして、島外から来た、ある人は、会社のほうに休みか何か早引きか何かわかりませんけど届

け出をしたときに、何しに田舎に帰るんかって言われて、実はこういう還暦式に帰るんだと。そ

したら、その会社の上司は、おお、それはすごいなと。その自分の今いない故郷、自分の故郷を

出た人まで大切にするような地域っていうのは少ないよと。もう仕事はどうでもいいから帰って

楽しんでこいと、こういうふうに送り出してもらったと。やはりそういうものを考えると、この

壱岐市がやっているこの還暦式は、非常にすばらしいもんだと私も思っております。

同級生と久しぶりに会って、その中で言われたのが、市長もいらっしゃると、副市長もいらっ

しゃると、高校時代、鳴かず飛ばずだった私も、何か議員になったみたいだと。これはやはり同

級生として頑張ってくれと、そういうエールをいただいて、ならこちらもまた元気をもらったわ

けですよ。

片や補助金を使って、１,０００万円の３年間、補助金は２,０００万円でしょうけど、合計で

１,０００万円を使った弥生まつり、地元の人たちは盛り上がっているけど、島外からたくさん

の人が果たしてきているのかと、果たしてそれだけの経済効果はあるのかなっていう対比で、

１と２の質問をしたわけです。

先日、私、質疑の中で、同じように島外からの来客数を尋ねました。そうすると、平成２０年、

一番最初の年は１１月１５日から２４日まで、１０日間にわたるそれこそすごいイベントをなさ

いました。

質疑の中でもお話しましたけど、都会でも成功することが難しいようなイベントをされまして、

そのときの来客数が、島外来客数のカウントの仕方をちょっと問い合わせしたいんですけど、

２,１６１名という答えをいただきました。次の平成２１年は、その反省を踏まえて短くされて、

１０月１７日、１８日の２日間で、島外からの来客数は４５０名というカウントをされておりま

す。これを割ってみたんですよ、１日単位で。というと、最初の１０日間で島外からが１日当た

り２１６名。次の２日間でも割ってみると２２５名、ほぼ変わらない。じゃあ、本当に一番最初

の１０日間に毎日２１６名も来たのかなと。ちょっとそこのところのカウントのとり方をもう

１回、説明をいただきたいと思います。別に市長じゃなくても、松尾理事でも構いません。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） さっきは、本当にお世話になりましたと言いたかったわけですけれども、

大変還暦式のときはお世話になりました。
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確かに、久保田議員がおっしゃるように、私たちの同級生、同窓会でも、会社の方が、ああ、

それすごいなと、壱岐はすごいなと、市でそんなことをするのかという返事があったというのが、

何人からも聞きました。

ですから、これは費用対効果も含めまして、あるいはふるさとを思う同級生等々とのことも考

えまして、やはりこれは続けていかにゃいかんなという気がいたしました。

私は、壱岐におっても４万円ぐらい使いましたから、外から来た人はもっと使ったなと思うわ

けですけれども、ぜひ続けていきたいと思います。

弥生まつりのカウントの仕方については、担当にさせます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 登壇〕

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 久保田議員の御質問にお答えいたします。

平成２０年度の最初の人数のカウントでございますが、これはちょっと個々の行事ごとに引き

取っておりまして、それでこの数字は延べの数字でございます。だから、同じ人が仮に２カ所に

行った場合に、ダブルカウントされている可能性は否定できないものがあります。そこまではど

うしてもわかりませんので、その１０日間でございましたので、そういう個々の行事ごとに、た

しか積み上げた数字だったというふうに私、記憶しております。済みません、きょうはその当時、

私、おりませんでしたけれども、資料も詳しいところまでは持ってきておりませんが、多分、そ

ういう形であったと記憶しております。

以上です。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 最初のだから問いは、質問が島外からの来客数と言っていたので、

そうしたら、そういうカウントするそのカウントの仕方そのものがおかしいわけですよね。

私、観光のほうをいろいろ力を入れたいなと思って、壱岐市の活性化のためには、私は観光だ

ということでずっとやっているんです。それはなぜかというと、それは第１次産業も大切ですけ

ど、私たちが協力できるのは、農業・漁業で協力しようと思っても協力できないわけですよね。

私が田植えに手伝いにいったり、あるいは魚とりにいくわけにはいかないわけですよ。

ということは、私たちにとってできることは、外に宣伝したり、外から来てください、遊びに

きてくださいということしかない。交流人口の増加にだったら、私たちでも十分頑張ることがで

きるっていう考えで、観光交流人口の増加ということで、一生懸命質問とか何かしているわけで

すが、私がそのときびっくりしたのが、いろんな観光協会さんとか民宿さんとか話しても、来客
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する、島外から来る人たちのカウントも正確にとってなかったり、観光目的とかいうアンケート

もとってなかったり、あるいは戸別のホテルとかではもうとられているかもしれませんけど、

我々が外に出ていったときには、そういうものもよくとられるわけですよね。

だから、そういうところで、あれっと思っちょったんですけど、行政の中でもやはり今言った

ように、こちらの質問に対してちゃんとした資料じゃない。延べ人数、経済効果なんか出せない

じゃないですか、じゃあ。まあ、それはそれで結構です。

ちなみに私も経済効果を出そうかなと思って、算数は苦手なんですけど算数やっていたら、何

だこれ１日２００、そしたら、これ１万円としても２,１６０万円も経済効果があったら、これ

すごいなって思ったんですけど、現実的には、私は最初の一支国弥生まつりの１０日間の中で

３日間ぐらい行きましたからね、映画を見にいったり、まあのぞきにいっただけですね。神社を

ちょっと見てみたり、現在の原の辻ガイダンスのところの食事のところに行ったり、そしたら何

名か島外の方が来られました。話をしました。

ああ、弥生まつりに来たんです。これ、違いますよ。ただ、バスが連れてって来たら、だから

ここで食べているだけですよと。現実は、そういうことなんです。

ですから、今後、もう過ぎたものをとやかく言っても仕方ありませんけど、やはり人様の税金

を使って、補助金っていうのはそうですからね、やる以上は、それなりの効果を上げないと、そ

れこそ税金の無駄遣いですよ。

壱岐市で得た税金なんてのは、この間、お話ありますけど微々たるものというか、やはり多く

の方々の日本じゅうから集まった税金を使わさせていただくわけですから、そこにはちゃんとし

た計画で基づいてちゃんとした統計を求めたり、算出とか経済効果をつかまないといけないでは

ないですか、と私は思っております。

じゃあ、この交流人口増加の費用対効果についても、もう一目瞭然です、どういうことをやれ

ばいいのかと。ぜひ今後の１つの苦言として呈しておりますので、真剣に今後も質問には確かな

データを持って回答していただきたいと思っております。

それでは、質問事項の３項、ボランティアへの支援はできているか。

博物館のガイド、原の辻サポーターなど、博物館の開館以前から多大な貢献をされているボラ

ンティアの方々へ、研修などの支援はできているのか、指定管理者や市との連携に問題はないか、

市として要望機会を設けているのか、というような問いですが、これを質問を考えてからちょっ

と調べましたら、現実的には、最近、研修会にも行かしてもらったと。多分、それは知事と語る

会かなんかのときのボランティアの方々の要望を聞いてもらったんではないかというようなこと

をボランティアの方々は話をされておりました。

ボランティアっていうのは、御存じだと思うんですけど、昔のヨーロッパの十字軍とかそうい
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うところに語源というのはありまして、必ずしも無償性、ただということじゃないんですよね。

公共の利益のために自発的に行動を起こすことをボランティアというわけです。おまえ、ボラン

ティアをしてくれ、しなさいということはあり得ないわけですね、本来は。

そういうふうに必ず無償性っていうことが、どうも日本というか地域では変に言われまして、

一銭ももろうたらいかんととか、ボランティアは手弁当だとか、現実的に今の世の中の流れでは、

当然、その弁当代であったり交通費であったりは、支給されているってケースがふえております。

少なくとも有償、それによって賃金を得るんじゃなければ、ボランティアさんが活動しやすいよ

うな状況をつくるのが、特に行政の間においては必要なわけです。

そういう意味でこの質問をしたわけですが、現実的に博物館のボランティアさんも頑張ってお

られます。ところが、原の辻サポーターさんのほうは、意外とちょっと厳しいような状況だと聞

いております。

現在の状況を、ボランティアさんの状況をどのように把握され、どのように考えておられるの

かを教育長にお尋ねしたいと思うんですが、簡潔に子供たちのメモがとりやすいように、速記者

じゃありませんので、ひとつ短くお答えを願いたいと思います。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） １番、久保田恒憲議員にお答えをいたします。

ボランティアの状況でございます。現在、一支国博物館を中心に活動しておられますボランテ

ィアが、一支国博物館ボランティアの会という会でございまして、登録人員が４８人で、延べ

４０５人の活動をしていただいております。

また、原の辻サポーターという名称で、一支国王都復元公園での活動をしていただいておりま

すボランティアさんの登録人数が９０名でございます。そして、延べ１０４人の方の活動をいた

だいております。

特に、我々がいつも気にかけておりますことは、このグループの方が積極的、また自主的な活

動をいかに行いやすい状況をつくるかということでございまして、現在のところ、ボランティア

の方に交通費と食事代を出させていただいております。

この食事と申しますのは、１日に６時間程度にかかわるボランティアに従事した方に５００円

の昼食代を出させていただいております。交通費に関しましては、御自宅からの距離をはかりま

して、１リットルで８キロの車が動くという計算のもとに、算式を捻出いたしましてのものでご

ざいます。

計算式申し上げますと、片道の距離数割る８キロ、これは１リットルの車の動きの数です。そ

れ掛け単価ですね、それの往復ということで計算をしております。１つの活動あたり５００円を
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上限にさせていただいている次第でございます。

それと、研修等につきましては、議員御指摘のとおり、島外の研修先は九州国立博物館、また

伊都国歴史博物館、そして九州歴史博物館に研修に派遣をさせていただいております。

特に、島内の研修と申しますのが大切になろうかと思います。これは毎月１回、しまごと大学

講座というのがございまして、壱岐学講座と特別講座というのがそれぞれ月１回ずつあっており

ます。これへの積極的な御参加をいただいておりますので、知識的な基本的なものは、このしま

ごと大学講座で、かなりボランティアの方に御満足をいただいておるものだと思っております。

以上でございます。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） ボランティアの活動は今後も非常に大切になっていくと思います。

特に原の辻、一支国王都公園の整備が完成した日には、あそこは観光客でたくさんにいっぱいに

なるようにしないといけないわけです。壱岐ちゃりがどんどん動くようにしないといけないわけ

ですね。そのことによってボランティアも忙しくなると、そのようないい流れをつくらなくちゃ

いけないと思っております。

できましたら、何か難しい講座もいいんですけど、もうボランティアの中で、ある程度、もう

知識も活動もされている人たちがもう育ってきていますので、じゃあ、その人たちをひとつ講師

にして、そこに少し安くてもいいですから講師料を出すとか、そういうのを輪を広げて、もう余

計なっちゃ、えらい人は要らないと、地域は自分たちでやるっていうふうなボランティア組織に

なれば、非常にいいんではないかと私はそのように思っております。

原の辻ガイダンスが、今、非常に時期的にも苦戦をしているようです。ですから、この原の辻

の活用が今後、ぜひうまくなされて、それこそ博物館だけではなくて、博物館の博物館ボランテ

ィアさんだけが忙しくて、原の辻サポーターのほうは忙しくない。それから、壱岐ちゃりも用意

しててもなかなか稼働しないということがないように、壱岐ちゃりが稼働しないときは中で何か

楽しいものがやっているとか、そういう企画を打ち出していただきたいと思います。

何とか学講座とか、何かどっちかっていうと、学びの島になり過ぎているような気がします。

学ぶのが好きな人は、意外と少ないんじゃないかと思うんですけどね。遊ぶ人は、遊んだり楽し

んだりする人は当然多くて、難しいことを学ぶっていう人は、やはり少ないんじゃないかと、そ

ういうところも考えていただいて、壱岐を学びの島にするのか、あるいはいやしの島にするのか、

両方にするのか、そういう戦略的なものもぜひ考えていかれて、それに付随して雇用の場も生み

出すという、そういう理想的な島に向けて、ぜひ教育長の立場でも頑張っていただきたいと思い

ます。この私の希望に対しての教育長の考えをお聞きしたいと思います。
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○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 一支国博物館、また原の辻遺跡を活用して、将来どうするかという御

質問だと思います。

私は、この壱岐の島を元気な島にするためには、一支国博物館、原の辻遺跡というのは、忘れ

てはならないものだと思っております。壱岐の島の観光の浮揚にも、これは直結するものだと思

っております。

特にボランティアの方は、そのことを非常に心にとどめておられまして、私と考えが同じ同志

の方ばかしでございます。ですから、私は常日ごろ、ボランティアの方には敬意をもって接して

おります。今後ともこの働きがまだまだ十分に展開できるような努力をさせていただきたいと思

っております。

特に、本日小学校６年生、ここに来ておりますけれども、私は、島の子供たちが一支国博物館、

原の辻遺跡で、自分が生まれ育った壱岐の島のすごさというのを直感、一瞬にわかるというよう

な状況に持っていきたいと思っております。その島の、島に対する誇りが子供たちの自信につな

がります。その自信をもとにいたしまして、子供たちがそれぞれ自分の将来の目的をつくって、

日々それに邁進していく心も体も強い子供たちを育てていくのが私の夢でございます。この夢を

大切にして、壱岐の伝統的なものを将来の子供たちにゆだねていきたいと思っております。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 最後は博物館のことになってしまいました。ボランティアへの支

援はできているかの中からこういうふうになってしまったんですけど、御存じのように、１周年

を迎えますね、来年で。開館１周年。今までが順調かというと、有料人数とか、私はそんなにも

ろ手を挙げて順調だって言えるような状況じゃないと思っています。今度、やはり１周年、この

開館１周年というものをとらえて、また一つ、それこそ少ない経費で知恵を出し合って、１周年

だっていうことをうまく打って出て、「ああ、１周年、できたのも知らなかった」という人たち

もたくさんいるわけですから、ぜひ開館１周年、来年ですか、３月１４日に向けて、もう日にち

はないわけですから、効果的な広報活動なり戦術なりをぜひ、もうとられていると思いますけど、

中身を詰めていって、本当に博物館が壱岐のために、活性化のためになるように、今からでも皆

さんの優秀な方の知恵を絞って、１周年に向けて再度ふんどしのひもを締めて、頑張っていただ

きたいと思います。

以上で私の一般質問を終わります。

〔久保田恒憲議員 一般質問席 降壇〕
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○議長（牧永 護君） 以上をもって久保田恒憲議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで鯨伏小学校の皆さんが退場されます。生徒の皆さんにはちょっと

難しい問題もあったかもしれませんが、学校に帰ってからも先生と一緒に勉強してください。こ

れから寒くなりますので、風邪などひかないように、スポーツに勉強に頑張ってください。あり

がとうございました。お疲れさまでした。

ここで暫時休憩します。再開を１１時とします。

午前10時49分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時00分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、１２番、鵜瀬和博議員の登壇をお願いします。

〔鵜瀬 和博議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） それでは、通告に従いまして、市長に対しまして、１２番、鵜

瀬和博が質問をさせていただきます。

今回、機構改革ということですけども、このまま、さっきのまま鯨伏小学校の子供たちがいた

場合にどのように説明しようかと悩んでおりましたけども、幸い帰られましたので、今回、機構

改革については、特に専門的な言葉が多いですので、市長の御答弁を明確によろしくお願いしま

す。

それでは、平成２１年３月議会におきまして、市長は、機構改革については、私は住民ニーズ

への迅速な対応やスピード、スピーディーな意思決定などを含め、最少の職員数で効率的な行政

運営ができる組織を目指し、平成２１年４月１日からこれまでの部制を廃止するとともに、課の

統廃合を実施したい。また、全員協議会等では、将来的には完全課制に移行したい旨発言され、

これまでに議会としても何度となく現組織体制について指摘をしてきておりますが、行政運営の

完全課制へ向け、推進をされ、それまでの経過として、担当理事を置く現組織体制となっており

ます。

そのような中、就任当初からあれほど強く課制でやっていくと宣言されていたにもかかわらず、

今回、平成２３年４月より課制から部制へ任期中２回目の機構改革を実施するために、今議会に

壱岐市行政組織の条例の全部改正として、議案提案されていますが、それはどういった心境の変

化かお尋ねをいたします。

２点目、平成２１年４月１日からの機構改革は、壱岐島の貴重な歴史遺産や豊かな自然などの
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地域資源を活かした観光産業、商工業、物産流通等の推進を機動的、効率的に実施し、壱岐島発

展の機軸として、壱岐島振興推進本部を設置し、市長の決意を感じました。でも、今回の部制を

取り入れる機構改革の目玉は、果たして何なのかお尋ねをいたします。

３点目、今回、新たに設置する新行政推進室の分掌事務において、地域主権改革に向けた行政

体制の整備に関することと、職員の意識改革に関することとありますが、具体的にはどういうこ

とかお尋ねをいたします。

特に、職員の意識改革とは、現状の職員の意識をどのように認識をされ、それをどのように改

革していくのかお尋ねをいたします。

また、市長は、新行政推進室とは市長の特命部署と考えており、市長ほか２名の職員で構成し

たいとのことでした。これぐらいの人数なら、総務部、企画振興部の分掌事務で事足りるのでは

ないかと考えますが、市長の考えをお聞かせください。

また、先日の市長発言の中で、室長については、外部からの登用と考えているとのことでした

が、民間からの登用か、その場合は任期つき職員として採用されるのか、お尋ねをいたします。

また、今回の条例の中の各部の分掌事務を見れば、市政の総合的な企画及び調整に関すること

や、組織横断的な特命事項に関する調査、研究及び推進に関することを分掌するのは企画振興部、

そして職員に関することは総務部となっておりますが、新行政推進室との違いはどういうことか、

お尋ねをいたします。

４点目、市民病院、かたばる病院は、医師招聘など多くの課題を抱えており、厳しい実情等は、

昨日の一般質問においても多くの議員が質問されておりました。そのような中、今回、病院部長

を、病院部を設置されますが、責任と権限はどのようになっているのかをお尋ねをいたします。

また、市長の病院経営方針でもある独立行政法人までの暫定的な部としてとらえてよいのかお

尋ねをします。

５点目に、観光商工課については、今回、石田庁舎から郷ノ浦庁舎に移転し、壱岐島振興推進

本部でありながら、離れ離れになった政策企画課と一緒になって、名称が変わり、企画振興部に

なります。

さて、先日、行政視察で訪問した２４の瞳とオリーブで有名な香川県小豆島町では、小豆島町

の商工観光課、小豆島観光協会、小豆島町観光協議会が観光案内所であるオリーブナビ内の事務

所に同席をしており、日常から情報交換やイベントの協力支援等を行っておりました。また、平

日、週末を問わず、ここが観光案内所のため、多くの観光客も訪れるため、勤務シフトについて

もそれぞれの機関の性質を活かし、観光客のニーズに対応しており、観光客からの評判もよいと

のことでした。また、農業振興並びに観光振興のために設置されているオリーブ課も同施設内に

あり、それぞれが観光客誘致に向け、協力しているとの話でした。
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今回の産業建設常任委員会の行政視察において、観光商工課長も同行しておりましたので、メ

リットについては十分理解されていると思います。郷ノ浦庁舎に移転する観光商工課は、市長も

御承知のとおり、仕事上、来客や出迎え等が多いため、壱岐の玄関口に配置し、将来的には島内

外からもわかりやすく、窓口情報発信を一つにし、小豆島町のように、観光協会とワンフロア化

する考えはないかお尋ねをいたします。

また、観光商工課の移転に伴い、関連があるイベント振興会も今回移転するのか、あわせてお

尋ねいたします。

６点目ですが、先日の総括質疑の中でも、今回の部制の名称について、指摘をしておりました。

産業経済部の名称について、再度お尋ねいたします。

市が発足して当初、農業部門、水産業部門、観光商工部門があったので、産業経済部になった

のは十分理解をしております。平成２１年４月、今回の機構改革において、課の構成が農業、水

産業部門だけになったので、市民にわかりやすくするためにも、なぜ農業水産部にしなかったの

か、また、管理職会議等でそのような意見は出なかったのかと質問したところ、総務課長は、産

業経済部の名称はこれまで市民に親しまれており、市民からの問い合わせについても、農業は水

産業はどこですかと言われるので、名称については問題なく、そのような意見も管理職会議では

なかったとのことでした。

それでは、今回の機構改革では、分掌事務は変わらないのに、課長の指摘する市民になれ親し

んでいる壱岐島振興推進本部の名称が企画振興部に変わる上、郷ノ浦庁舎へ移転をします。産業

経済部、企画振興部の名称のつけ方には一貫性がなく、相違があると思いますが、それはどうで

しょうか。

また、今回、新しく設置されるこども家庭課については、児童家庭班と幼保連携班があり、子

育ての支援並びに認定子ども園を見据えた幼稚園と保育所の連携についても、調整を含め、主体

的に推進するとのことでしたが、幼稚園の主管でもある教育委員会には相談がなかったと教育長

は発言をされております。

また、管理職は、新行政推進室と市民部、こども家庭課長の２人だけ増加するだけで、部制を

実施するに当たり、市長の裁量権で、今後、各部部長１人制にするのか、兼任させるのか、検討

していきたいと市長は答弁をされました。

本来、市長の施政方針に従い、機構改革などの部の名称並びに組織については、対外的にも重

要と考えております。そのために、管理職会議の中で十分意見聴取し、協議をし、今後の市行政

を効率、効果的に組織編制し、より強く推進していかなければならないと考えますが、管理職会

議が機能していないのではないかと思います。過去の一般質問でも指摘をしてきたように、管理

職会議は単なる事業報告会ではなく、会社で言う経営会議と考えておりますが、市長の考えをお
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聞かせいただきたいと思います。

また、最近では、国の施策方針がはっきりとせず、流動的で、離島行政を取り巻く環境、法律

も大きく変わろうとしております。そのような変化の中、市長は、市の行政運営に加え、県はも

とより、国の各省庁への要望、要請を含め、多忙な日々と思います。その多忙の中、きのうも指

摘がありましたが、次から次へと、職員による不祥事が発生し、精神、体力ともお疲れのように

お見受けをします。

地域主権の時代と言われておりますが、市長１人だけではすべてをこなすことは不可能と思い

ます。市振興に向けた施政方針の具現化のためには、副市長１人制から、市長の両腕として、職

員教育も含めた庁舎内事務担当副市長と壱岐の渉外担当の営業マン副市長として、副市長２人制

に移行してはどうかと考えるが、お尋ねをいたします。

以上、大きく６点、市長に対して質問をさせていただきます。

○議長（牧永 護君） 鵜瀬議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） １３番、鵜瀬議員の御質問にお答えいたします。

本日は、機構改革について盛りだくさんの御質問をいただきました。私は、平成１３年８月か

ら平成１４年８月まで、合併協議会事務局に勤務をいたしまして、合併協議、そして協定項目に

ついて勉強させていただいたところでございます。その中に、組織に関することについては、合

併協定第５号で、事務機構及び組織の取り扱いという協議がなされておりまして、その時点では、

組織については合併前に調整するということで合併協定書はなっておりました。私は、壱岐市の

３万人規模で考えたときに、その時点で部制について少し疑問を持っておったところでございま

す。そのときはもちろん本庁方式ということでございました。平成１９年１月から今の分庁方式

になっておるわけでございます。そして、そのようなことで、そういう考えを持っておったとい

うことが一つです。

それから、支所に支所長と部長が２人いて、なかなかその中での命令系統がどうなのかなとい

う疑問。そしてまた支所長には、私はいましばらくは旧町の出身者が支所長にいるのが望ましい。

しかし、そうやれんときは、せめて次長は地元からというようなそういう気持ちを持っておりま

した。そういうこともありまして、平成２１年、先ほど申されました理由もそうでございますし、

平成２１年４月の機構改革で現場重視と意思決定の迅速化を図るということで部制を廃止し、担

当理事を配置をしてきたところでございます。

しかしながら、これまで理事制の運用の過程で、先ほど議員おっしゃるように、議会から責任

の所在が明確ではない。あるいは職務上の権限が分散して、組織の指示系統、すなわち指揮命令

が円滑に機能しない場合があるなどとの御意見をいただいております。
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そのようなことから、統括課長級としていた理事職の位置づけのわかりにくさを解消し、権限

を部長に持たせて、組織の透明性、すなわちわかりやすさの確保と責任の所在を明確にしようと

するものでございます。

確かに、以前の部制になぜ戻るのかと、今まで言ってきたことと違うじゃないかという御指摘

がございます。しかしながら、前の部のあり方と、そのまま戻したということではないというこ

とを御理解いただきたいということと、ただ、自分で今考えておりますことは、私はマニフェス

トで変えるということをモチベーションとして出してまいっておりました。そういった面で、気

負いがあったということも事実でございます。

次に、今回の部長制を取り入れた機構改革の目玉は何かということでございます。今回の機構

改革は、提案理由のとおり、社会情勢の変化に伴う新たな行政課題に対応できる効率的な組織体

制をつくるために行政組織の見直しをしたものでございます。

特に、避けては通れない新たな行政課題といたしまして、地域主権改革と幼保連携の体制整備

を前向きに積極的にいち早く取り組みたいと思いまして、組織機構見直しに当たりまして、新た

に部長格の室長が統括する新行政推進室を設置いたしますと同時に、下部組織としてこども家庭

課を新設するものでございます。

今回の部長制との関係にいたしましては、新行政推進室長には、特命部長としての任務を命じ

たく考えておりまして、各部を横断的に統括すると申しますか、横断的に仕事ができる特命部長

という位置づけをいたしたいと思っております。特に、きのう、先日申し上げましたけれども、

人事院が将来的に発展的に解消される、そのかわりに公務員庁をつくるなど、国の組織も変わっ

ております。それからまた、そういったものに迅速に対応できるようにやりたいと思っておると

ころでございます。

次に、３番目といたしまして、その新行政推進室の役割、そして特に職員の意識改革というこ

とでございますけれども、どのように職員の意識を把握しているのかということでございます。

地域主権改革は、住民に身近な行政は地公共団体が自主的にかつ総合的に広く担うようにすると

ともに、地域住民が自らの判断と責任において、地域の諸課題に取り組むことができるようにす

るための改革でございます。

具体的には、自治事務のうち、法によりしばられている事項について、各自治体の条例で定め

たり、国の関与を受けずに独自に許認可できるよう、地方の独自性が発揮できるようになります。

そのためには、地域主権時代の市役所の担い手として、高度な専門的知識、技術、政策形成、法

務能力及び地域の中に飛び込んで、様々な人々と円滑なコミュニケーションを図ったり、情報を

収集する能力などを持った人材の育成が急務でございます。職員の、そういった意味で、特にや

る気を出させるというような、そういったことを、特に教育をしたいなと思っておりますし、今
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議会でもおわびを申し上げましたが、職員の不祥事等が多発しております。そういったことに対

する職員の自覚、そういったものを高めるということが目的でございます。

それから、職員の意識をどのように改革していくのかという質問でございますけれども、基本

的には、従来から求めております市が抱える行政上の問題等の解決とあわせて、先ほど申しまし

たこともあわせまして、高度化、多様化する市民ニーズへの対応、厳しい財政状況下における行

政運営と地方分権時代、いわゆる地域主権改革への対応、よりよい地域社会構築への貢献を行え

る職員となるための職員意識と職員力の向上を目指すものでございます。これらに対する現状の

職員の意識等については十分でないと認識しておりまして、その意識等の底上げを取り組みたく

考えておるところでございます。

次に、企画振興部との違いについての質問に対しましては、さきに述べましたように、新行政

推進室においては、特命事項に係るその所掌事務の内容において、地域主権改革に耐え得る職員

力、つまり体制の強化でございます。地域主権改革における分権事務の実行については、企画振

興部などの調整部門及びそれぞれの部門で対応することになります。

４番目でございますけれども、病院部長を設置するが、責任と権限、そして独立行政法人まで

の暫定的な部としてとらえてるのかという御質問でございます。病院部については、市発足当時

は、病院管理部として、現在は病院事務局として病院事業に関することを分掌事務としておりま

す。病院部長の責任と権限につきましては、他の部長と同様に、部の事務を掌理し、その事務を

処理するための所属の職員をし、監督するということになります。

次に、病院部が暫定的であるかどうかについての御質問でございますが、昨日、市山繁議員の

御質問にお答えいたしましたように、独立行政法人をかたくなにそれを目指すという方向を、や

はり少し柔軟に考えなきゃいかんと、今、そういうふうに思っておる次第でございますけれども、

いずれにしましても、きのう申し上げました長崎県病院事業団に加入するにいたしましても、や

はりそこで経営形態が変われば、おのずと変わってくると思っておりますので、それまでという

ことで御理解いただいて結構だと思っております。

次に、企画振興部の中の観光商工課について、将来的にわかりやすくするためにワンフロアー、

観光協会とワンフロアーにする考えはないのかということでございます。例として、小豆島の例

もお挙げになりました。確かにすばらしい観光の先進地でございまして、私の自治大の同期生も

おりまして、私も小豆島２回ほど参りました。すばらしいところでございました。

ところで、私は、今の段階で、やはり補助を受けてやっておる観光協会と補助を行う市の担当

課が、今の時点で同じフロアーにいるということは、なかなか難しいのではなかろうかと思って

います。私は、観光を考える上で、観光に来ていただける方の視点でやるということにつきまし

て、それを重視せないかんということを思っておりまして、窓口は１本にせないかんということ
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は、もう本当わかっております。そこで、今、実は観光協会と受入協議会に窓口を１本にまずし

てくれんかということをお願いしているところでございます。私は、その観光協会と受入協議会

が１本化になった後で、今の提案については研究する余地があると思っておるところでございま

す。

それから、５番目のイベント振興会も一緒に入るのかということでございます。イベント振興

会も一緒に郷ノ浦庁舎に来るということになります。

次に、６番目の副市長２人体制にしてはどうかという、管理職会議が形骸化しているのではな

いかということと、産業経済部の名称についてでございますけれども、まず、産業経済部につき

ましては、産業経済部で通させていただきたいと思っておるところでございます。

こども家庭課について教育長に相談がなかったということでございますけれども、教育長につ

いては、教育長はそういう課が機構改革の中で話を聞いておりますから、そういう課ができると

いうことは当然御存じのはずでございますけれども、これはきのうもちょっと申し上げましたけ

れども、教育委員会と市の行政というのは、きのう言いますように、国の縦割り行政の最たるも

ので、幼稚園と保育所がなかなか連携がとれない。どちらにリーダーシップをとらせるかという

ことで、リーダーシップをとる意味で、行政のほうにこども家庭課をつくり、そして今から教育

委員会のほうに積極的に働きかけていって、相談をする。そのテーブルをつくったということで

御理解いただきたいと思っております。

それから、管理職会議につきましてでございますけど、先ほどの産業経済部とも関連いたしま

すけれども、管理職会議の中で、今回の機構改革についてどのような機構がいいかということで

提案もさせております。１０を超える提案があっておりますけれども、それを集約したものが今

回の機構改革でございまして、その中で、産業経済部の変更というのは、出てこなかったという

ことも事実でございますし、そうしたことで、私はただの会議じゃなくて、やはり少し意見も少

のうございますから、経営会議になるぐらい、経営会議と考えるのは当たり前だということで、

それはそのとおりでございますけれども、今後、管理職の発言も促していきたと思っておる次第

でございます。

それから、現在の政治情勢は本当に変動期にございます。確かに、私の健康も気遣っていただ

いてありがとうございます。しかしながら、私は副市長２人制というのは、正直申し上げまして、

就任当初どうかなと考えておったところでございます。現段階では、今のところそれほど必要性

を感じていないところでございまして、実は、今度の新行政推進室長等々の公募をするわけでご

ざいますけれども、その活躍といいますか、それに大いに期待をいたしたいと思っている次第で

ございます。答弁が漏れているかもしれませんが。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕
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○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回、機構改革について、かなり質問の量も多かったもんです

から、市長もいろいろと大変だったろうとは思いますが、大変ではあるけども、それだけの指摘

事項に対して市長の並々ならぬ決意について聞きたかったもんですから、事細かく質問をさせて

いただきました。

まず最初の、今回議案提案され、前回の課制から部制に変わることについては、今回の議案

９７号にありますとおり、提案理由として、新たな行政課題の多様な市民ニーズに柔軟に対応で

きる効率的な組織体制を構築するためにということで、見直しを行うということでしたが、再度

お尋ねをいたします。前回も市長は課制の折に、市民ニーズへの迅速な対応やスピード、スピー

ディーな意思決定を進めるということで、効率的な行政運営をできる組織を目指すということで、

課制をしたわけですけども、今回、その課制から部制に変わるわけですが、課制のメリット、デ

メリット、そして今回される、多分部制についてはメリットが大きかったから変えられたんでし

ょうから、具体的に今どういった部分で市長がトップとして、これまで行政運営される中で、課

制から部制に今回２回目の機構改革を実施するに当たって、どのように思われたかという点を再

度お尋ねをいたします。

そして、今度、行政推進室、これはわかりました。もう市長が要は地域主権改革に向けて、さ

まざまな状況の中で、変わる中で、対応するために特化して、この推進室を設けたい、その気持

ちはわかります、もちろん。ただ、市長が言われておる人数が果たして室長ほか２名でできるの

か。それだけ思いがあるんであれば、数をふやすなりできるんじゃなかろうか。だから、その特

命、市長のさまざまな特命については、今回、提案いただいている条例の中で指摘もしましたけ

ども、企画振興部あたりが、組織横断的な特命事項に関する調査研究です。今、光ファイバー等

で大変忙しいとは思いますけど、多分どこの部署もかなり人手不足のようです。というのは、や

はりこれだけ社会情勢が変化がかなり早いもんですから、それに対応していくというのと、こう

いう厳しい状況の中で、市民のニーズも多種多様化していると思います。そういうときに、この

各部として人員を取られるというのはどうかなというふうに不安を持っております。そうしたと

きに、通常の業務自体がおくれるんじゃないか。結果的にはその市民ニーズの対応ができなくな

るんじゃないかというものを懸念をしております。だから、どうしてもつくるんであれば、前回、

先日の総括質疑の中で指摘もありました、やはりどうせするなら、それにプラスしても、広報及

び広聴も入れたほうが絶対いいと思います。今は情報発信の時代で、正確に情報発信をすること

こそが市民の安心にもつながるわけですから、新行政推進室の人員の増加と、そしてその分掌事

務については、再度十分協議する必要があるんじゃなかろうかと。その細部については、今回、

議案を提案されているわけですから、行政組織の規則については、既にもうできているだろうと
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思います。その中の見直しも含めて、十分検討していただければならないと考えております。

また、３番目の今回の室長の登用については、市長の口から、今公募という形で発言がありま

した。これは来年の４月からの施行ですから、年明けぐらいに公募を、民間も含めて公募するの

か、お尋ねをいたします。

そして、結局私が言いたいのは、今回の機構改革でも、名称云々じゃなくて、先ほど市長も言

われたとおり、管理職会議において、１０個は提案されたと、十数個は提案されたということが

ありましたけども、この十数個、どういったものが提案あったのか、お尋ねをいたします。

今後については、発言を促していくということでした。そして、この新行政推進室の中には、

市長が言われました職員の意識改革ということで、高度化、多様化する住民ニーズの対応や地域

の貢献、そして職員の自覚を高めてやる気をうながしていく。ひいてはその職員の専門的知識を

含めて、職員力を磨きたいということですから、これは職員ですから、一般職員だけに限らず、

これ管理職においても市長のほうから意識改革も含めて、する必要があるんじゃなかろうかと思

います。その点についてお尋ねをいたします。

また、副市長２人制につきましては、市長も結果的にはそれほど必要と思ってない。副市長の、

もう一人の副市長に当たるのは、ニュアンスからすれば新行政推進室長のような受け取り方をし

ておりますが、そういった形で、どういうふうにその新行政室長と現在の副市長との分掌事務と

いいますか、その辺をどのように分けられたいと、今現時点で考えられているのか、再度お尋ね

をいたします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 今回の部長制についての部長を置くことのメリットと申しますか、それ

はやはり先ほどから議員も御指摘のように、やはりスピーディーに命令下達、あるいは上意下達

とはおかしいですけど、あるいはボトムアップ、それをスピーディーにするということが主でご

ざいます。特に、現在、総務部には部長がおりません。そういったことで、やはりそれぞれの部

署で部長をつくって、統括してもらうということが大きな目標でございます。

それから、新行政推進室が２人ぐらいで足るものかということについては、先ほどお答えをせ

ずに申しわけございませんでした。議員御指摘のように、本当に人数、人手不足といいますか、

今もう一般職も６人、７人やめても１人、２人しか採用せんというような状況にしとるもんです

から、非常に職員の数が減っております。それで、それはもう本当、何人もここに置きたいわけ

ですけれども、実際置けないというのがもう現実でございます。しかしながら、きのうの市山繁

議員の御指摘もありましたように、広報、あるいは広聴の、失礼しました。町田議員が御指摘ご

ざいましたけれども、町田正一議員の御指摘がありましたように、広報等々入れたらどうかと。
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それにつきましては、私もそのほうがいいという、今、きのうお答えしましたように、迷ってお

りましたけれども、それはやはり御意見のとおりではなかろうかと思っている次第でございます。

それから、今後、その内容につきましては、今申し上げましたことも含めて、やはり協議を深

めて検討を深めていきたいと思っておる次第でございます。

また、議員の皆様方からの御意見も尊重して、反映させたいと思っておる次第でございます。

それから、新行政室長のことでございますけれども、これは当然公募をいたします。公募して、

採用するということになります。

それから、職員の意識改革につきましては、当然のことながら、新行政推進室長に任せるだけ

でなくて、私自体、当然のごとく意識改革をしていかないかん。特に管理職の意識改革について

は、特に私は力を入れてしていかないかんと思ってる次第でございます。

それから、新行政室長と副市長の兼ね合いはどうなるかということでございますけれども、新

行政室長は、あくまで一般職でございます。そこで、しかしながら特命ということでございます

から、直属といいますか、部長の並びのポストではございますけれども、副市長と部長のあいな

かぐらいの感覚としては持っておる次第でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回、部長制にするために、する目的として、市長が言われま

した、スピーディーな意思決定、ぜひ部を置かれるわけですから、権限についても各部長に権限

を持たせていただいて、そして最終的な意思決定の判断を市長がされるというようにしていかな

いと、本当にスピード力が上がるような対応ができないと思います。何もかんも市長が１人です

るんじゃなくて、やはり今回、部長制にするからには、それぞれ分けて、市長が目指すべき壱岐

市の将来像について、それに向けてそれぞれの管理職及びその職員が一丸となって邁進していた

だくことを強く期待をしております。

それで、室長の公募についてですけど、やっぱあの人やったね。そら優秀やけん、言うちゃい

けん、たまたまなっただけって言われればそれまでですけど、やっぱり今は特に市の行政につい

ては民間経営の経営感覚を持った方が重要と思います。これからの地方主権においては、国も民

間でできるものは民間にさせるというような方向になってますので、その辺のことも十分考慮さ

れまして、どれだけ公募があるかわかりませんけれども、以前、南島原市の副市長においては、

何百人という応募があったようでございます、副市長に。それで、ぜひそういう形でしていただ

きたい。

今度、先ほど戻りますが、観光商工課のワンフロアー化についてですけど、私も市長と同じ考

えで、小豆島もすごかったんですけど、行政的立場として、観光協会あたりにやっぱ法人化をし
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ていただくような働きかけをしていただきたいと思います。そして、できる限り、要はすべての

施設とはいきませんけれども、市長が常日ごろから言われる行革、スリム化です。経費削減する

上では、指定管理者制度の導入というのは必要と思います。そして、そうすることによれば、民

間というのは自分で金を稼がないといけませんので、十分なところからやっぱり知恵を出して、

そしていろんな形で情報発信され、収入を上げていくというふうに思いますので、その辺につい

ては、すぐとは、内部組織的なことも、相手もありますから、あるでしょうから、今後はその方

向に向けて、進めていただきたいと思います。

また、これから市長も御存じのとおり、政府は１１月２９日に地域主権戦略会議を開きまして、

これまでの国が使途を定めたひもつき補助金を２３年度から２年間で１兆円規模で、あらかじめ

使途を定めない一括交付金とすることが決定をされております。その中に、第１弾として、

２３年度から地域の自主性を確立するための戦略的交付金、地域自主戦略交付金を創設されるわ

けですけども、２３年度については都道府県分の５,０００億円程度というふうになってるよう

でございます。次年度についてはもしかしたら、その下の組織、市あたりまで来るのかもしれま

せんけれども、やっぱそういったときに、職員力をぜひ出していただいて、いろんな知恵を結集

して、その中で、この間も御指摘をしときましたけども、若い職員のやっぱいろんな意見を聞い

ていただいて、それを管理職会議でたたいて、たたくちゅうか、構築をしていただいて、そして

その職員の自信につなげていくような形も、職員の意識改革の一つにつながると思います。

そこで、再度お尋ねをいたしますが、この議案を、先ほども言いましたとおり、提案されてる

わけですから、行政組織規則については、既に作成をされていると思います。その中で、この間

の一般質問で人事評価制度の実施に向けては、市長が任期中にすると言われておりました。まさ

かその任期中に、また再度、機構改革があるとは思っておりませんが、その担当は、言わばその

職員の意識を変えるということは、やる気を起こさせるって先ほど市長が言われました。

それに向けては、人事評価制度導入についてもその１つと考えております。現時点で結構です

ので、市長のその人事評価制度に向けた政策評価は、多分、企画振興部が政策企画課がされるん

ですが、今後、その人事評価制度導入に向けてどういったイメージをお持ちなのか、再度お尋ね

をいたします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 職員の人事評価制度につきましては、現在、管理職について年度初めに

目標を出させ、１０月にその途中経過といいますか中間報告をさせ、そして３月に１年間の自己

評価といいますか、をさせておるところでございます。

一般職につきましては、正直申し上げて、イメージとしてはそれぞれやはり今、正直言いまし
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て今回の不祥事を受けまして、課長に個別のいわゆる綱紀粛正の話をされております。一人一人、

課長と協議をしています。

そういった手法を人事評価にもとり入れたいなと思っていますが、これを実際にやるとなれば、

ご存知のように職員組合とのまだ構築ができておりませんので、ただイメージとしては私は手法

としては、そういうふうな手法をとりたいなと思っておるところです。

今のところそう思っています。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） あともう一つ、先日の統括質問で市長は部長、まあ部ができる

わけですけど、そこの部長を１人兼任するか、裁量権任せてくれって言われましたが、先ほどの

発言の中に、部をつくるんだから部長を１人置きたいということを言われましたけども、現時点

では、部に対して１人ずつ部長を置くということで理解していいですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 行政内部ではそのように考えておりますが、正直申し上げて病院をどう

するかなと、今のところちょっと悩んでおります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回、市長が決意を新たに機構改革をされるわけですから、そ

の市長の思いが十分議員初め職員の皆さんに伝わって、市の行政推進に向けて努力をしていただ

きたいと思います。

今回、機構改革をされるに当たって、たしか来年は九州市長会が開催されますね。２６年度に

は国体が来るわけですけども、現在、その機構改革の１つとして国体については教育委員会サイ

ドにあるわけですが、この国体は特に九州市長会もそうですが、壱岐の絶好の宣伝の機会であろ

うと考えております。

今後、この国体開催に向けた市長の今は教育委員会がありますけど、その辺について私は、も

う全庁的、全島的にする必要があると考えておりますけども、市長の考えをお聞かせいただきた

いと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おっしゃるように、この九州市長会、来年の九州市長会、５月の１９日

でございますけれども、本当に壱岐をＰＲする絶好のチャンスであると思っておりますし、壱岐
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に持ってきた、持ってこれたのは佐世保の朝長市長の１つの御配慮もございました。感謝を申し

上げたいと思っている次第でございますけれども、絶好の機会でございます。

これも当然のように全庁的、全庁を挙げてやらにゃいかん。そして、各観光協会、そしてその

傘下にいらっしゃる旅館組合等々、もう本当に壱岐全島を挙げて対応していただかないかん、お

もてなしの心を持っていただかないかんと思っておりますし、２６年の国体につきましても、こ

れは担当部署がどこであろうが、全庁、全庁舎、全島民挙げて、これに対応していきたいと思っ

ている次第であります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 鵜瀬和博議員。

○議員（１２番 鵜瀬 和博君） 今回、機構改革については、いろいろと指摘及び提案をしてき

ておりますけども、今回の壱岐市行政組織の条例の全部改正につきましては、付託された総務委

員会においても十分審議されると思いますし、今後、議決された後、市長の今言われているよう

な思いがスムーズに意思決定がされて下の職員に伝わり、そしてひいては市民にとっていい機構

改革だったなと言えるような形になるように、管理職会議も含めて十分されることを期待をして、

私の一般質問を終わります。

〔鵜瀬 和博議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、鵜瀬和博議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時とします。

午前11時48分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、２番、呼子好議員の登壇をお願いします。

〔呼子 好議員 一般質問席 登壇〕

○議員（２番 呼子 好君） それでは、本日、一般質問３件を出しております。市長の端的な

御答弁をお願い申し上げたいと思っています。

まず、１点目でございますが、今回のＴＰＰ、特に国の根幹であります大きな事態が動いたと

いうふうに認識をいたしています。このＴＰＰ協議につきましては、私は菅総理が１０月の国会

の所信表明演説で、ＴＰＰ参加への検討を言及した、これが大きなうねりになったんだというふ

うに思っております。
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市長も御承知のように、ＴＰＰは、環太平洋を囲む国々が国境を超え、人・物・金・サービス

等を自由に移動させることができるものでございます。２００６年にシンガポールを中心に４カ

国で始まりましたが、現在、アメリカ、オーストラリアも参加を表明し交渉に入り、来年１１月

には１１カ国になると、そういうものでございます。

また、日本政府も、１１月９日のＴＰＰについて関係国と協議を始めるとした全く議論を尽く

さない、早急に乱暴と言わざるを得ない経済連携に関する閣議決定をし、１１月の１５日、菅総

理は、横浜でのＡＰＥＣの首脳会談で、アジア太平洋自由貿易圏の実現に向けた参加を表明しま

した。

農林水産業はもちろん、地域経済に多大な打撃を懸念する声が生産者、地方経済から不安が反

発の声を広げております。ＴＰＰへ参加すると輸入品の関税はなくし、外国企業の進出・投資、

あるいは同業者の受け入れも含め規制がなくなり、アメリカ・オーストラリア等からの農畜産物

が大量に輸入されます。

このＴＰＰに関し全農が中心になりまして、日本の食を守る全国集会が１１月１０日、ＪＡグ

ループあるいは漁連、生協など１４団体は、ＴＰＰ交渉への参加に対する全国集会を全国約

３,０００名を結集し、１４０名の国会議員も参加、各政党は参加反対表明、ＴＰＰ交渉への断

固反対を特別決議を採択し、開国論を掲げてＴＰＰ交渉を参加する前のめりの姿勢の政府の反発、

食料安全保障や農業の多面的機能をもたらす問題をこれ以上、海外にゆだねていいのか、食料自

給率５０％とＴＰＰの両立性は不可能といった国民運動への呼びかけが出ております。

ＴＰＰへの影響は、農林水産省の試算では、農業総生産額４兆８,０００億円減り、食料自給

率１４.８％の低下、農業関連産業も含めた損失額は７兆９,０００億円に上るという、農業だけ

でなく地域経済社会にも壊滅的な打撃を受けると言わざるを得ません。

長崎県の試算でも、先般、報告がありましたように、農業算出額が４９７億円、水産業で

１８０億円の減少を見ております。この長崎県の試算に対しまして、もし壱岐の農業・水産の試

算が出とけば、後をもってお願いを申し上げたいと思っています。

また、１２月４日には、福井県で民主党の山田前農水大臣と自民党の石破政調会長の農林大臣

経験者を招き、約１,０００人の生産者を集め討論会を開き、山田前農水大臣は農業の所得補償

をすれば済む話ではない、農水産物は関税下げてよいというものではない、農業分野でも多大な

大きな問題がある、政府も慎重になりつつあるというそういう話をされ、参加には否定的な考え

を示されております。

一方、石破政調会長は、ＴＰＰ交渉の不透明の中で参加ありきは絶大なる問題があるというこ

とも述べてあります。このＴＰＰ問題は、各県の知事会、県議会等、ＴＰＰ参加反対の要請を行

っており、また、各県ＪＡを中心になり、県・市単位でも集会が参加され、断固反対のメッセー
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ジを送られております。

我が壱岐島内もＴＰＰに参加すれば、農業・漁業関連産業はもちろん、地域の崩壊につながる

というふうに思っております。白川市長のＴＰＰ参加への見解をお願いいたします。

○議長（牧永 護君） 呼子議員の質問に対する市長の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ２番、呼子好議員の御質問にお答えします。

ＴＰＰ協議の参加、そしてどのように考えておるかということでございます。ＴＰＰ環太平洋

戦略的経済連携協定の参加の是非は、各方面で大変な議論をされておるところでございます。日

本はこれまでＴＰＰに対する姿勢を明らかにしておりませんでしたけれども、本年１０月に開か

れた新成長戦略実現会議で、菅直人首相がＴＰＰの参加検討を表明いたしました。

しかしながら、ＴＰＰが原則として例外を認めない貿易自由化の協定であることから、米をは

じめ国内の農業・漁業は壊滅的な打撃を受けることとして反発する声が上がっております。

１１月９日の閣議決定では、ＴＰＰへの参加を決定されなかったものの、ＴＰＰ協定について

は、その情報収集を進めながら対応していく必要があり、国内の環境整備を早急に進めるととも

に、関係国との協議を開始するとの決定が下されております。

農水省は、１１月２２日、関税全廃を原則とするＴＰＰに日本が参加した場合、国内の農業生

産額が４兆１,０００億円減るとの試算を明らかにしております。２００８年の農業総産出額

８兆４,７３６億円の４８％に当たり、農業は壊滅的な打撃を受け、食料自給率は１４％に落ち

込むとした内容になっておりまして、農業者の間では、当然のことながらＴＰＰ参加に反対の声

が強まっております。

一方、参加に前向きな経済産業省の試算は全く逆で、国内総生産ＧＤＰへの影響額は、不参加

なら輸出が停滞し、平成３２年に１０.５兆円減少と主張しています。また、内閣府も参加なら

最大で３.２兆円増加するとしておりまして、農水省以外は経済成長することで生活が豊かにな

るとして、参加のメリットを強調しております。このように、各省庁のバラバラな予想が政府の

調整不足を露呈しており、問題をさらにわかりにくくしておるところでございます。

いずれにしましても、ＴＰＰへの参加の是非は、日本の農業をどうするかを十分議論してから

のことであり、この議論をせずして、本市の産業構造を考慮いたしますとき、参加の是非につい

てと申されますと、当然のことながら反対の立場を貫いてまいります。

先ほど、呼子議員が壱岐の影響度はどれほどかということでございます。県におきましては、

農業について１,３９６億円の総算出額に対して３６％、４９７億円が引けるという試算をなさ

れておりまして、それに県の減産率を壱岐の作物に当てはめますと、米が７億２,９００万円の

減、麦・大豆で約４,０００万円、牛肉で２２億８００万円、合計で２９億７,７００万円の減に
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なると考えておるところでございます。

また、水産関係につきましては、ＴＰＰ参加による長崎県水産業に及ぼす影響について、国に

準じて試算をされております。その試算内容によりますと、農水省が試算に用いた１３品目のう

ち、長崎県が該当するアジ、サバ、イワシ、イカ・干しするめ、昆布・昆布調製品、干しノリほ

かノリの調製品、カツオ・マグロ類、ワカメ、ヒジキの９品目を対象に試算が行われております。

それによりますと、県生算額の約１８％、約１８０億円減少する可能性があると報告が出され

ております。これら水産関係の国全体におきます影響額といたしましては、国全体では４,２００億

円の生産額が減少されるとされております。

したがいまして、これらを総合的に判断いたしますと、農業同様、水産関係におきましても絶

対反対の立場でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 市長の力強い反対の言葉、ありがとうございました。

現在、現在といいますか今、壱岐の試算、農業で約２２億円というそういう状況でございます

が、私はそれ以上の県下からしますと、壱岐はまだ大きくなるんじゃないかと、そういう予感を

しております。

特に、このＴＰＰ参加につきましての是非は６月という説もありますし、また秋ぐらいという

そういう説もあります。特に、全農を中心にした全中が全国１,０００万人署名をやるという、

６月までにやるというそういう表明をいたしておりますし、また、壱岐としても、１月２８日に

今んところ、農協を中心に漁協を含めたそういうＴＰＰ反対決起集会を開催するというそういう

話もおうかがいをしております。

市長につきましては、あらゆる機会をとらえまして、この反対に対する固い決意をお願いをし

たいというふうに思っております。

このＴＰＰ問題につきましては、実質は国が決めるわけでございますから、一応、末端からも

こういう声を張り上げる、そういうのも必要ではないかということで一般質問を行いました。

次に、２点目でございます。雇用対策につきましてでございます。

実はきのう、ここに普通交付税の算定のものが参りまして、約１億６,３００万円の増加額が

示されました。私はこれは経済対策・緊急雇用対策かなというふうに思っておりますが、それに

つきまして市長、間違いないでしょうか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 経済対策でございます。
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〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） はい、ありがとうございました。

特に雇用対策につきましては、今回のこの補正予算で大きくは壱岐に来たわけでございますか

ら、これを有効に活用していただきたいなというふうに思っております。

ところで、この緊急雇用でございますから、短期的な雇用だろうというふうに思っております。

昨年から始まったものでございまして、ことしも６月から１１月までということで、この緊急雇

用対策で聞きますと、１５名の方がこれに該当されて働いておられるわけでございますが、これ

も１１月で終わったということで、せめて１２月までどうにかならないのかというそういうこと

を担当部署にも話をされておるようでございますが、これも国の事業でございまして、なかなか

難しい面があるわけでございますが、今年度の今後の緊急対策の実績といいますか、これについ

てお願いをしたいと思っています。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 緊急雇用創出事業といたしまして、ふるさと雇用創出基金事業及び緊急

雇用創出事業臨時特例基金事業がございますが、特に緊急雇用創出事業について雇用期間が６カ

月もしくは１年間であり、再雇用までのつなぎの事業となっております。

今年度の緊急雇用の実績は、ふるさと雇用創出事業が３事業で雇用者数が１４名でございまし

て、緊急雇用創出事業が５事業で雇用者数が５４名、計８事業の６８名となっております。今年

度末の実績見込みは、緊急雇用創出事業に１事業加え、雇用者数が７１名となっております。

今、これは実績でございまして、平成２３年の事業見込みは、ふるさと雇用創出事業が３事業

で雇用者数が１５名、緊急雇用創出事業が７事業で雇用者数が１０５名、計８事業、雇用者数が

１２０名となっておりまして、今後とも、本事業を積極的に取り組んでまいりたいと考えておる

ところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 国の緊急雇用でございます。大いに活用をお願いしたいなと思っ

ておりますが、この緊急雇用対策につきましても、壱岐は予測からしましてもかなり少ないんじ

ゃないかと、そういうふうに思っておりますから、こういうものにつきましても、やっぱり県に

積極的に予算獲得に励んでいただきたいなというふうに思っておるところでございます。

ところで、私はことしの壱岐高校、壱岐商業、ここの学校の生徒の就職状況を確認を、確認と

いいますか、きのう、ちょっとお聞きしたんですが、ちょっと数字的に申し上げますが、壱岐高
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校で卒業生がことし２０４名いるんです。進学は１６４名、就職希望者が４０名。その４０名の

中で現在内定しておるのが１１名ということです。

壱岐高校の就職の担当の先生から聞きますと、最終的にはある程度希望どおりいくんじゃない

かと思っておるということでございますが、予断を許さないというそういう状況です。

一方、壱岐商業につきましては、ことし１０６名、卒業されるということで、この中で進学が

５８名、就職もちょうど５８名ということで半分でございますが、この５８名の中で壱岐に就職

したいという方が半数、約２９名おられます。２９名は島外就職、そういう話を聞いております

が、この島内に２９名希望の中で、現在８名しか壱岐に就職ができない。そういうかなり厳しい

人数が、方向が出ておるわけでございますが、これだけ若い人が壱岐に仕事をしたい、壱岐に残

りたい、そういう思いがある中で、希望がかなえられないということは、大変私はこの行政を預

かる者として、もう少しどうかせんにゃいかんじゃないかというふうに痛感をしておるところで

ございます。

全体的にも、商高につきましては、今、内定しておるのが、先ほど言いますように８名でござ

いますので、まだ２３名が未定者でございます。これについて、市長が今、この数字を言ったば

かりでどうかと思いますが、もし何か見解がございましたらお願いをしたいというふうに思って

います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おっしゃるように、子供が就職希望の半数は壱岐に残りたい、私は本当

にうれしいと、うれしいのが本当の気持ちでございます。

しかしながらおっしゃいますように、今、日本中、非常に雇用が厳しいという状況でございま

す。現時点では、今、壱岐の雇用の対策、具体的に各企業とのお話も、正直申し上げて話し合い

もしていないところでございまして、これはちょっと私の怠慢でございますが、何とか希望がか

なえてもらえるような状況が生まれないかなと、そういう希望を抱いておるところでございます

が、具体的な方策について思い当たらないというのが現状であります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） １人でも多く壱岐に就職ができるように、それじゃ市長、各関係

機関を回られて、推進方をお願いをしたいなと思っていますし、国も今回のこの雇用の関係で、

事業者に対して１人採用するのに約５０万円出すという、そういう話も出ておるようでございま

すから、これは５０万円もらっても、ずっと続くわけで、１年間だけであればいいんですが、な

かなか受け入れとしても難しいかなと思っておりますが、何かないよりもあるほうがいいわけで
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ございますから、そういうのを説明しながら、ぜひ１人でも多く壱岐に残るように、そういうこ

とをお願いしたいと思っております。

この関係で私もハローワークに出向きました。この行政報告に出ておりますように、有効求人

倍率につきましては壱岐は０.６０ということで、県下でかなり高い水準を示しているというそ

ういう報告も出ておりますし、ハローワークでもそういうお話をされました。

これは、市長もこの前言われましたように光ケーブルの関係で、このように一時的に０.６０上

がったということでございますが、ハローワークの職員から聞きますと、先にはやっぱり

０.３から０.４ぐらいに落ちるんじゃないかと、そういう懸念の声もしておるわけでございます

から、いかに壱岐の雇用を生むか、私は一番手っ取り早いのは公共事業だろうというふうに思っ

ております。

この公共事業につきましても、いろいろな面で離島対策とか、もうそういうのを活用しながら

公共事業の推進をお願いしたいと思いますし、私も、昨年の９月の定例会の一般質問で、雇用の

関係で第６次産業、農商工連携のやっぱ加工施設、そういうのをやりながら、壱岐独自の加工を

しながら雇用を生み出す、そういうことをせんばいかんじゃないかというふうに提言をしており

ますが、それが全然実現できてないということで、市長は研究させ、勉強したいというそういう

話でございましたが、ぜひそういうのを活用しながら、何かの形で壱岐に残る。

なかなか大企業というのは、壱岐には難しいというふうに思っておりますが、壱岐でできるそ

ういうものは積極的に雇用活動の場を広げていただきたいなというふうに思っておるところでご

ざいます。

それで、３番目でございます。市民病院改革についてでございます。

この病院関係につきましては、昨日、今日、５名の議員の皆さん方が質問をされています。こ

のように、５名の議員が多いということは、１つは、九大病院からの医師の中止の問題、そして

かたばる病院の不祥事の問題、これがこの５名の議員の皆さん方のまだ一般質問が出てきてない

んじゃないかなというふうに思っておるわけでございまして、かなりきのう、突っ込んだ質問も、

あるいは答弁もなされておったようでございますが、私は端的に質問を申し上げます。

まず、市民病院の関係でございますが、まず、理事長候補の見通しであります。市長もかなり

努力をされておるようでございますが、身にならない大変厳しい状況であるということを、きの

うの市山繁議員の質問にも答えてあったようでございますが、九大病院には理事長候補を探して

いただきながら、私はきのう、市山議員が言われましたように、医療圏の企業団に加入し、そう

いう検討ももう既に必要じゃないかなと。いつまでも猶予はできないというふうに思っておると

ころでございますんで、これについての市長の見解をお願いしたいと思っています。

それから２番目には、九大医局より４月以降、医師派遣の中止報告があり、大変驚いておるわ
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けでございますが、病院の存続は危機感を持っております。特に、市民の生命にかかることでご

ざいます。

その中で特に心配しておるのは、精神科医の問題でございます。これは派遣できないというこ

と、大変壱岐にとりましては大きな問題があるわけでございますので、ぜひこの精神科医の招致

についても努力をお願いをしたいなというふうに思っています。

それから、ちょっときのう、市長が正月には壱岐出身者の医師と面会すると、そういう話をさ

れました。全国には壱岐の医師・医者というのは、かなりたくさんおられるというふうに私は思

っておるところでございまして、ぜひこの人たちと面会していただいて、市長の思い、ふるさと

壱岐の思い、市民を助けてほしいという懇願をやっぱり壱岐出身者の医師に面会してお願いすれ

ば、ある程度はいい方向に、明るいきざしが見えるんじゃないかなというそういうことも考えて

おりますから、ぜひ壱岐出身者の医師に対しても、面会をお願いしたいというふうに思っていま

す。

ところで話を聞きますと、市長の息子さんも医者ということで、医療圏におられるということ

でございます。市長みずから息子さんを壱岐に呼んで、そして１人でも多く医師の確保をお願い

できればというふうに思っておりますから、これにつきましても、市長の考えをお願いしたいと

思います。まず、この２件、お願いしたいと思います。

○議長（牧永 護君） もう１項はいいですか。もう１項も続けて。同じ項目ですから、なけれ

ばいいですけど、一応してください。

○議員（２番 呼子 好君） もう１項、かたばる病院の問題でございます。これもきのう、町

田正一議員から、事務長の不祥事の件で厳しい指摘がありました。私から、この不祥事について

３点ほど質問をいたします。

まず、市長は、今回のこの行政報告書があります。この行政報告書の中に、今回のかたばる病

院の不祥事の件が一言も触れられてない。これは１１月３０日の臨時議会で口頭で報告したから

いいんだろうというふうに判断されたと思いますが、私はそういうもの、重大なものは、この行

政報告にやっぱりきちっと載せて、そして報告すべきだったというふうに思っておりますから、

これについての見解をお願いをしたいというふうに思っております。

２番目は、この事件の発端は、合いかぎを持っておったということでございます。この合いか

ぎは、いつごろから本人が自宅に保管をされていたか、本来はやっぱり事務所に金庫の中に保管

するというのが通常でございますが、いつごろから、この事務長が自宅に保管されてあったのか。

そして、この進入した家だけの保管だったのか。ほかのかぎも持ってあったのか。

私は多分、きのうも町田議員が言われますように、前例がある、その日たまたまじゃないとい

うふうに思っております。以前からそういうことをやっておって、たまたま見つかったというふ



- -177

うに思っておるわけでございますから、そこのところをお願いしたいと思います。

それから、事務長のこの処分の関係、これもきのう言われましたように、停職３カ月、降格と

いうのは当たり前といいますか、停職というのは当たり前でございますが、３カ月というのは大

変甘い、そういう気がいたします。

それとあわせまして、降格した中で、自分が事務長をしておってその下にまた平で事務をする

というのは、大変私はやりづらいんじゃないかというふうに思っています。こういうのは、やっ

ぱり別のほうに異動させてやる。ほかの部署につけるというのが通常の私はこの処分だろうと思

っておりますが、今回については、このようにそのかたばる病院の事務所の中で、ただ事務長を

解いて平に置くということでございます。

私は今回、新たに横山さんという方が事務長になられておりますが、以前は横山さん、下のほ

うにおって今度は逆になって、横山さん自体も仕事をしにくいんじゃないかなというふうに思っ

ておりますから、そこの見解をお願いをしたいというふうに思っています。

それから、本来のこのかたばる病院の問題でございますが、この行政報告にありますように、

かたばる病院のあり方というのを壱岐の医師会に依頼をされておりまして、医療病床で残すか、

あるいは福祉施設に転換させるのか、そういう検討をしたということで、報告書の中では１１月

８日に医師会から医療スタッフの問題、やっぱり医者とか看護師の問題で、困難であるとそうい

うことを報告が出ておりまして、福祉施設の転換が余儀なくされているということで、これにつ

いては市のほうで判断をしなさいという方向来ておりますから、私はこの問題については、早急

にある程度結論を出すべきだというふうに思っておりますから、これについての市長の見解をお

願いしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 市民病院改革ついて申し上げます。

理事長候補の見通しはということでございますけれども、本当にこれほど理事長はもちろん医

師の招聘が厳しいものとはという実感でございます。

特に、医局人事につきましては秋に決定されるとの情報を得ておりましたので、足踏み状態と

なっておりました病院改革を前進される好機ととらえまして、９月定例会後、これまで以上に努

力を重ね、ぜひ、今議会に具体的な報告ができますよう、私たちも最大の努力をしてきたつもり

でございますけれども、このようなありさまでございます。

経営の形態のことについて、先ほど申されました企業団等々にも相談すべきじゃないかという

御意見でございます。私も、独法についてかたくなな気持ちを持っておりません。

昨日、市山繁議員の御質問にお答えいたしましたように、企業団とも県が医師のいわゆるドク
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ターバンク的なものを県がつくるわけでございますから、そちらを向いてやはり事を進めなけれ

ば、医師の確保というのが厳しいと思っておるところでございます。

そして、壱岐出身者の医師との話し合いでございますけど、現在、お二人の医師の方に年末に

お会いするように、もう既に決めております。あといろんな方とお会いして、できるだけ多くの

方とお会いして、先ほど呼子議員おっしゃいましたような気持ちを申し上げて、ぜひふるさと壱

岐に仕事をしていただきたいということを思いをお伝えしたいと思っております。

それから、私のことについて少し言われましたけれども、私が市長をしておりまして、その身

内を職員として採用するなんてことはなかなか厳しゅうございますけれども、話はしてみたいと

思っていますが、あと３年ほど、長崎県に御奉公しなきゃいかんという義務年限も残っておりま

すが、当然のごとく、それは企業団でなくてもいいと私は認識はいたしておりますけれども、県

のほうに今、管轄がございますので、これ以上のことは申し上げられないというのが現状でござ

います。

それから、特に精神科医につきましては、御指摘のように、御本人、入院患者、外来患者、そ

して御家族、御心配でございますし、何としても医師の招聘をしなきゃいかんという気持ちでご

ざいます。

それから、職員の不祥事について行政報告なかったということでございます。これにつきまし

ても正直申し上げて、今回、もう一度といいますか、行政報告すべきかなということでしたけど、

１１月３０日の定例議会の折に御報告申し上げておりましたために、割愛をさせていただいたと

ころでございます。そのことについて、やはり行政報告で書くべきだったということでございま

しては、おわびを申し上げます。

それから、不祥事についてのキーの保管については、後ほど、病院事務局長の副市長のほうか

ら報告をさせます。

それから、処分の軽重につきましては、昨日の答弁でお許し願いたいと思っております。

また、別部署に移せと、移すべきじゃないかということについては、御意見としてお聞きをし

ておきたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久田病院事務局長。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 登壇〕

○病院事務局長（久田 賢一君） 合いかぎの件でございますが、合いかぎにつきましては、いつ

ごろから持っていたのかということでございますが、これは事情を聞いておりますけど、ちょっ

ときょうは資料を持ってきておりませんので、いつから持っておったかということについてはち

ょっと回答できません。
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それから、ほかの部屋のかぎも持っていたのかということでございますが、これについては持

っておったということでございます。いつごろから持っておったかどうか等については、ちょっ

と資料がございませんので後で御報告させていただきます。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 市長、かたばる病院の関係、最後のやつ。（「転換」と呼ぶ者あ

り）

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） どうも申しわけありません。

かたばる病院は壱岐医師会のほうから、医療療養病床として残すべきであるけれども、壱岐医

師会では経営を引き受けることはできない。福祉施設の転換等については、行政側で御判断願い

たいというものでございました。

このかたばる病院の方向性につきましては、現在、急性期病院の後方支援病院としての役割を

十分果たしている一方、医師確保の困難性や経営状況に加えて、国の方針の不透明性を加味する

と方向性を判断すべきで、大変苦慮いたしております。しかしながら、これは早急に方向性を判

断しなきゃいかんと思っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 呼子好議員。

○議員（２番 呼子 好君） 今、市長のほうから前向きなそういう回答をいただきました。

ぜひ市民病院につきましても、かたばる病院につきましても、そういう今の市長の考えで、ぜ

ひ進めていただきたいというふうに思っています。

ただ１点、合いかぎの関係で、副市長は今、資料を持ってないということでございますが、こ

のくらいは私は覚えていただきたいなと。いつごろから、どのくらい持っておったのかというこ

とは、資料がなくても頭の中に隅に入れていただきたかったなというふうに思っておりますから、

今回、予算委員会でも結構でございますから、その内容をお願いしたいと思っております。

私は、これについては、やっぱりほかの部屋のやつも持っておったということでございますか

ら、やっぱほかにも入って、そういうことをやったんじゃないかと、そういう疑われ得ないもの

があるというふうに思っていました。ぜひそこんところは見解をただしたいというふうに思って

います。

以上で、私の３点につきましての一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

〔呼子 好議員 一般質問席 降壇〕
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○議長（牧永 護君） 以上をもって、呼子好議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） 次に、１３番、中田恭一議員の登壇をお願いします。

〔中田 恭一議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１３番 中田 恭一君） 残すところあと２人となりました。休憩があるのかと思ってお

りましたが、急に御指名が来ましたので、私３点ほど一般質問をいたしたいと思います。

まず、イノシシ対策でございます。現在の状況がどうであるのか、なかなかいろんな報道を見

ても、確実な事が伝わってこないのが現実でございますし、多分、執行部のほうとしても、なか

なかちゃんとしたあれも把握しにくいところもあるかと思いますが、現在のところ、わかってい

る部分について、ちょっと御報告をまずお願いをしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 今後の対応はいいですか。対応は。

○議員（１３番 中田 恭一君） 今後の対応もですよ、今後の対応もあわせてお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） １３番、中田恭一議員の御質問にお答えいたします。

イノシシ対策の現在の状況と今後の対応ということでございますけれども、本年６月以降、初

山地区、志原地区、武生水地区、池田仲地区でイノシシの目撃及び被害の情報提供が寄せられて

おります。イノシシ被害の多い本土では、農林業の被害だけでなく、日常生活を脅かす社会問題

にもなっております。イノシシ被害を防止するには、生息数の少ないうちに効果的な対策を講じ

ることが重要でございます。

情報提供を受けまして、９月１６日、県の鳥獣対策班の担当者を招聘し、現地踏査を行ってお

ります。この時点でイノシシの可能性があるとのことから、翌日野犬用の捕獲かごを設置してお

ります。

また、９月２７日には、情報を集めるためのチラシを配布いたしまして、さらに１０月６日に

対馬の猟友会に現地の確認をしていただいたところ、この時点でイノシシの足跡と断定し、併せ

て捕獲かごの借用と設置方法等の講習を受けております。

１１月４日には、私をトップといたしまして、振興局長、農協組合長、警察署長、海上保安署

長、農業委員会長、猟友会長、農業共済組合長、県農林水産部長、県家畜保健衛生所長、消防長、

各町公民館長及び出没状況を寄せられた地区公民館長で組織する壱岐地区イノシシ対策連絡会議

を設立し、今後の対策を協議しております。

また、目撃、足跡・田畑の掘り起こしなど、今後の情報提供も重要な手がかりとなりますので、

市内全戸にチラシを配布し、市民皆様の協力をお願いいたしております。
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今後の対応でございますが、去る１１月３０日と１２月１日の両日、長崎と対馬からハンター

を招聘し、生息地調査を行いましたところ、郷ノ浦町初山東区で初瀬集落の花川砂防ダム上流に

ヌタ場とけもの道、足跡を発見いたしました。これは、生息場所の拠点として有力と思われます

ので、現在、箱わな６基を設置し、捕獲に努力しております。

さらに、近々、壱岐地区イノシシ対策連絡会議に、撲滅に向けた対策の検討を諮りますが、対

策には対馬市及び長崎市のハンター派遣要請を視野に入れた内容で考えております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中田恭一議員。

○議員（１３番 中田 恭一君） ということは、もう実際におるということですね。ぜひもう先

ほど市長も言いますように、今のうちに退治をしとかんと、かなりの被害になってくると思いま

す。特に、私県北のほうでちょっとそういう関係の仕事をしてますけども、県北のほうで水稲だ

けで昨年１年で共済給付金９,２００万円ほどお支払いをしております。これ７割の補償ですか

ら、７で割ったら１億何千万円ですか、それが大体米の被害額と思います。そのうちの５０％、

５３％ぐらいがもうイノシシの被害です。計算しても大体７,０００万円から８,０００万円、水

稲だけで、県北だけでです。水稲だけでそれだけの被害が出ておるということで、先ほど呼子議

員が言われました。ＴＰＰももちろんのことですが、ＴＰＰの上にイノシシの被害を受ければも

う本当、米農家は悲惨でございますし、米農家だけでなくても、野菜農家、それと施設園芸のほ

うにもかなり災害が出ておるということでございますので、今回５００万円の予算がついており

ますが、まだまだかかると思います。でも、これだけの将来的な被害を見れば、僕は５００万円

じゃなくても、すぐどういう対策をしていいか、今のところ検討中でしょうから、もうある程度

経費をかけてでも、今のうちに全滅をしていただきたいと思いますし、もう人間にも子供たちに

も、ふえてきますと、子供たちにも危険が増しますので、ぜひとも今の段階でもう大勢を雇うて

山狩りをする気分で、すべて追い込んでいって、１頭であればいいんですけども、２頭、３頭な

らすぐふえますので、話によると、子供、ウリボウも目についたとか聞いておりますので、そう

なると１頭だけじゃないような気もしますし、ぜひ今のうちに対策をしていただきたいと思って

いますし、たしかこれ鳥獣対策、イノシシの分については県の補助ももしかしたらあるんじゃな

いかと思います。箱わなについても、その辺も県のほうと検討されて、鳥獣対策で補助金がある

部分は有意に活用していただいて、ぜひともイノシシを今のうちにもう水際、水を泳いできてお

りますので、どうもされませんが、今のうちにぜひとめていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。

次に、２番目の市民病院の医師確保で、精神科の存続ということで、もう呼子議員初め、今ま

で僕の聞きたいことはほとんど皆さんが聞かれましたので、いいんですけども、私は立場を変え
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て、私も精神疾患の子供を持っております。現在、家族会の会長もしておりますし、その立場で

ひとつお願いをしておきたいと思います。

当初、市民病院になってから、精神科は九大のほうから来ていただいとったんですけども、最

初はもう２名の体制ですけど、３カ月から６カ月のスパンでもう交代があっておったわけです。

いつか病院長にもお願いしたことがあったんですけど、それは無理ですということでしたので、

やっと本人の病状がわかったころには、もうどんどんどんどん異動で、なかなか先生に頼ってい

けない患者が心配しておるところでございました。やっと最近になって、２人、１年サイクルの

交互でやっていただいたので、皆さん大変安心をして喜んでいるところでございましたが、急遽、

こういう話を聞きまして、もう、今患者も、患者ちゅうて、もう当事者たちも大変びっくりして

おるところで、もう不安がっておるところでございます。

現在、療育手帳を持ってある方がたしか４５０名から５００名ぐらいですか、精神のほうの病

気手帳を持っている。それ以外の方も通院しておりますので、この前、病院のほうに行ってきま

すと、４５０名程度の患者さんがおられる。その人たちが毎日平均の３５名、入院患者が４０名

ということで、病院を利用してあるわけですけども、もうなくなったら、本当どうもされんわけ

ですよ、家族と当事者にとっては。それで、失礼な言い方ですけども、内科医はいざというとき

は、市民病院は少ないときは民間の病院でもやれるんです。ところが、精神科に限っては、先日

市山議員が質問されたように、措置入院、保護入院ありますし、それもできない状態になります

し、こういう疾患は毎日毎日薬を投薬、服薬せんと、もう状況がすぐ悪化してきますので、その

辺も大変皆さん不安がっておられますし、この前、もう一つの精神科の病院、もう名前１軒しか

ないので、赤木先生、名前出してもいいと思いますけども、赤木先生のところにもちょっと相談

に行ってきました。どうかならんやろうかちゅうことを聞きましたところが、それを４５０名す

べてうちの病院では無理ですよと。だから、どうかしてお医者さんを探さないかんとやないです

かという、そういうことも聞きました。

ある程度の最悪の場合はちゅうたら失礼ですけど、ある程度の赤木先生の案もあったようでご

ざいます。多分、市長も病院のほうも聞いておられると思いますので、もうそっちのほうで、ぜ

ひお願いをして、早目に決めてもらわんと、もうただでしか情緒不安定な当事者たちが、ますま

す情緒不安定になってきとるんです。もう失礼な言い方ですけど、内科はどうでもいいわけで、

まず精神科の１人でもいいですから、ぜひ指定を、早急に確保して、皆さんに知らせてほしいと

いうのが家族会、当事者会の現状でございますので、その辺、もし何かありましたらお願いしま

す。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕
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○市長（白川 博一君） 精神科のお返事をする前に、イノシシについては、必死でこの駆除をい

たしたいと思っております。

次に、精神科医師確保について申し上げます。九州大学が医師を派遣できんということでござ

いますから、ほかの大学についても、もう本当に全くできないという状況でございます。また、

その医師斡旋会社等にもやっておりますけども、これ全国的に募集していただいていますけど、

できません。そしてまた、福岡県内においても、精神科医を要望する幾つもの病院が指定医を求

めて募集を出しておるんです。それでも実際、その精神科にも行き手がないというようなことで、

売り手市場、大変な売り手市場でございまして、精力的にその確保に向けて頑張っております。

議員のおっしゃることは、もう十分に私はわかります。実は、これ余り期待してもろうちゃい

かんとですけど、実は九州市長会が先日ございました。そこに壱岐出身の開業医の方がいらっし

ゃって、その先生にお会いをいたしました。そして、その先生は、それは精神科じゃないんです

けど、１０月に壱岐にいいよとおっしゃっていただいたもんですから、１０月に１人、これは間

違いなく開業される息子さんが、今、医局におらっしゃって、１０月にならんと許可がおりんか

ら、跡継ぎができんからということで、１０月まで待ってくれとおっしゃってます。その先生は

診療科は申しませんけれども、１０月に来ていただけるようになっています。

そして、その先生が、私は精神科の先生御存じないですかということをお尋ねいたしましたと

ころ、沖縄なら行ってもいいよという先生がいらっしゃったんです。それを、いや、沖縄じゃな

くて、壱岐にということで、今お願いをしておるところです。何としてもこの先生を、今お願い

しておる先生と一緒に、来てくれませんかというお願いをしておるとこです。まだ、全く期待で

きるできないではございませんで、そういう話もあるということだけをお伝えしておきたいと思

います。

いずれにしましても、何としても指定医の方の確保に向けて、頑張りたいと思っています。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中田恭一議員。

○議員（１３番 中田 恭一君） 先日から聞いておりますように、市長の努力はもう頭の下がる

思いをしております。先生招致にはです。ただ、もう一生懸命頑張っていただいても、相手があ

ることですから、これはもうどうしても無理かと思っておりますけども、ぜひ精神科をお願いし

たいのと、この前ちょっと赤木先生と話したときも、何か県の職員の方に、開業医の精神科医の

免許を持った方がおられると聞いております。もう最悪の場合は、その人に県から出向していた

だいてでも、現在、壱岐のほうに勤めてあるそうでございますので、最悪の場合、出向していた

だくものでもいいんじゃないか、お願いをしてもいいんじゃないかなと思いますし、多分この話

も聞いておられると思いますけども、芦辺の病院の先生の息子さんが、多分精神科の先生をして
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あると聞いております。もうこの人もどっかの病院に多分ついてあるから、すぐ帰ってきてくれ

とはお願いできんと思いますが、根気、探せばまだまだどうにかなるんじゃないかと思っており

ますので、ぜひ家族、当事者のために、もう措置入院、保護入院もできますように、お願いをし

て、大変なことだと思っておりますけども、ぜひ重ねてお願いをいたしておきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。

次に、３点目に移りたいと思います。市道改良の計画ということです。公共事業もうかなり金

がかかってなかなか道路の改良というのは難しくはなってきておりますが、まだまだ個人の家に

救急車、消防車の入らない道がたくさんあります。たしか市長は、この前の市政懇談会かなんか

のときで、そういうのを重点的に改良していくという返答をされたようでございますので、ぜひ

消防車、救急車が行くようにしていただきたいと思っております。

例えば、うちの近くのところもぼやがありまして、消防車が入らんで、早目に消したんですけ

ど、皆さんあわてておられましたし、消防車、近くまで消防車、救急車が行くような細かい道路

の整備をしていただきたいと思います。

幹線については、どうしても大きい道路をつくらんと、交通量の問題もありますけども、入り

込んだところは狭くてむずかしいですけど、曲がりくねってもいいんです。４トン車１台入れば

救急車、消防車入ってくるわけですから、大体２メートル５０ぐらいの幅があれば大型まで入っ

てきますので、ぜひそういうとこを調査をしていただいて、やっていただきたいと思いますし、

今、改良のコストが結構高いような気がするんです。変に災害が起こらないように、Ｕ字溝とい

うか、側溝も大きくするし、路盤も陥没しないようにかなり高度な技術の改良をしてあると思い

ます。先ほど言う、市道の大きい路線についてはそれもせないかんでしょうけども、僕は小さい

交通量の少ないところは、本当突貫工事でいいと思うとです。入るだけの、そんなにお金をかけ

ないで。ぜひそれをやっていただきたいのと、前、勝本、旧勝本町では、名前の呼び方ようわか

らんとですけども、部落道とか言ってましたけども、もうどうしても予算がつかないからという

ことで、地元の方々に土地の提供をしていただいて、そのかわり工事についてはもう直工ちゅう

か、直接工事費だけで、例えばその中に技術を持った人がおれば、機械のリース料とか、そうい

うので道を広めていただいて、そして最終的に道路の舗装については急坂舗装といいますか、そ

ういうのを使って広げた道もあります。私は、個人の近くはその方法でいいと思うんです。そん

なに金をかけないで、大型車が通るわけじゃないし、大型車は緊急の場合だけですので、あとは

軽自動車、普通自動車が、軽い車が通るんですから、そんなに路盤もかたくなくていいし、擁壁

も積まんで、フィールドだけでやっていただくという方法もあるんです。

ですから、ぜひそういう方向を、もちろん土地については、提供された土地については、登記

の変更もせないかんでしょうけども、寄付という形で、ぜひそういう道路整備の方法も考えてい
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ただいて、末端まで救急車、消防車が行くような道路整備をしていただきたいですけども、その

辺。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 救急車、消防車が入らない場所が多くあるということで、改良コスト削

減を図るためには、土地の無償提供をも考えたらどうかという御意見でございます。御指摘のと

おり、高齢化社会での安心安全を守るため、いわゆる危機管理でございますけども、緊急車輌の

進入路については何回となく御質問をいただいておるとこでございます。平成１９年度に実は市

の消防署で調査をしたタンク車進入不可の箇所が、三島地区を除きまして、２７２世帯ございま

す。全体の２.５％というデータがございます。この数字は公衆用道路の狭隘が原因で車輌が進

入できないものだけではなくて、個人のいわゆる門口が狭くては入れんといった部分もございま

す。

ところで、ことし、実は昨年と同じように、きめ細かな経済対策がございます。一つ、ある程

度思い切った予算をこっちに向けたいなと思っております。もちろん２７２軒もございますから、

一挙にはいきませんけれども、それを一つの足がかりにいたしまして、年次的にそれを進めてい

きたいと思っておるところでございます。

また、やはり土地につきましては、これはやはり購入をして、やはり登記をしてそして本登記

が完了したときに、工事を行いたいと思います。やはり、土地、用地の交渉、それは確かに恐ら

くその近くの方が所有していらっしゃるわけでございますけれども、これだけはやっぱ今の時代、

なかなか無償というのは難しいかなと思っております。また、将来のトラブルを防ぐためにも、

登記をしてからやりたいと思っています。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中田恭一議員。

○議員（１３番 中田 恭一君） 今度のきめ細かな予算でつけていただくということで、

２７２戸全部は無理と思っておりますが、少しでも数多くやっていただきたいと思いますし、土

地の提供については、うちの近くの方も言われるんです。なかなか道路ができないと。だから、

うちは出すから、とにかく、この前火事があって、正直言って、救急車が、消防車が行かんやっ

たもんですから、心配して、そんならうちの下、僕のところ出すから、どうぞ工事をしてやって

くれろと、そういう人は多いんですよ、今。とにかくみんなで機会があれば、みんなでつくろう

かという話まで正直言って出ました。だから、いつか中原理事にも、原材料費だけくれんかと、

部落の奉仕作業でやりますよと、土地も提供しますよと、そうせんと２７２軒、待てない人が多

いんです。救急車も消防車も入らんで。やっぱ皆さん危機感を感じていますので、だからこそ、
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お隣のために、お隣のため、自分のためにもあるんですけど、土地まで出してやろうとしてある

んですから、そこに原材料費があれば、今、建設業に行ってあった方々が退職されたり、この不

景気でもう行かれなくなったりして、結構技術を持った人が各家庭に、各地区におられると思う

んです。その人たちの奉仕作業を機械があれば、どうにかできるんだという意欲を持った方々が

たくさんおられますので、ぜひそういうのを考えてほしいと思います。

金を使って道路を広げるだけがサービスじゃないと思うんです。いわゆる地区協働ですか、舌

が回りませんけども、地元の人たちが、「僕たちがやるんだから、材料費をくれろ」と言われた

とき、すんなり、「はい、わかりました」、そら膨大な金額じゃないんです。機械のリース料ぐ

らいで、人件費はもうほとんどあれですから、奉仕作業でやると言ってあるんですから、その辺

で、もしできれば考えを変えていただいて、もめると言いますか、土地も完全にその人が承諾を

して出すと言っておられるんですから、その辺、もう少し方向を変えていただきたいと思います。

２.５％の方々がまだまだ危険な思いをされるわけですので、ぜひその辺も考えて、市長の考え

もちょっと変えていただいて、無償提供の部分の奉仕作業で道路をつくるということもいいと思

うんですけども、絶対にやれない理由はないと思うんですけども、その辺、もう一度。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） もちろん寄附していただくんが助かるわけですけど、いわゆる名義を変

えてからということにさせていただきたいと思います。それは、やっぱ登記が済んでおらないと、

なかなか、ですから、その辺の御協力もお願いしたいと思っておるとこです。

それから、一つ、協働、いわゆる協同組合の協と働くですね。あの協働ということをおっしゃ

いました。実は、私は今部内で調整をいたしております。というのは、例えば、今おっしゃった

ようなハードな問題、あるいは地域の連帯感というのが非常に薄れているという状況もございま

す。私は、今度のきめ細のほかに、光の云々というまた違うメニューがあるんですけど、その中

で、ぜひソフト事業の中で、協働でいろんなことを計画なさる。そういったことにもそういう資

金を活用したいなと思っております。ですから、地域の連帯を深めるためのいろんな事業、それ

から学習をするような場所とか、そういったもろもろのことについて、そういう考えを持ってお

りますし、今おっしゃった本当に我々がやるよというようなところは、私はぜひ原材料だけでは

なくて、やっぱり労働対価も払っていいと思っております。ただ、そのことによって、業者の方

が、そえんとをやったら、おれたち飯食うとがないたいとおっしゃることもあります。それがな

い程度にやりたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 中田恭一議員。
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○議員（１３番 中田 恭一君） はい、もちろん業者の仕事を取るつもりはありませんし、そん

なに業者がするようにきれいな仕事もできないわけですから、あくまでも素人でございますので、

ただ、緊急性を要するもんですから、もし土地の登記ができれば、それも考えるということでご

ざいますので、近ごろうちの近くのほうからやいやい言われておりますので、一回やってみたい

と思います。それでよければ、是非ほかの地域でもやっていただきたいし、是非道路整備、緊急

用の道路整備だけは、この２７２軒がゼロ軒になるように、是非お願いをしたいと思います。

以上、たくさん時間を残しましたけども、私の一般質問を終わりたいと思います。

〔中田 恭一議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって中田恭一議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１４時１５分とします。

午後２時04分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時15分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

ここで、久田病院事務局長より発言の申し出があっておりますので、許可します。久田病院事

務局長。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 登壇〕

○病院事務局長（久田 賢一君） 先ほど呼子議員の御質問に対しまして回答できなかったものが

ございましたので、回答させていただきます。

鍵はいつごろから持っておったかということでございますが、平成２０年３月の官舎の改修工

事を行っております。このときから持っていたということでございます。

それから、鍵につきましては、その官舎につきまして、４戸あるわけでございますが、そのう

ちの３戸を持っていたところでございます。

〔病院事務局長（久田 賢一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 一般質問を続けます。

次に、市山和幸議員の登壇をお願いします。

〔市山 和幸議員 一般質問席 登壇〕

○議員（８番 市山 和幸君） 通告に従いまして、３項目ほど質問をさせていただきます。

まず１項目め、災害弱者、高齢者、障害者、子供等の緊急時の対応について御質問をいたしま

す。

地震や台風、また、ゲリラ豪雨等の自然災害が発生したとき、真っ先に援護が必要とされるの
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は高齢者、障害者や小さな子供たちであると思います。幸いにも、本市においては、近年におい

て、多数の死傷者が出るような大きな災害は発生しておりませんが、先の福岡西方沖地震や昨年

においては集中豪雨による死傷者が出るという不幸な災害もありました。近年においては、温暖

化の影響で異常気象が発生して、突発的な災害が起こることが予測されます。万全の危機管理体

制が必要であると思います。

本市においては、緊急時においての危機管理マニュアルは作成されていると思いますが、行政

組織も２３年度４月より新たな体制をとられるようでありますし、また、同時に４月からは光

ケーブルによる壱岐ビジョンの開設もなされ、ますますこれまでより緊急の災害時においては、

迅速な初動態勢がとられるようになると期待をしているところであります。

そこで、これまで以上に万全の対策がとられるように、まず１点目として、各課において、災

害弱者、この高齢者とか障害者のリストが市民福祉課あたりでは用意されておると思いますが、

各課において共有をなされてあるのか。また、２点目として、不幸にも負傷者等が出た場合の対

処については医療機関との連携は十分とれるのか。そして３点目として、これは一番大事なこと、

災害が起きたときには、一番身近な人が、一番近くの人がわかるわけですから、今の体制、組織

の体制では、地域のことは、御老人のこととか障害者のことは民生委員さんがよくわかってある

と思いますので、そのリストを含めて、災害弱者のリストを含めて、民生委員さんとの共有の連

絡とかが万全にとれる体系を整えてあるのか。また、そういう見直しが必要であるのではないか

と思いますので、以上の観点から、３点について、市長の御見解を求めます。

○議長（牧永 護君） 市山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ８番、市山和幸議員の御質問にお答えいたします。

各課において万全の対処が可能であるのか、災害弱者のリストはということでございます。災

害が発生し、または発生するおそれがある場合には、壱岐市地域防災計画に基づきまして、災害

対策本部等組織の編成、要員の確保を行い、災害の規模に応じて必要な職員を配備、動員してい

るところでございます。

まず、災害対策本部に円滑に移行できる組織といたしまして、理事等による災害警戒本部を本

庁、支所に設置し、初動態勢をとりまして、警報並びに災害の状況を見極めながら、災害対策本

部を設置いたします。

災害対策本部の構成については、本部長を市長とし、副本部長に副市長、教育長、本部員に各

理事９名で構成されておりまして、その下に各部門ごとに班編成を行い、各課長等を責任者とし

て業務分担を定めております。

各課職員の対応要領については、防災体制、職員行動マニュアルを作成いたしまして、職員の
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参集基準及び配置体制をとっておりまして、担当業務を関係機関と連携しながら対処しておると

ころでございます。

２番目に、病院との連携は十分であるかということでございますけれども、壱岐市地域防災計

画において、指定公共機関及び指定地方公共機関として壱岐医師会を、その他の公共的団体及び

防災上重要な施設の管理者として病院経営者を指定いたしまして、処理すべき事務または業務の

大綱を定めておりますので、壱岐市災害対策本部における担当である保健環境、病院管理部門の

健康保険、病院班を通じて連携するところでございます。

また、市民病院が災害拠点病院として、そのほか救急告示病院として三つの病院がありますの

で、各病院を中心に、災害時においても関係機関と協力して、医療救護体制の連携を組んでいる

ところでございます。

市が主催する防災訓練においても、災害対策本部長の指示による救護所の設置、傷病者の搬入、

応急手当て。搬送支援などの応急活動訓練を医師会、市民病院、消防署と連携して実施をしてお

るところでございます。

次に、災害地域と連絡連携はということでございますけども、災害現場との連絡連携につきま

しては、原則として防災行政無線の移動系消防無線による積載無線、携帯無線によりまた、ＮＴ

Ｔ電話等が使用できる場合は、このほかにＮＴＴとの電話、携帯電話を使用いたします。さらに、

非常無線通信の利用として、壱岐警察署、九州電力壱岐営業所、タクシー無線の利用も計画して

おるところでございます。

災害地域に現地対策本部を設置した場合、市、団、消防本部による指揮本部を開設し、地域住

民の被害の軽減を図ります。

おっしゃいました民生委員との連携と言いますが、災害のときに民生委員と直接連携をとると

いう体制はとられておりません。

それから、災害弱者の対象者でございますけれども、高齢者については６５歳以上の独居老人

１,５０２名、６５歳以上の高齢者世帯員は２,０５０名で、合計３,５５２名でございます。障

害者においては、身体障害者手帳所持者が１,９６０名、療育手帳所持者が２７４名、保健福祉

手帳所持者が１５９名で、障害者関係は合計２,３９３名でございます。その他、外国人登録者

の方が、これは災害弱者とは言えませんけども、やはり一応外国人登録者を申し上げますと

３１名となっております。これらについては、平成２１年５月時点の新型インフルエンザが発生

いたしましたときの統計調査による対象者数でございます。

児童生徒につきましては、小学児童生徒につきましては、小学校は１,７５０人、小中特別支

援学校虹の原でございますけど、１１人、合わせて１,７６１人でございます。幼稚園児につき

ましては、幼稚園で３５２名、保育園児については、認可保育所で５５５名、僻地１１８名、認
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可外保育所９１名の合計１,１１６人でございます。小学生以下の児童数の合計は２,８７７名で

ございます。

トータルでは８,８５３名となります。リストについては、当然のように把握をいたしておる

ところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山和幸議員。

○議員（８番 市山 和幸君） 災害弱者のリストは整っているようでございますので安心しまし

たが、これは本市の場合は、地震とか対象になるのは災害についても地震、予期せぬ地震です。

集中豪雨とか台風あたりはもう事前に予測ができるわけですが、地震についてはなかなか予測が

つきにくい、土日祭日にぱっと起こる可能性もありますし、それはもう何日に来るちゅうことは

なかなか予測しにくいわけですので、そういう体制が、日曜祭日においても、今、市長の消防、

危機管理体制は十分とれてるというような御返答でしたので、安心しましたけど、その日曜祭日

においても、すぐそういうとれるのか、もう市民にとにかく安全安心を守っていくのが行政の基

本的な役割であろうかと思いますので、ぜひそこのところ、日曜日とか祭日においても、そうい

う初動態勢がとれるのか、そこだけお伺いをいたします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 災害につきましては、突然のごとく、その曜日とか日にちとか、問うこ

とはございません。すべて同じ体制でとってまいります。

それから、先ほど議員の御質問の中で一つお答えをしておりませんでした。壱岐ビジョン等の

導入によって見直しをするのかということでございました。当然、現在の今度提案をいたしてお

ります組織改正、部長制にもなります。組織改正もございます。それからケーブルテレビができ

まして、それこそ防災面で非常に力強い環境が整います。したがいまして、当然のごとく、現在

のそのマニュアル、その他見直しを行います。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山和幸議員。

○議員（８番 市山 和幸君） 防災マニュアルはもうしっかりできているようでございます。ま

た、そういった災害弱者のリストあたりも今度の情報、壱岐ビジョンにあわせてまた見直すとい

うところも言われましたので、しっかり市民の安心して暮らしができるような体制を、万全な体

制をとっていただきたいと思います。

次に、２項目め、救急救命時のドクターヘリでの患者搬送への対応について御質問をいたしま

す。
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本市よりヘリによる救急搬送は大村に基地局があるドクターヘリ、また県の防災ヘリ、そして

自衛隊のヘリによる搬送による対応がなされております。前年度においては、市民病院から

２８件のヘリによる救急搬送がなされております。ほかにも直接現場から搬送された例も多々あ

ると思いますが、自衛隊のヘリにおいては、すべて長崎の医療センターへ搬送されているようで

ありますが、また、ドクターヘリにおいては、特殊な病気や、福岡でしか処置ができない患者に

おいては、何件かは福岡のほうへ救急搬送なされているようであります。

本市は、行政区も長崎県でありますし、ヘリに乗り込んでこられる医師においても長崎の医療

センターから乗ってこられるようでありますので、なかなか福岡のほうに搬送してくれちゅうの

は非常に厳しい面もあるかと思いますが、そもそも国がこのドクターヘリを導入しようという計

画をなされたのは、この命をつなぐ救急搬送に当てるため、また、交通の便の悪い過疎地やこの

壱岐みたいな離島の救急患者を搬送するために運行をされたわけでありますが、その運行形態に

おいては、その地域の実情に合った方法が許されるべきであろう、そういう趣旨で、国のほうも、

私はつくっていると、運行されたと思います、当初はですね。当初から私は福岡のほうに搬送で

きるような状態、基地局をつくったほうが、そら国の縦割りの行政でなかなか行政区が長崎県で

すから、できなかったかと思いますが、そういう壱岐の生活圏はもうほとんどウエートは福岡県

になっているわけです。とにかく、患者を救命するのがもう何より優先されるべきであるとは思

っております。その家族の利便性とか、そういうのはもう二の次であると私も思っておりますが、

生活圏が福岡にある以上、どうしても家族の中には、これはなかなか直接は言いにくいんでしょ

うね、やっぱもうお医者さんが来られて、本人は、とにかくもう息絶え絶えで口もきけんような

状態ですから、なかなか福岡に連れていけとかなんとか言う人はおらんと思います。また、家族

の方もなかなかその場では連れていってくれちゅうのは恐らく言えんちゃないですかね、お医者

さんが長崎医療センターから乗ってこられるんですから。それも後から言われるわけです、もう

向こうで治療されて、後で福岡のほうに移った方もありますけど、何で福岡のほうに連れていか

んとやろかと、搬送されないのかって言われるんです。それはもう私も行政区が長崎ですから、

それは無理なん、ドクターも医療センターから、長崎のほうから乗ってこられるし、それなかな

か無理な面があるじゃないでしょうかちゅうて、それでもどうしても福岡に行きたいと言われる

方がありますので、それは私は、頼めばできないことはないんじゃないでしょうかと思うとるけ

ど、それは厳しい面があると思います。でも、そもそも生活圏が壱岐にある以上、そういう福岡

に搬送するというような緩和策は、私はとられてしかるべきではないかなと思いますけど、市長

のお考えとしてはどうか、どう思ってあるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕
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○市長（白川 博一君） 救急救命時のドクターヘリでの患者搬送の搬送先の対応についての考え

方ということでございますが、その前に、現状を申し上げたいと思います。まず、救急患者が出

た場合、やはりドクターヘリを要請するということが患者の命が大事でございますから、当然ド

クターヘリでございますから、ドクターが乗ってくるわけです。先ほどおっしゃいますように、

大村医療センターから参りますから、医師がこの患者はどこに連れていったが一番助かるという

判断をするわけでございますので、それはやっぱり大村医療センターに連れて行くと思うわけで

す。ですから、それがまず、それで実際、３０分から４０分でもう、極端に言えば手術のできる

体制になるということで、患者を思えば、時間的には私は早いと思っておる次第でございます。

もちろん準備がもうされておるわけですから、すぐ３０分ないし４０分の間に手術の体制がとれ

るということでございます。

それから、もしドクターヘリが競合してできないというような場合、あるいは夜間につきまし

ては、ドクターヘリは通いませんので、夜間は自衛隊ヘリということになります。自衛隊にいた

しましても、やはり長崎、大村からお願いをするわけでございますから、やはり長崎県というこ

とになるかと思いますけども、これはやはり自衛隊のヘリコプターでございますと、１時間

４０分ぐらいかかるということでございます。

それから、その自衛隊も無理だということになりますと、今度は防災ヘリ、これはＯＲＣに委

託をされておるようでございますけれども、これも昼のみでございます。

そしてまた、それでもだめだというときは、海上保安部、海保にお願いをするという、この四

つの方法がございます。

救急患者のヘリ搬送の種類及び実績といたしましては、平成２２年は、１２月６日現在、長崎

県のドクターヘリが２０件、自衛隊ヘリが１８件、長崎県防災ヘリが３件、和白病院ドクターヘ

リが１件、合計４２件となっております。

搬送先の病院といたしましては、長崎県ドクターヘリは長崎県医療センターへ１３件、九大病

院へ５件、九州医療センターへ１件、福大病院へ１件、自衛隊ヘリは長崎県医療センターへ

１７件、福岡市立こども病院へ１件、長崎県防災ヘリは長崎県医療センターへ３件、和白病院ド

クターヘリは和白病院へ１件となっております。

先ほどどうしても長崎が主になると申し上げましたけれども、この数字から見ましても、九大

医療センター等もございますけど、やはり医療センターが多いということでございます。

先ほど申し上げますように、病院選定につきましては、すべて乗ってこられた医師が判断なさ

るということでございます。

福岡への搬送につきましても、今申し上げましたように、４２件中の９件の搬送がございます。

一刻を争う患者の容態を最優先として、医師の選定と考えています。
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御参考までに、対馬のことを申し上げます。海自３３件、ドクターヘリ８件、和白ヘリ２７件、

合計６８件でございます。一方、五島につきましては、海自２８件、ドクターヘリ２３件、防災

ヘリ１０件、合計の６１件でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山和幸議員。

○議員（８番 市山 和幸君） わかりました。これなかなか家族の方はそういう希望がおられる

けど、なかなか今の縦割りの行政ちゅうか、長崎医療センターのほうにしか医師が連れていかん

ちゅう事情はよくわかりました。

これは、また私はやっぱりどうしても福岡のほうに運ぶのをもう少し緩和してほしいと思う。

これは今の状態ではなかなか無理な面があると思いますので、これはもう道州制なるのを望む以

外にないのかなと思いますので、この件については県のほうに道州制になるように、ちょっと力

を入れていただきたいと思います。

それから、３項目めの質問をさせていただきます。漁業者のＦＲＰ船の廃船処理問題について

御質問をいたします。

このＦＲＰ船の処理問題については、前市長のとき、同僚の町田正一議員とともに、市に何と

か対策を求めて、何とか手を打ってほしいということを申しました。そのときには、廃船処理の

個人負担分の２分の１を市と漁協で折半して出すから、漁協と協力して出すからちゅうことで回

答を得ておったわけですが、なかなか漁協のほうも協力は、私も何回かあちこちの漁協に行って、

何とか協力してほしいちゅうことで、漁師の皆さんが非常に苦慮してありましたもんで、それを

お願いしたわけですが、なかなか協力が得られなくて、現在までに至っておるわけでございます。

もう、ともあれ今回の市長の行政報告によると、２３年度から本市と五島市においては、水産庁

によるＦＲＰ船の廃船を魚礁化するための実証実験がスタートし、魚礁としての原料化が期待さ

れる旨の報告がございました。ぜひこれは実現してほしいと思っております。漁師にとっても朗

報じゃないかとは思いますが、これ３年かかるんですよね、実験結果、検証が出るまで二、三年

かかるわけです。その間にはかなりの、この前、市長も行政報告で申されましたが、たしか８月

までに八十何隻の廃船処理しなくてはいけない対象船があると言われました。もうあと二、三年

もしよったら、そらなかなか今処理せろちゅうても、かなり島外に積み出して処理せないかんで、

かなり金額がかかりますので、市長もこの前報告されましたように、そのまま放置されて、港に

あると思います。また、ここ二、三年もすれば、かなりのまた廃船処理の対象の船が出てくるこ

とを懸念しております。これはもう早くから私も心配して、漁師の皆さんももう何とかしてほし

いちゅうことは、もともと言ってあります。とにかく、今、漁業者においては、漁獲高の減少、

またそして就労者、高齢化しております。そして、後継者ももう減少で、非常に厳しい状況であ
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ります。これを景観的にもずっとほっぽらかせば悪いわけですが、今、水産庁が言われてある魚

礁化に向けた実験が成功して、魚礁化できるとなれば、その場合、これは二、三年、３年後です

か、個人負担、今の島外に持ち出してされたりするのに何十万もかかって大変でしょうけど、そ

のときの個人負担はどれくらいになるのか、また、そのとき、もう実現化になったとして、市は

何らかの助成をそれに対して出される考えがあるのか、それが１点目。

２点目として、その魚礁化が頓挫した場合、もうどうしても魚礁化は実験したけど、魚礁には

されないちゅうことになれば、それは大体見通しは期待できるちゅうことですから、できるほう

に私もできるんだろうなと思っていますけど、もしもそのときできないとなれば、そのときは、

市として、それまでに３年かかる、魚礁化できるまで３年かかるわけで、二、三年かかるわけで

すが、その間の対策ちゅうか、市長としては助成のこと、助成だけじゃなくて、何らかの対策は

あるのか、できなかった場合の３年後の対策は考えてあるのか、その２点について市長の御見解

を求めます。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 漁業者のＦＲＰ船の廃船処理問題についてお尋ねでございます。議員御

承知のとおり、壱岐市におきます漁業者も高齢化が進んでおりまして、約半数の方が６０歳以上

となっておりまして、将来を危惧いたしておるところでございます。また、これらに追い打ちを

かけるかのごとく、浜では漁獲の減少、魚価の低迷等の関係もございます。あるやもしれません

けれども、廃船が各港に多くなってきております。漁業が華やかな時期でありますと、これらの

中古船の販路もあろうかと思われますが、現在ではそれも極めて厳しい状況でございます。

そこで、壱岐市といたしましても、これらの廃船が漁港施設をはじめとする施設に散在いたし

ますと、漁港本来の機能も果たせなくなるのとのあわせて、産業廃棄物処理違反にもなってまい

ります。これまで市営漁港をはじめ、港湾の調査を実施いたしまして、７２隻の廃船を確認いた

しております。従来までは、これをセメント精製時の燃料等にするなどの利用方法があっており

ましたけれども、何かほかの利活用がと思ってた矢先、魚礁への利活用が検討されてきたところ

でございます。このことは、あくまでも魚礁化への実証実験でございまして、今後２３年度から

３カ年かけて実験を重ねていくとの水産庁の方針で、現在、２３年度新規事業として要求されて

いるところであります。

したがいまして、実現化の場合の個人負担はどのくらいになるかといったことは、残念ながら、

現段階では不明でございますけれども、ただ、魚礁化になれば、現在、トン１０万円の処理費と

言われておりますのが、幾分でも軽減の方向にならないかな、なってほしいなという期待感を持

っておるところでございます。
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何と申しましても、自分のものは自己の責任において適切な処理をいたすのが原則であるのは

申し上げるまでもございません。そういったときのために、ある漁協におきましては、自己にお

いて積み立てをされております。その額を参考までに申し上げますと、小型船が月額１,０００円、

１５トンから１９トン船が月額２,０００円で、今後１０年間で１２万円ないし２４万円を積み

立てる計画でございます。

また、市がその魚礁化がだめだったときはどういうふうな対策をとるかということでございま

すが、現段階では、この魚礁の計画が成功してほしいという思いが強いということが一つでござ

いますし、そのほかにも、私は実証実験なされるんじゃなかろうか、また、いろいろなところで

技術革新が行われると、いろんな対策が行われるんじゃなかろうかと、それを見守りたいと思っ

ております。

ですから、現在、だめだったら助成するよとか、そういったことについては、ちょっと控えさ

せていただきたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 市山和幸議員。

○議員（８番 市山 和幸君） これはもう非常に市からの助成も厳しいわけで、なかなか市長も

漁師の皆さんが苦慮されているちゅうことは理解をされておるというようでございますが、市長

もあと１年４カ月でありますので、今すぐどうこう助成をするとか、ちょっと言いにくいかと思

いますが、これ二、三年もほったらかしとったら、本当にもう大変景観にも悪いし、不法投棄も

考えないかんようなことになると思います。私は今、この魚礁化になるのが、もう私も期待はし

とります。漁師の皆さんもそれはできれば本当に喜ばれるかと思いますが、とにかく漁師さんが

新しい船をつくりたいと思うても、今のような廃船処理に頭を痛められて、新しい船をつくって、

また操業で新造船を建造しようと思うとっても、なかなかそういう意欲はわいてこないと思うん

です。ですから、漁業者がそういう低迷すれば、壱岐の経済全体に影響すると思います。本当に

将来、壱岐の将来を考えて、この一次産業の漁業だけじゃありませんけど、漁業、農業が本当、

活性化していかんと、なかなか将来的にものすごく暗くなるような、経済状況にまで影響します

ので、ぜひここは市長が今度、また市長を目指されると思いますので、またそういうときには、

ぜひ漁業者のＦＲＰ船の、それまではまだ魚礁の実証実験の結果はまだ出ないかと思いますが、

その後でまたぜひ対策を考えていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。

以上で私の質問を終わります。

〔市山 和幸議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、市山和幸議員の一般質問を終わります。

────────────・────・────────────
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○議長（牧永 護君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。

これで散会します。お疲れさまでした。

午後２時48分散会

──────────────────────────────
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午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

これより、議事日程表第５号により本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．議案第１１０号

○議長（牧永 護君） 日程第１、議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第

４号）の訂正の件を議題とします。

訂正の理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。議案の一部訂正についてでございます。議案第

１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）について、一部訂正したいので、壱岐

市議会会議規則第１９条の規定により、議会の承認を求めるものでございます。本日提出でござ

います。

訂正理由は、水産業振興対策事業補助金について、精査の結果、箱崎漁協が経営団から直接購

入した分については補助を認め、新たな資材購入費については認めないことといたしました。

詳細につきましては財政課長から説明させます。御承認賜りますようよろしくお願いいたしま

す。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 浦財政課長。

〔財政課長（浦 哲郎君） 登壇〕

○財政課長（浦 哲郎君） 市長が提案をいたしました一部訂正の前に、一般会計補正予算（第



- -199

４号）、３２、３３ページをお開き願います。

事項別明細書で５款農林水産業費３項水産業費５目漁業集落環境整備費、次の計の欄でござい

ます。補正前の額が１４億４,９７３万７,０００円、補正額が「２３０万９,０００円」になっ

ております。この分を「９８４万２,０００円」に御訂正をお願いいたします。計のところも同

じく「１４億５,２０４万６,０００円」を「１４億５,９５７万９,０００円」に、そして、一般

財源の「２３０万９,０００円」を「９８４万２,０００円」に訂正をお願いします。大変申しわ

けございませんでした。

それでは、市長が申しました訂正内容について御説明をいたします。

平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）の１ページ、歳入歳出予算補正の第１条中の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出追加額「２億６,２４５万５,０００円」を「２億５,４９２万

２,０００円」に、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ「２４１億７,００２万８,０００円」

を「２４１億６,２４９万５,０００円」に訂正をいたします。

２ページから４ページの「第１表 歳入歳出予算補正」歳入表中、１０款地方交付税１項地方

交付税補正額「２億１,５２０万５,０００円」を「２億７６７万２,０００円」に、歳出表中の

５款農林水産業費３項水産業費補正額「９８４万２,０００円」を「２３０万９,０００円」に、

それぞれ「第１表 歳入歳出予算補正」を歳入及び歳出の表中の額に訂正をいたしております。

それでは、訂正内容について御説明いたします。資料「平成２２年度一般会計補正予算（第

４号）訂正内容の一覧」の最後の５ページをお開き願います。

事項別明細書、歳出の５款農林水産業費３項水産業費２目水産振興費１９節の水産業振興対策

事業の「１,０００万円」を「２４６万７,０００円」に減額訂正をいたしております。箱崎漁協

の箱崎漁業経営団資産買い受け等に対する補助金１,０００万円を事業内容等の精査不足により

２６７万７,０００円に７５３万３,０００円を減額訂正をいたしております。

訂正後の額は、箱崎漁協が箱崎漁業経営団からの買い受け資産７４０万２,０００円に対する

補助で、「壱岐市水産振興奨励事業補助金交付要綱」により３分の１の補助であります。歳出の

減額訂正により、前ページに歳入で１０款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税の普通交付

税で歳出減額訂正額同額の７５３万３,０００円を減額訂正をいたしております。

精査不足により、このような訂正をいたすことになり大変申しわけございませんでした。おわ

び申し上げます。

以上、議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）の一部訂正内容の説明

を終わります。何とぞよろしくお願いいたします。

〔財政課長（浦 哲郎君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） これより質疑を行います。質疑ありませんか。１３番、中田恭一議員。
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○議員（１３番 中田 恭一君） 訂正の理由についてちょっともう少し聞きたいんですけども、

今、財政課長の説明では補助金要綱にのっとって買い上げ価格の３分の１にするという補助金要

綱か何かあるわけですよね。ただ、補助金要綱があるのに前回のとき買い上げ価格の２分の１、

資材代の３分の１、これが前提案された分は補助金要綱にはなかったわけですか。補助金要綱の

内容がようわからんもんで、補助金要綱にのっとってやったわりには「２分の１」から「３分の

１」に変わったり、補助の内容が変わったりするので、多分今後のこともあると思いますので、

ある程度一つの線を出しとかにゃいかんと思うとです。その辺の説明をお願いします。

○議長（牧永 護君） 牧山産業経済担当理事。

○産業経済担当理事（牧山 清明君） 壱岐市水産業振興奨励事業補助金の交付要綱の中で特認事

項というのがございます。その中に水産業振興上、市長が特に必要と認める事業については、そ

の２分の１または３分の１以内の助成をすることができるということになっております。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

○市長（白川 博一君） ただいま牧山理事が申しました交付要綱でございますけど、平成１９年

１２月１日に改正が行われております。今回の経営団からの譲り受けにつきましては、その資材

等々が中古であるために、当初２分の１と判断いたしておりましたけれども、３分の１というこ

とに決めたところでございます。また、今後のことにつきましては、今回の事例を教訓にいたし

まして、はっきりとして精査をして臨みたいと思っております。

○議長（牧永 護君） 中田恭一議員。

○議員（１３番 中田 恭一君） わかりました。ただ、非常にこのごろ多いと思います。議案を

出す前に十分精査をしていただきたいと思います。議案出してからまた精査をして、また精査を

していく、議案出すときはもう多分精査できた後の議案の提出だと思っておりますので、今後ぜ

ひ、言うても多分またこの次も出てくると思いますが、こういう訂正が二度とないようにちゅう

ても無理でしょうけども、なるべくないようにお願いをしたいと思います。

○議長（牧永 護君） ほかに質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑ありませんので質疑を終わります。

お諮りします。ただいま、議題となっております議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計

補正予算（第４号）の訂正の件を承認することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、議案第１１０号平成２２年度壱岐市一

般会計補正予算（第４号）の訂正の件を承認することに決定しました。

────────────・────・────────────



- -201

○議長（牧永 護君） 以上で散会します。

午前10時10分散会

──────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────

平成22年第４回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第６日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第６号）

平成22年12月16日 午前10時00分開議

日程第１ 議案第96号
長崎県市町村総合事務組合の規約変更につ

いて

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第２ 議案第97号 壱岐市行政組織条例の全部改正について
総務文教常任委員長報告・否決

・討論・本会議・否決

日程第３ 議案第98号

壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び

壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正について

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第４ 議案第99号
壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一

部改正について

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第５ 議案第100号 壱岐市猿岩物産館条例の一部改正について
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第６ 議案第101号 壱岐風民の郷条例の一部改正について
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第７ 議案第102号 壱岐出会いの村条例の一部改正について
産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第８ 議案第103号
壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部改正に

ついて

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第９ 議案第104号 壱岐市医学修学資金貸与条例の制定について
厚生常任委員長報告・否決

討論・本会議・否決

日程第10 議案第105号
壱岐市医療技術修学資金貸与条例の制定に

ついて

厚生常任委員長報告・否決

本会議・否決

日程第11 議案第106号 壱岐市消防関係手数料条例の一部改正について
総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第12 議案第107号 壱岐市火災予防条例の一部改正について
総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第13 議案第108号 過疎地域自立促進計画の策定について
総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第14 議案第109号
八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請

負契約の変更について

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第15 議案第110号
平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第

４号）

予算特別委員長報告・可決

本会議・可決

日程第16 議案第111号
平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第17 議案第112号
平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第18 議案第113号
平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補

正予算（第３号）

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決
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日程第19 議案第114号
平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第２号）

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第20 議案第115号
平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第２号）

総務文教常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第21 議案第116号
平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第２号）

厚生常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第22 議案第117号
平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算

（第２号）

産業建設常任委員長報告・可決

本会議・可決

日程第23 陳情第２号
国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減

額）廃止を求める陳情

厚生常任委員長報告・採択

本会議・採択

日程第24 陳情第３号 ＴＰＰに関する陳情
産業建設常任委員長報告・採択

本会議・採択

日程第25 陳情第４号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳

情

総務文教常任委員長報告・採択

本会議・採択

日程第26 陳情第５号
くらし支える行政サービスの拡充を求める

陳情

総務文教常任委員長報告・不採択

本会議・不採択

日程第27 発議第７号
国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減

額）廃止を求める意見書の提出について

提出議員 説明、質疑なし

委員会付託省略、可決

日程第28 発議第８号
食料自給率を高めるために、ＴＰＰに参加

しないことを求める意見書の提出について

提出議員 説明、質疑なし

委員会付託省略、可決

日程第29 発議第９号
義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意

見書の提出について

提出議員 説明、質疑なし

委員会付託省略、可決

日程第30 発議第10号
離島医療の医師確保対策を求める意見書の

提出について

提出議員 説明、質疑なし

委員会付託省略、可決

日程第31 発議第11号

アルミ３胴船の就航を目指す㈱市民フェ

リー壱岐対馬への船舶共有建造制度に基づ

く融資に関する意見書の提出について

提出議員 説明、質疑なし

委員会付託省略、可決

日程第32 委員会の閉会中の継続審査及び継続調査申し出の件 申し出のとおり決定

日程第33 議員派遣の件 原案のとおり決定

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第６号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（20名）

１番 久保田恒憲君 ２番 呼子 好君

３番 音嶋 正吾君 ４番 町田 光浩君

５番 深見 義輝君 ６番 町田 正一君

７番 今西 菊乃君 ８番 市山 和幸君

９番 田原 輝男君 10番 豊坂 敏文君



- -205

11番 中村出征雄君 12番 鵜瀬 和博君

13番 中田 恭一君 14番 榊原 伸君

15番 久間 進君 16番 大久保洪昭君

17番 瀬戸口和幸君 18番 市山 繁君

19番 小金丸益明君 20番 牧永 護君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 松本 陽治君 事務局次長 加藤 弘安君

事務局係長 吉井 弘二君 事務局書記 村部 茂君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長 ………………… 久田 賢一君

教育長 ………………… 須藤 正人君

壱岐島振興推進本部理事 ………………………………………………… 松尾 剛君

市民生活担当理事 …… 山内 達君 保健環境担当理事 …… 山口 壽美君

産業経済担当理事 …… 牧山 清明君 建設担当理事 ………… 中原 康壽君

消防本部消防長 ……… 松本 力君 総務課長 ……………… 堤 賢治君

財政課長 ……………… 浦 哲郎君 政策企画課長 ………… 山川 修君

管財課長 ……………… 豊坂 康博君 会計管理者 …………… 宇野木眞智子君

教育次長 ……………… 前田 清信君 病院管理課主幹 ……… 左野 健治君

──────────────────────────────

午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

これより議事日程表（第６号）により本日の会議を開きます。

議事に入る前に報告します。３つの各常任委員会、議会運営委員会の各委員会から行政調査の

報告書が提出されており、お手元に配付しておりますので御高覧お願いします。

────────────・────・────────────
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日程第１．議案第９６号～日程第２６．陳情第５号

○議長（牧永 護君） それでは、日程第１、議案第９６号長崎県市町村総合事務組合の規約変

更についてから、日程第２６、陳情第５号くらし支える行政サービスの拡充を求める陳情につい

てまで２６件を一括議題とします。

本案の審査は、各委員会へ審査付託しておりましたので、その審査結果について各委員長から

報告を求めます。初めに、総務文教常任委員長の報告を求めます。

〔総務文教常任委員長（町田 光浩君） 登壇〕

○総務文教常任委員長（町田 光浩君） それでは、総務文教常任委員会の委員会審査報告を行い

ます。

本委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１０３条の規定により報告します。

議案第９６号長崎県市町村総合事務組合の規約変更について、原案可決。

議案第９７号壱岐市行政組織条例の全部改正について、否決。

議案第９８号壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例の一部改正について、原案可決。

議案第１０６号壱岐市消防関係手数料条例の一部改正について、原案可決。

議案第１０７号壱岐市火災予防条例の一部改正について、原案可決。

議案第１０８号過疎地域自立促進計画の策定について、原案可決。

議案第１１５号平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第２号）、原案可決。

なお、議案第９７号壱岐市行政組織条例の全部改正について、否決の理由といたしまして、市

長の描く機構改革の意図は理解できるが、各部を横断的に総括していくための新行政推進室長で

あるならば副市長もしくは副市長同等の配置にすべきであり、また職員の意識改革を行うのなら

ば総務部内に配置すべきである。

また、病院部については、部長が兼務でなくなることと名称が変わる以外は体制も内容も何ら

変わらない。経営形態の変更も全く不透明な現在、変化をもたらし機能の充実に向かうべきと考

える。

加えて、石田庁舎においては、県とのワンフロアー化を前提にされており、以前ワンフロアー

化については議会として強く反対の意志を示した経緯もあり、いまだ承認するには至っていない。

よって、当委員会としては部長制自体を否定するものではないが、市長の目指す機構改革を実

現するにはいまだ不十分な部分もあると判断した。より機能するための機構改革へ向け、いま一

度再考を望むものであり、否決といたしました。

○議長（牧永 護君） これから、総務文教常任委員長の報告に対し、質疑を行います。
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なお、委員長の報告に対する質疑は、審査の経過と結果であり、議案内容について提出者に質

疑することはできませんので申し上げておきます。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで総務文教常任委員長の報告を終わります。

続けてください。

○総務文教常任委員長（町田 光浩君） それでは、引き続き、陳情に関する委員会審査報告を行

います。

本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第

１３８条の規定により報告いたします。

陳情第４号、平成２２年１２月８日付託、義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情、審査

の結果、採択すべきもの。委員会の意見はなしです。措置といたしまして、意見書の提出として

おります。

陳情第５号、平成２２年１２月８日付託、くらし支える行政サービスの拡充を求める陳情、審

査の結果、不採択とすべきものとしました。委員会の意見はなしです。不採択とすべきものとな

った理由といたしまして、地域主権改革とは、単に公務員を減らし、地方に犠牲を強いるといっ

た国の責任放棄ではなく、これまで国が主導してきた地方の施策を各地方の自主性・独自性を高

め、地方の実情に沿った施策を展開しようとするものと考える。よって、この陳情の趣旨には賛

同しがたく、不採択といたしました。

以上です。

○議長（牧永 護君） 質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで総務文教常任委員長の報告を終わります。

〔総務文教常任委員長（町田 光浩君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 次に、厚生常任委員長の報告を求めます。町田正一厚生常任委員長。

〔厚生常任委員長（町田 正一君） 登壇〕

○厚生常任委員長（町田 正一君） 委員会審査報告書、本委員会に付託された議案を審査した結

果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第１０３条の規定により報告します。

議案第９９号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について、原案可決。

議案第１０４号壱岐市医学修学資金貸与条例の制定について、原案否決。

議案第１０５号壱岐市医療技術修学資金貸与条例の制定について、原案否決。

議案第１１１号平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について、原案

可決。
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議案第１１４号平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第２号）、原

案可決。

議案第１１６号平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第２号）について、原案可決。

委員会意見について。議案第１０４号について、本案は、壱岐市民病院の中核となる医師を確

保するために提出されたものである。しかし、毎月２０万円のみの貸与では到底利用者がいると

も考えられない。（１）入学時における費用が最も医学部への障害となっていることから、国公

立、私立は、これ私立のことですね、とも応分の上限を設け、それぞれに設定されたい。（２）

運用規定において、卒業後の指定医療機関を定め、３年程度の研修期間中の弾力的適用を図られ

たい。

議案第１０５号について、本案については、次の意見をつけて否決した。

看護師、助産師、保健師のみを対象とした条例に改められたい。特に、看護師については現在

も不足し、将来的にも人的な確保が困難になることが予想されるからである。それ以外の職種に

ついて、その必要性は認めるも、現状採用数も少なく、市民病院医療機関に採用できる見通しも

ない。

いずれの条例ともその必要性は本委員会としても十分承知していることから、早急に精査して

提出されたい。

○議長（牧永 護君） 陳情の部分もやってください。

○厚生常任委員長（町田 正一君） 一緒ですか。

○議長（牧永 護君） はい。

○厚生常任委員長（町田 正一君） 委員会審査報告書、本委員会に付託された陳情を審査した結

果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第１３８条の規定により報告します。

陳情第２号国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求める陳情、審査の結果、採

択とすべきもの。委員会の意見なし。

○議長（牧永 護君） これから、厚生常任委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで厚生常任委員長の報告を終わります。

〔厚生常任委員長（町田 正一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。鵜瀬和博産業建設常任委

員長。

〔産業建設常任委員長（鵜瀬 和博君） 登壇〕

○産業建設常任委員長（鵜瀬 和博君） 委員会審査報告書、本委員会に付託された議案は、審査
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の結果、次のとおり決定したので、市議会会議規則第１０３条の規定により報告します。

議案番号、議案第１００号壱岐市猿岩物産館条例の一部改正について、原案可決。

議案第１０１号壱岐風民の郷条例の一部改正について、原案可決。

議案第１０２号壱岐出会いの村条例の一部改正について、原案可決。

議案第１０３号壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部改正について、原案可決。

議案第１０９号八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請負契約の変更について、原案可決。

議案第１１２号平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）、原案可決。

議案第１１３号平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第３号）、原案可決。

議案第１１７号平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）、原案可決となっており

ます。

委員会の意見といたしまして、議案１００号から議案１０３号に関連して、本市の多くの公共

施設や観光施設の管理運営については、多額の維持管理費がかかっており、今後も経費削減と住

民サービスの向上に向けて指定管理者制度を導入し、民間にできるものは民間へ移行すべきであ

る。また、各施設の統廃合も含め、見直しを図るべきである。

このほかイノシシ対策につきまして、イノシシは繁殖力が強く、一度繁殖すればその被害は甚

大で、農林業はもとより人的被害の報告もあり、大変危険な害獣である。そのような中、本市に

おいても本年６月以降、初山地区、志原地区、武生水地区、池田仲地区でイノシシらしき被害報

告があっているが、いまだにイノシシの発見、捕獲及び生息場所を特定するには至っていない。

ついては、雄、雌、生息頭数など詳細はわかっていないが、被害の少ないうち、繁殖する前に各

関係機関協力し、早急にイノシシ撲滅に向け、全島的な対策を講じるべきである。

以上です。

続きまして、本委員会に付託されました陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、壱岐

市議会会議規則第１３８条の規定により報告をいたします。

陳情第３号、平成２２年１２月８日付託、ＴＰＰに関する陳情、審査の結果、採択すべきもの、

委員会の意見なし、措置として意見書を提出をしております。

以上です。

○議長（牧永 護君） これから産業建設常任委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで産業建設常任委員長の報告を終わります。

〔産業建設常任委員長（鵜瀬 和博君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 次に、予算特別委員長の報告を求めます。今西菊乃予算特別委員長。
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〔予算特別委員長（今西 菊乃君） 登壇〕

○予算特別委員長（今西 菊乃君） 委員会審査結果報告、本委員会に付託された議案は、審査の

結果、次のとおり決定したので、壱岐市議会会議規則第１０３条の規定により報告します。

議案番号、議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）、審査の結果は原

案のとおり可決となっております。

以上です。

○議長（牧永 護君） これから予算特別委員長の報告に対し、質疑を行います。質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで予算特別委員長の報告を終わります。

〔予算特別委員長（今西 菊乃君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上で、各委員会の報告を終わります。

これから議案第９６号長崎県市町村総合事務組合の規約変更について討論を行います。討論あ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第９６号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 済みません、ちょっとはっきり。起立多数です。よって、議案第９６号

長崎県市町村総合事務組合の規約変更については、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第９７号壱岐市行政組織条例の全部改正について討論を行います。討論ありません

か。町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 本来、壱岐市議会が委員会中心主義をとっており、各案件の付託

を委員会に一任している以上、３常任委員会の結論は最大限に尊重されなければなりません。し

かし、私は常に執行側と議会との役割の違いを自覚して、人事案件とそれを裏づける機構の改編

については市民生活が不便になるということがない限り、二元代表制の一方の当事者である市長

の意向を最大限に尊重すべきであるというのが私の信念であります。そうでなければ市長の仕事

はできません。今回は、以前のような県とのワンフロアー化の問題とは違います。あくまで行政

内部の変更であります。部制への変更、新行政推進室の設置、子ども家庭課の設置、病院部の設

置、すべてであります。よって、私は執行部の提案に賛成いたしますし、議会としてこれを否決

することは現に慎むべきであると考えます。



- -211

以上のことから、私は執行部の提案に賛成をいたします。

○議長（牧永 護君） ほかに討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第９７号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は否決です。よって、原案について採決します。議案第９７号壱岐市行政組織条例の全部

改正については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立少数です。よって、議案第９７号壱岐市行政組織条例の全部改正に

ついては否決されました。

次に、議案第９８号壱岐市職員の育児休業等に関する条例及び壱岐市職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部改正について討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第９８号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第９８号壱岐市職員の育児休業等に関する

条例及び壱岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については、委員長報告のとお

り可決されました。

次に、議案第９９号壱岐市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について討論を行います。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第９９号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長

の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり可決することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第９９号壱岐市福祉医療費の支給に関する

条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。

次に、議案第１００号壱岐市猿岩物産館条例の一部改正について討論を行います。討論ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕



- -212

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１００号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１００号壱岐市猿岩物産館条例の一部改

正については、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１０１号壱岐風民の郷条例の一部改正について討論を行います。討論ありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１０１号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１０１号壱岐風民の郷条例の一部改正に

ついては、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１０２号壱岐出会いの村条例の一部改正について討論を行います。討論ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１０２号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１０２号壱岐出会いの村条例の一部改正

については、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１０３号壱岐市営印通寺共同店舗条例の一部改正について討論を行います。討論

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１０３号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１０３号壱岐市営印通寺共同店舗条例の
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一部改正については、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１０４号壱岐市医学修学資金貸与条例の制定について討論を行います。討論あり

ませんか。中村出征雄議員。

○議員（１１番 中村出征雄君） 私は、本条例制定に賛成の立場で討論いたします。

所管の委員会の委員でありながら、委員会で否決されたにもかかわらずですが、委員会の場で

賛成討論の場がありませんでしたので、あえてここで賛成の立場で討論をいたします。

まず、その理由について若干申し上げます。執行部の説明によりますと、長崎県病院企業団に

勤務する場合の長崎県の条例はもちろんのこと、県内外３６自治体に調査照会の結果、医師確保

及び良質な医療の提供を図るために、現在の条例を廃止し、本条例を提案をしたということであ

りました。

前条例と今回の条例及び長崎県条例の違いについて申し上げます。現行制度では、年間授業料

及びその他の経費、すなわち生活費でありますが、これを４年間で６７３万円、大学院での授業

料及び生活費として２年間で４８０万円、６年間で限度額１,１５３万円貸与するということで

あります。今回の条例改正では、その内容がわかりやすく、年間の授業料及びその他の経費を含

めて月額２０万円を６年間で、１,４４０万円を限度として貸与する制度となっております。ま

た、長崎県の制度では、国立大学への入学金２８万２,０００円、年間授業料５３万５,８００円、

６年間で限度額９３３万６,８００円の貸与となっております。これを月平均にいたしますと、

月額１２万９,６７７円であります。多分白川市長の御子息さんもこの制度を活用されておられ

るのではないかと思います。私は、長崎県の制度の月額１２万９,６７７円に対し、今回の条例

制定で壱岐市の場合は月額２０万円ということは、壱岐市においては妥当なものだと考えます。

よって、本条例の制定に賛成であります。

皆さん方の公正なる判断をお願いをいたしまして、賛成の討論といたします。

○議長（牧永 護君） ほかに討論はありませんか。町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 中村出征雄議員は討論の場がなかったと言われましたけども、討

論の場は当然委員会で確保されてるわけで、そのときに意見を言ってもらえればよかったんです

が、基本的にその趣旨がおかしいと、賛成の中村議員の。長崎県の病院企業団なんですが、の修

学資金と壱岐市が出す分とは全く別な観点であります。特に、今回の修学資金の条例は、基本的

に壱岐市の医療機関の、市立の医療機関の中核医師を育てるための修学資金条例であります。だ

から、ほかの自治体がこうだからとか、そういうことを言っても医師は来ないんです、現実に。

ましてお金持ちのお医者さんの子供たちは、別にこういった貸与条例がなくても自分たちでちゃ

んとそれだけの資金の裏づけがあるわけですから、ちゃんと借りなくても医師になることができ

ます。私たちが厚生委員会で議論になっとるのは、そうじゃなくて普通の人たちが、普通のサラ
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リーマンの家庭で、その人たちが医学部に進学を目指す場合に一番障害となるのは入学金の過重

負担であると。これが国立であれば入学時１６０万円、あるいは私立であれば、恐らく８００万

円近いとか、８００万円ぐらい、１,０００万円かかると。この分について壱岐市の財政の、だ

から上限の金額は設けておりません。相応の上限の金額を設けて、医学部を志す人たちが医者に

なれるようにということで、もう一度精査してくれと言っております。ほかの自治体はどうであ

れ、離島である壱岐市の状況を考えれば、この程度のことはやらないと医学部の進学を目指そう

とする生徒たちが壱岐市のこの奨学金の貸与条例の対象になるとも思えません。だから、私は委

員長報告でも述べたように、とりあえず一番障害になっている入学時の負担について再度執行部

側に上限を設ける金額を提出してくれということで委員会報告を出しております。

以上であります。

○議長（牧永 護君） ほかに討論ありませんか。ちょっとお待ちください。（発言する者あ

り）討論について、ちょっとこちらの見解を申し上げたいと思います。会議規則等に載ってるわ

けでございますけど、討論とは議題となっている問題に対する自己の賛否の意見表明であって、

その目的は自己の意見に反対する者及び賛否の意思を決めていない者を自己の意見に賛同させる

ことであり、なお、討論には討論１人１回の原則があり、お互いに賛否の意見を反復して行うこ

とは絶対できないこととなっております。参考にしていただきたいと思います。ほかに討論あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１０４号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は否決です。よって、原案について採決します。議案第１０４号壱岐市医学修学資金貸

与条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立少数です。よって、議案第１０４号壱岐市医学修学資金貸与条例の

制定については否決されました。

次に、議案第１０５号壱岐市医療技術修学資金貸与条例の制定について討論を行います。討論

はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１０５号を採決します。この採決は起立によって行ないます。本案に対する委

員長の報告は否決です。よって、原案について採決します。議案第１０５号壱岐市医療技術修学

資金貸与条例の制定については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
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〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立少数です。よって、議案第１０５号壱岐市医療技術修学資金貸与条

例の制定については否決されました。

次に、議案第１０６号壱岐市消防関係手数料条例の一部改正について討論を行います。討論あ

りませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１０６号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１０６号壱岐市消防関係手数料条例の一

部改正については、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１０７号壱岐市火災予防条例の一部改正について討論を行います。討論ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１０７号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１０７号壱岐市火災予防条例の一部改正

については、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１０８号過疎地域自立促進計画の策定について討論を行います。討論ありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１０８号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１０８号過疎地域自立促進計画の策定に

ついては、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１０９号八幡浦地区特定漁港整備工事（１工区）請負契約の変更について討論を

行います。討論はありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１０９号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１０９号八幡浦地区特定漁港整備工事

（１工区）請負契約の変更については、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補正予算（第４号）に対する討論を行いま

す。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１１０号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１１０号平成２２年度壱岐市一般会計補

正予算（第４号）は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１１１号平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に対する

討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１１１号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１１１号平成２２年度壱岐市介護保険事

業特別会計補正予算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１１２号平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）に対する

討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１１２号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１１２号平成２２年度壱岐市簡易水道事

業特別会計補正予算（第３号）は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１１３号平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計補正予算（第３号）に対する討

論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１１３号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１１３号平成２２年度壱岐市下水道事業

特別会計補正予算（第３号）は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１１４号平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第

２号）に対する討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１１４号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１１４号平成２２年度壱岐市特別養護老

人ホーム事業特別会計補正予算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１１５号平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算（第２号）に対する

討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１１５号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１１５号平成２２年度壱岐市三島航路事

業特別会計補正予算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１１６号平成２２年度壱岐市病院事業会計補正予算（第２号）に対する討論を行

います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１１６号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１１６号平成２２年度壱岐市病院事業会

計補正予算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、議案第１１７号平成２２年度壱岐市水道事業会計補正予算（第２号）に対する討論を行

います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから議案第１１７号を採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員

長の報告は可決です。本案は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、議案第１１７号平成２２年度壱岐市水道事業会

計補正予算（第２号）は、委員長報告のとおり可決されました。

次に、陳情第２号国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求める陳情に対する討

論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから陳情第２号を採決します。この採決は起立によって行います。この陳情に対する委員

長の報告は採択すべきものです。本案は、委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、陳情第２号国民健康保険療養費国庫負担金の調

整（減額）廃止を求める陳情は、委員長報告のとおり採択することに決定しました。

次に、陳情第３号ＴＰＰに関する陳情に対する討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから陳情第３号を採決します。この採決は起立によって行います。この陳情に対する委員

長の報告は採択すべきものです。本案は、委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕
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○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、陳情第３号ＴＰＰに関する陳情は、委員長報告

のとおり採択することに決定しました。

次に、陳情第４号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する陳情に対する討論を行います。討論

ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから陳情第４号を採決します。この採決は起立によって行います。この陳情に対する委員

長の報告は採択すべきものです。本案は、委員長報告のとおり採択することに賛成の方は起立願

います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、陳情第４号義務教育費国庫負担制度の堅持に関

する陳情は、委員長報告のとおり採択することに決定いたしました。

次に、陳情第５号くらし支える行政サービスの拡充を求める陳情に対する討論を行います。討

論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わります。

これから陳情第５号を採決します。この採決は起立によって行います。この陳情に対する委員

長の報告は不採択すべきものです。よって、この陳情について採決します。陳情第５号くらし支

える行政サービスの拡充を求める陳情について採択することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立少数です。よって、陳情第５号くらし支える行政サービスの拡充を

求める陳情は、不採択することに決定しました。

ここで暫時休憩いたします。

再開を１１時とします。

午前10時46分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時00分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

議案審議を続けます。

────────────・────・────────────

日程第２７．発議第７号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第２７、発議第７号国民健康保険療養費国庫負担金の調整
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（減額）廃止を求める意見書の提出について議題といたします。

提出議員の説明を求めます。７番、今西菊乃議員。

〔提出議員（今西 菊乃君） 登壇〕

○提出議員（７番 今西 菊乃君） 発議７号、平成２２年１２月１６日、壱岐市議会議長牧永護

様、提出者、壱岐市議会議員今西菊乃、賛成者、壱岐市議会議員町田正一、中村出征雄。

国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求める意見書（案）、上記の議案を別紙

のとおり壱岐市議会会議規則第１４条の規定により提出します。

国民健康保険療養費国庫負担金の調整（減額）廃止を求める意見書（案）、平成２２年１月

１日に厚生労働省が発表した２００８年度合計特殊出生率は１.３７であり、人口を維持するの

に必要な２.０８への回復は依然として困難で、まさに危機的な水準を推移している。

深刻な少子化の進行の中で、子育て中の世帯への直接的な経済援助、育児への心理的支援は大

変重要である。

このため、地方自治体は厳しい財政状況の中で、対象年齢の引き上げや助成制度の支払い方法

の改善など、保護者の要望にこたえて子供医療費助成制度の拡充を進めてきた。

ところが、医療費助成について窓口での支払いが不要な「現物給付」にした場合には、国民健

康保険の国庫負担金が調整（減額）され、「現物給付」にしている市町村では、財政運営上の大

きな支障となっている。

政府は、少子化対策に取り組んでいるが、国民健康保険に対する国庫負担金の調整（減額）は

これに矛盾する措置である。

よって、政府におかれましては、乳幼児・児童医療費助成制度等に係る国保国庫負担金の調整

（減額）を廃止されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２２年１２月１６日、長崎県壱岐市議会。提出先、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大

臣、総務大臣。

○議長（牧永 護君） これから発議第７号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで発議第７号について質疑を終わります。

〔提出議員（今西 菊乃君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） お諮りします。発議第７号については、会議規則第３７条第２項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、発議第７号は委員会付託を省略するこ
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とに決定しました。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わり、採決します。この採決は起立に

よって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、発議第７号国民健康保険療養費国庫負担金の調

整（減額）廃止を求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第２８．発議第８号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第２８、発議第８号食糧自給率を高めるために、ＴＰＰに参

加しないことを求める意見書の提出について議題とします。

提出議員の説明を求めます。１７番、瀬戸口和幸議員。

〔提出議員（瀬戸口和幸君） 登壇〕

○提出議員（１７番 瀬戸口和幸君） ＴＰＰに参加しないことを求める陳情については、先ほど

本会議でも賛成をいただきましたので、それに基づきまして産業建設委員会で意見書を提出した

らということになりまして、ここに意見書（案）を提出したいと思います。

発議第８号、提出者、壱岐市議会議員瀬戸口和幸、賛成者、壱岐市議会議員呼子好、同じく田

原輝男。

食糧自給率を高めるために、ＴＰＰに参加しないことを求める意見書の提出について、上記の

議案を別紙のとおり、壱岐市議会会議規則第１４条の規定により提出します。

食糧自給率を高めるために、ＴＰＰに参加しないことを求める意見書（案）、１１月９日、Ｔ

ＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）について、「関係国との協議を開始する」と明記した「包

括的経済連携に関する基本方針」が閣議決定されました。もしもＴＰＰを締結すれば、地域経済、

社会、雇用が大打撃を受けるのは必至であります。

農水省は、１０月２２日、関税全廃を原則とするＴＰＰに参加した場合、国内の農業生産額が

４兆８,０００億円減少するとの試算結果を発表しました。これは２００８年の農業産出額８兆

４,７３６億円の４８％に当たり、農業は壊滅的打撃を受けるとしています。さらに、１１月

９日には、林・水産物では４,７００億円減少すると発表しました。農水省は、ＴＰＰへの参加

で食糧自給率は１４.５％に落ち込むと言っています。長崎県は１１月１１日、ＴＰＰに参加し

た場合、県の農業算出額は２００８年基準で、農水省が試算した１９品目中のうち県内で該当す

る１０品目で、４９７億円が失われるとの試算を発表しました。
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このように、命の源である食を今以上に他国に依存することにより、独立国としての基盤が失

われます。政府は「食糧・農業・農村基本計画」で食糧自給率の５０％達成を明示しましたが、

それにも反しています。

世界の異常気象による食糧生産の不安もあります。たとえ戸別所得補償で農家経営を守るとし

ても財源の問題もあります。他職種との不平等感を生み出す心配もあります。食に関わる地域産

業や雇用も失われます。地域の食文化も廃れ、耕作放棄地が今以上に増大します。美しい棚田の

景観や治水機能等の多面的機能も損なわれます。政府が農業の構造を改善するといっても、米国、

オーストラリア、ニュージーランドの数千、数百ヘクタール規模の農業と競争することはもとも

と不可能です。限られた土地を基盤として季節に沿って営む農業は、市場経済では関税などの国

境措置対策は不可欠です。それにも関わらず、現在日本が農産物にかける関税は平均１２％で、

農産物輸出国のＥＵ（２０％）、アルゼンチン（３３％）、ブラジル（３５％）などより低くな

っています。日本はこれまでも農産物の輸入自由化を拡大してきましたが、たびたび輸入食品の

安全性が問題になっています。

このような趣旨から、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。

平成２２年１２月１６日、長崎県壱岐市議会、提出先は、以下７機関等であります。

以上で、意見書の案についての説明を終わります。

○議長（牧永 護君） これから発議第８号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで発議第８号について質疑を終わります。

〔提出議員（瀬戸口和幸君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） お諮りします。発議第８号については、会議規則第３７条第２項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、発議第８号は委員会付託を省略するこ

とに決定しました。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わり、採決します。この採決は起立に

よって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、発議第８号食糧自給率を高めるために、ＴＰＰ

に参加しないことを求める意見書の提出については、原案のとおり可決されました。
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────────────・────・────────────

日程第２９．発議第９号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第２９、発議第９号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する

意見書の提出についてを議題とします。

提出議員の説明を求めます。４番、町田光浩議員。

〔提出議員（町田 光浩君） 登壇〕

○提出議員（４番 町田 光浩君） 発議第９号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の

提出について、別紙のとおり壱岐市議会会議規則第１４条の規定により提出をいたします。提出

者は、私、町田光浩、賛成者、壱岐市議会議員深見義輝、同じく市山和幸でございます。

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書（案）、義務教育費の国庫負担制度は、憲法の

保障する「等しく教育を受ける権利」あるいは「教育を受けさせる義務」の基本的理念を具現化

するため、国が必要な経費を負担することによって、教育の機会均等とその水準の維持向上を図

る制度であり、現行教育制度の重要な根幹となっています。

義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等と義務教育無償の原則として、子供たちが等しく

教育を受けることができるように制定されました。義務教育国庫負担制度は、国として「最低保

障」するものであり、すべての国民に対して妥当な規模と内容の義務教育を保障することは、憲

法からも要請されている国の重要な責務であります。

今日、教育が抱えている課題を解決するためには、地域や子供の状況を踏まえ、多様な教育活

動が推進できるよう、当事者である学校や市町村教育委員会が主体的に運営できる仕組みに改善

することが差し迫った課題です。

しかし、平成１８年度において、義務教育費国庫負担制度は堅持されたものの、義務教育費の

国負担率は２分の１から３分の１に下げられました。現在、義務教育費国庫負担制度が減額され

た分は地方交付税で措置されていますが、平成２２年度予算の地方交付税は約１６.９兆円で、

平成１７年度比マイナス０.４％と、一定回復されました。しかし、県市町ともに財政の厳しい

中、安定した地方財政を構築するためには。義務教育費国庫負担率を２分の１に復元すべきです。

教育予算は未来への先行投資であり、子供たちに最善の教育環境を提供していくことは社会的

な使命です。

よって、国におかれては、義務教育費の負担率２分の１に復元することを含め、義務教育費国

庫負担制度を堅持されるよう強く要望します。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出いたします。

平成２２年１２月１６日、長崎県壱岐市議会、提出先として、内閣総理大臣、財務大臣、文部

科学大臣、総務大臣、以上となっております。
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○議長（牧永 護君） これから発議第９号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで発議第９号についての質疑を終わります。

〔提出議員（町田 光浩君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） お諮りします。発議第９号については、会議規則第３７条第２項の規定

により委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、発議第９号は委員会付託を省略するこ

とに決定しました。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わり、採決します。この採決は起立に

よって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、発議第９号義務教育費国庫負担制度の堅持に関

する意見書の提出については、原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３０．発議第１０号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３０、発議第１０号離島医療の医師確保対策を求める意見

書の提出についてを議題とします。

提出議員の説明を求めます。１０番、豊坂敏文議員。

〔提出議員（豊坂 敏文君） 登壇〕

○提出議員（１０番 豊坂 敏文君） 発議第１０号、提出者、壱岐市議会議員豊坂敏文、賛成者、

壱岐市議会議員榊原伸、小金丸益明。

離島医療の医師確保対策を求める意見書の提出について、上記の議案を、別紙のとおり壱岐市

議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。

離島医療の医師確保対策を求める意見書（案）、住民の生命と健康を守るために、医療体制の

確保が極めて重要ですが、地方や僻地といった特定の地域、特に本市のような離島地域において

は、近年の医療制度改革以降、医師不足の問題はますます深刻化しており、医師の絶対的不足は

医療崩壊をもたらし、さらなる医師不足を招くという悪循環になっています。

本市においても、医師確保に向けて懸命の努力を続けていますが、大変困難な状況にあり、地

域医療の確保・継続が崩壊の危機にあります。しかし、これらの問題解決は、個々の自治体のみ
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では到底不可能であります。

よって、国において県、大学、学会、医師会などとの連携のもと、抜本的な医師確保対策を講

じられるよう強く要望します。

１．離島・僻地の地域医療を担う医師及び看護師等の養成と地域への定着を促進するため、専

門医養成段階における離島地域医療従事の義務化など、新たな要員派遣システムを国の責任で構

築すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。

平成２２年１２月１６日、長崎県壱岐市議会、提出先、内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議

長、厚生労働大臣。

以上でございます。

○議長（牧永 護君） これから発議第１０号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで発議第１０号についての質疑を終わりま

す。

〔提出議員（豊坂 敏文君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） お諮りします。発議第１０号については、会議規則第３７条第２項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、発議第１０号は委員会付託を省略する

ことに決定しました。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わり、採決します。この採決は起立に

よって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） 起立多数です。よって、発議第１０号離島医療の医師確保対策を求める

意見書の提出については、原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３１．発議第１１号

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３１、発議第１１号アルミ３胴船の就航を目指す（株）市

民フェリー壱岐対馬への船舶共有建造制度に基づく融資に関する意見書の提出についてを議題と

します。
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提出議員の説明を求めます。３番、音嶋正吾議員。

〔提出議員（音嶋 正吾君） 登壇〕

○提出議員（３番 音嶋 正吾君） 発議第１１号、平成２２年１２月１６日、壱岐市議会議長牧

永護様、提出者、壱岐市議会議員音嶋正吾、賛成者、壱岐市議会議員久保田恒憲、同呼子好、町

田光浩、深見義輝、町田正一、今西菊乃、市山和幸、豊坂敏文、鵜瀬和博、榊原伸、久間進、瀬

戸口和幸、市山繁。

アルミ３胴船の就航を目指す（株）市民フェリー壱岐対馬への船舶共有建造制度に基づく融資

に関する意見書の提出について、上記の議案を、別紙のとおり壱岐市議会会議規則第１４条の規

定により提出いたします。

アルミ３胴船の就航を目指す（株）市民フェリー壱岐対馬への船舶共有建造制度に基づく融資

に関する意見書（案）、壱岐市内の農業・漁業を担う市農協と５漁協から、１１月２５日付で貴

機構に陳情が出されております。そこにあるように、現在、壱岐市の経済は冷え込み、極めて厳

しい状況にあります。島内の諸産業の関係者は必死の努力を重ねておりますが、離島という不利

な条件を背負って、容易に打開の途は開けません。すなわち離島航路の大幅な改善は喫緊にして

焦眉の課題です。しかし、現在まで壱岐対馬航路の改善に努めてこられた九州郵船（株）１社の

みの努力に頼り続けることができる段階ではなくなっております。

現在、（株）市民フェリー壱岐対馬が計画中の高速カーフェリー・アルミ３胴船の就航が実現

するなら、２社が共存共栄する、九州郵船と市民フェリー壱岐対馬の健全なる競合航路が実現し、

壱岐対馬両島民にとっては大きな福音となるでしょう。

交流人口の飛躍的拡大と、本土と物流の改善が実現するならば、観光産業も島内第１次産業も

大きな追い風を受けることができます。

当市議会としても、壱岐対馬両島の起死回生のかぎとして、貴機構が（株）市民フェリー壱岐

対馬に対し、船舶共有建造制度に基づく融資を執行されるよう要望申し上げるものであります。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出いたします。

平成２２年１２月１６日、長崎県壱岐市議会、提出先、国土交通大臣、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構。

以上であります。

○議長（牧永 護君） これから発議第１１号に対する質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 質疑がありませんので、これで発議第１１号についての質疑を終わりま

す。

〔提出議員（音嶋 正吾君） 降壇〕
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○議長（牧永 護君） お諮りします。発議第１１号については、会議規則第３７条第２項の規

定により委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、発議第１１号は委員会付託を省略する

ことに決定しました。

これから討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 討論なしと認め、これで討論を終わり、採決します。この採決は起立に

よって行います。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（牧永 護君） ちょっとお待ちください。ちょっと、はっきり立って下さい。起立多数

です。よって、発議第１１号アルミ３胴船の就航を目指す（株）市民フェリー壱岐対馬への船舶

共有建造制度に基づく融資に関する意見書の提出については、原案のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第３２．委員会の閉会中の継続審査及び継続調査申し出の件

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３２、委員会の閉会中の継続審査及び継続調査申し出の件

を議題とします。

議会運営委員長、総務文教常任委員長、厚生常任委員長、産業建設常任委員長から委員会の調

査中の事件について会議規則第１０４条の規定により、お手元に配付のとおり閉会中の継続審査

及び継続調査の申し出があります。

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、委員会の閉会中の継続審査及び継続調査とす

ることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、委員会

の閉会中の継続審査及び継続調査とすることに決定しました。

────────────・────・────────────

日程第３３．議員派遣の件

○議長（牧永 護君） 次に、日程第３３、議員派遣の件を議題とします。

会議規則第１５９条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣したいと思います。これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり議員を派遣する
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ことに決定しました。

以上で、予定された議事は終了しましたが、この際お諮りします。今期議会において議決され

ました案件について、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきましては、壱岐市

議会会議規則第４３条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（牧永 護君） 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうことに決定しま

した。

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上で、本日の日程は終了いたしました。

ここで市長から発言の申し出があっておりますので発言を許します。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 議会閉会に当たりまして、ごあいさつを申し上げます。

去る１２月３日から本日まで１４日間にわたり、本会議及び委員会を通じまして慎重審議を賜

り、まことにありがとうございました。衷心より敬意と感謝の意を表する次第であります。本定

例会におきまして、さまざまな御意見、御指摘、また御助言を賜りました。賜りました御意見等

につきましては、真摯に、そして謙虚に受けとめ、市政運営に当たる所存でございます。今後と

も御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げます。

さて、本定例会冒頭の行政報告で御報告申し上げておりました壱岐市民病院における九州大学

精神科医局からの平成２３年４月以降の医師派遣中止の申し出の件でございますが、一昨日でご

ざいますけど、１２月１４日に九州大学の精神科医局長から、来年４月１日から７月１５日まで

の３カ月間については、精神科指定医の御紹介をしていただけるとの連絡をいただいたところで

ございます。これは、九州大学医局長が来年３月末に九州大学精神科医局を退局される予定の先

生を説得していただいたものでございます。壱岐市民病院の精神科医療を残してほしいという熱

い思いを受けていただいたものであり、心からお礼と感謝を申し上げる次第であります。ただし、

その３カ月間の延長期間の間に、壱岐市民病院で精神科指定医を確保していただきたいとのこと

であります。私は今後とも精神科指定医を初め、医師確保に向け全力を尽くしてまいります。議

員各位におかれましても、ぜひ御指導、御協力を賜りますよう、切にお願い申し上げます。

今年も残すところ、あとわずかになりました。来る平成２３年もこうした課題を含め、真摯の

精神で精いっぱい突き進んでまいりますので御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。

これから年末年始にかけ、大変御多忙の時期でございますが、市民皆様並びに議員各位におかれ

ましては、健康に十分留意され、健やかにて輝かしい新年を迎えられますことを心から御祈念申
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し上げまして、閉会のごあいさつといたします。ありがとうございました。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上をもちまして、平成２２年第４回壱岐市議会定例会を閉会いたしま

す。これで散会します。大変お疲れさまでした。

午前11時30分閉会

──────────────────────────────
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。

平成 年 月 日

議 長 牧永 護

署名議員 榊原 伸

署名議員 久間 進
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閉会中継続審査 申出書

委員会名 事 件 及び 理 由

厚生常任委員会
事件 請願１号 壱岐市立病院に関する請願

理由 更に慎重な審査を必要とするため

閉会中継続調査 申出書

委員会名 事 件

議会運営委員会
事件 ・本会議の会期日程等、議会の運営に関する事項

期限 ・次期定例会招集日前日まで

総務文教

常任委員会

事件 ・政策企画課、総務課、財政課、管財課の各所管に関する調

査

・税務課の所管に関する調査

・消防本部の所管に関する調査

・教育委員会の所管に関する調査

厚生常任委員会
事件 ・市民福祉課、保護課の所管に関する調査

・健康保健課、環境衛生課の所管に関する調査

・壱岐市民病院及びかたばる病院の所管に関する調査

産業建設

常任委員会 
事件 ・観光商工課、農林課、水産課の所管に関する調査

・建設課、水道課の所管に関する調査

議 員 派 遣 に つ い て

平成２２年１２月１６日

壱岐市議会議長 牧永 護

次のとおり議員を派遣する。

１．長崎県後期高齢者医療広域連合議会定例会

（１）目 的 定例会出席

（２）派遣場所 長崎市

（３）期 間 平成２３年２月１４日～１５日（１泊２日）

（４）派遣議員 今西菊乃
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